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宮 崎 県 工 事 請 負 契 約 約 款 

 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、入札公告及び

設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同

じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この約款及び設計図書を内容とする工事の

請負契約をいう。以下同じ）を履行しなければならない。 

２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡

すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 

３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法等」

という。）については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその

責任において定める。 

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

５ 受注者は、この契約を履行するに当たり個人情報を取り扱う場合は、発注者の指示に従い、

適切な管理を行うものとする。 

６ この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければ

ならない。 

７ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

８ この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

９ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定め

がある場合を除き、計量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。 

10 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治29年法律第89号）及び商

法（明治32年法律第48号）の定めるところによるものとする。 

11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

12 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とす

る。 

13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての

行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契

約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、

また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通

じて行わなければならない。 

（関連工事の調整） 

第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が

施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものと

する。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施

工に協力しなければならない。 

２ 発注者は、受注者の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る他の工事が施

工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、当該他の機関と調整

を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該他の機関の発

注に係る工事の円滑な施工に協力しなければならない。 

（工程表及び請負代金内訳書） 

第３条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表及び請負代金内訳書

（以下「内訳書」という。）を作成し、発注者に提出しなければならない。 

２ 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 

３ 第１項の工程表及び内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 
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（契約の保証） 

第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければ

ならない。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証

券を発注者に寄託しなければならない。 

(１) 契約保証金の納付 

(２) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

(３) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法

律第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

(４) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

(５) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的方法」という。）であって、当該履行保

証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、

受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 

３ 第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第６項において「保証の額」と

いう。）は、請負代金額の10分の１以上としなければならない。 

４ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第53

条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

５ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保

証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる

保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 

６ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の１に達するま

で、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求する

ことができる。 

（権利義務の譲渡等） 

第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはな

らない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、工事目的物、工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第13条第２項の規

定による検査に合格したもの及び第37条第３項の規定による部分払のための確認を受けたもの

並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはなら

ない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（一括委任又は一括下請負の禁止） 

第６条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発

揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

（下請負人の選定） 

第７条 受注者は、工事の一部を下請負人（建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第５項に規

定する下請負人をいう。以下同じ。）に請け負わせるときは、宮崎県内に主たる営業所を有す

る者の中から当該下請負人を選定するよう努めなければならない。 

（建設資材を県外から購入する場合の通知等） 

第７条の２ 受注者は、工事に係る建設資材（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

（平成12年法律第104号）第２条第１項に規定する建設資材をいう。以下同じ。）を購入する場

合において、宮崎県内に営業所を有しない者を契約の相手方としたときは、直ちに、発注者に

対して当該契約の相手方の商号又は名称その他必要な事項を通知しなければならない。 
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２ 受注者は、建設資材を購入する場合においては、当該購入の相手方を宮崎県内に主たる営業

所を有する者の中から選定するよう努めなければならない。 

（下請負人の社会保険等加入義務等） 

第７条の３ 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者（建設業法第２条第３項に規

定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」と

いう。）を下請契約（受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。）の相

手方としてはならない。 

(１) 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出 

(２) 厚生年金保険法（昭和29年法律115号）第27条の規定による届出 

(３) 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出 

２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が

困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者

を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間

内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することの

できる書類を発注者に提出しなければならない。 

（特許権等の使用） 

第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護され

る第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている工事材料、施工方法等を使

用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその

工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示が

なく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して

要した費用を負担しなければならない。 

（監督員） 

第９条 発注者は、監督員を置いたときは、その職名及び氏名を受注者に通知しなければならな

い。監督員を変更したときも同様とする。 

２ 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事

項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、

次に掲げる権限を有する。 

(１) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 

(２) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳

細図等の承諾 

(３) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若し

くは検査（確認を含む。） 

３ 発注者は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監

督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときに

あっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければなら

ない。 

５ 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び

解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合に

おいては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 

６ 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。 

（現場代理人及び主任技術者等） 

第10条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、

その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも
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同様とする。 

(１) 現場代理人 

(２) ［    ］主任技術者（建設業法第26条第１項に規定する主任技術者をいう。以下同

じ。）、［    ］監理技術者（同条第２項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。）又

は監理技術者補佐（同条第３項第２号に規定する者をいう。以下同じ。） 

(３) 専門技術者（建設業法第26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。） 

２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、

請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第１項の請求の受理、同条

第３項の決定及び通知、同条第４項の請求、同条第５項の通知の受理並びにこの契約の解除に

係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 

３ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人

について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 

４ 受注者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら

行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければ

ならない。 

５ 現場代理人、監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同

じ。）及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 

（履行報告） 

第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しな

ければならない。 

（工事関係者に関する措置請求） 

第12条 発注者は、現場代理人がその職務（監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理

人にあっては、それらの者の職務を含む。）の執行につき著しく不適当と認められるときは、

受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求すること

ができる。 

２ 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者（これらの者と現場代理人を兼任する者を

除く。）その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工

又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明

示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

３ 受注者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、

その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対し

て、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

５ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、そ

の結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 

（工事材料の品質及び検査等） 

第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明

示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 

２ 受注者は、設計図書において監督員の検査（確認を含む。以下この条において同じ。）を受

けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなけ

ればならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以内に応じ

なければならない。 

４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出し
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てはならない。 

５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料につ

いては、当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 

 

（監督員の立会い及び工事記録の整備等） 

第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を

受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査

に合格したものを使用しなければならない。 

２ 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、

当該立会いを受けて施工しなければならない。 

３ 受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本

又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするとき

は、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求

があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。 

４ 監督員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求

を受けた日から７日以内に応じなければならない。 

５ 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため、そ

の後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査

を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合

において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見

本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７

日以内に提出しなければならない。 

６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整

備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

（支給材料及び貸与品） 

第15条 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建設機

械器具（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時

期は、設計図書に定めるところによる。 

２ 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担

において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査

の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に

適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注

者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 

４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又

は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと（第２項の検査により発見することが困難であっ

たものに限る｡）などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知し

なければならない。 

５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要が

あると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品

を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、

又は理由を明示した上で、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければなら

ない。 

６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、

数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 
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７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額

を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

９ 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用と

なった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返

還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返

還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の

指示に従わなければならない。 

（工事用地の確保等） 

第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地（以下

「工事用地等」という。）を受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別の定めがあ

るときは、その定められた日）までに確保しなければならない。 

２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事

用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請

負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤

去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならな

い。 

４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は

工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件

を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注

者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、かつ、

発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見

を聴いて定める。 

（設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等） 

第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を

請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員

の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると

認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要

な費用を負担しなければならない。 

２ 監督員は、受注者が第13条第２項又は第14条第１項から第３項までの規定に違反した場合に

おいて、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 

３ 前項に規定する場合のほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められ

る相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者

に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 

４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

（条件変更等） 

第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、

その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 

(１) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これら

の優先順位が定められている場合を除く。）。 

(２) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。 
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(３) 設計図書の表示が明確でないこと。 

(４) 工場現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又

は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 

(５) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生

じたこと。 

２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見

したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立

会いに応じない場合には、受注者の立会いなしに行うことができる。 

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要

があるときは、当該指示を含む。）を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注

者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があると

きは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 

４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認められ

るときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げるところにより設計図書の訂

正又は変更を行わなければならない。 

(１) 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの 

発注者が行う。 

(２) 第１項第４号又は第５号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴う

もの 発注者が行う。 

(３) 第１項第４号又は第５号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わ

ないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要がある

と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必

要な費用を負担しなければならない。 

（設計図書の変更） 

第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計

図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは

工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しな

ければならない。 

（工事の中止） 

第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、

落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）であっ

て受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現

場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事

の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければな

らない。 

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に

通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 

３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認

められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を

維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中

止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけ

ればならない。 

（受注者の請求による工期の延長） 

第21条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の
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責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その

理由を明示した上で、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、

工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由に

よる場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を

及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（発注者の請求による工期の短縮等） 

第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注

者に請求することができる。 

２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受

注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（工期の変更方法） 

第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日か

ら14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するも

のとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第21条の場合にあっては発注者が工

期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日）から７

日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知

することができる。 

３ 発注者は、第１項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な

協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと、当該協議に関

して受注者が第59条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第60条に規定する仲

裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

 （著しく短い工期の禁止） 

第23条の２ 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その

他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると

見込まれる日数等を考慮しなければならない。 

（請負代金額の変更方法等） 

第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始

の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するも

のとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しな

い場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

３ 発注者は、第１項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な

協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと、当該協議に関

して受注者が第59条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第60条に規定する仲

裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

４ この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者

が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 

第25条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約締結の日から12月を経過した後に日本国内にお

ける賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方

に対して請負代金額の変更を請求することができる。 

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代

金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。）と
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変動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応

する額をいう。以下同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につ

き、請負代金額の変更に応じなければならない。 

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に

基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わ

ない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うこと

ができる。この場合においては、同項中「この契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基

づく請負代金額変更の基準とした日」とする。 

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請

負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金

額の変更を請求することができる。 

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーシ

ョン又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注

者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 

７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定め

る。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受

注者に通知する。 

８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に

通知しなければならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は

受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、

発注者に通知することができる。 

９ 発注者は、第３項又は第７項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘

案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと、当

該協議に関して受注者が第59条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第60条に

規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

（臨機の措置） 

第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければな

らない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見

を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければ

ならない。 

３ 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨

機の措置をとることを請求することができる。 

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した

費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分

については、発注者が負担する。 

（一般的損害） 

第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施

工に関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第29条第１項に規定する損害を除

く。）については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害（第58条第１項の規定に

より付された保険等によりてん補された部分を除く。）のうち発注者の責めに帰すべき事由に

より生じたものについては、発注者が負担する。 

（第三者に及ぼした損害） 

第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなけれ
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ばならない。ただし、その損害（第58条第１項の規定により付された保険等によりてん補され

た部分を除く。以下この条において同じ。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じた

ものについては、発注者が負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈

下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担し

なければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義

務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 

３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注

者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 

（不可抗力による損害） 

第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準

を超えるものに限る。）で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの（以

下「不可抗力」という。）により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若

しくは建設機械器具（以下「工事目的物等」という。）に損害が生じたときは、受注者は、そ

の事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害（受注者

が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第１項の規定により付された

保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。）の状況を確認

し、その結果を受注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注

者に請求することができる。 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該

損害の額（工事目的物等であって第13条第２項、第14条第１項若しくは第２項又は第37条第３

項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができる

ものに係る損害の額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（以下「損

害合計額」という。）のうち請負代金額の100分の１を超える額を負担しなければならない。た

だし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額

を負担するものとする。 

５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより算定する。 

(１) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価

値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 

(２) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する

請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 

(３) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥

当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受

けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕に

よりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものにつ

いては、その修繕費の額とする。 

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力によ

る損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、

「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累

計」と、「請負代金額の100分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の１を超える

額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既

に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 

（請負代金額の変更に代える設計図書の変更） 
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第30条 発注者は、第８条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は

第33条の規定により費用を負担すべき場合又は請負代金額を増額すべき場合において、特別の

理由があるときは、負担額又は請負代金額の増額の全部又は一部に代えて設計図書を変更する

ことができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定め

る。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に

通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなけ

ればならない。ただし、発注者が同項の費用を負担すべき事由又は請負代金額を増額すべき事

由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を

定め、発注者に通知することができる。 

（検査及び引渡し） 

第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の

立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当

該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要がある

と認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査すること

ができる。 

３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

４ 発注者は、第２項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを

申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 

５ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支

払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求

に直ちに応じなければならない。 

６ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けな

ければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適

用する。 

（請負代金の支払） 

第32条 受注者は、前条第２項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができ

る。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金

を支払わなければならない。 

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項に規定する期間内に検査をしないときは、

その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項に規定する期間（以下「約

定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定

期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了

したものとみなす。 

（部分使用） 

第33条 発注者は、第31条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全

部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 

２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなけ

ればならない。 

３ 発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に

損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 

（前金払及び中間前金払） 

第34条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前
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払金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を

締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の４以内の前払金の支払を発注

者に請求することができる。ただし、請負代金額が100万円未満の工事については、請求できな

い。 

２ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約

の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合にお

いて、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 

３ 発注者は、第１項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金

を支払わなければならない。 

４ 受注者は、第１項の規定により前払金の支払を受けた後、当該前払金に追加して支払を受け

る前払金（以下「中間前払金」という。）に関し、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時

期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分

の２以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前２項

の規定を準用する。 

５ 受注者は、中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払

に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったと

きは、直ちに認定を行い、当該認定後速やかにその結果を受注者に通知しなければならない。 

６ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分

の４（第４項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の６）から受領済みの

前払金額（中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条におい

て同じ。）を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金（中間前払金の支払を受けていると

きは、中間前払金を含む。以下この条、次条、第40条、第41条及び第52条において同じ。）の

支払を請求することができる。この場合においては、第３項の規定を準用する。 

７ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請

負代金額の10分の５（第４項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の６）

を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しな

ければならない。 

８ 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当で

あると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、

請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に

通知する。 

９ 発注者は、受注者が第７項に規定する期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額

につき、同項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応

じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条第１項本文に規定

する財務大臣が決定する率の割合（この場合における年当たりの割合は、
じ ゆ ん

閏 年の日を含む期間

についても、365日当たりの割合とする。以下「財務大臣決定割合」という。）で計算した額の

遅延利息の支払を請求することができる。  

（保証契約の変更） 

第35条 受注者は、前条第６項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を

請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなけ

ればならない。 

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変

更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 

３ 受注者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、

当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
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この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 

４ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその

旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 

（前払金の使用等） 

第36条 受注者は、前払金（中間前払金を除く。）をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃

借料、機械購入費（この工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払

運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外

の支払に充当してはならない。ただし、前払金額の100分の25を超えない範囲で、前払金をこの

工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当する

ことができる。 

２ 受注者は、中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（この

工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、

労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはなら

ない。  

（部分払） 

第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造

工場等にある工場製品（第13条第２項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該

検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とする

ことを指定したものに限る。）に相応する請負代金相当額の10分の９以内の額について、次項

から第７項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、

工期中３回（中間前払金を請求する場合にあっては、２回）を超えることができない。 

２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は

工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しな

ければならない。 

３ 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、

設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注

者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、そ

の理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 

４ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

５ 受注者は、第３項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この

場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければなら

ない。 

６ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第１項の請負代金相当額は、

発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に

協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

部分払金の額≦第１項の請負代金相当額×｛９/10－（前払金額＋中間前払金額）／請負代金

額｝ 

７ 第５項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、

第１項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象とな

った請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 

（部分引渡し） 

第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受ける

べきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該指定部分の

工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、

「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第５項及び第32条中「請負
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代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 

２ 前項の規定により準用される第32条第１項の規定により請求することができる部分引渡しに

係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代

金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用され

る第32条第１項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受

注者に通知する。 

部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額×｛１－（前払金額＋中

間前払金額）／請負代金額｝ 

（債務負担行為に係る契約の特則） 

第39条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額（以下

「支払限度額」という。）は、次のとおりとする。 

年度      円 

年度      円 

年度      円 

２ 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 

年度      円 

年度      円 

年度      円 

３ 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第１項の支払限度額及び前項の出来高

予定額を変更することができる。 

（債務負担行為に係る契約の前金払の特則） 

第40条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第34条中「契約書記載の

工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期（最終の会計年度以外の会計年度

にあっては、各会計年度末）」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年

度の出来高予定額（前会計年度末における第37条第１項の請負代金相当額（以下この条及び次

条において「請負代金相当額」という。）が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合にお

いて、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額）」と読み替えて、

これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度（以下「契約会計年度」とい

う。）以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支

払を請求することはできない。 

２ 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められて

いるときには、同項の規定により準用される第34条第１項及び第４項の規定にかかわらず、受

注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。 

３ 第１項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書

に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第１項の規定にかかわらず、

受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分（    円以内）を含めて

前払金の支払を請求することができる。 

４ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予

定額に達しないときには、同項の規定により準用される第34条第１項及び第４項の規定にかか

わらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年

度の前払金の支払を請求することができない。 

５ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予

定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長す

るものとする。この場合においては、第35条第４項の規定を準用する。 

（債務負担行為に係る契約の部分払の特則） 
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第41条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度

までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額

（以下「出来高超過額」という。）について部分払を請求することができる。ただし、契約会

計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支

払を請求することができない。 

２ この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第37条第６

項及び第７項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 

部分払金の額≦請負代金相当額×９/10－（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部

分払金額）－｛請負代金相当額－（前会計年度までの出来高予定額＋出来高超過額）｝×

（当該会計年度前払金額＋当該会計年度中間前払金額）／当該会計年度の出来高予定額 

３ 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。ただし、各会計年度

において中間前払金の支払があった場合は、当該年度の回数を１回減じるものとする。 

年度    回 

年度    回 

年度    回 

（第三者による代理受領） 

第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人

とすることができる。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出す

る支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三

者に対して第32条（第38条において準用する場合を含む。）又は第37条の規定に基づき支払を

しなければならない。 

（前払金等の不払に対する工事中止） 

第43条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づ

く支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、

工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その

理由を明示した上で、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認

められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を

維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止

に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ

ばならない。 

（契約不適合責任） 

第44条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの

（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引

渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、履行の追完に過分の費用を要すると

きは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が

請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履

行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することがで

きる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減

額を請求することができる。 

 (１) 履行の追完が不能であるとき。 

 (２) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 
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 (３) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな

ければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしない

でその時期を経過したとき。 

 (４) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受け

る見込みがないことが明らかであるとき。 

（発注者の任意解除権） 

第45条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第47条の規定によるほか、必要があると

きは、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたとき

は、その損害を賠償しなければならない。 

（発注者の催告による解除権） 

第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の

催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期

間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 (１) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 

 (２) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認

められるとき。 

 (３) 第10条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。 

 (４) 正当な理由なく、第44条第１項の履行の追完がなされないとき。 

 (５) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

 

 （発注者の催告によらない解除権） 

第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除するこ

とができる。 

 (１) 第５条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 

 (２) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 

 (３) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却し

た上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 

 (４) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

 (５) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶す

る意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達すること

ができないとき。 

 (６) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな

ければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその

時期を経過したとき。 

 (７) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をして

も契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

 (８) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下

「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう、以下この条において同

じ。）又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条に

おいて同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したと

き。 

 (９) 第49条又は第50条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

 (10) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号にお
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いて同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

  ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、

受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する

事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団又

は暴力団員であると認められるとき。 

  イ 役員等が、暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用したと認められ

るとき。 

  ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

  エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

  オ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

いると認められるとき。 

  カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。 

  キ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからカまで

のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

  ク 受注者が、アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約

その他の契約の相手方としていた場合（キに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者

に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

 (11) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法

律第54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者

である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会

が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場

合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該

納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取

り消された場合を含む。以下この条において同じ。）。 

 (12) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これら

の命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」という。）に

対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行

われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。

次号において同じ。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規

定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

 (13) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８

条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった

取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件につい

て、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令

における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書

の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

 (14) この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治

40年法律第45号）第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第

１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第48条 第46条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであると

きは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 
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 （受注者の催告による解除権） 

第49条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、

その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過

した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、

この限りでない。 

（受注者の催告によらない解除権） 

第50条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができ

る。 

(１) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。 

(２) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の５（工期の10分の５が６月を超

えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除い

た他の部分の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第51条 第49条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、

受注者は前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（解除に伴う措置） 

第52条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、

当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該

引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わ

なければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受

注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 第１項の場合において、第34条（第40条において準用する場合を含む。）の規定による前払金

があったときは、当該前払金の額（第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、

その部分払において償却した前払金の額を控除した額）を同項前段の出来形部分に相応する請

負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受

注者は、解除が第46条若しくは第47条の規定によるとき又は解除が次条第３項に該当するとき

にあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ財務大臣決定割合で

計算した額の利息を付した額を、解除が第45条、第49条又は第50条の規定によるときにあって

はその余剰額を発注者に返還しなければならない。 

４ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第１

項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければ

ならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若し

くはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代

品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならな

い。 

５ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸

与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は

過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返

還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

６ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、

又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人が所有し、又は管理す

るこれらの物件を含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地

等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 

７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工
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事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を

処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注

者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、かつ、

発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この

契約の解除が第46条若しくは第47条の規定によるとき又は解除が次条第３項に該当するときは

発注者が定め、第45条、第49条又は第50条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて

定めるものとし、第４項後段、第５項後段及び第６項に規定する受注者のとるべき措置の期限、

方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 

９ 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者

及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 

（発注者の損害賠償請求等） 

第53条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠

償を請求することができる。 

 (１) 工期内に工事を完成することができないとき。 

 (２) この工事目的物に契約不適合があるとき。 

 (３) 第46条又は第47条の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 

 (４) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能

であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10

分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 (１)  第46条又は第47条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 

 (２) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべ

き事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者がこの契約を解除した場合

は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 (１) 受注者について破産手続開始の決定があった場合 破産法（平成16年法律第75号）第74条

第１項の規定により選任された破産管財人 

 (２) 受注者について更生手続開始の決定があった場合 会社更生法（平成14年法律第154号）

第67条第１項の規定により選任された管財人 

 (３) 受注者について再生手続開始の決定があった場合 民事再生法（平成11年法律第225号）

第２条第２号に規定する再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみ

なされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰するこ

とができない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。 

５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来

形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務大臣決定割合で計算

した額とする。 

６ 第２項の場合（第47条第８号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。）

において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている

ときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 

 （談合その他不正行為による損害賠償の予約） 

第54条 受注者は、第47条第11号から第14号までのいずれかに該当するときは、発注者がこの契約

を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の10分の２に相当する金額を支払わな

ければならない。工事が完了した後も同様とする。 
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２ 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注

者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場

合においては、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、共同連帯して前項の額を

支払わなければならない。 

３ 第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。 

 （受注者の損害賠償請求等） 

第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償

を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に

照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 

 (１) 第49条又は第50条の規定により契約が解除されたとき。 

 (２) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能で

あるとき。 

２ 第32条第２項（第38条において準用する場合を含む。）の規定による請負代金の支払いが遅れ

た場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣決定割合で計算

した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 

 （契約不適合責任期間等） 

第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第４項又は第５項（第38条においてこ

れらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡し（以下この条において単に「引渡

し」という。）を受けた日から２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請

求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」とい

う。）をすることができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検

査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当

該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた

日から１年が経過する日まで請求等をすることができる。 

３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の

根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

４ 発注者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び

第７項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者

に通知した場合において、発注者が通知から１年が経過するまでに前項に規定する方法による

請求等をしたときは、契約不適合期間のうちに請求等をしたものとみなす。 

５ 発注者は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に

関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができ

る。 

６ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用

せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 

７ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合期間については適用しない。 

８ 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定に

かかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をする

ことができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限り

でない。 

９ 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図によ

り生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることがで

きない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しな
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かったときは、この限りでない。 

 （相殺） 

第57条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有す

る保証金返還請求権、請負代金請求権その他の債権と相殺できることとし、なお不足があると

きは追徴する。 

２ 前項の場合において、相殺の充当の順序は発注者が指定する。 

 （火災保険等） 

第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条において同じ。）等

を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを

含む。以下この条において同じ。）に付さなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを

直ちに発注者に提示しなければならない。 

３ 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは、

直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

（あっせん又は調停） 

第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わな

かったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と

受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による宮崎県建設工事

紛争審査会（以下次条において「審査会」という。）のあっせん又は調停によりその解決を図

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技

術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は

管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第３項の規定によ

り受注者が決定を行った後若しくは同条第５項の規定により発注者が決定を行った後、又は発

注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第３項若しくは第５項に規定する期間が経過した後

でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 

 （仲裁） 

第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争

を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審

査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 

（契約の費用） 

第61条 契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。 

（補則） 

第62条 この約款に定めのない事項については、宮崎県財務規則（昭和39年宮崎県規則第２号）

に定めるところによるものとし、約款及び宮崎県財務規則に定めのない事項については、必要

に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 
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 別添 

              個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報（生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識

別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより、

特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。以下同

じ。）の保護の重要性を認識し、この契約の履行に当たっては、個人の権利利益

を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 （秘密等の保持） 

第２ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知ら 

せてはならない。契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 

 （収集の制限） 

第３ 受注者は、この契約の履行に当たり個人情報を収集するときは、その利用目 

的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法に 

より収集しなければならない。 

 （目的外利用及び提供の禁止） 

第４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た個人情報を当該業務の利用目的 

以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、発注者 

の指示があるとき、又はあらかじめ発注者の承認を得たときは、この限りでない。 

 （適正管理） 

第５ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅 

失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなけ 

ればならない。 

 （複写又は複製の禁止） 

第６ 受注者は、業務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録さ 

れた資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承 

認を得たときは、この限りでない。 

 （再委託等の禁止） 

第７ 受注者は、発注者の承諾があったときを除き、この契約による個人情報を取 

り扱う業務を第三者に請け負わせ、又は再委託してはならない。 

 （資料の返還等） 

第８ 受注者は、業務を処理するために発注者から提供を受け、又は受注者自らが 

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直 

ちに発注者に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報 

を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。ただ 

し、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 （従事者への周知） 

第９ 受注者は、業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後に 

おいても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当 

な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知さ 

せなければならない。 

２ 受注者は、第７の規定による発注者の承諾を得て、個人情報を取り扱う業務を 
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第三者へ委任し、又は請け負わせる場合は、当該第三者に対し前項の規定を遵守 

するよう指導しなければならない。 

 （実地調査等） 

第10 発注者は、必要があると認めるときは、受注者が処理する業務に係る個人情 

報の取扱状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。 

 （事故報告） 

第11 受注者は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのある 

ことを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 



別記   

様式第１号   

工  事  請  負 契 約  書 

 

 １  工 事  名 

 

 ２  工 事 場 所 

 

 ３   工 期   自    年   月   日 

                  至     年   月  日 

 

 ４  工事を施工しない日  

工事を施工しない時間帯 

 

 ５  請負代金額 

  十 

 

  億 

 

  千 

 

  百 

 

  十 

 

  万 

 

  千 

 

  百 

 

  十 

 

  円 

 

                  うち取引に係る消費税及び地方消費税額          円  

 

 ６  契約保証金                                                             

  億 

 

  千 

 

  百 

 

  十 

 

  万 

 

  千 

 

  百 

 

  十 

 

  円 

 

     

     

     

           

 ７  資材の再資源化等に関する事項  

 

 

 ８  建設発生土の搬出先等  

 

 

 

上記の工事について、発注者宮崎県と受注者           とは、各々の

対等な立場における合意に基づいて、別添の宮崎県工事請負契約約款によって請負

契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。ただし、次の各号

に掲げる事項については、当該各号に定めるところによるものとする。 

   (1) 出来形部分払の回数  

 

   (2) 特約事項 

 

 

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の          

共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。  

この契約成立の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保

有するものとする。 

 

                年  月   日 

 

                                  発注者  宮   崎  県 

                                                                           印 

 

                                  受注者  住      所 

                                           商号又は名称 

                                           代 表 者 氏 名                   印  

印 
紙 



（別紙１）

資材の再資源化等に関する事項

１．分別解体等の方法

作 業 内 容 分 別 解 体 等 の 方 法

工 □手作業
程 □手作業・機械作業の併用
ご
と □手作業
の □手作業・機械作業の併用
作
業 □手作業
内 □手作業・機械作業の併用
容
及 □手作業
び □手作業・機械作業の併用
解
体 □手作業
方 □手作業・機械作業の併用
法

□手作業
□手作業・機械作業の併用

（注）分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。

２．解体工事に要する費用（直接工事費） 円（税抜き）

（注 ・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。）

・仮設費及び運搬費は含まない。

３．再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類 施 設 の 名 称 所 在 地

４．再資源化等に要する費用（直接工事費） 円（税抜き）

（注 ・運搬費を含む。）



様式第１号の２   

工  事  請  負 変 更  契 約  書 

 １  工 事  名 

 

 ２  工 事 場 所 

 

 ３   工 期   自    年   月   日 

                  至    年   月  日 

 

 ４  工事を施工しない日  

工事を施工しない時間帯  

 

 ５   増減請負代金額   

 

          増額 

 

          減額 

  億 

 

 

  千 

 

 

  百 

 

 

  十 

 

 

  万 

 

 

  千 

 

 

  百 

 

 

  十 

 

 

  円 

 

 

  

  

  

            うち取引に係る消費税及び地方消費税額             円 

 

 ６  資材の再資源化等に関する事項  

   

 ７  建設発生土の搬出先等  

 

 

 

         年  月  日付けで契約した工事については、今回別冊変更図面及び  

 仕様書のとおり、工事内容の変更により、上記のとおり変更契約したので、本書２  

 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有するものとする。  

 

              年   月   日   

 

                                発注者  宮   崎  県 

                                                                            印 

 

                                受注者  住     所 

                                         商号又は名称 

                                        代 表 者 氏 名          印  



（別紙２）

資材の再資源化等に関する事項

１．分別解体等の方法（変更後）

作 業 内 容 分 別 解 体 等 の 方 法

工 □手作業
程 □手作業・機械作業の併用
ご
と □手作業
の □手作業・機械作業の併用
作
業 □手作業
内 □手作業・機械作業の併用
容
及 □手作業
び □手作業・機械作業の併用
解
体 □手作業
方 □手作業・機械作業の併用
法

□手作業
□手作業・機械作業の併用

（注）分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。

． （ ） （ ） （ ）２ 解体工事に要する費用 直接工事費 変更前 円 税抜き

（ ） （ ）変更後 円 税抜き

（注 ・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。）

・仮設費及び運搬費は含まない。

３．再資源化等をする施設の名称及び所在地

（変更前）

特定建設資材廃棄物の種類 施 設 の 名 称 所 在 地

（変更後）

特定建設資材廃棄物の種類 施 設 の 名 称 所 在 地

４．再資源化等に要する費用（直接工事費 （変更前） 円（税抜き））

（注 ・運搬費を含む。 （変更後） 円（税抜き））
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至
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1

1
11
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1

11
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1
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様式第２号の２

殿

（受注者）

～ 迄

（工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担
額         円）

費　目 工　　種 種別 細別 規　格 単位 員　数 単価 金　額

年　　月　　日　

請負代金内訳書

工 事 名

（発注者）

契約年月日 　　　　　　年　　月　　日

工　期 　　　年　　月　　日 　　　年　　月　　日



様式第３号（約款第７条の２関係） 

 

 

建設資材購入通知書 

 

工 事 名      

 

 

            第     号                 工事 

 

 

工 事 場 所      

 

         線     郡     町 

          川                      大字  

          港         市        村 

 

工 期      

 

自        年   月   日 

 

至             年   月   日 

 

請負代金額 

 

 

一金               円 

 

 

購 入 資 材 の 内 訳            

 
購入先の商号 

又 は 名 称 

 

購入資材名  

 

購入金額（千円） 

 
 
県外業者から購入した理由  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上記のとおり、県内に営業所を有しない者から資材を購入したので通知します。 

 

            年  月  日 

 

                            受注者 住    所 

                                    商号又は名称 

                                   代 表 者 氏 名 

 

 発注者          殿 

 

 

  



様式第４号（約款第９条関係）

監督員選任（変更）通知書

工 事 名 第 号 工事

線 郡 町

工 事 場 所 川 大字

港 市 村

自 年 月 日

工 期

至 年 月 日

請 負 代 金 額 一金 円

（変更前） （変更後）

総括監督員職氏名

（変更前） （変更後）

主任監督員職氏名

上記のとおり、監督員を選任（変更）したので通知します。

年 月 日

出先機関の長 印

受注者 商号又は名称

代 表 者 氏 名 殿



様式第５号（約款第10条関係）

　　　　　　　　　

殿

（受注者）

現場代理人氏名

□ 現場代理人に定める上記の者は、受注者との直接的な雇用関係を有していることを証します。

主任技術者又は
監理技術者氏名

専門技術者氏名

(注)1． 現場代理人は別紙経歴書は不要。

2． 現場代理人氏名の下部チェックボックスにチェックを入れ、証拠書類の写しを添付すること。

3． 入札参加資格確認時に「主任（監理）技術者等の資格・工事経験調書」を提出している場合は、
別紙経歴書は不要。

現　場　代　理　人　等　通  知  書

年　　月　　日

（発注者）　

住 所

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名

                           付けをもって請負契約を締結した                                          について、宮崎県工

事請負契約約款第10条に基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので、別紙経歴書を添えて通

知します。

記



様式第５号の２（約款第10条関係）

年　　月　　日

殿

住   　　  　  所

（受注者） 商号又は名称

代 表 者 氏 名

工 事 名

　付けで通知した上記工事の現場代理人及び技術者を下記のとおり

変更したいので、別紙経歴書を添え、宮崎県工事請負契約約款第10条に基づき通知します。

記

□ 現場代理人に定める上記の者は、受注者との直接的な雇用関係を有していることを証します。

(注)1． 新現場代理人等の記入内容は現場代理人等通知書に準ずる。
2． 変更する現場代理人等区分には、下記から該当する区分を記載する。

・現場代理人
・主任技術者
・監理技術者
・専門技術者

3． 現場代理人を変更する場合は、変更事由欄下部のチェックボックスにチェックを入れ、
証拠書類の写しを添付すること。

変　 更　 事 　由

変更する現場代理人等区分

旧現場代理人等氏名 新現場代理人等氏名

現場代理人等変更年月日

（発注者）

現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書



（別紙） 

（現場代理人等氏名）

年　月　日　

経　　歴　　書

生　年　月　日

最　終　学　歴

資格及び資格番号

工　事　経　歴



様式第６号（約款第20条関係）

工事中止（再開）通知書

工 事 名 第 号 工事

線 郡 町

工 事 場 所 川 大字

港 市 村

自 年 月 日

工 期

至 年 月 日

中 止 期 間

中止(再開)

の 理 由

上記工事の施工を 年 月 日から中止（再開）してください。

年 月 日

発注者 印

受 注 者

商号又は名称

代 表 者 氏 名 殿



様式第７号（約款第 23 条関係） 

                                                                     

                                                                     

                                                                     

 

 

 

印 

 

紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

工期変更協議書 

 

工 事 名       

 

 

          第     号                  工事 

 

 

工 事 場 所       

 

          線     郡     町 

          川                     大字 

          港          市     村 

変 更 前 

の 工 期 

     

自        年   月   日 

 

至             年   月   日 

変 更 後 

の 工 期 

     

自        年   月   日 

 

至             年   月   日 

 

 

変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記工事の工期を変更したいので協議します。 

 

            年  月  日 

 

                              （発注者又は受注者）         印    

 

 

 （受注者又は発注者）          殿 

 

  上記工事の工期の変更については承知しました。 

 

            年  月  日 

                              （受注者又は発注者）               印 

 

 

 （発注者又は受注者）          殿 

 

 

  



様式第８号（約款第31条関係）

殿

（受注者）
代 表 者 氏 名

下記工事は をもって完成したので宮崎県工事請負契約約款

第31条第1項に基づき通知します。

1．工　事　名

2．請負代金額 ￥

3．契約年月日

4．工　　　期 自 至

(注) 1.本文の年月日は実際に完成した年月日を記載する。

2,請負代金額及び指定部分に対する請負代金額は、空白を作ることなく、

  左詰で記入すること。

（発注者）

商号又は名称

年　　月　　日

住　　　　　 所

完　　成　　届

年　　月　　日

記



様式第８号の２（約款第38条関係）

殿

（受注者）

下記工事の指定部分は、 をもって完成したので宮崎県

工事請負契約約款第38条第1項に基づき通知します。

工事名

工　期 自 至

請負代金額 ￥

指定部分工期 自 至

指定部分に対する請負代金額 ￥

(注) 1.債務負担行為に基づく契約の場合は請負代金額欄の下段に各年度の
  出来高予定額を記入すること。
【記載例】

（出来高予定額） （和暦）○○年度 ￥　△△△
～ ～

（和暦）□□年度 ￥　×××
2.債権譲渡及び代理受領による請求をする場合は、別途定める様式に
  より請求をすること。
3.請負代金額及び指定部分に対する請負代金額は、空白を作ることな

　く、左詰で記入すること。

記

年　　月　　日

（発注者）

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

指　定　部　分　完　成　届

　年　　月　　日



様式第９号（約款第31条及び第37条関係）

工事完成（既済部分）検査書

工 事 番 号

工 事 名 称

工 事 数 量

工 事 場 所

自 年 月 日
工 期

至 年 月 日

完 成 年 月 日

検 査 年 月 日

総 括 監 督 員 職 氏 名

主 任 監 督 員 職 氏 名

請負人（立会人）住所氏名

検 査 内 訳

適 否 合 格 不合格

成 績

中 間 検 査 完 成 検 査

第１回
検 査 員 職 氏 名

第２回

第○回

不合格の場合の理由

年 月 日に完成の通知を受けた工事の完成（既済部分）検査の結果
を上記のとおり通知します。

年 月 日
発注者 印

受注者 商号又は名称
代 表 者 氏 名 殿



様式第10号（約款第31条関係）

殿

（受注者）

下記工事目的物を宮崎県工事請負契約約款第31条第4項に基づき引き渡します。

1．工事名

2．請負代金額 ￥

3．検査年月日

(注) 請負代金額は、空白を作ることなく、左詰で記入すること。

  

代 表 者 氏 名

引　渡　申　出　書

商号又は名称

年　　月　　日

（発注者）

住　　　　　 所



様式第10号の２（約款第38条関係）

殿

（受注者）

下記工事の指定部分を宮崎県工事請負契約約款第38条第1項に基づき引き渡します。

(注) 請負代金額及び指定部分に対する請負代金額は、空白を作ることなく、
左詰で記入すること。

指定部分に係る検査年
月日

請　負　代　金　額 ￥

指定部分に係る請負代
金額

￥

全　体　工　期 自 至

指定部分に係る工期 自 至

指　定　部　分

年　　月　　日

（発注者）

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

指　定　部　分　引　渡　書

工　　 事　　 名 0



様式第11号(約款第32条、第34条、第37条関係)

請求書 （ ）

殿

（受注者）

下記のとおり請求します。

請求金額 ￥

ただし、次の工事の( )として

工事名

契約日

契約金額 ￥

振込希望金融機関名 店

預金の種別

口座番号

口座名義

フリガナ

債権者番号

(注)1．

2．

3． 部分払金及び完成代金を請求する場合は、請求内訳書を添付すること。

4．

5． 金額は、空白を作ることなく、左詰で記入すること。

前払金及び中間前払金を請求するときは、前払金保証事業会社の保証証書を添
えて請求すること。

債権譲渡及び代理受領による請求をする場合は、別途定める様式により請求を
すること。

（　　　）には前払金、中間前払金、部分払金、指定部分完済払金、完成代金
の別を記入すること。

年　　月　　日

（発注者）

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

銀行 金庫 その他



様式第11号別紙

1. 請負代金額 （A） ￥

2. 前払金額 （B） ￥

3. 中間前払金額 （C） ￥

4. 出来高金額 （D） ￥

5. （E） ￥

6. その他控除額 （F） ￥

7.

（G=D-E-F） ￥

8. ￥ (B+C)/A= ％

≒ ％

9. 前回までの部分払金額 ￥

10. 今回請求する金額 ￥

（注） 1. 部分払については、８欄の末尾には(B+C)/Aの割合を記入すること。ただし、

(B+C)/Aの率は1％未満は切上げ、今回請求する金額は小数点以下を切り捨てる

こと。

2. 宮崎県工事請負契約約款第37条第6項及び第7項により算出

3.請求するに当たり、必要な項目に金額を記入すること。

4. 金額は、空白を作ることなく、左詰で記入すること。

今回の出来高金額

請求し得る金額
(G×(9/10-(B＋C)/A))

前回までの出来高金
額

請　　求　　内　　訳　　書



様式第11号別紙２

請　　求　　内　　訳　　書
（債務負担行為に係る契約の部分払）

1. 請負代金相当額 （A） ￥

2.

（B） ￥

3.

（C） ￥

4. 出来高超過額 （D） ￥

5.

（E） ￥

6.

（F） ￥

7.

（G） ￥

8.

（H） ￥

9. ￥ (E+F)/H= ％
【A×9/10-(B+G)-{A-(C+D)}×(E+F)/H】 ≒ ％

10. 今回請求する金額 ￥

（注） 1. ９欄の末尾には(E+F)/Hの割合を記入すること。ただし、(E+F)/Hの率は

1％未満は切上げ、今回請求する金額は小数点以下を切り捨てること。

2. 宮崎県工事請負契約約款第41条第2項により算出

3.請求するに当たり、必要な項目に金額を記入すること。

4. 金額は、空白を作ることなく、左詰で記入すること。

前会計年度までの
支払金額

前会計年度までの
出来高予定額

当該会計年度の中
間前払金額

請求し得る部分払
金額

当該会計年度の部
分払金額

当該会計年度の前
払金額

当該会計年度の出
来高予定額



様式第 11 号の２（約款第 32 条関係） 
口座振替申出表示 

 
金融機関名 

 
 

 
預金の種類 

 
 

 
口 座 番 号      

 
 

フリガナ  
 
口 座 名 義      

 
 

 
債権者番号 
 

 
 
 

 

 

請求書［債権譲渡］ 

 
 

 請求金額 

 

  十 
 
 

  億 
 
 

  千 
 
 

  百 
 
 

  十 
 
 

  万 
 
 

  千 
 
 

  百 
 
 

  十 
 
 

  円 
 
 

 
 
 

 
 
工 事 名          
 

 
            第          号                    工事 
 

 
工 事 場 所          
 

         線     郡        町 
          川                       大字 
          港        市     村 

 

工 期          

 

自               年   月   日 

 
至               年    月    日 

 
完 成 年 月 日          

 
                 年   月   日 

 
検 査 年 月 日          

 
                 年   月   日 

 
引 渡 年 月 日          

 
                 年   月   日 

 
請 負 代 金 額          

 
一金                             円 

 
 
内 
 
 
 
 
 
 
 
訳 
 

 
前 払 金         

 
一金                 円 

 
部 分 払 金 受 領 済 額 内 訳                 

 
中 間 前 払 金         

 
一金                 円 

 
回 数 

 
   金       額 

 
部 分 払 金         

 
一金                 円 

 
第１回 

 
 一金                 円 

 
損害賠償責任額         

 
一金                 円 

 
第２回 

 
 一金                 円 

 
そ の 他 の 金 額         

 
一金                 円 

 
第３回 

 
 一金                 円 

 
差 引 金 額         

 
一金                 円 

 
 

 
  上記工事の完成検査及び引渡しを終了しましたので、請負代金を請求します。 
 
              年  月  日 
 
                          受注者     住    所 
                                     商号又は名称 
                                      代 表 者 氏 名                            
 
                          債権譲受人 住    所 
                                     商号又は名称 
                                      代 表 者 氏 名                          
 発注者          殿 
 

 



様式第 11 号の３（約款第 32 条関係） 

口座振替申出表示（受任者） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

口座振替申出表示（受注者） 
 
金融機関名 

 
 

 
金融機関名 

 
 

 
預金の種類 

 
 

 
預金の種類 

 
 

 
口 座 番 号      

 
 

 
口 座 番 号      

 
 

フリガナ  フリガナ  
 
口 座 名 義      

 
 

 
口 座 名 義      

 
 

 
債権者番号 
 

 
 

 
債権者番号 
 

 
 

 

 

請求書［代理受領］ 

 
 

 請求金額 

 

  十 
 
 

  億 
 
 

  千 
 
 

  百 
 
 

  十 
 
 

  万 
 
 

  千 
 
 

  百 
 
 

  十 
 
 

  円 
 
 

 
 
 

うち受任者受領額 一金                             円 
          受注者受領額 一金                             円 
 
工 事 名          
 

 
            第          号                    工事 
 

 
工 事 場 所          
 

         線     郡        町 
          川                       大字 
          港        市     村 

 
工 期          
 

自               年   月   日 
 
至               年    月    日 

 
完 成 年 月 日          

 
                 年   月   日 

 
検 査 年 月 日          

 
                 年   月   日 

 
引 渡 年 月 日          

 
                 年   月   日 

 
代理受領の受任者          

 
                銀行・農協・金庫・その他 

請 負 代 金 額          
 
一金                             円 

 
 
内 
 
 
 
 
 
 
 
訳 
 

 
前 払 金         

 
一金                 円 

 
部 分 払 金 受 領 済 額 内 訳                 

 
中 間 前 払 金         

 
一金                 円 

 
回 数 

 
   金       額 

 
部 分 払 金         

 
一金                 円 

 
第１回 

 
 一金                 円 

 
損害賠償責任額         

 
一金                 円 

 
第２回 

 
 一金                 円 

 
そ の 他 の 金 額         

 
一金                 円 

 
第３回 

 
 一金                 円 

 
差 引 金 額         

 
一金                 円 

 
 

 
  上記工事の完成検査及び引渡しを終了しましたので、請負代金を請求します。 
 なお、請負代金の受領に当たっては、上記代理受領の受任者を受注者の代理人とし 
てください。 
 
              年  月  日 
 
                            受注者 住    所 
                                     商号又は名称 
                                      代 表 者 氏 名                            
 
 発注者          殿 
 

  （注）発注者が交付した請負代金等代理受領承諾申請書の写しを添付してください。 



様式第12号（約款第33条関係）

受信者：「受注者名」又は『発注者名』

殿

発信者：「発注者名」又は『受注者名』

　標記について、下記のとおり部分使用することを、宮崎県工事請負契約約款第33条

第1項に基づき（ 協議　・　承諾 ）する。

1．使用目的

2．使用部分

3．使用期間 自
至

4．使用者

5．その他

(注) 1. （協議・承諾）には、いずれかに印をつける。

2. 協議の場合は、受信者を「受注者名」、発信者を「発注者名」として、
発注者が作成する。

3. 承諾の場合は、受信者を『発注者名』、発信者を『受注者名』として、

受注者が作成する。この場合は受注者の押印は不要。

記

工事の部分使用について

年　　月　　日

印



様式第12号の２（約款第34条関係）

年　　月　　日

殿

住 所

（受注者） 商号又は名称

代 表 者 氏 名

認　　定　　請　　求　　書

宮崎県工事請負契約約款第34条第4項に基づき、下記工事の中間前金払の認定を請求します。

記

契　　約　　日

工　　事　　名

工　　　　　期 自

至

工  事  場  所

請 負 代 金 額 ￥

(注) 1.債務負担行為に基づく契約の場合は請負代金額欄の下段に各年度の

  出来高予定額を記入すること。

【記載例】

（出来高予定額） （和暦）○○年度　　￥　△△△

～ ～

（和暦）□□年度　　￥　×××

2.債権譲渡及び代理受領による請求をする場合は、別途定める様式に

  より請求をすること。

3.請負代金額は、空白を作ることなく、左詰で記入すること。

（発注者）



様式第 12 号の３（約款第 34 条関係） 

 

 

認定調書 

 

工 事 名          

 

 

                 第         号                工事 

 

 

工 事 場 所          

 

          線     郡        町 

          川                       大字 

          港        市     村 

 

工 期          

 

自               年   月   日 

 

至               年   月   日 

 

請 負 代 金 額          

 

 

一金                             円 

 

             

摘 要          

 

 

 

 

 

 

上記の工事については、その進捗を調査したところ、中間前金払をすることができ 

る要件を具備していることを認定します。  

 

            年  月  日 

 

                                         発注者          印    

 

 受注者 商号又は名称   

       代 表 者 氏 名                殿 

 

 

 

 



様式第13号（約款第37条関係）

（発注者） 殿

住　　　　所

（受注者） 商号又は名称

代表者氏名

宮崎県工事請負契約約款第37条第2項により既済部分検査を請求します。

記

工　　　　事　　　　名

自

至

工　　　　　　　　　期

年　　月　　日

請 負 工 事 既 済 部 分 検 査 請 求 書



様式第 13 号の３（約款第 37 条関係）  
口座振替申出表示（受任者）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

口座振替申出表示（受注者） 
 
金融機関名 

 
 

 
金融機関名 

 
 

 
預金の種類 

 
 

 
預金の種類 

 
 

 
口 座 番 号      

 
 

 
口 座 番 号      

 
 

フリガナ  フリガナ  
 
口 座 名 義      

 
 

 
口 座 名 義      

 
 

 
債権者番号 

 
 

 
債権者番号 

 
 

 

 

部分払請求書［代理受領］ 

 
 

請 求 金 額         

 

  億 
 
 

  千 
 
 

  百 
 
 

  十 
 
 

  万 
 
 

  千 
 
 

  百 
 
 

  十 
 
 

  円 
 
 

 
 
 

 
 
工 事 名          

 
           第         号                     工事 

 
工 事 場 所          
 

          線     郡       町 
          川                   大字 
          港        市     村 

 
工 期          
 

自               年   月   日 
 
至               年   月   日 

 
検 査 年 月 日          

 
                  年   月   日 

 
代理受領の受任者          

 
                  銀行・農協・金庫・その他 

 
 
請 負 代 金 額          
 

 
一金                             円 
 うち受任者受領額 一金                              円 
   受注者受領額 一金                              円 

 
前 払 金 額          

 
一金                             円 

 
  
内 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
訳 
 

 
請負出来高金額 

 
一金                円 

 
部 分 払 金 受 領 済 額 内 訳                   

 
同 上 の 9 / 1 0        

 
一金                円 

 
回 数 

 
  金            額 

 
前 払 金 控 除 額        

 
一金                円 

 
第１回 

 
一金                     円 

 
中間前払金控除額        

 
一金                円 

 
第２回 

 
一金                     円 

 
部分払金受領済額        

 
一金                円 

 
 
 
 
 
 

 
その他の控除額 

 
一金                円 

 
差 引 金 額        

 
一金                円 

 
   上記工事は、  年  月  日現在出来形  ％に達しましたので、第  回部
分払金を請求します。 
 なお、請負代金の受領に当たっては、上記代理受領の受任者を受注者の代理人として
ください。 
 
            年  月  日 
 
                              受注者 住    所 
                                     商号又は名称 
                                      代 表 者 氏 名                         
 
 発注者          殿 
 

  （注）発注者が交付した請負代金等代理受領承諾申請書の写しを添付してください。 



 

様式第 14 号（約款第 60 条関係） 

 

仲 裁 合 意 書 

 

 

工 事 名          

 

 

 

           第          号                      工事 

 

 

 

工 事 場 所          

 

 

          線          郡          町 

          川                         大字 

          港          市          村 

  

    年  月  日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争につい

ては、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲 

裁に付し、その仲裁判断に服する。 

 

 

            管轄審査会名      建設工事紛争審査会 

 

                                  年  月  日 

 

                              発注者 宮  崎  県                    

                                                                    印  

                              受注者  住    所                    

                                      商号又は名称                    

                                      代 表 者 氏 名                印  

 

 

（注）管轄審査会名が記入されていない場合は、原則として建設業法第 25 条の９第１ 

 項又は第２項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とします。 
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宮崎県工事請負契約約款運用基準 

 

第１ 全般的事項 

１ この約款は、宮崎県財務規則（以下「規則」という。）第１０５条第３項の規定に

基づくものであるから、工事請負の契約は、これを基準として約定しなければならな

いこと。 

２ 従来どおり契約書と約款とを分離するが、契約ごとに契約書に約款を添付しなけれ

ばならないこと。 

３ この約款は、一般的な規定であるので、具体的な契約の締結に当たっては、規則に

違反しない限りにおいて適宜変改を加えることは差し支えないが、その場合は、予算

（工事）執行伺いに約款との相違点を明示し、変改の理由を付記すること。 

４ 契約の締結に当たっては、特に支障のない限り次のとおりとすること。 

(1) 当初契約 

工事請負契約書（別記様式第１号）によること。 

(2) 変更契約 

工事請負変更契約書（別記様式第１号の２）によること。 

(3) 工事請負契約書及び工事請負変更契約書の作成に当たっては、次のとおりとする

こと。 

   ア 契約保証金 

契約保証金を免除する場合は、「免除」と記入する。 

イ 資材の再資源化に関する事項 

     建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104

号）第９条第１項に規定する対象建設工事の場合は、分別解体等の方法、解体工事 

に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要 

する費用について、それぞれ記入する。 

ウ 建設発生土の搬出先等 

     建設工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は、「建設発生 

土の搬出先については仕様書に定めるとおり」と記入し、仕様書に建設発生土の搬出 

先の名称及び所在地を定める。 

  なお、建設工事が資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第48号）の 

    規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事 

    の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければなら 

    ず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告し 

    なければならない。 

エ 受注者 

     受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の 

欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所 

氏名を記入する。 

５ 別記様式について必要に応じ、加除等を行った場合には、その旨を予算(工事)執行

伺いにおいて明らかにすること。 

 

第２ 各条項について 

１ 第１条関係 

(1) 第３項において、施工方法等については、原則として受注者の責任において定め

ることとしているので、設計図書において特別の定めをする場合は、その必要性を
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十分検討し、必要最小限のものとすること。 

(2) 第４項の守秘義務は、公共の施設の設計・施工情報が外部に漏れた場合の安全上

、警備上等の重大性を勘案の上、入札執行前の説明において趣旨の徹底を図ること

。 

(3) 第５項において、受注者が個人情報を取り扱う場合にあっては、別添の個人情報

取扱特記事項を遵守すること。 

(4) 第13項において、受注者が共同企業体を結成している場合には、契約担当者と受

注者との間で行うすべての行為は共同企業体の代表者を通じて行うこととなった

こと。 

２ 第３条関係 

(1) 第１項の工程表の提出は、工程表（別記様式第２号）による。ただし、共通仕様

書に定める施工計画書を契約締結後14日以内に提出した場合、工程表の提出は、共

通仕様書に定める施工計画書の提出をもって代えるものとすること。 

(2) 第１項の請負代金内訳書の提出は、請負代金内訳書（別記様式第２号の２）によ

る。 

なお、請負代金内訳書については、承認を要せず、発注者及び受注者を拘束する

ものではないので、第24条の規定による請負代金額の変更、第29条の規定による天

災その他の不可抗力による損害の負担、第37条の規定による部分払等を行う場合の

額の確認等に当たって受注者と協議する額の算定は、工程表を参考にして設計図書

の内訳により行うものとすること。 

３ 第４条関係 

工事完成保証人制度を廃止したことにより、原則として、契約保証金その他の金銭

的保証を求めることとしたこととする。なお、具体的な取扱いについては別に定める

。 

４ 第５条関係 

工事請負代金に係る債権譲渡の具体的な取扱いについては、別に定める。 

５ 第７条関係 

 下請契約に係る具体的な取扱いについては、別に定める。 

６ 第７条の２関係 

(1) 建設資材の購入の通知は、建設資材購入通知書（別記様式第３号）によること。 

(2) 「契約」とは、口頭による売買契約を含むものであること。 

(3) 「その他必要な事項」とは、契約の相手方（購入先）の住所、購入資材名、購入

金額及び県内に営業所を有しない者から購入した理由等を含むものであること。 

７ 第７条の３関係 

  (1) 発注者は、受注者に対して、社会保険等未加入建設業者が第１項各号に掲げる届

出を行うよう指導することを指示するものとする。 

  (2) 第２項の「特別の事情」が認められる場合は、災害等で緊急に応急工事を行う必

要がある場合並びに特殊な技術、機器及び設備等を有することを必要とし、その技

術等を有する者と下請契約をしなければ契約の目的を達成することができない場

合をいい、「特別の事情」に該当するか否かの判断については、個別具体的に判断

するものとする。 

  (3) 第２項の「発注者の指定する期間内」とは、指示した日から起算して概ね30日以

内とする。 

８ 第９条関係 

(1) 監督員の選任(変更)の通知は、監督員選任（変更）通知書（別記様式第４号）に
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よること。 

(2) 第２項における監督員の権限は、次のとおりである。 

ア 約款の他の条項に定めるもの 

(ｱ) 受注者の工事関係者に関する措置請求（第12条第２項） 

(ｲ) 工事材料の検査（第13条第３項） 

(ｳ) 工事材料の調合又は工事施工の立会い及び見本検査（第14条第４項） 

(ｴ) 支給材料等の検査（第15条第２項）及び支給材料又は貸与品の使用方法が明

示されていない場合の指示（第15条第11項） 

(ｵ) 工事の施工部分が設計図書に適合しない場合の改造請求及び破壊検査（第17

条） 

(ｶ) 条件変更に係る施工条件等の調査（第18条第２項） 

(ｷ) 臨機の措置に係る受注者に対する意見及び措置請求（第26条第１項及び第３

項） 

イ 約款に基づく契約担当者の権限とされる事項のうち、契約担当者が必要と認め

て監督員に委任したもの 

ウ 第２項各号に掲げるもの 

(ｱ) 設計図書に定めるところにより、契約の履行についての受注者又は現場代理

人に対する指示、承諾又は協議 

(ｲ) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が

作成した詳細図等の承諾 

(ｳ) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料

の試験若しくは検査（確認を含む。） 

(3) 第３項において、「２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたとき」と

は、同一の監督業務について工種ごとに監督員を任命して、権限を分担させた場合

をいい、この場合には、それぞれの職務内容を監督員選任（変更）通知書に明示す

ること。 

９ 第10条関係 

(1) 第１項の［ ］の部分には、工事が建設業法第２６条第３項に該当する場合に「

専任の」の字句を記入するものとする。ただし、当該工事が同条第４項の工事に該

当する場合には、監理技術者の［ ］の部分に「監理技術者資格証の交付を受けた

特例の」の字句を、同条第５項の工事に該当する場合には、監理技術者の［ ］の

部分に「監理技術者資格証の交付を受けた専任の」の字句を記入する。 

(2) 工事が建設業法第26条第２項に該当する場合には、「主任技術者」に代え「監理

技術者」を適用するものであること。 

(3) 現場代理人、専任の監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者

をいう。）は、建設業法第７条第２号又は第15条第２号に規定する、営業所ごとに

置く専任の技術者でないこと。 

(4) 現場代理人等の通知は、現場代理人等通知書（別記様式第５号）（現場代理人等

を変更する場合は現場代理人等変更通知書（別記様式第５号の２））によること。 

(5) 第３項における現場代理人の「常駐を要しないこととすること」が可能であって

、工事現場を兼務することができる場合の具体的取扱いについては、別に定める。 

(6) 現場代理人は、受注者と直接的な雇用関係にある者でなければならない。 

10 第11条関係 

契約の履行についての報告とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、施工

計画書等の履行計画についての報告も含むものであること。 
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11 第16条関係 

(1) 第１項は契約担当者の工事用地の確保義務を規定したものであるが、「乙が工事

の施工上必要とする日」とは、受注者の工事の進捗状況を勘案して現実に受注者が

工事を施工するため、用地を必要とする日をいう。 

(2) 第３項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を契約担当者に返還することが含ま

れること。 

(3) 第４項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれること。 

12 第20条関係 

(1) 第１項において、「工事用地等の確保ができないため工事の全部又は一部の施工

を中止させなければならない場合」とは、現実に受注者が工事を施工できないと認

められるときをいう。 

(2) 第３項の「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し又は工事の続行に備

えるため労働者、建設機械器具等を保持するために必要とされる費用、中止に伴い

不要となった労働者、建設機械器具等の配置転換に要する費用、工事を再開するた

めの労働者、建設機械器具等を工事現場に搬入する費用等をいう。 

(3) 工事中止及び工事再開の通知は、工事中止（再開）通知書（別記様式第６号）に

よること。 

13 第23条関係 

(1) 第１項の「工期の変更」とは、第15条第７項、第17条第１項、第18条第５項、第

19条、第20条第３項、第21条第１項、第22条第１項及び第２項並びに第43条第２項

の規定に基づくものをいう。 

(2) 工期変更の協議は、工期変更協議書（別記様式第７号）によること。 

(3) 第２項の「工期の変更事由が生じた日」とは、第15条第７項においては、支給材

料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更した日又

は支給材料等の使用を請求した日、第17条第１項においては、監督員が改造の請求

を行った日、第18条第５項においては、設計図書の訂正又は変更が行われた日、第

19条においては、設計図書の変更が行われた日、第20条第３項においては、契約担

当者が工事の施工の一時中止を通知した日、第43条第２項においては、受注者が工

事の施工の一部中止を通知した日をいうものであること。 

14 第24条関係 

(1) 第１項の「請負代金額の変更」とは、第15条第７項、第17条第１項、第18条第５

項、第19条、第20条第３項、第21条第２項、第22条第３項及び第43条第２項の規定

に基づくものをいう。 

(2) 第２項の「請負代金額の変更事由が生じた日」とは、第15条第７項においては、

支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更し

た日又は支給材料等の使用を請求した日、第17条第１項においては、監督員が改造

の請求を行った日、第18条第５項においては、設計図書の訂正又は変更が行われた

日、第19条においては、設計図書の変更が行われた日、第20条第３項においては、

契約担当者が工事の施工の一時中止を通知した日、第21条第２項においては、受注

者が同条第１項の請求を行った日、第22条第３項においては、契約担当者が同条第

１項又は第２項の請求を行った日、第43条第２項においては、受注者が工事の施工

の一部中止を通知した日をいうものであること。 

(3) 第４項の「受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合」とは、第

15条第７項、第17条第１項、第19条、第20条第３項、第21条第２項、第22条第３項

及び第43条第２項の規定に基づくものをいう。 
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15 第25条関係 

(1) 第１項の請求は、残工事の工期が２か月以上ある場合に行うことができること。 

(2) 第２項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の出来形部分

」の確認については、第１項の請求があった日から起算して１４日以内で契約担当

者が受注者と協議して定める日において、監督員に確認させるものとする。この場

合において、受注者の責めにより遅延していると認められる工事量は、当該請求時

の出来形部分に含めるものとする。 

(3) 第４項に規定する再スライドを行う場合は、(1)及び(2)を準用すること。 

(4) 契約担当者は、入札執行前の説明において(1)及び(2)の事項を承知させること。 

(5) 第５項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるおそれ

のある原油価格の引上げのような特別な要因をいう。 

(6) 第５項及び第６項に規定する請負代金額変更の具体的な取扱いについては、別に

定める。 

16 第29条関係 

(1) 第４項の「請負代金額」とは、被害を負担する時点における請負代金額をいうも

のであること。 

(2) １回の損害額が当初の請負代金額の1,000分の５の額（この額が20万円を超えると

きは20万円）に満たない場合は、第４項の「当該損害の額」は０円として取り扱う

こと。 

(3) 第４項の「当該損害の取片付けに要する費用」とは、第２項により確認された損

害の取片付けに直接必要とする費用とする。 

(4) 契約担当者は、入札執行前の説明において(1)及び(2)の事項を承知させること。 

17 第31条関係 

(1) 工事完成の通知は、完成届（別記様式第８号）によること。 

(2) 前項の通知は、工期の最終日までに発注者に到達しなければならないこと。ただ

し、工期の最終日が「宮崎県の休日を定める条例（平成元年宮崎県条例第22号）」

第２条第１項に規定する県の休日である場合は、直後の開庁日までとする。 

(3) 工事完成検査の結果通知は、工事完成（既済部分）検査書（別記様式第９号）に

よること。 

(4) 工事目的物の引渡の申出は、引渡申出書（別記様式第10号）によること。 

18 第32条関係 

(1) 請負代金の支払請求は、請求書（別記様式第11号）によること。ただし、請負代

金の債権譲渡を承諾した場合の支払請求は、請求書［債権譲渡］（別記様式第11号

の２）により、請負代金の受領委任を承諾した場合の支払請求は、請求書［代理受

領］（別記様式第11号の３）によること。 

(2) 前項ただし書に規定する場合においては、口座振替の方法による支払の申出は、

口座振替申出表示の欄に必要事項を記入すること。 

19 第33条関係 

   工事目的物の部分使用の協議は、工事の部分使用について（別記様式第12号）によ 

  ること。 

20 第34条関係 

(1) 前払金の支払請求は、請求書によるものとし、支払は、口座振替の方法に限るこ

と。 

(2) 中間前金払の認定にあたっては、次の要件を満たすことを確認すること。 

   ア 工期の二分の一を経過していること。 
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   イ 工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当 

    該工事に係る作業が行われていること。 

   ウ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の二分の一以上 

    の額に相当するものであること。 

(3) 中間前金払の認定の請求は、工事の履行報告とともに、認定請求書（別記様式第

12号の２）により行うものとし、認定した場合の結果の通知は、認定調書（別記様

式第12号の３）によること。 

(4) 中間前金払の支払請求は、請求書によるものとし、支払は、口座振替の方法に限

ること。 

(5) 第８項に規定する政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256

号）第８条第１項本文に規定する財務大臣が決定する率は、昭和24年12月12日大蔵

省告示第991号で定める率とする。 

(6) 前払金及び中間前払金の具体的な取扱いについては、別に定める。 

21 第35条関係 

第２項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は

、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払

金額を下らないこと。 

22 第37条関係 

(1) 第１項ただし書きの規定により、部分払は工期中３回（中間前払金を請求する場

合にあっては２回）を限度として行うことができるとしているが、請負代金額に応

じて次に定める回数を超えることができないものとすること。なお、当該回数は、

契約書の「出来形部分払の回数」の欄に記載すること。 

ア 請負代金額  100万円以上1,000万円未満 

２回（中間前払金を請求する場合は１回） 

イ 請負代金額  1,000万円以上 

３回（中間前払金を請求する場合は２回） 

(2) 出来型部分又は工事現場に搬入済みの工事材料（以下「既済部分」という。）の

確認は、請負工事既済部分検査請求書（別記様式第13号）によること。 

(3) 既済部分の結果の通知は、工事完成（既済部分）検査書（別記様式第９号）によ

ること。 

(4) 部分払の支払請求は、請求書によること。ただし、請負代金の代理受領を承諾し

た場合の支払請求は、部分払請求書［代理受領］（別記様式第13号の３）によるこ

と。 

(5) 口座振替の方法による支払の申出は、口座振替申出表示の欄に必要事項を記入す

ること。 

(6) 中間前払金の請求は、部分払金の請求後はこれを行うことができないものとする

。 

23 第38条関係 

   指定部分に係る工事完成の通知は、指定部分完成届（別記様式第８号の２）による 

  こと。 

24 第39条関係 

(1) 契約担当者は、入札執行前の説明において次に掲げる事項を承知させること。 

ア 各会計年度における請負代金額の支払限度額（○年度○％と割合で明示するこ

と。） 

イ 各会計年度における請負代金額の支払限度額及び出来高予定額は、受注者決定
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後契約書を作成するまでに落札者又は随意契約の場合における契約の相手方に通

知すること。 

25 第40条関係 

第２項は、いわゆるゼロ国債、ゼロ県債を対象とした規定であること。 

26 第41条関係 

(1) 第２項における部分払金の額の算出に当たっては、付録を参考とすること。 

また、同項による部分払の請求にあたっては、様式第11号に添付する内訳書を別紙

２により作成すること。 

(2) 第３項の部分払金の回数の設定に当たっては、22中「請負代金額」を「支払限度

額」と読み替えて準用する。 

27 第42条関係 

工事請負代金の第三者による代理受領の具体的な取扱いについては、別に定める。 

28 第46条及び第47条関係 

発注者の解除権の具体的な取扱いについては、別に定める。 

29 第52条関係 

 (1) 第１項における請負代金の請求については、様式第11号により行うこと。 

(2) 第６項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を契約担当者に返還することが含ま

れること。 

   (3) 第７項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれること。 

30 第53条関係 

  (1) 第１項第１号による履行遅滞による損害賠償又は第３号に規定する第46条第２号

に基づく契約解除による損害賠償の遅延日数については、検査期間を算入しないこ

と。 

  (2) 工期内に工事が完成し、検査の結果不合格の場合には、完成した日から契約に定

めた工事完了の日までの日数は、修補日数から差し引いて遅延日数を算定すること

。 

  (3) 受注者の履行遅滞の場合における損害金の具体的な取扱いについては、別に定め

る。 

31 第56条関係 

   工事請負契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第

94条第１項に規定する住宅新築請負契約の場合には、次の条項を特約事項として締結

すること。 

   「工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令（平成12年政令第

64号）第５条に定める部分の瑕疵（構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く

。）について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、第

56条第１項から第８項までの規定は適用しない。」 

32 第60条関係 

  仲裁合意書は、仲裁合意書（別記様式第14号）によること。   

33 第61条関係 

「契約の締結に要する費用」とは、契約書類の印刷代、浄書料、印紙代等の費用を

いう。 



 - 8 -

付録（約款第41条関係） 

 

債務負担行為に係る契約の部分払金額等の計算事例 

 

［前提条件］   

・請負代金額     400百万円  

・支払限度額     初年度 198百万円 次年度 202百万円  

・出来高予定額    初年度 220百万円 次年度 180百万円  

・前払率       40％  

・中間前金率     20％  

・部分払の回数    初年度２回、次年度２回  

・部分払の留保率   10％（９分金払）  

・部分払時の出来高 初年度第１回請求時の出来高 150百万円  

                     〃 第２回   〃    220百万円  

※ 通常、年度の最終回の部分払請求は年度末に行われるので、第２回目

の請求は年度末に行われるものとする。 

                        翌年度第１回請求時の出来高 280百万円  

                       〃  第２回    〃   360百万円  

［計算方法］   

◎ 初年度   

○ 初年度の前払金額   

＝初年度の出来高予定額×４／10  

＝220×４／10  

＝88百万円   

○ 初年度の中間前払金額   

＝初年度の出来高予定額×２／10  

＝220×２／10  

＝44百万円   

○ 初年度第１回の部分払金額   

＝請求時の出来高の請負代金相当額×９／10  

－（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部分払金額）  

－｛請求時の出来高の請負代金相当額  

－（前会計年度までの出来高予定額＋出来高超過額）｝ 

×｛（当該会計年度前払金額＋当該会計年度中間前払金額） 

        ／当該会計年度出来高予定額｝  

＝150×９／10－(0＋0)－{150－(0＋0)}×{(88＋44)／220}  

＝45百万円    

○ 初年度第２回（年度末）の部分払金額   

＝220×９／10－(0＋45)－{220－(0＋0)}×{(88＋44)／220}  

＝21百万円････支払うべき部分払金額    

ただし、支払限度額を超えると支払ができなくなるので、支払限度額の余

裕額の確認が必要となる。 

支払限度額の余裕額  

＝支払限度額－前払金額－中間前払金額－第１回部分払金額 

＝198－88－44－45 
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＝21百万円   

第２回目に支払うべき部分払金額(21百万円)は、支払限度額に収まってい

るので、そのまま支払われることとなる。 

なお、仮に支払限度額が 190百万円であった場合には、支払限度額の余裕

額は13百万円となり、第２回目の部分払については、13百万円しか支払うこ

とができなくなるので、このようなことがないように、あらかじめ支払が可

能な範囲内で年度末の出来高予定額を決める必要がある。 

◎ 次年度   

○ 次年度の前払金額   

＝次年度の出来高予定額×４／10  

＝180×４／10  

＝72百万円   

○ 次年度の中間前払金額   

＝次年度の出来高予定額×２／10  

＝180×２／10  

＝36百万円   

○ 次年度第１回の部分払金額   

＝請求時の出来高の請負代金相当額×９／10 

－（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部分払金額） 

－｛請求時の出来高の請負代金相当額 

－（前会計年度までの出来高予定額＋出来高超過額）｝ 

×｛（当該会計年度前払金額＋当該会計年度中間前払金額） 

／当該会計年度出来高予定額｝ 

＝280×９／10－(198＋0)－{280－(220＋0)}×{(72＋36)／180} 

＝18百万円    

○ 次年度第２回の部分払金額   

＝360×９／10－(198＋18)－{360－(220＋0)}×{(72＋36)／180} 

＝24百万円    

○ 工事完成時の支払金額 

＝請負代金額－既支払額 

＝400－88－44－45－21－72－36－18－24  

＝52百万円   



宮崎県工事成績評定要領 

平成 20 年４月１日 

環境森林部自然環境課 

農政水産部農村計画課 

県土整備部技術企画課 

 （目的） 

第１条 この要領は、総務部（営繕課に限る。）、環境森林部、農政水産部又は県土整備部

の所管する建設工事（以下「工事」という。）の成績評定（以下「評定」という。）に必

要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって良質な工事を確保し、受注業

者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。 

 

 （評定の対象） 

第２条 評定の対象とする工事は緊急施行工事※を除いた工事とし、原則として、１件の当

初設計金額が 400 万円以上の工事とする。 

 ※緊急施行工事とは、大規模又は小規模緊急施行工事発注通知書によって、発注される工

事。 

 

 （評定者） 

第３条 工事成績の評定者（以下「評定者」という。）は、次の各号に規定する者とする。 

 一 検査員  検査員とは、宮崎県工事検査取扱要領（平成 20 年４月１日定め。以下「検

査要領」という。）第２条第４項に規定する検査員とする。 

 二 総括監督員  総括監督員とは、宮崎県財務規則（昭和 39 年宮崎県規則第２号。以

下「財務規則」という。）第 111 条第１項に規定する監督員で、工事の監督総括業務を

担当し、主に受注者に対する指示、承諾又は協議の処理、関連工事の調整、又、契約図

書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験又は検査の実施で重要なもの

の処理を行うとともに、主任監督員の指揮監督並びに監督業務の掌理を行う者をいう。 

 三 主任監督員  主任監督員とは、財務規則第 111 条第１項に規定する監督員で、工

事の監督業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾又は協議の処理、工事実施のた

めの詳細図等の作成及び交付、又は受注者が作成した図面の承諾を行い、又、契約図書

に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験又は検査の実施（重要なものを

除く）を行い、設計図書の変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認められる場合

における総括監督員及び契約担当者等への報告を行うとともに、監督業務の掌理を行う

者をいう。 

 四 工事執行機関の長 工事執行機関の長とは、検査要領第２条第２項に規定する工事執

行機関の長とする。 

 

 （評定の方法） 

第４条 評定は、監督及び検査により確認した事項に基づき、工事ごと、評定者ごとに独立

して的確かつ公正に行うものとする。 

２ 工事成績の採点は、工事成績採点の配分表（別表第１）により行うものとする。 

３ 細目別評定点の算出は細目別評定点算出表（別表第２）によるものとする。 

４ 検査員は、評定の結果を、工事検査結果復命書兼工事成績評定書（別記様式第１号及び

第２号）に、総括監督員及び主任監督員は工事成績評定書（別記様式第３号及び第４号）

にそれぞれ記録するものとする。 

５ 検査員は、第２条に規定する評定の対象となる工事（以下「対象工事」という。）の完

成検査又は一部完成検査及び中間検査（当初設計金額が１億円以上の対象工事のうち、技

術的評価を適切に評価できるものに限る。）を実施したときに評定を行い、総括監督員及

び主任監督員は、対象工事の完成時に評定を行うものとする。 



６ 評定にあたっては、別紙－４の「出来形及び品質のばらつきの考え方」及び別紙－５「施

工プロセスのチェックリスト」に沿って行うものとする。また、受注者は、工事における

「創意工夫」及び「社会性等」に関して、当該工事における実施状況に係る資料を提出で

きるものとし、提出があった場合はこれを考慮するものとする。 

 

 （評定結果の提出） 

第５条  検査員は、評定を行ったときは、その結果を遅滞なく工事検査結果復命書兼工事成

績評定書により検査下命者及び工事執行機関の長に提出するものとする。また、総括監督

員及び主任監督員は、工事成績評定書により工事執行機関の長に提出するものとする。 

 

 （総合評定） 

第６条 工事執行機関の長は、各評定者の行った評定に基づき、工事成績採点の配分表によ

り工事ごとの総合評定を行い、その結果（以下「総合評定点」という。）を工事成績評定

表（別記様式第５号）に記録するものとする。 

 

 （評定結果の通知） 

第７条 工事執行機関の長は、当該工事の受注者に対して、工事成績評定通知書（別記様式

第６号）により、総合評定点を遅滞なく通知するものとする。 

 

 （評定の修正） 

第８条 工事執行機関の長は、前条の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認め

る場合は、修正しなければならない。ただし、知事が下命する工事にあっては、あらかじ

め各部の工事成績評定に係る主管課長及び工事検査課長に承認を受けた後に、修正を行う

ものとする。 

２ 工事執行機関の長は、前項の修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該工事の受

注者に通知するものとする。 

 

 （評定結果の公表）  

第９条 工事執行機関の長は、第７条又は前条による通知を行ったときは、通知を行った月

の評定結果を、別記様式第６号により、翌月にまとめて公表するものとする。  

２ 公表については、閲覧方式とし、閲覧は、各工事執行機関において行うものとする。 

３ 閲覧期間は、評定結果の通知を行った年度とその翌年度とする。  
 

 （説明請求等） 

第 10 条 第７条又は第８条の第２項の通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算

して 10 日（宮崎県の休日を定める条例 （平成年年宮崎県条例第 22 号）第２条に規定する

休日を除く。以下同じ。）以内に、書面により、工事執行機関の長に対して、評定の内容

について説明を求めることができる。 

２ 工事執行機関の長は、前項による説明を求められた場合、説明を求めることができる最

終日の翌日から起算して 10 日以内に、工事成績評定に係る説明書（別添様式第７号）に

より回答するものとする。ただし、工事執行機関の長は、事務処理上の困難その他正当な

理由があるときは、回答までの期間を 30 日まで延長することができる。この場合、工事

執行機関の長は、請求者に対し回答期限の延長について書面により通知しなければならな

い。 

  

 （工事成績評定評価委員会） 

第 11条 工事執行機関の長は、第８条第２項の通知及び前条第２項の回答を行うに当たり、

必要に応じて意見を求めるため、総務部、環境森林部、農政水産部及び県土整備部並びに

各工事執行機関内に、工事成績評定評価委員会（以下「評価委員会」という。）を置く。 



２ 評価委員会の組織、構成その他必要な事項は、別に定める。 

 

 

   附 則 

１ この要領は、平成 20 年４月１日から施行する。 

２ 次に掲げる要領は、廃止する。 

 一 宮崎県環境森林部所管工事成績評定要領（昭和 58 年６月 20 日定め） 

 二 宮崎県農政水産部所管工事成績評定要領（昭和 58 年４月１日定め） 

 三 宮崎県県土整備部所管工事成績評定要領（昭和 58 年４月１日定め） 

 

   附 則 

 この要領は、平成 26 年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 

    附 則 

 この要領は、平成 30 年４月１日から施行する。 

 

 

    附 則 

 この要領は、平成 31 年４月１日から施行する。 

 

    附 則 

 この要領は、令和２年２月１４日から施行する。 

 

    附 則 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 

    附 則 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 

    附 則 

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

 

    附 則 

 この要領は、令和８年４月１日から施行する。 
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2
.9

=
/
3
.3

点
Ⅱ

　
配

置
技

術
者

×
0
.4

＋
2
.9

=
/
4
.1

点
２

　
施

工
状

況
Ⅰ

　
施

工
管

理
×

0
.4

＋
2
.9

0
0

×
0
.4

＋
6
.5

=
平

均
：

=
/
1
3
.0

点
Ⅱ

　
工

程
管

理
×

0
.4

＋
2
.9

×
0
.2

＋
3
.2

=
=

/
8
.1

点
Ⅲ

　
安

全
対

策
×

0
.4

＋
2
.9

×
0
.2

＋
3
.3

=
=

/
8
.8

点
Ⅳ

　
対

外
関

係
×

0
.4

＋
2
.9

=
/
3
.7

点
３

　
出

来
形

及
び

Ⅰ
　

出
来

形
×

0
.4

＋
2
.8

0
0

×
0
.4

＋
6
.5

　
　

出
来

ば
え

=
平

均
：

=
/
1
4
.9

点
Ⅱ

　
品

質
×

0
.4

＋
2
.9

0
0

×
0
.4

＋
6
.5

=
平

均
：

=
/
1
7
.4

点
Ⅲ

　
出

来
ば

え
0

0
×

0
.4

＋
6
.5

平
均

：
=

/
8
.5

点
４

　
工

事
特

性
Ⅰ

　
施

工
条

件
等

へ
の

×
0
.2

+
3
.3

　
　

対
応

=
/
7
.3

点
５

　
創

意
工

夫
Ⅰ

　
創

意
工

夫
×

0
.4

＋
2
.9

=
/
5
.7

点
６

　
社

会
性

等
Ⅰ

　
地

域
へ

の
貢

献
等

×
0
.2

+
3
.2

=
/
5
.2

点
７

　
法

令
遵

守
等

×
1
.0

=
７

-
2
　

特
例

措
置

×
1
.0

=

総
合

評
定

点
0

/
1
0
0
.0

点

８
　

総
合

評
価

技
術

提
案

　
　

（
履

行
　

不
履

行
　

対
象

外
）

※
中

間
・
一

部
完

成
検

査
が

あ
っ

た
場

合
は

（
①

＋
②

＋
③

/
２

＋
④

/
２

）
＝

細
目

別
評

定
点

　
　

（
中

間
・
一

部
完

成
検

査
が

計
２

回
以

上
の

場
合

は
、

③
を

平
均

す
る

）
※

中
間

・
一

部
完

成
検

査
が

な
か

っ
た

場
合

は
（
①

＋
②

＋
④

）
＝

細
目

別
評

定
点

③
検

査
員

（
中

間
・
一

部
完

成
）
平

均
細

目
別

評
定

点

細
目

別
評

定
点

算
出

表

①
主

任
監

督
員

④
検

査
員

　
（
完

成
）

②
総

括
監

督
員



宮
崎

県

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

（
別

紙
 １

～
４

）

 



評
定

者
備

考
主

任
監

督
員

１
施

工
体

制
Ⅰ

施
工

体
制

一
般

別
紙

 
１

①
Ⅱ

配
置

技
術

者
２

施
工

状
況

Ⅰ
施

工
管

理
１

②
Ⅱ

工
程

管
理

Ⅲ
安

全
対

策
１

③
Ⅳ

対
外

関
係

３
出

来
形

及
び

Ⅰ
出

来
形

① ②
土

木
工

事
機

械
設

備
工

事
（
土

木
）

１
④

③ ④
電

気
設

備
工

事
・
通

信
設

備
工

事
・
受

変
電

設
備

工
事

（
土

木
）

建
築

工
事

１
⑤

出
来

ば
え

Ⅱ
品

質
①

土
木

工
事

１
⑥

② ③
機

械
設

備
工

事
（
土

木
）

電
気

設
備

工
事

・
通

信
設

備
工

事
・
受

変
電

設
備

工
事

（
土

木
）

１
⑦

④ ⑤
維

持
・
修

繕
工

事
港

湾
浚

渫
工

事
１

⑧

⑥ ⑦ ⑧

建
築

工
事

電
気

設
備

工
事

（
建

築
）

機
械

設
備

工
事

（
建

築
）

１
⑨

５
創

意
工

夫
Ⅰ

創
意

工
夫

②
土

木
工

事
１

⑩
②

建
築

工
事

１
⑪

総
括

監
督

員
２

施
工

状
況

Ⅱ
工

程
管

理
別

紙
 

２
①

Ⅲ
安

全
対

策
２

②
４

工
事

特
性

Ⅰ
②

土
木

工
事

２
③

②
建

築
工

事
２

④
６

社
会

性
等

Ⅰ
地

域
へ

の
貢

献
等

２
⑤

７
法

令
遵

守
等

２
⑥

７
－

２
特

例
措

置
２

⑥
検

査
員

①
２

施
工

状
況

Ⅰ
施

工
管

理
別

紙
 

３
①

　
３

Ⅰ
出

来
形

①
土

木
工

事
３

②
② ③ ④

機
械

設
備

工
事

（
土

木
）

電
気

設
備

工
事

（
土

木
）

建
築

工
事

３
③

Ⅱ
品

質
1

小
規

模
工

事
３

④
当

初
設

計
５

０
０

万
円

未
満

2
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ構
造

物
工

事
3

土
工

事
３

⑤
切

土
、

盛
土

、
築

堤
等

工
事

4
護

岸
・
根

固
・
水

制
工

事
5

鋼
橋

工
事

Ｒ
Ｃ

床
版

工
事

は
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
物

に
準

じ
る

。
堰

・
水

門
等

工
場

製
作

の
鋼

構
造

物
を

含
む

。
6

砂
防

構
造

物
治

山
構

造
物

及
び

地
す

べ
り

防
止

工
事

３
⑥

集
水

井
戸

工
事

を
含

む
。

7
舗

装
工

事
8

法
面

工
事

３
⑦

9
基

礎
工

事
及

び
地

盤
改

良
工

事
３

⑧
1
0

海
岸

工
事

1
1

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ橋
工

事
３

⑨
Ｐ

Ｃ
及

び
Ｒ

Ｃ
を

対
象

。
1
2

塗
装

工
事

1
3

ト
ン

ネ
ル

工
事

1
4

植
栽

工
事

３
⑩

1
5

防
護

柵
（
ﾛ
ｯ
ｸ
ﾈ

ｯ
ﾄ）

・
公

園
施

設
（
遊

具
）
・
標

識
・
区

画
線

等
1
6

電
線

共
同

溝
工

事
1
7

港
湾

築
造

工
事

３
⑪ ⑫

浚
渫

、
海

岸
築

造
工

事
を

含
む

。

1
8

機
械

設
備

工
事

（
土

木
）

３
⑬

建
築

工
事

に
係

る
も

の
を

除
く
機

械
設

備
工

事
（
可

動
堰

、
ポ

ン
プ

等
）

1
9

電
気

設
備

工
事

（
土

木
）

建
築

工
事

に
係

る
も

の
を

除
く
電

気
設

備
工

事
（
照

明
設

備
等

）
2
0

通
信

設
備

工
事

・
受

変
電

設
備

工
事

（
土

木
）

建
築

工
事

に
係

る
も

の
を

除
く
通

信
設

備
工

事
（
テ

レ
メ

ー
タ

設
備

工
、

道
路

情
報

表
示

設
備

等
）

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

　
様

式
一

覧
考

査
項

目
様

式
番

号
細

別
工

種

施
工

条
件

等
へ

の
対

応

出
来

形
及

び
出

来
ば

え



評
定

者
備

考
工

事
成

績
採

点
の

考
査

項
目

運
用

表
　

様
式

一
覧

考
査

項
目

様
式

番
号

細
別

工
種

検
査

員
②

３
Ⅱ

品
質

2
1

下
水

・
管

工
事

別
紙

 
３

⑭
　

2
2

建
築

工
事

2
3

電
気

設
備

工
事

（
建

築
）

建
築

工
事

2
4

機
械

設
備

工
事

（
建

築
）

３
⑮

建
築

工
事

2
5

ほ
場

整
備

工
・
整

地
工

・
進

入
路

工
・
暗

渠
排

水
工

・
用

排
水

路
工

・
道

路
工

・
２

次
製

品
（
U

字
溝

・
B

F
・
L
型

・
ボ

ッ
ク

ス
カ

ル
バ

ー
ト

・
整

地
工

、
道

路
工

、
水

路
工

等

2
6

農
地

造
成

工
・
テ

ラ
ス

・
土

壌
改

良
・
改

良
山

成
2
7

管
水

路
３

⑯
2
8

フ
ィ

ル
ダ

ム
・
た

め
池

2
9

コ
ン

ク
リ

ー
ト

２
次

製
品

（
Ｕ

字
溝

類
・
Ｌ

字
類

・
ボ

ッ
ク

ス
カ

ル
バ

ー
ト

類
・
ブ

ロ
ッ

ク
積

・
L
型

擁
壁

工
・
縁

石
工

・
地

先
境

界
ブ

ロ
ッ

ク
・
ブ

ロ
ッ

ク
舗

装
工

）

側
溝

・
ブ

ロ
ッ

ク
積

み
工

事
・
L
型

擁
壁

工
・
縁

石
工

・
舗

装
ブ

ロ
ッ

ク
工

等

3
0

地
す

べ
り

防
止

・
抑

止
杭

工
３

⑰
3
1

施
設

機
械

設
備

（
用

排
水

ポ
ン

プ
）

3
2

水
管

橋
3
3

魚
礁

工
３

⑱
3
4

山
腹

工
・
柵

工
・
筋

工
・
積

苗
工

・
伏

工
工

事
3
5

補
強

土
壁

工
３

⑲
3
6

自
然

石
工

鉄
線

籠
工

3
7

暗
渠

排
水

工
事

3
8

矢
板

工
事

３
⑳

3
9

根
固

・
捨

石
ブ

ロ
ッ

ク
工

事
4
0

撤
去

、
解

体
、

除
去

等
の

み
の

工
事

（
旧

橋
撤

去
、

流
木

除
去

等
）

4
1

河
川

の
土

砂
掘

削
工

事
・
浚

渫
工

事
4
2

維
持

工
事

（
路

面
維

持
工

事
、

応
急

処
理

工
事

等
）

３
 

4
3

修
繕

工
事

（
橋

脚
補

強
、

耐
震

補
強

、
落

橋
防

止
等

）
4
4

上
記

以
外

の
工

事
３

 
判

断
基

準
品

質
の

評
価

Ⅲ
出

来
ば

え
1

小
規

模
工

事
３

 
2

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
　

砂
防

構
造

物
工

事
治

山
構

造
物

工
事

海
岸

工
事

　
ト

ン
ネ

ル
工

事
3

土
工

事
盛

土
、

築
堤

工
事

等
4

切
土

工
事

5
護

岸
・
根

固
・
水

制
工

事
6

鋼
橋

工
事

堰
・
水

門
等

工
場

製
作

を
含

む
。

7
地

す
べ

り
防

止
工

事
３

 
集

水
井

戸
工

事
を

含
む

。
8

舗
装

工
事

9
法

面
工

事
1
0

基
礎

工
事

地
盤

改
良

等
を

含
む

。
1
1

コ
ン

ク
リ

ー
ト

橋
工

事
　

1
2

塗
装

工
事

工
場

塗
装

を
除

く
。

1
3

植
栽

工
事

1
4

防
護

柵
（
ﾛ
ｯ
ｸ
ﾈ

ｯ
ﾄ）

工
事

３
 

公
園

施
設

（
遊

具
）
を

含
む

1
5

標
識

工
事

1
6

区
画

線
工

事
1
7

港
湾

築
造

工
事

（
海

岸
築

造
工

事
を

含
む

）
1
8

港
湾

浚
渫

工
事

（
地

盤
改

良
工

事
を

含
む

）
1
9

機
械

設
備

工
事

（
土

木
）

建
築

工
事

に
係

る
も

の
を

除
く
機

械
設

備
工

事
（
可

動
堰

、
ポ

ン
プ

等
）

出
来

形
及

び
出

来
ば

え



評
定

者
備

考
工

事
成

績
採

点
の

考
査

項
目

運
用

表
　

様
式

一
覧

考
査

項
目

様
式

番
号

細
別

工
種

検
査

員
③

３
出

来
形

及
び

出
来

ば
え

Ⅲ
出

来
ば

え
2
0

電
気

設
備

、
照

明
設

備
工

事
そ

の
他

類
似

工
事

（
土

木
）

別
紙

 
３

 
建

築
工

事
に

係
る

も
の

を
除

く
電

気
設

備
工

事
（
道

路
照

明
設

備
、

情
報

板
等

）

2
1

維
持

修
繕

工
事

　
2
2

電
線

共
同

溝
工

事
2
3

電
気

通
信

工
事

受
変

電
設

備
工

事
そ

の
他

類
似

工
事

（
土

木
）

2
4

下
水

道
・
管

工
事

2
5

建
築

工
事

建
築

工
事

2
6

電
気

設
備

工
事

（
建

築
）

３
 

建
築

工
事

2
7

機
械

設
備

工
事

（
建

築
）

建
築

工
事

2
8

ほ
場

整
備

工
2
9

農
地

造
成

工
3
0

管
水

路
工

3
1

フ
ィ

ル
ダ

ム
・
た

め
池

３
 

3
2

コ
ン

ク
リ

ー
ト

２
次

製
品

類
側

溝
・
ブ

ロ
ッ

ク
積

み
工

事
・
L
型

擁
壁

工
・
縁

石
工

・
舗

装
ブ

ロ
ッ

ク
工

等
3
3

施
設

機
械

設
備

用
排

水
ポ

ン
プ

、
水

門
、

除
塵

設
備

3
4

水
管

橋
3
5

魚
礁

工
３

 
コ

ン
ク

リ
ー

ト
製

、
鋼

製
、

F
R

P
製

3
6

山
腹

工
3
7

補
強

土
壁

工
3
8

暗
渠

排
水

工
事

3
9

撤
去

、
解

体
、

除
去

等
の

み
の

工
事

4
0

河
川

の
土

砂
掘

削
工

事
・
浚

渫
工

事
３

 
4
1

上
記

以
外

の
工

事
判

断
基

準
出

来
ば

え
の

評
価



別
紙

―
１

①
  

  
  

  

［
記

入
方

法
］
　

該
当

す
る

項
目

の
□

に
　

■
　

マ
ー

ク
を

記
入

す
る

。
主

任
監

督
員

考
査

項
目

１
 施

工
体

制
Ⅰ

 施
工

体
制

一
般

「
評

価
対

象
項

目
」

1
◇

□
「
施

工
プ

ロ
セ

ス
」
の

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
の

う
ち

、
施

工
体

制
一

般
に

つ
い

て
指

示
事

項
が

無
い

。
1
0

□
2

◇
□

施
工

計
画

書
を

、
工

事
着

手
前

又
は

施
工

方
法

が
確

定
し

た
時

期
に

提
出

し
て

い
る

。
3

◇
□

作
業

分
担

の
範

囲
を

、
施

工
体

制
台

帳
及

び
施

工
体

系
図

に
明

確
に

記
載

し
て

い
る

。
上

記
該

当
事

項
が

あ
れ

ば
　

・
　

・
　

Ｄ
4

◇
□

元
請

が
下

請
の

作
業

成
果

を
検

査
し

て
い

る
。

5
◇

□
施

工
計

画
書

の
内

容
と

現
場

施
工

方
法

が
一

致
し

て
い

る
。

1
1

□
6

◇
□

緊
急

指
示

、
災

害
、

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

の
対

応
が

速
や

か
で

あ
る

。
7

◇
□

現
場

に
対

す
る

本
店

や
支

店
に

よ
る

支
援

体
制

を
整

え
て

い
る

。
上

記
該

当
事

項
が

あ
れ

ば
　

・
　

・
　

Ｅ
8

◇
□

工
場

製
作

期
間

に
お

け
る

技
術

者
を

適
切

に
配

置
し

て
い

る
。

9
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0

該
当

項
目

（
評

価
値

）
が

　
９

０
％

以
上

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

A
①

　
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
工

事
で

評
価

対
象

と
な

る
項

目
は

◇
に

チ
ェ

ッ
ク

該
当

項
目

（
評

価
値

）
が

　
８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
・
　

・
　

・
　

B
　

　
 （

◆
）
し

、
そ

の
内

該
当

項
目

は
□

に
チ

ェ
ッ

ク
（
■

）
す

る
。

該
当

項
目

（
評

価
値

）
が

　
８

０
％

未
満

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

C
②

　
対

象
評

価
項

目
数

を
母

数
（
評

価
対

象
項

目
数

）
と

し
て

、
評

価
項

目
の

比
率

（
％

）
　

　
 計

算
の

値
で

評
価

す
る

。
③

　
評

価
値

（
％

）
＝

評
価

（
■

）
数

／
対

象
評

価
項

目
（
◆

）
数

④
　

な
お

、
削

除
後

の
評

価
項

目
数

が
２

項
目

以
下

の
場

合
は

１
０

０
％

で
も

　
C

　
評

価
と

す
る

。

Ⅱ
 配

置
技

術
者

　
（
現

場
代

理
人

等
）

「
評

価
対

象
項

目
」

【
全

体
を

評
価

す
る

項
目

】
1
2

□
1

◇
□

　
「
施

工
プ

ロ
セ

ス
」
の

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
の

う
ち

、
配

置
技

術
者

に
つ

い
て

指
示

事
項

が
無

い
。

2
◇

□
　

作
業

に
必

要
な

作
業

主
任

者
及

び
専

門
技

術
者

を
選

任
及

び
配

置
し

て
い

る
。

上
記

該
当

事
項

が
あ

れ
ば

　
・
　

・
　

Ｄ
【
現

場
代

理
人

を
評

価
す

る
項

目
】

3
◇

□
　

現
場

代
理

人
が

、
工

事
全

体
を

把
握

し
て

い
る

。
1
3

□
4

◇
□

　
設

計
図

書
と

現
場

と
の

相
違

が
あ

っ
た

場
合

は
、

監
督

員
と

協
議

す
る

な
ど

の
必

要
な

対
応

を
行

っ
て

い
る

。
5

◇
□

　
監

督
員

へ
の

報
告

を
適

時
及

び
的

確
に

行
っ

て
い

る
。

上
記

該
当

事
項

が
あ

れ
ば

　
・
　

・
　

Ｅ
【
監

理
（
主

任
）
技

術
者

を
評

価
す

る
項

目
】
※

特
例

監
理

技
術

者
の

指
導

に
よ

り
、

監
理

技
術

者
補

佐
が

適
正

に
実

施
し

た
場

合
も

評
価

す
る

も
の

と
す

る
。

6
◇

□
　

書
類

を
共

通
仕

様
書

及
び

諸
基

準
に

基
づ

き
適

切
に

作
成

し
、

整
理

し
て

い
る

。
7

◇
□

　
契

約
書

、
設

計
図

書
、

適
用

す
べ

き
諸

基
準

等
を

理
解

し
、

施
工

に
反

映
し

て
い

る
。

8
◇

□
　

施
工

上
の

課
題

と
な

る
条

件
（
作

業
環

境
、

気
象

、
地

質
等

）
へ

の
対

応
を

図
っ

て
い

る
。

9
◇

□
　

下
請

の
施

工
体

制
及

び
施

工
状

況
を

把
握

し
、

技
術

的
な

指
導

を
行

っ
て

い
る

。
1
0

◇
□

　
監

理
（
主

任
）
技

術
者

が
、

明
確

な
根

拠
に

基
づ

い
て

技
術

的
な

判
断

を
行

っ
て

い
る

。
1
1

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
該

当
項

目
（
評

価
値

）
が

　
９

０
％

以
上

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

A
①

　
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
工

事
で

評
価

対
象

と
な

る
項

目
は

◇
に

チ
ェ

ッ
ク

該
当

項
目

（
評

価
値

）
が

　
８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
・
　

・
　

・
　

B
　

　
 （

◆
）
し

、
そ

の
内

該
当

項
目

は
□

に
チ

ェ
ッ

ク
（
■

）
す

る
。

該
当

項
目

（
評

価
値

）
が

　
８

０
％

未
満

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

C
②

　
対

象
評

価
項

目
数

を
母

数
（
評

価
対

象
項

目
数

）
と

し
て

、
評

価
項

目
の

比
率

（
％

）
　

　
 計

算
の

値
で

評
価

す
る

。
③

　
評

価
値

（
％

）
＝

評
価

（
■

）
数

／
対

象
評

価
項

目
（
◆

）
数

④
　

な
お

、
削

除
後

の
評

価
項

目
数

が
２

項
目

以
下

の
場

合
は

１
０

０
％

で
も

　
C

　
評

価
と

す
る

。

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

（
土

木
・
建

築
工

事
共

通
）

Ｅ
細

別
Ｂ

Ｃ

配
置

技
術

者
に

関
し

て
、

監
督

員
か

ら
の

文
書

に
よ

る
改

善
指

示
に

従
わ

な
か

っ
た

。

Ｅ

適
切

で
あ

る

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

事
項

に
該

当
し

な
い

や
や

不
適

切
で

あ
る施
工

体
制

一
般

に
関

し
て

、
監

督
員

か
ら

の
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

に
従

わ
な

か
っ

た
。

施
工

体
制

一
般

に
関

し
て

、
監

督
員

が
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

不
適

切
で

あ
る

Ｄ

配
置

技
術

者
に

関
し

て
、

監
督

員
が

ら
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

Ａ Ａ

ほ
ぼ

適
切

で
あ

る
他

の
事

項
に

該
当

し
な

い
や

や
不

適
切

で
あ

る
不

適
切

で
あ

る
Ｄ

Ｂ
Ｃ



別
紙

―
１

②
  

  
  

  

［
記

入
方

法
］
　

該
当

す
る

項
目

の
□

に
　

■
　

マ
ー

ク
を

記
入

す
る

。
主

任
監

督
員

考
査

項
目

２
 施

工
状

況
Ⅰ

 施
工

管
理

「
評

価
対

象
項

目
」

1
◇

□
「
施

工
プ

ロ
セ

ス
」
の

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
の

う
ち

、
施

工
管

理
に

つ
い

て
指

示
事

項
が

無
い

。
1
3

□
2

◇
□

施
工

計
画

書
が

、
設

計
図

書
及

び
現

場
条

件
を

反
映

し
た

も
の

と
な

っ
て

い
る

。
3

◇
□

現
場

条
件

の
変

化
に

対
し

て
、

適
切

に
対

応
し

て
い

る
。

上
記

該
当

事
項

が
あ

れ
ば

　
・
　

・
　

Ｄ
4

◇
□

工
事

材
料

の
品

質
に

影
響

が
無

い
よ

う
保

管
し

て
い

る
。

5
◇

□
日

常
の

出
来

形
管

理
を

、
設

計
図

書
及

び
施

工
計

画
書

に
基

づ
き

適
時

及
び

的
確

に
行

っ
て

い
る

。
1
4

□
6

◇
□

日
常

の
品

質
管

理
を

、
設

計
図

書
及

び
施

工
計

画
書

に
基

づ
き

適
時

及
び

的
確

に
行

っ
て

い
る

。
7

◇
□

現
場

内
の

整
理

整
頓

を
日

常
的

に
行

っ
て

い
る

。
上

記
該

当
事

項
が

あ
れ

ば
　

・
　

・
　

Ｅ
8

◇
□

指
定

材
料

の
品

質
証

明
書

及
び

写
真

等
を

整
理

し
て

い
る

。
9

◇
□

工
事

打
合

せ
簿

を
、

不
足

無
く
整

理
し

て
い

る
。

1
0

◇
□

建
設

副
産

物
の

再
利

用
等

へ
の

取
り

組
み

を
適

切
に

行
っ

て
い

る
。

1
1

◇
□

工
事

全
般

に
お

い
て

、
低

騒
音

型
、

低
振

動
型

、
排

出
ガ

ス
対

策
型

の
建

設
機

械
及

び
車

両
を

使
用

し
て

い
る

。
1
2

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
該

当
項

目
（
評

価
値

）
が

　
９

０
％

以
上

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

A
①

　
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
工

事
で

評
価

対
象

と
な

る
項

目
は

◇
に

チ
ェ

ッ
ク

該
当

項
目

（
評

価
値

）
が

　
８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
・
　

・
　

・
　

B
　

　
 （

◆
）
し

、
そ

の
内

該
当

項
目

は
□

に
チ

ェ
ッ

ク
（
■

）
す

る
。

該
当

項
目

（
評

価
値

）
が

　
８

０
％

未
満

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

C
②

　
対

象
評

価
項

目
数

を
母

数
（
評

価
対

象
項

目
数

）
と

し
て

、
評

価
項

目
の

比
率

（
％

）
　

　
 計

算
の

値
で

評
価

す
る

。
③

　
評

価
値

（
％

）
＝

評
価

（
■

）
数

／
対

象
評

価
項

目
（
◆

）
数

④
　

な
お

、
削

除
後

の
評

価
項

目
数

が
２

項
目

以
下

の
場

合
は

１
０

０
％

で
も

　
C

　
評

価
と

す
る

。

Ⅱ
 工

程
管

理

「
評

価
対

象
項

目
」

1
◇

□
「
施

工
プ

ロ
セ

ス
」
の

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
の

う
ち

、
工

程
管

理
に

つ
い

て
指

示
事

項
が

無
い

。
1
1

□
2

◇
□

工
程

に
与

え
る

要
因

を
的

確
に

把
握

し
、

そ
れ

ら
を

反
映

し
た

計
画

工
程

表
を

作
成

し
て

い
る

。
3

◇
□

実
施

工
程

表
の

作
成

及
び

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
を

行
っ

て
お

り
、

適
切

に
工

程
を

管
理

し
て

い
る

。
上

記
該

当
事

項
が

あ
れ

ば
　

・
　

・
　

Ｄ
4

◇
□

現
場

条
件

の
変

化
へ

の
対

応
が

迅
速

で
あ

り
、

施
工

の
停

滞
が

見
ら

れ
な

い
。

5
◇

□
時

間
制

限
や

片
側

交
互

通
行

等
の

各
種

制
約

へ
の

対
応

が
適

切
で

あ
り

、
大

き
な

工
程

の
遅

れ
が

無
い

。
1
2

□
6

◇
□

工
事

の
進

捗
を

早
め

る
た

め
の

取
り

組
み

を
行

っ
て

い
る

。
7

◇
□

適
切

な
工

程
管

理
を

行
い

、
工

程
の

遅
れ

が
無

い
。

上
記

該
当

事
項

が
あ

れ
ば

　
・
　

・
　

Ｅ
8

◇
□

休
日

の
確

保
を

行
っ

て
い

る
。

9
◇

□
計

画
工

程
以

外
の

時
間

外
作

業
が

ほ
と

ん
ど

無
い

。
1
0

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
該

当
項

目
（
評

価
値

）
が

　
９

０
％

以
上

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

A
①

　
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
工

事
で

評
価

対
象

と
な

る
項

目
は

◇
に

チ
ェ

ッ
ク

該
当

項
目

（
評

価
値

）
が

　
８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
・
　

・
　

・
　

B
　

　
 （

◆
）
し

、
そ

の
内

該
当

項
目

は
□

に
チ

ェ
ッ

ク
（
■

）
す

る
。

該
当

項
目

（
評

価
値

）
が

　
８

０
％

未
満

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

C
②

　
対

象
評

価
項

目
数

を
母

数
（
評

価
対

象
項

目
数

）
と

し
て

、
評

価
項

目
の

比
率

（
％

）
　

　
 計

算
の

値
で

評
価

す
る

。
③

　
評

価
値

（
％

）
＝

評
価

（
■

）
数

／
対

象
評

価
項

目
（
◆

）
数

④
　

な
お

、
削

除
後

の
評

価
項

目
数

が
２

項
目

以
下

の
場

合
は

１
０

０
％

で
も

　
C

　
評

価
と

す
る

。

Ｄ
Ｃ

Ｂ

Ｃ

施
工

管
理

に
関

し
て

、
監

督
員

が
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

施
工

管
理

に
関

し
て

、
監

督
員

か
ら

の
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

に
従

わ
な

か
っ

た
。

Ａ
他

の
事

項
に

該
当

し
な

い
や

や
不

適
切

で
あ

る
不

適
切

で
あ

る

Ａ

工
程

管
理

に
関

し
て

、
監

督
員

が
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

工
程

管
理

に
関

し
て

、
監

督
員

か
ら

の
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

に
従

わ
な

か
っ

た
。

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

（
土

木
・
建

築
工

事
共

通
）

Ｂ
細

別
Ｅ

Ｄ

適
切

で
あ

る
Ｅ

ほ
ぼ

適
切

で
あ

る
他

の
事

項
に

該
当

し
な

い
や

や
不

適
切

で
あ

る
不

適
切

で
あ

る

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る



別
紙

―
１

③
  

  
  

  

［
記

入
方

法
］
　

該
当

す
る

項
目

の
□

に
　

■
　

マ
ー

ク
を

記
入

す
る

。
主

任
監

督
員

考
査

項
目

２
 施

工
状

況
Ⅲ

 安
全

対
策

「
評

価
対

象
項

目
」

1
◇

□
「
施

工
プ

ロ
セ

ス
」
の

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
の

う
ち

、
安

全
対

策
に

つ
い

て
指

示
事

項
が

無
い

。
1
1

□
2

◇
□

災
害

防
止

協
議

会
（
工

事
安

全
協

議
会

）
等

を
１

回
／

月
以

上
行

っ
て

い
る

。
3

◇
□

安
全

教
育

及
び

安
全

訓
練

等
を

半
日

／
月

以
上

実
施

し
て

い
る

。
上

記
該

当
事

項
が

あ
れ

ば
　

・
　

・
　

Ｄ
4

◇
□

新
規

入
場

者
教

育
の

内
容

に
、

当
該

工
事

の
現

場
特

性
を

反
映

し
て

い
る

。
5

◇
□

工
事

期
間

を
通

じ
て

、
労

働
災

害
及

び
公

衆
災

害
が

発
生

し
な

か
っ

た
。

1
2

□
6

◇
□

過
積

載
防

止
に

取
り

組
ん

で
い

る
。

7
◇

□
仮

設
工

の
点

検
及

び
管

理
を

、
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

等
を

用
い

て
実

施
し

て
い

る
。

上
記

該
当

事
項

が
あ

れ
ば

　
・
　

・
　

Ｅ
8

◇
□

保
安

施
設

の
設

置
及

び
管

理
を

、
各

種
基

準
及

び
関

係
者

間
の

協
議

に
基

づ
き

実
施

し
て

い
る

。
9

◇
□

地
下

埋
設

物
及

び
架

空
線

等
に

関
す

る
事

故
防

止
対

策
に

取
り

組
ん

で
い

る
。

1
0

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
該

当
項

目
（
評

価
値

）
が

　
９

０
％

以
上

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

A
①

　
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
工

事
で

評
価

対
象

と
な

る
項

目
は

◇
に

チ
ェ

ッ
ク

（
◆

）
し

、
該

当
項

目
（
評

価
値

）
が

　
８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
・
　

・
　

・
　

B
　

　
 そ

の
内

該
当

項
目

は
□

に
チ

ェ
ッ

ク
（
■

）
す

る
。

該
当

項
目

（
評

価
値

）
が

　
８

０
％

未
満

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

C
②

　
対

象
評

価
項

目
数

を
母

数
（
評

価
対

象
項

目
数

）
と

し
て

、
評

価
項

目
の

比
率

（
％

）
　

　
 計

算
の

値
で

評
価

す
る

。
③

　
評

価
値

（
％

）
＝

評
価

（
■

）
数

／
対

象
評

価
項

目
（
◆

）
数

④
　

な
お

、
削

除
後

の
評

価
項

目
数

が
２

項
目

以
下

の
場

合
は

１
０

０
％

で
も

　
C

　
評

価
と

す
る

。

Ⅳ
 対

外
関

係

「
評

価
対

象
項

目
」

1
◇

□
「
施

工
プ

ロ
セ

ス
」
の

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
の

う
ち

、
対

外
関

係
に

つ
い

て
指

摘
事

項
が

な
い

。
9

□
2

◇
□

工
事

施
工

に
あ

た
り

、
関

係
官

公
庁

等
の

関
係

機
関

と
調

整
し

、
ト

ラ
ブ

ル
の

発
生

が
な

い
。

3
◇

□
工

事
施

工
に

あ
た

り
、

地
元

（
入

居
官

署
等

を
含

む
）
と

の
適

切
な

調
整

を
行

っ
た

。
上

記
該

当
事

項
が

あ
れ

ば
　

・
　

・
　

Ｄ
4

◇
□

苦
情

に
対

し
て

的
確

に
対

応
し

、
良

好
な

対
外

関
係

で
あ

っ
た

。
5

◇
□

積
極

的
な

地
元

対
策

を
実

施
し

、
第

三
者

か
ら

の
苦

情
が

な
か

っ
た

。
ま

た
は

苦
情

に
対

し
て

適
切

な
対

応
を

行
っ

て
い

る
。

1
0

□
6

◇
□

関
連

工
事

と
の

調
整

を
行

い
、

関
連

工
事

を
含

む
工

事
全

体
の

円
滑

な
進

捗
に

寄
与

し
て

い
る

。
7

◇
□

工
事

の
目

的
及

び
内

容
を

工
事

看
板

な
ど

に
よ

り
地

域
住

民
や

通
行

者
に

分
か

り
や

す
く
周

知
し

て
い

る
。

上
記

該
当

事
項

が
あ

れ
ば

　
・
　

・
　

Ｅ
8

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
該

当
項

目
（
評

価
値

）
が

　
９

０
％

以
上

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

A
①

　
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
工

事
で

評
価

対
象

と
な

る
項

目
は

◇
に

チ
ェ

ッ
ク

（
◆

）
し

、
該

当
項

目
（
評

価
値

）
が

　
８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
・
　

・
　

・
　

B
　

　
 そ

の
内

該
当

項
目

は
□

に
チ

ェ
ッ

ク
（
■

）
す

る
。

該
当

項
目

（
評

価
値

）
が

　
８

０
％

未
満

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

C
②

　
対

象
評

価
項

目
数

を
母

数
（
評

価
対

象
項

目
数

）
と

し
て

、
評

価
項

目
の

比
率

（
％

）
　

　
 計

算
の

値
で

評
価

す
る

。
③

　
評

価
値

（
％

）
＝

評
価

（
■

）
数

／
対

象
評

価
項

目
（
◆

）
数

④
　

な
お

、
削

除
後

の
評

価
項

目
数

が
２

項
目

以
下

の
場

合
は

１
０

０
％

で
も

　
C

　
評

価
と

す
る

。

Ｂ
Ｃ

対
外

関
係

に
関

し
て

、
監

督
員

が
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

対
外

関
係

に
関

し
て

、
監

督
員

か
ら

の
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

に
従

わ
な

か
っ

た
。

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

事
項

に
該

当
し

な
い

や
や

不
適

切
で

あ
る

不
適

切
で

あ
る

安
全

対
策

に
関

し
て

、
監

督
員

か
ら

の
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

に
従

わ
な

か
っ

た
。

Ｄ

Ｅ
Ｄ

Ｂ
Ｅ

や
や

不
適

切
で

あ
る

不
適

切
で

あ
る

Ａ

Ｃ

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

（
土

木
・
建

築
工

事
共

通
）

細
別

安
全

対
策

に
関

し
て

、
監

督
員

が
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

Ａ
適

切
で

あ
る

ほ
ぼ

適
切

で
あ

る
他

の
事

項
に

該
当

し
な

い



別
紙

－
１

④
  

  
  

  

［
記

入
方

法
］
　

該
当

す
る

項
目

の
□

に
　

■
　

マ
ー

ク
を

記
入

す
る

。
主

任
監

督
員

考
査

項
目

1
2

3
4

5
○

□
□

□
□

□

Ⅰ
　

出
来

形

※
　

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
４

参
照

。

○
（
土

木
）

「
評

価
対

象
項

目
」

1
◇

□
据

付
に

関
す

る
出

来
形

管
理

が
、

出
来

形
管

理
図

及
び

出
来

形
管

理
表

に
よ

り
確

認
で

き
る

。
1
2

1
3

2
◇

□
設

備
全

般
に

わ
た

り
、

形
状

及
び

寸
法

の
実

測
値

が
許

容
範

囲
内

で
あ

る
。

□
□

3
◇

□
施

工
管

理
基

準
の

撮
影

記
録

が
撮

影
基

準
を

満
足

し
て

い
る

。
4

◇
□

設
計

図
書

で
定

め
ら

れ
て

い
な

い
出

来
形

管
理

項
目

に
つ

い
て

、
監

督
員

と
協

議
の

上
で

管
理

し
て

い
る

。
5

◇
□

不
可

視
部

分
の

出
来

形
を

写
真

撮
影

し
て

い
る

。
6

◇
□

塗
装

管
理

基
準

の
塗

膜
厚

管
理

を
適

切
に

ま
と

め
て

い
る

。
7

◇
□

溶
接

管
理

基
準

の
出

来
形

管
理

を
適

切
に

ま
と

め
て

い
る

。
8

◇
□

社
内

の
管

理
基

準
に

基
づ

き
管

理
し

て
い

る
。

9
◇

□
設

計
図

書
に

定
め

ら
れ

て
い

る
予

備
品

に
不

足
が

無
い

。
1
0

◇
□

1
1

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0

評
価

値
が

8
0
%
以

上
・
・
・
・
・
・
・
・
・
A

評
価

値
が

6
0
％

以
上

8
0
%
未

満
・
・
・
・
・
B

評
価

値
が

6
0
%
未

満
・
・
・
・
・
・
・
・
・
C

①
　

当
該

「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
工

事
で

評
価

対
象

と
な

る
項

目
は

◇
に

チ
ェ

ッ
ク

（
◆

）
し

、
　

　
 そ

の
内

該
当

項
目

は
□

に
チ

ェ
ッ

ク
（
■

）
す

る
。

②
　

対
象

評
価

項
目

数
を

母
数

（
評

価
対

象
項

目
数

）
と

し
て

、
評

価
項

目
の

比
率

（
％

）
　

　
 計

算
の

値
で

評
価

す
る

。
③

　
評

価
値

（
　

　
％

）
＝

評
価

（
■

）
数

／
対

象
評

価
項

目
（
◆

）
数

④
　

な
お

、
削

除
後

の
評

価
項

目
数

が
２

項
目

以
下

の
場

合
は

１
０

０
％

で
も

　
C

　
評

価
と

す
る

。

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

工
種

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
３

　
出

来
形

及
び

出
来

ば
え

①
土

木
工

事
出

来
形

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の
測

定
基

準
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
お

り
、

測
定

値
が

規
格

値
を

満
足

し
、

そ
の

ば
ら

つ
き

が
規

格
値

の
概

ね
５

０
％

以
内

で
あ

る
。

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
ば

ら
つ

き
が

規
格

値
の

概
ね

８
０

％
以

内
で

あ
る

。

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
A

、
B

に
該

当
し

な
い

。
ま

た
は

、
出

来
形

管
理

項
目

を
設

定
し

て
い

な
い

。

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

員
が

文
書

で
改

善
指

示
を

行
っ

た
。

契
約

書
第

１
７

条
に

基
づ

き
、

監
督

員
が

改
造

請
求

を
行

っ
た

。

②
機

械
設

備
工

事
Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｄ
Ｅ

①
 出

来
形

の
評

定
は

、
工

事
全

般
を

通
じ

て
評

定
す

る
も

の
と

す
る

。
②

 出
来

形
と

は
、

設
計

図
書

に
示

さ
れ

た
工

事
目

的
物

の
形

状
及

び
寸

法
を

い
う

。
③

 出
来

形
管

理
と

は
、

「
土

木
工

事
施

工
管

理
基

準
」
の

測
定

項
目

、
測

定
基

準
及

び
規

格
値

に
基

づ
き 　

所
定

の
出

来
形

を
確

保
す

る
管

理
体

系
で

あ
る

が
、

当
該

管
理

基
準

に
よ

り
が

た
い

場
合

等
に

つ
い

て
　

は
、

監
督

員
と

協
議

の
上

で
出

来
形

管
理

を
行

う
も

の
で

あ
る

。
④

 出
来

形
管

理
項

目
を

設
定

し
て

い
な

い
工

事
は

「
C

」
評

価
と

す
る

。
⑤

 工
事

内
容

等
に

よ
り

ば
ら

つ
き

で
評

価
で

き
な

い
場

合
は

、
規

格
値

・
基

準
値

・
設

計
値

と
測

定
し

た
　

出
来

形
寸

法
と

の
差

の
大

小
な

ど
、

測
定

値
と

許
容

値
等

と
の

関
係

性
を

も
っ

て
ば

ら
つ

き
評

価
に

　
代

え
て

も
よ

い
。

契
約

書
第

１
７

条
に

基
づ

き
、

監
督

員
が

改
造

請
求

を
行

っ
た

。

分
解

整
備

に
お

け
る

既
設

部
品

等
の

摩
耗

、
損

傷
等

に
つ

い
て

、
整

備
前

と
整

備
後

の
劣

化
状

況
及

び
回

復
状

況
を

図
表

等
に

記
録

し
て

い
る

。

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
値

し
な

い

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

員
が

文
書

で
改

善
指

示
を

行
っ

た
。



別
紙

－
１

⑤
  

  
  

  

［
記

入
方

法
］
　

該
当

す
る

項
目

の
□

に
　

■
　

マ
ー

ク
を

記
入

す
る

。
主

任
監

督
員

考
査

項
目

「
評

価
対

象
項

目
」

1
◇

□
据

付
に

関
す

る
出

来
形

管
理

が
、

出
来

形
管

理
図

及
び

出
来

形
管

理
表

に
よ

り
確

認
で

き
る

。
1
5

1
6

○
（
土

木
）

2
◇

□
機

器
等

の
測

定
（
試

験
）
結

果
が

、
そ

の
都

度
出

来
形

管
理

図
及

び
出

来
形

管
理

表
に

記
録

さ
れ

、
適

切
に

管
理

し
て

い
る

。
□

□
Ⅰ

　
出

来
形

3
◇

□
不

可
視

部
分

の
出

来
形

を
写

真
撮

影
し

て
い

る
。

4
◇

□
設

計
図

書
に

定
め

ら
れ

て
い

な
い

出
来

形
管

理
項

目
に

つ
い

て
、

監
督

員
と

協
議

の
上

で
管

理
し

て
い

る
。

5
◇

□
設

備
全

般
に

わ
た

り
、

形
状

及
び

寸
法

の
実

測
値

が
許

容
範

囲
内

で
あ

る
。

6
◇

□
設

備
の

据
付

及
び

固
定

方
法

が
設

計
図

書
又

は
承

諾
図

書
通

り
施

工
し

て
い

る
。

7
◇

□
配

管
及

び
配

線
が

、
設

計
図

書
又

は
承

諾
図

書
通

り
に

敷
設

し
て

い
る

。
8

◇
□

測
定

機
器

の
キ

ャ
リ

ブ
レ

ー
シ

ョ
ン

を
、

定
期

的
に

実
施

し
て

い
る

。
9

◇
□

行
先

な
ど

を
表

示
し

た
名

札
が

ケ
ー

ブ
ル

な
ど

に
分

か
り

易
く
堅

固
に

取
り

付
け

て
い

る
。

1
0

◇
□

配
管

及
び

配
線

の
支

持
間

隔
や

絶
縁

抵
抗

等
に

つ
い

て
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
1

◇
□

社
内

の
管

理
基

準
に

基
づ

き
管

理
し

て
い

る
。

1
2

◇
□

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
て

い
る

予
備

品
等

に
不

足
が

無
い

。
1
3

◇
□

高
温

部
等

の
危

険
箇

所
へ

の
二

重
表

示
、

二
重

防
護

な
ど

運
用

に
お

け
る

不
可

抗
力

を
想

定
し

た
安

全
対

策
が

な
さ

れ
て

い
る

。
1
4

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0

評
価

値
が

8
0
%
以

上
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ａ

①
　

当
該

「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
工

事
で

評
価

対
象

と
な

る
項

目
は

◇
に

チ
ェ

ッ
ク

（
◆

）
し

、
評

価
値

が
6
0
％

以
上

8
0
%
未

満
・
・
・
・
・
Ｂ

　
　

 そ
の

内
該

当
項

目
は

□
に

チ
ェ

ッ
ク

（
■

）
す

る
。

評
価

値
が

6
0
%
未

満
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｃ

②
　

対
象

評
価

項
目

数
を

母
数

（
評

価
対

象
項

目
数

）
と

し
て

、
評

価
項

目
の

比
率

（
％

）

　
　

 計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

③
　

評
価

値
（
　

　
％

）
＝

評
価

（
■

）
数

／
対

象
評

価
項

目
（
◆

）
数

④
　

な
お

、
削

除
後

の
評

価
項

目
数

が
２

項
目

以
下

の
場

合
は

１
０

０
％

で
も

　
C

　
評

価
と

す
る

。

④
建

築
工

事
○

電
気

設
備

（
建

築
）

機
械

設
備

（
建

築
）

「
評

価
対

象
項

目
」

1
◇

□
承

諾
図

等
が

、
設

計
図

書
を

満
足

し
て

い
る

。
1
0

1
1

2
◇

□
施

工
図

等
が

、
設

計
図

書
を

満
足

し
て

い
る

。
□

□
3

◇
□

現
場

に
お

け
る

出
来

形
が

設
計

図
書

を
満

足
し

、
適

切
な

施
工

で
あ

る
。

4
◇

□
施

工
計

画
書

等
で

定
め

た
出

来
形

の
管

理
基

準
に

基
づ

き
、

管
理

し
て

い
る

。
5

◇
□

出
来

形
の

管
理

記
録

が
適

切
に

ま
と

め
ら

れ
て

お
り

、
結

果
が

良
好

で
あ

る
。

6
◇

□
出

来
形

の
管

理
方

法
を

工
夫

し
て

い
る

。
7

◇
□

解
体

又
は

撤
去

工
事

の
場

合
、

撤
去

対
象

物
の

範
囲

等
が

確
認

で
き

、
処

分
が

適
切

で
あ

る
。

8
◇

□
不

可
視

部
分

と
な

る
出

来
形

が
、

工
事

写
真

、
施

工
記

録
に

よ
り

確
認

で
き

る
。

9
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0

評
価

値
が

9
0
%
以

上
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ａ

①
　

当
該

「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
工

事
で

評
価

対
象

と
な

る
項

目
は

◇
に

チ
ェ

ッ
ク

（
◆

）
し

、
評

価
値

が
8
0
％

以
上

9
0
%
未

満
・
・
・
・
・
Ｂ

　
　

 そ
の

内
該

当
項

目
は

□
に

チ
ェ

ッ
ク

（
■

）
す

る
。

評
価

値
が

6
0
％

以
上

8
0
%
未

満
・
・
・
・
・
Ｃ

②
　

対
象

評
価

項
目

数
を

母
数

（
評

価
対

象
項

目
数

）
と

し
て

、
評

価
項

目
の

比
率

（
％

）
評

価
値

が
6
0
%
未

満
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｄ

　
　

 計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

③
　

評
価

値
（
　

　
％

）
＝

評
価

（
■

）
数

／
対

象
評

価
項

目
（
◆

）
数

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

工
種

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
３

　
出

来
形

及
び

出
来

ば
え

③
電

気
設

備
工

事
・

通
信

設
備

工
事

・
受

変
電

設
備

工
事

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
値

し
な

い

契
約

書
第

１
７

条
に

基
づ

き
、

監
督

員
が

改
造

請
求

を
行

っ
た

。

契
約

書
第

１
７

条
に

基
づ

き
、

監
督

員
が

改
造

請
求

を
行

っ
た

。
出

来
形

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

Ｂ
Ａ

Ｅ
Ｄ

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

員
が

文
書

で
改

善
指

示
を

行
っ

た
。

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
値

し
な

い
Ｃ



別
紙

－
１

⑥
  

  
  

  

［
記

入
方

法
］
　

該
当

す
る

項
目

の
□

に
　

■
　

マ
ー

ク
を

記
入

す
る

。
主

任
監

督
員

考
査

項
目

①
土

木
工

事
○

○
ば

ら
つ

き
に

よ
る

評
価

（
小

規
模

工
事

、
浚

渫
工

事
、

取
り

壊
し

工
事

以
外

）

1
2

3
4

5
Ⅱ

　
品

質
□

□
□

□
□

※
　

ば
ら

つ
き

の
判

断
は

別
紙

－
４

参
照

。

○
ば

ら
つ

き
評

価
が

適
当

で
な

い
場

合
（
小

規
模

工
事

、
浚

渫
工

事
、

取
り

壊
し

工
事

等
）

「
評

価
対

象
項

目
」

6
□

常
に

緊
急

的
な

作
業

に
対

応
で

き
る

体
制

を
整

え
て

い
る

。
1
4

1
5

7
□

緊
急

的
な

作
業

に
対

し
て

迅
速

に
対

応
し

て
い

る
。

□
□

8
□

監
督

員
の

指
示

事
項

に
対

し
、

現
地

状
況

を
勘

案
し

、
施

工
方

法
や

構
造

に
つ

い
て

提
案

す
る

な
ど

積
極

的
に

取
組

ん
で

い
る

。
9

□
施

工
条

件
、

気
象

条
件

を
考

慮
し

て
施

工
し

て
い

る
。

1
0

□
材

料
の

品
質

・
形

状
が

証
明

書
等

で
確

認
で

き
る

。
1
1

□
施

工
箇

所
以

外
の

部
分

に
損

傷
を

与
え

な
い

よ
う

工
夫

し
て

い
る

。
1
2

□
施

工
時

期
や

施
工

場
所

に
つ

い
て

地
域

や
環

境
へ

の
配

慮
を

行
っ

た
。

1
3

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

●
判

断
基

準
該

当
６

項
目

以
上

・
・
A

　
　

　
該

当
４

項
目

・
・
・
・
・
・
B

　
　

　
該

当
３

項
目

以
下

・
・
・
・
・
・
C

Ｄ
Ｅ

①
 品

質
の

評
定

は
、

工
事

全
般

を
通

じ
て

評
定

す
る

も
の

と
す

る
。

②
 品

質
と

は
、

設
計

図
書

に
示

さ
れ

た
工

事
目

的
物

の
規

格
で

あ
る

。
③

 品
質

管
理

と
は

、
「
土

木
工

事
施

工
管

理
基

準
」
の

試
験

項
目

、
試

験
基

準
及

び
規

格
値

に
基

づ
く
全

て
の

段
階

に
お

け
る

品
質

　
 確

保
の

た
め

の
管

理
体

系
で

あ
る

。
な

お
、

当
該

管
理

基
準

に
よ

り
が

た
い

場
合

等
に

つ
い

て
は

、
監

督
員

と
協

議
の

上
で

品
質

　
 管

理
を

行
う

も
の

で
あ

る
。

④
 品

質
管

理
項

目
を

設
定

し
て

い
な

い
工

事
は

「
C

」
評

価
と

す
る

。
⑤

工
事

内
容

等
に

よ
り

ば
ら

つ
き

で
評

価
で

き
な

い
場

合
は

、
規

格
値

・
基

準
値

・
設

計
値

と
測

定
し

た
出

来
形

寸
法

と
の

差
の

大
小

　
 な

ど
、

測
定

値
と

許
容

値
等

と
の

関
係

性
を

も
っ

て
ば

ら
つ

き
評

価
に

代
え

て
も

よ
い

。

品
質

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の
測

定
基

準
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
お

り
、

測
定

値
が

規
格

値
を

満
足

し
、

そ
の

ば
ら

つ
き

が
規

格
値

の
概

ね
５

０
％

以
内

で
あ

る
。

品
質

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の
測

定
基

準
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
お

り
、

測
定

値
が

規
格

値
を

満
足

し
、

そ
の

ば
ら

つ
き

が
規

格
値

の
概

ね
８

０
％

以
内

で
あ

る
。

品
質

の
測

定
が

、
必

要
な

測
定

項
目

に
つ

い
て

所
定

の
測

定
基

準
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
お

り
、

測
定

値
が

規
格

値
を

満
足

し
、

A
、

B
に

該
当

し
な

い
。

ま
た

は
、

品
質

管
理

項
目

を
設

定
し

て
い

な
い

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

契
約

書
第

１
７

条
に

基
づ

き
、

監
督

員
が

改
造

請
求

を
行

っ
た

。

３
　

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

工
種

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

や
や

不
適

切
で

あ
る

不
適

切
で

あ
る

Ａ
Ｂ

Ｃ

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

契
約

書
第

１
７

条
に

基
づ

き
、

監
督

員
が

改
造

請
求

を
行

っ
た

。

や
や

不
適

切
で

あ
る

不
適

切
で

あ
る

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ



別
紙

－
１

⑦
  
  
  
  

［
記

入
方

法
］
　

該
当

す
る

項
目

の
□

に
　

■
　

マ
ー

ク
を

記
入

す
る

。
主

任
監

督
員

考
査

項
目

②
機

械
設

備
工

事
○

（
土

木
）

「
評

価
対

象
項

目
」

1
◇

□
材

料
、

部
品

の
品

質
照

合
の

書
類

（
現

物
照

合
）
の

内
容

が
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
。

2
1

2
2

2
◇

□
設

備
の

機
能

及
び

性
能

を
、

承
諾

図
書

の
と

お
り

確
保

し
て

い
る

。
□

□
Ⅱ

　
品

質
3

◇
□

設
計

図
書

の
仕

様
を

踏
ま

え
た

詳
細

設
計

を
行

い
、

承
諾

図
書

と
し

て
提

出
し

て
い

る
。

4
◇

□
機

器
の

品
質

、
機

能
及

び
性

能
が

設
計

図
書

を
満

足
し

て
、

成
績

書
に

ま
と

め
ら

れ
て

い
る

。
5

◇
□

溶
接

管
理

基
準

の
品

質
管

理
項

目
に

つ
い

て
規

格
値

を
満

足
し

て
い

る
。

6
◇

□
塗

装
管

理
基

準
の

品
質

管
理

項
目

に
つ

い
て

規
格

値
を

満
足

し
て

い
る

。
7

◇
□

操
作

制
御

設
備

に
つ

い
て

、
操

作
ス

イ
ッ

チ
や

表
示

灯
を

承
諾

図
書

の
と

お
り

配
置

し
、

正
常

に
作

動
す

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

8
◇

□
操

作
制

御
設

備
の

安
全

装
置

及
び

保
護

装
置

が
承

諾
図

書
の

と
お

り
機

能
し

て
い

る
。

9
◇

□
小

配
管

、
電

気
配

線
・
配

管
が

、
承

諾
図

書
の

と
お

り
敷

設
し

て
い

る
。

1
0

◇
□

設
備

の
取

扱
説

明
書

を
適

切
に

作
成

し
て

い
る

。
1
1

◇
□

完
成

図
書

（
取

扱
説

明
書

）
に

定
期

的
な

点
検

及
び

交
換

を
必

要
と

す
る

部
品

並
び

に
箇

所
を

明
示

し
て

い
る

。
1
2

◇
□

機
器

の
配

置
に

つ
い

て
、

点
検

し
や

す
く
し

て
い

る
。

1
3

◇
□

設
備

の
構

造
や

機
器

の
配

置
に

つ
い

て
、

部
品

等
の

交
換

作
業

が
容

易
に

で
き

る
。

1
4

◇
□

二
次

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
配

合
試

験
及

び
試

験
練

り
が

実
施

さ
れ

、
試

験
成

績
表

に
ま

と
め

ら
れ

て
い

る
。

1
5

◇
□

バ
ル

ブ
類

の
平

時
の

状
態

を
示

す
ラ

ベ
ル

な
ど

が
見

や
す

い
状

態
で

表
示

し
て

い
る

。
1
6

◇
□

計
器

類
に

運
転

時
の

適
用

範
囲

を
見

や
す

く
表

示
し

て
い

る
。

1
7

◇
□

回
転

部
や

高
温

部
等

の
危

険
箇

所
に

表
示

又
は

防
護

を
し

て
い

る
。

1
8

◇
□

構
造

物
の

劣
化

状
況

を
よ

く
把

握
し

て
、

適
切

な
対

策
を

施
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
9

◇
□

現
地

状
況

を
勘

案
し

施
工

方
法

等
に

つ
い

て
提

案
を

行
う

な
ど

、
積

極
的

に
取

り
組

ん
で

い
る

。
2
0

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
●

判
断

基
準

評
価

値
が

8
0
%
以

上
・
・
・
・
・
・
・
・
・
A

①
　

当
該

「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
工

事
で

評
価

対
象

と
な

る
項

目
は

◇
に

チ
ェ

ッ
ク

（
◆

）
し

、
評

価
値

が
6
0
％

以
上

8
0
%
未

満
・
・
・
・
・
B

　
　

 そ
の

内
該

当
項

目
は

□
に

チ
ェ

ッ
ク

（
■

）
す

る
。

評
価

値
が

6
0
%
未

満
・
・
・
・
・
・
・
・
・
C

②
　

対
象

評
価

項
目

数
を

母
数

（
評

価
対

象
項

目
数

）
と

し
て

、
評

価
項

目
の

比
率

（
％

）
　

　
 計

算
の

値
で

評
価

す
る

。
③

　
評

価
値

（
　

　
％

）
＝

評
価

（
■

）
数

／
対

象
評

価
項

目
（
◆

）
数

④
　

な
お

、
削

除
後

の
評

価
項

目
数

が
２

項
目

以
下

の
場

合
は

１
０

０
％

で
も

　
C

　
評

価
と

す
る

。

「
評

価
対

象
項

目
」

1
◇

□
製

作
着

手
前

に
、

品
質

や
性

能
の

確
保

に
係

る
技

術
検

討
を

実
施

し
て

い
る

。
1
6

1
7

○
（
土

木
）

2
◇

□
材

料
、

部
品

の
品

質
照

合
の

結
果

が
、

品
質

保
証

書
等

（
現

物
照

合
を

含
む

）
で

確
認

で
き

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
。

□
□

3
◇

□
機

器
の

品
質

、
機

能
及

び
性

能
が

、
設

計
図

書
を

満
足

し
、

成
績

書
に

ま
と

め
て

い
る

。
4

◇
□

操
作

ス
イ

ッ
チ

や
表

示
灯

が
承

諾
図

書
の

と
お

り
配

置
さ

れ
、

正
常

に
作

動
す

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

5
◇

□
ケ

ー
ブ

ル
及

び
配

管
の

接
続

な
ど

の
作

業
が

施
工

計
画

書
に

記
載

さ
れ

た
手

順
に

沿
っ

て
行

わ
れ

、
不

具
合

が
無

い
。

6
◇

□
設

備
の

機
能

及
び

性
能

が
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
。

7
◇

□

8
◇

□
設

備
の

総
合

性
能

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

。
9

◇
□

現
場

条
件

に
よ

っ
て

機
器

(製
品

)の
機

能
及

び
性

能
が

確
認

で
き

な
い

場
合

に
お

い
て

、
工

場
試

験
な

ど
で

確
認

し
て

い
る

。
1
0

◇
□

設
備

全
体

に
つ

い
て

の
取

扱
説

明
書

を
適

切
に

作
成

（
修

繕
（
改

造
・
更

新
含

む
）
の

場
合

は
、

修
正

又
は

更
新

）
し

て
い

る
。

1
1

◇
□

完
成

図
書

で
定

期
的

な
点

検
や

交
換

を
要

す
る

部
品

及
び

箇
所

を
明

示
し

て
い

る
。

1
2

◇
□

設
備

の
構

造
に

つ
い

て
、

点
検

や
消

耗
品

の
取

替
え

作
業

が
容

易
に

で
き

る
。

1
3

◇
□

障
害

、
災

害
発

生
を

想
定

し
た

代
替

機
能

、
迂

回
な

ど
の

フ
ェ

ー
ル

セ
ー

フ
機

能
を

現
地

試
験

等
で

確
認

し
て

い
る

。
1
4

◇
□

設
備

の
耐

震
設

計
に

つ
い

て
、

受
注

者
自

ら
が

確
認

、
精

査
し

た
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
5

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
●

判
断

基
準

評
価

値
が

8
0
%
以

上
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ａ

①
　

当
該

「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
工

事
で

評
価

対
象

と
な

る
項

目
は

◇
に

チ
ェ

ッ
ク

（
◆

）
し

、
評

価
値

が
6
0
％

以
上

8
0
%
未

満
・
・
・
・
・
Ｂ

　
　

 そ
の

内
該

当
項

目
は

□
に

チ
ェ

ッ
ク

（
■

）
す

る
。

評
価

値
が

6
0
%
未

満
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｃ

②
　

対
象

評
価

項
目

数
を

母
数

（
評

価
対

象
項

目
数

）
と

し
て

、
評

価
項

目
の

比
率

（
％

）
　

　
 計

算
の

値
で

評
価

す
る

。
③

　
評

価
値

（
　

　
％

）
＝

評
価

（
■

）
数

／
対

象
評

価
項

目
（
◆

）
数

④
　

な
お

、
削

除
後

の
評

価
項

目
数

が
２

項
目

以
下

の
場

合
は

１
０

０
％

で
も

　
C

　
評

価
と

す
る

。

ほ
ぼ

適
切

で
あ

る
適

切
で

あ
る

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

Ａ
Ｂ

他
の

評
価

に
値

し
な

い

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

監
督

員
が

文
書

で
改

善
指

示
を

行
っ

た
。

契
約

書
第

１
７

条
に

基
づ

き
、

監
督

員
が

改
造

請
求

を
行

っ
た

。

や
や

不
適

切
で

あ
る

不
適

切
で

あ
る

操
作

制
御

関
係

の
機

能
及

び
性

能
が

、
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

と
と

も
に

、
必

要
な

安
全

装
置

及
び

保
護

装
置

の
作

動
が

確
認

で
き

る
。

③
電

気
設

備
工

事
・

通
信

設
備

工
事

・
受

変
電

設
備

工
事

Ｃ
Ｄ

Ｅ

不
適

切
で

あ
る

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

工
種

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
３

　
出

来
形

及
び

出
来

ば
え

他
の

評
価

に
値

し
な

い
や

や
不

適
切

で
あ

る

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

契
約

書
第

１
７

条
に

基
づ

き
、

監
督

員
が

改
造

請
求

を
行

っ
た

。



別
紙

－
１

⑧
  

  
  

  

主
任

監
督

員
考

査
項

目

「
評

価
対

象
項

目
」

○
1

□
常

に
緊

急
的

な
作

業
に

対
応

で
き

る
体

制
を

整
え

て
い

る
。

9
1
0

2
□

緊
急

的
な

作
業

に
対

し
、

迅
速

に
対

応
し

て
い

る
。

□
□

Ⅱ
　

品
質

3
□

4
□

施
工

後
の

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

に
対

す
る

提
言

や
修

繕
サ

イ
ク

ル
等

を
勘

案
し

た
提

案
等

を
行

っ
て

い
る

。
5

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
6

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
7

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
8

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

●
判

断
基

準
該

当
６

項
目

以
上

・
・
A

　
　

　
該

当
４

項
目

・
・
・
・
・
・
B

　
　

　
該

当
３

項
目

以
下

・
・
・
・
・
・
C

注
）

記
載

の
４

項
目

を
必

須
の

評
価

対
象

項
目

と
し

、
こ

の
他

に
適

宜
項

目
を

追
加

し
て

評
価

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

評
価

対
象

項
目

は
最

大
８

項
目

と
す

る
。

○
「
評

価
対

象
項

目
」

【
共

通
】

1
2

1
3

1
◇

□
濁

り
防

止
等

環
境

保
全

に
十

分
注

意
し

て
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

□
□

2
◇

□
既

設
構

造
物

に
影

響
の

な
い

よ
う

十
分

検
討

し
て

施
工

さ
れ

て
い

る
。

3
◇

□
一

般
船

舶
に

十
分

注
意

し
て

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
4

◇
□

作
業

船
（
機

械
）
が

十
分

管
理

下
に

お
か

れ
、

統
率

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

【
浚

渫
・
床

掘
関

係
】

5
◇

□
土

砂
処

分
に

お
け

る
運

搬
途

中
で

漏
出

が
な

い
よ

う
に

施
工

し
て

い
る

。
6

◇
□

浚
渫

工
又

は
床

掘
工

に
つ

い
て

契
約

図
書

に
定

め
ら

れ
た

施
工

上
の

注
意

事
項

が
守

ら
れ

て
い

る
。

7
◇

□
土

砂
処

分
に

お
け

る
土

質
改

良
が

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
。

8
◇

□
土

砂
の

含
水

比
等

に
配

慮
し

、
土

砂
の

処
分

、
仮

置
を

行
っ

て
い

る
。

9
◇

□
浚

渫
又

は
床

掘
土

砂
に

、
大

物
等

が
混

入
し

て
い

た
場

合
、

適
正

に
分

別
処

理
さ

れ
施

工
し

て
い

る
。

1
0

◇
□

土
砂

仮
置

場
に

お
け

る
飛

砂
防

止
や

排
水

を
考

慮
し

た
対

策
を

講
じ

て
施

工
し

て
い

る
。

1
1

◇
□

0
0

評
価

値
が

9
0
%
以

上
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ａ

①
　

当
該

「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
工

事
で

評
価

対
象

と
な

る
項

目
は

◇
に

チ
ェ

ッ
ク

（
◆

）
し

、
評

価
値

が
8
0
％

以
上

9
0
%
未

満
・
・
・
・
・
Ｂ

　
　

 そ
の

内
該

当
項

目
は

□
に

チ
ェ

ッ
ク

（
■

）
す

る
。

評
価

値
が

8
0
%
未

満
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｃ

②
　

対
象

評
価

項
目

数
を

母
数

（
評

価
対

象
項

目
数

）
と

し
て

、
評

価
項

目
の

比
率

（
％

）
　

　
 計

算
の

値
で

評
価

す
る

。
③

　
評

価
値

（
　

　
％

）
＝

評
価

（
■

）
数

／
対

象
評

価
項

目
（
◆

）
数

④
　

な
お

、
削

除
後

の
評

価
項

目
数

が
２

項
目

以
下

の
場

合
は

１
０

０
％

で
も

　
C

　
評

価
と

す
る

。

⑤
港

湾
浚

渫
工

事

３
　

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

Ａ
Ｂ

Ｃ

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

④
維

持
・
修

繕
工

事

Ｅ

契
約

書
第

１
７

条
に

基
づ

き
、

監
督

員
が

改
造

請
求

を
行

っ
た

。

他
の

評
価

に
値

し
な

い

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

や
や

不
適

切
で

あ
る

不
適

切
で

あ
る

監
督

員
の

指
示

事
項

に
対

し
、

現
地

状
況

を
勘

案
し

、
施

工
方

法
や

構
造

に
つ

い
て

提
案

を
行

う
な

ど
、

積
極

的
に

取
り

組
ん

で
い

る
。

Ｄ

土
捨

場
に

制
限

が
あ

る
場

合
、

必
要

以
上

に
余

堀
を

行
わ

な
い

な
ど

、
精

度
良

く
浚

渫
す

る
こ

と
で

、
土

砂
処

分
量

の
縮

減
に

努
め

た
。

Ｅ

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

工
種

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

不
適

切
で

あ
る

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
値

し
な

い

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

契
約

書
第

１
７

条
に

基
づ

き
、

監
督

員
が

改
造

請
求

を
行

っ
た

。

や
や

不
適

切
で

あ
る
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１

⑨
  

  
  

  

主
任

監
督

員
考

査
項

目

「
評

価
対

象
項

目
」

○
1

◇
□

材
料

・
製

品
の

品
質

が
、

製
作

図
等

に
よ

り
確

認
で

き
、

設
計

図
書

を
満

足
し

て
い

る
。

8
9

2
◇

□
品

質
確

認
記

録
の

内
容

が
、

適
切

で
あ

る
。

□
□

Ⅱ
　

品
質

3
◇

□
施

工
の

各
段

階
に

お
け

る
完

了
時

の
、

品
質

が
適

切
で

あ
る

。
4

◇
□

躯
体

工
事

に
お

け
る

施
工

の
品

質
が

、
良

好
で

あ
る

。
5

◇
□

内
外

仕
上

げ
工

事
に

お
け

る
施

工
の

品
質

が
、

良
好

で
あ

る
。

6
◇

□
不

可
視

部
分

と
な

る
品

質
確

認
の

た
め

の
工

事
写

真
、

施
工

記
録

等
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

7
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
評

価
値

が
9
0
%
以

上
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ａ

①
　

当
該

「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
工

事
で

評
価

対
象

と
な

る
項

目
は

◇
に

チ
ェ

ッ
ク

（
◆

）
し

、
評

価
値

が
8
0
％

以
上

9
0
%
未

満
・
・
・
・
・
Ｂ

　
　

 そ
の

内
該

当
項

目
は

□
に

チ
ェ

ッ
ク

（
■

）
す

る
。

評
価

値
が

6
0
％

以
上

8
0
%
未

満
・
・
・
・
・
Ｃ

②
　

対
象

評
価

項
目

数
を

母
数

（
評

価
対

象
項

目
数

）
と

し
て

、
評

価
項

目
の

比
率

（
％

）
評

価
値

が
6
0
%
未

満
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｄ

　
　

 計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

③
　

評
価

値
（
　

　
％

）
＝

評
価

（
■

）
数

／
対

象
評

価
項

目
（
◆

）
数

○
「
評

価
対

象
項

目
」

1
◇

□
機

材
の

品
質

が
、

承
諾

図
等

に
よ

り
確

認
で

き
、

設
計

図
書

を
満

足
し

て
い

る
。

8
9

2
◇

□
施

工
の

各
段

階
に

お
け

る
完

了
時

の
試

験
方

法
及

び
記

録
の

方
法

が
、

適
切

で
あ

る
。

□
□

3
◇

□
品

質
確

認
記

録
の

内
容

が
、

適
切

で
あ

る
。

4
◇

□
シ

ス
テ

ム
の

性
能

及
び

機
能

に
関

す
る

試
運

転
、

確
認

方
法

等
が

適
切

で
あ

り
、

記
録

の
内

容
が

設
計

図
書

を
満

足
し

て
い

る
。

5
◇

□
機

材
及

び
施

工
の

品
質

が
、

良
好

で
あ

る
。

6
◇

□
不

可
視

部
分

と
な

る
品

質
確

認
の

た
め

の
工

事
写

真
、

施
工

記
録

等
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

7
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
評

価
値

が
9
0
%
以

上
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ａ

①
　

当
該

「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
工

事
で

評
価

対
象

と
な

る
項

目
は

◇
に

チ
ェ

ッ
ク

（
◆

）
し

、
評

価
値

が
8
0
％

以
上

9
0
%
未

満
・
・
・
・
・
Ｂ

　
　

 そ
の

内
該

当
項

目
は

□
に

チ
ェ

ッ
ク

（
■

）
す

る
。

評
価

値
が

6
0
％

以
上

8
0
%
未

満
・
・
・
・
・
Ｃ

②
　

対
象

評
価

項
目

数
を

母
数

（
評

価
対

象
項

目
数

）
と

し
て

、
評

価
項

目
の

比
率

（
％

）
評

価
値

が
6
0
%
未

満
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｄ

　
　

 計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

③
　

評
価

値
（
　

　
％

）
＝

評
価

（
■

）
数

／
対

象
評

価
項

目
（
◆

）
数

○
「
評

価
対

象
項

目
」

1
◇

□
機

材
の

品
質

が
、

承
諾

図
等

に
よ

り
確

認
で

き
、

設
計

図
書

を
満

足
し

て
い

る
。

8
9

2
◇

□
品

質
確

認
記

録
の

内
容

が
、

適
切

で
あ

る
。

□
□

3
◇

□
施

工
の

各
段

階
に

お
け

る
完

了
時

の
試

験
方

法
及

び
記

録
の

方
法

が
、

適
切

で
あ

る
。

4
◇

□
シ

ス
テ

ム
の

性
能

及
び

機
能

に
関

す
る

試
運

転
、

確
認

方
法

等
が

適
切

で
あ

り
、

記
録

の
内

容
が

設
計

図
書

を
満

足
し

て
い

る
。

5
◇

□
機

材
及

び
施

工
の

品
質

が
、

良
好

で
あ

る
。

6
◇

□
不

可
視

部
分

と
な

る
品

質
確

認
の

た
め

の
工

事
写

真
、

施
工

記
録

等
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

7
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
評

価
値

が
9
0
%
以

上
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ａ

①
　

当
該

「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
工

事
で

評
価

対
象

と
な

る
項

目
は

◇
に

チ
ェ

ッ
ク

（
◆

）
し

、
評

価
値

が
8
0
％

以
上

9
0
%
未

満
・
・
・
・
・
Ｂ

　
　

 そ
の

内
該

当
項

目
は

□
に

チ
ェ

ッ
ク

（
■

）
す

る
。

評
価

値
が

6
0
％

以
上

8
0
%
未

満
・
・
・
・
・
Ｃ

②
　

対
象

評
価

項
目

数
を

母
数

（
評

価
対

象
項

目
数

）
と

し
て

、
評

価
項

目
の

比
率

（
％

）

評
価

値
が

6
0
%
未

満
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｄ

　
　

 計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

③
　

評
価

値
（
　

　
％

）
＝

評
価

（
■

）
数

／
対

象
評

価
項

目
（
◆

）
数

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

Ｂ
Ｃ

Ｄ Ｄ
Ｅ

Ｃ

適
切

で
あ

る
他

の
評

価
に

値
し

な
い

工
事

請
負

契
約

書
第

１
７

条
に

基
づ

き
監

督
員

が
改

造
請

求
を

行
っ

た
。

不
適

切
で

あ
る

品
質

の
管

理
に

関
し

て
、

監
督

員
か

ら
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

や
や

不
適

切
で

あ
る

⑦
電

気
設

備
工

事
（
建

築
）

３
　

出
来

形
及

び
出

来
ば

え

Ｅ
⑧

機
械

設
備

工
事

（
建

築
）

品
質

の
管

理
に

関
し

て
、

監
督

員
か

ら
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

不
適

切
で

あ
る

ほ
ぼ

適
切

で
あ

る
適

切
で

あ
る

や
や

不
適

切
で

あ
る

Ｅ
工

種

工
事

請
負

契
約

書
第

１
７

条
に

基
づ

き
監

督
員

が
改

造
請

求
を

行
っ

た
。

他
の

評
価

に
値

し
な

い

Ａ

適
切

で
あ

る
ほ

ぼ
適

切
で

あ
る

他
の

評
価

に
値

し
な

い
や

や
不

適
切

で
あ

る
不

適
切

で
あ

る

品
質

の
管

理
に

関
し

て
、

監
督

員
か

ら
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

を
行

っ
た

。
工

事
請

負
契

約
書

第
１

７
条

に
基

づ
き

監
督

員
が

改
造

請
求

を
行

っ
た

。

Ｂ
Ｃ

Ｄ
Ａ

ほ
ぼ

適
切

で
あ

る
⑥

建
築

工
事

Ａ
Ｂ
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分
未
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主
任

監
督

員
考

査
項

目
「
評

価
対

象
項

目
」

【
施

工
】

【
そ

の
他

】
1

□
施

工
に

伴
う

器
具

、
工

具
、

装
置

等
に

関
す

る
工

夫
又

は
設

備
据

付
後

の
試

運
転

調
整

に
関

す
る

工
夫

3
5

□
①

土
木

工
事

2
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

二
次

製
品

な
ど

の
代

替
材

の
利

用
に

関
す

る
工

夫
○

3
□

土
工

、
地

盤
改

良
、

橋
梁

架
設

、
舗

装
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

打
設

等
の

施
工

に
関

す
る

工
夫

4
□

部
材

並
び

に
機

材
等

の
運

搬
及

び
吊

り
方

式
な

ど
の

施
工

方
法

に
関

す
る

工
夫

3
6

□
5

□
設

備
工

事
に

お
け

る
加

工
や

組
立

等
又

は
電

気
工

事
に

お
け

る
配

線
や

配
管

等
に

関
す

る
工

夫
6

□
給

排
水

工
事

や
衛

生
設

備
工

事
等

に
お

け
る

配
管

又
は

ポ
ン

プ
類

の
凍

結
防

止
、

配
管

の
つ

な
ぎ

等
に

関
す

る
工

夫
7

□
照

明
な

ど
の

視
界

の
確

保
に

関
す

る
工

夫
3
7

□
8

□
仮

排
水

、
仮

道
路

、
迂

回
路

等
の

計
画

的
な

施
工

に
関

す
る

工
夫

9
□

運
搬

車
両

、
施

工
機

械
等

に
関

す
る

工
夫

1
0

□
支

保
工

、
型

枠
工

、
足

場
工

、
仮

桟
橋

、
覆

工
板

、
山

留
め

等
の

仮
設

工
に

関
す

る
工

夫
3
8

□
1
1

□
盛

土
の

締
固

度
、

杭
の

施
工

高
さ

等
の

管
理

に
関

す
る

工
夫

1
2

□
施

工
計

画
書

の
作

成
、

写
真

の
管

理
等

に
関

す
る

工
夫

1
3

□
出

来
形

又
は

品
質

の
計

測
、

集
計

、
管

理
図

等
に

関
す

る
工

夫
3
9

□

1
4

□
施

工
管

理
ソ

フ
ト

、
土

量
管

理
シ

ス
テ

ム
等

の
活

用
に

関
す

る
工

夫
1
5

□
4
0

□
1
6

□

4
1

□
1
7

□

1
8

□
特

殊
な

工
法

や
材

料
を

用
い

た
工

事
1
9

□
優

れ
た

技
術

力
又

は
能

力
と

し
て

評
価

す
る

技
術

を
用

い
た

工
事

2
0

□

2
1

□
（
契

約
後

V
E
対

象
工

事
の

場
合

）
上

記
2
0
の

技
術

審
査

会
の

審
査

を
経

て
V

E
提

案
が

採
用

さ
れ

た
場

合
。

【
新

技
術

活
用

】
2
2

□
N

E
T
IS

及
び

宮
崎

県
新

技
術

活
用

促
進

シ
ス

テ
ム

に
登

録
さ

れ
た

新
技

術
を

受
注

者
か

ら
の

提
案

に
よ

り
活

用
し

た
。

【
品

質
】

2
3

□
土

工
、

設
備

、
電

気
の

品
質

向
上

に
関

す
る

工
夫

2
4

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

材
料

、
打

設
、

養
生

に
関

す
る

工
夫

2
5

□
鉄

筋
、

Ｐ
Ｃ

ケ
ー

ブ
ル

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
二

次
製

品
等

の
使

用
材

料
に

関
す

る
工

夫
2
6

□
配

筋
、

溶
接

作
業

等
に

関
す

る
工

夫

【
安

全
衛

生
】

2
7

□

2
8

□
安

全
を

確
保

す
る

た
め

の
仮

設
備

等
に

関
す

る
工

夫
（
落

下
物

、
墜

落
・
転

落
、

挟
ま

れ
、

看
板

、
立

入
禁

止
柵

、
手

摺
り

、
足

場
等

）
2
9

□
安

全
教

育
、

技
術

向
上

講
習

会
、

安
全

パ
ト

ロ
ー

ル
等

に
関

す
る

工
夫

3
0

□
現

場
事

務
所

、
労

務
者

宿
舎

等
の

空
間

及
び

設
備

等
に

関
す

る
工

夫
3
1

□
有

毒
ガ

ス
並

び
に

可
燃

ガ
ス

の
処

理
及

び
粉

塵
防

止
並

び
に

作
業

中
の

換
気

等
に

関
す

る
工

夫
3
2

□
一

般
車

両
突

入
時

の
被

害
軽

減
方

策
又

は
一

般
交

通
の

安
全

確
保

に
関

す
る

工
夫

3
3

□
厳

し
い

作
業

環
境

の
改

善
に

関
す

る
工

夫
3
4

□
環

境
保

全
に

関
す

る
工

夫
記

述
評

価
0

【
創

意
工

夫
の

詳
細

評
価

】
工

夫
の

内
容

及
び

具
体

的
内

容
を

記
載

0 0
評

　
　

点
：

点

0
※

１
．

特
に

評
価

す
べ

き
創

意
工

夫
事

例
を

加
点

評
価

す
る

。
※

２
．

評
価

は
各

項
目

に
お

い
て

１
つ

レ
点

が
付

さ
れ

れ
ば

１
、

２
点

で
評

価
し

、
最

大
７

点
の

加
点

評
価

と
す

る
。

※
３

．
上

記
の

考
査

項
目

の
他

に
評

価
に

値
す

る
企

業
の

工
夫

が
あ

れ
ば

、
そ

の
他

に
具

体
の

内
容

を
記

載
し

て
加

点
す

る
。

な
お

、
総

括
監

督
員

が
評

価
す

る
「
４

　
工

事
特

性
」
と

の
二

重
評

価
は

行
わ

な
い

。

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

（
土

木
工

事
）

工
種

工
　

　
夫

　
　

事
　

　
項

５
　

創
意

工
夫

Ⅰ
　

創
意

工
夫

そ
の

他
（
）

（
レ

マ
ー

ク
を

付
し

た
評

価
内

容
を

詳
細

記
述

）
0

宮
崎

県
ＩＣ

Ｔ
活

用
工

事
実

施
要

領
（
一

般
土

木
版

）
、

土
地

改
良

事
業

IC
T
活

用
工

事
試

行
要

領
、

森
林

整
備

保
全

事
業

IC
T
活

用
工

事
試

行
要

領
に

基
づ

き
、

加
点

と
し

て
部

分
的

に
ＩＣ

Ｔ
を

活
用

し
た

工
事

　
　

　
※

本
項

目
は

1点
の

加
点

と
す

る
。

（
契

約
後

V
E
対

象
工

事
の

場
合

）
受

注
者

か
ら

宮
崎

県
契

約
後

V
E
方

式
実

施
要

領
（
以

下
、

「
要

領
」
と

い
う

。
）
に

規
定

す
る

V
E

提
案

が
あ

り
、

要
領

第
３

条
に

規
定

す
る

「
提

案
を

求
め

る
範

囲
」
に

該
当

す
る

こ
と

が
確

認
で

き
、

要
領

第
５

条
第

１
項

の
技

術
審

査
会

の
審

査
に

諮
っ

た
場

合
。

（
V

E
提

案
の

採
否

は
関

係
な

し
）

建
設

業
労

働
災

害
防

止
協

会
が

定
め

る
指

針
に

基
づ

く
安

全
衛

生
教

育
を

実
施

し
て

い
る

。
※

本
項

目
は

2 
点

の
加

点
と

す
る

。

宮
崎

県
ＩＣ

Ｔ
活

用
工

事
実

施
要

領
［
港

湾
版

（
漁

港
・
漁

場
工

事
含

む
）
］
に

基
づ

き
、

ＩＣ
Ｔ

を
活

用
し

た
工

事
※

本
項

目
は

2点
の

加
点

と
す

る
。

 　
※

上
記

15
及

び
16

と
重

複
評

価
は

不
可

。

宮
崎

県
ＩＣ

Ｔ
活

用
工

事
実

施
要

領
（
一

般
土

木
版

）
、

土
地

改
良

事
業

IC
T
活

用
工

事
試

行
要

領
、

森
林

整
備

保
全

事
業

IC
T
活

用
工

事
試

行
要

領
に

基
づ

き
、

加
点

と
し

て
起

工
測

量
か

ら
電

子
納

品
ま

で
の

全
て

の
段

階
で

ＩＣ
Ｔ

を
活

用
し

た
工

事
※

本
項

目
は

2点
の

加
点

と
す

る
。

そ
の

他
（
）

そ
の

他
（
）

そ
の

他
（
）

そ
の

他
（
）

そ
の

他
（
）

そ
の

他
（
）



別
紙

－
１

⑪
  

  
  

  

主
任

監
督

員
考

査
項

目
「
評

価
対

象
項

目
」

【
準

備
・
後

片
付

け
関

係
】

【
施

工
管

理
関

係
】

1
□

測
量

・
位

置
出

し
に

お
け

る
工

夫
3
6

□
出

来
形

の
管

理
等

に
関

す
る

工
夫

②
建

築
工

事
2

□
現

地
調

査
方

法
の

工
夫

3
7

□
施

工
計

画
書

ま
た

は
写

真
記

録
等

に
関

す
る

工
夫

○
3

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
3
8

□
出

来
形

・
品

質
に

関
す

る
計

測
等

の
工

夫
及

び
集

計
の

工
夫

3
9

□
Ｃ

Ａ
Ｄ

、
施

工
管

理
ソ

フ
ト

等
の

活
用

【
施

工
関

係
】

4
0

□
施

工
合

理
化

技
術

（
※

６
）
を

活
用

し
た

施
工

管
理

の
工

夫
4

□
施

工
に

伴
う

器
具

・
工

具
・
装

置
等

の
工

夫
4
1

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
5

□
【
そ

の
他

】
6

□
土

工
事

、
地

業
工

事
、

鉄
骨

建
て

方
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
事

等
の

施
工

関
係

の
工

夫
＜

新
技

術
活

用
＞

7
□

建
築

材
料

・
機

材
等

の
運

搬
・
搬

入
等

を
含

む
施

工
方

法
に

工
夫

4
2

□
N

E
T
IS

及
び

宮
崎

県
新

技
術

活
用

促
進

シ
ス

テ
ム

に
登

録
さ

れ
た

新
技

術
を

受
注

者
か

ら
の

提
案

に
よ

り
活

用
し

た
。

8
□

電
気

設
備

工
事

等
の

配
線

、
配

管
等

の
工

夫
＜

そ
の

他
＞

9
□

暖
冷

房
衛

生
設

備
工

事
等

の
配

管
、

ダ
ク

ト
等

の
工

夫
　

4
3

□
1
0

□
照

明
・
視

界
確

保
等

の
工

夫
1
1

□
仮

排
水

、
仮

道
路

、
迂

回
路

等
の

計
画

・
施

工
の

工
夫

1
2

□
運

搬
車

両
・
施

工
機

械
等

の
工

夫
4
4

□
1
3

□
型

枠
、

足
場

、
山

留
め

等
の

仮
設

関
係

の
工

夫
1
4

□
施

工
管

理
及

び
品

質
向

上
等

の
工

夫
1
5

□
プ

レ
ハ

ブ
工

法
等

の
採

用
に

よ
る

工
期

短
縮

等
の

工
夫

1
6

□
仮

設
施

工
等

の
工

夫
1
7

□
既

存
施

設
・
近

隣
等

に
対

す
る

騒
音

・
振

動
対

策
等

の
工

夫
1
8

□
保

全
へ

の
配

慮
に

よ
る

材
料

選
定

・
施

工
方

法
等

の
工

夫
1
9

□
作

業
の

安
全

性
向

上
の

た
め

の
施

工
方

法
等

の
工

夫
2
0

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

【
品

質
関

係
】

2
1

□
集

計
ソ

フ
ト

等
の

活
用

と
工

夫
2
2

□
躯

体
工

事
の

品
質

管
理

の
工

夫
2
3

□
建

築
材

料
・
機

材
の

検
査

・
試

験
に

関
す

る
工

夫
2
4

□
施

工
の

検
査

・
試

験
に

関
す

る
工

夫
　

2
5

□
品

質
記

録
方

法
の

工
夫

2
6

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

【
安

全
衛

生
関

係
】

2
7

□

2
8

□

2
9

□
現

場
事

務
所

、
休

憩
所

等
の

環
境

向
上

の
工

夫
3
0

□

3
1

□
周

辺
道

路
等

の
事

故
防

止
ま

た
は

一
般

交
通

確
保

等
の

た
め

の
工

夫
3
2

□
改

修
工

事
に

お
け

る
既

存
施

設
利

用
者

等
に

対
す

る
安

全
対

策
の

工
夫

3
3

□
作

業
時

に
お

け
る

作
業

環
境

改
善

等
の

工
夫

3
4

□
ゴ

ミ
の

減
量

化
、

ア
イ

ド
リ

ン
グ

ス
ト

ッ
プ

の
励

行
等

の
地

球
環

境
へ

の
工

夫
3
5

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

記
述

評
価

0
【
創

意
工

夫
の

詳
細

評
価

】
工

夫
の

内
容

及
び

具
体

的
内

容
を

記
載

0 0
評

　
　

点
：

点
0 0

※
１

．
特

に
評

価
す

べ
き

創
意

工
夫

事
例

を
加

点
評

価
す

る
。

※
２

．
該

当
す

る
数

と
重

み
を

勘
案

し
て

評
価

す
る

。
１

項
目

１
点

で
評

価
し

、
最

大
７

点
の

加
点

評
価

と
す

る
。

※
３

．
上

記
の

考
査

項
目

の
他

に
評

価
に

値
す

る
企

業
の

工
夫

が
あ

れ
ば

、
そ

の
他

に
具

体
の

内
容

を
記

載
し

て
加

点
す

る
。

な
お

、
総

括
監

督
員

が
評

価
す

る
「
４

　
工

事
特

性
」
と

の
二

重
評

価
は

行
わ

な
い

。
※

４
．

入
札

時
の

総
合

評
価

の
提

案
に

係
る

項
目

は
評

価
し

な
い

。
※

５
．

レ
点

を
付

し
た

評
価

対
象

項
目

に
つ

い
て

、
評

価
内

容
及

び
効

果
が

あ
っ

た
項

目
を

詳
細

評
価

内
容

欄
に

記
載

す
る

。
※

６
．

施
工

合
理

化
技

術
（
プ

レ
ハ

ブ
化

、
ユ

ニ
ッ

ト
化

、
自

動
化

施
工

（
IC

T
施

工
、

ロ
ボ

ッ
ト

活
用

等
）
、

B
IM

、
A

S
P

等
を

活
用

し
た

も
の

で
施

工
の

合
理

化
に

資
す

る
も

の
に

限
る

。
）
を

採
用

し
た

場
合

。

工
場

加
工

製
品

等
の

活
用

に
よ

る
副

産
物

及
び

廃
棄

物
の

減
少

ま
た

は
リ

サ
イ

ク
ル

に
対

す
る

積
極

的
な

取
組

み

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

（
建

築
工

事
）

工
種

工
　

　
夫

　
　

事
　

　
項

Ⅰ
　

創
意

工
夫

５
　

創
意

工
夫

（
レ

マ
ー

ク
を

付
し

た
評

価
内

容
を

詳
細

記
述

）
0

安
全

仮
設

備
等

の
工

夫
（
落

下
物

、
墜

落
・
転

落
、

挟
ま

れ
、

看
板

、
立

入
禁

止
柵

、
手

摺
り

、
足

場
等

）
安

全
衛

生
教

育
、

技
術

向
上

講
習

会
等

、
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
、

安
全

パ
ト

ロ
ー

ル
等

に
関

す
る

工
夫

酸
欠

対
策

・
有

毒
ガ

ス
・
可

燃
ガ

ス
の

処
理

ま
た

は
粉

塵
防

止
策

や
作

業
中

の
換

気
等

の
工

夫



別
紙

―
２

①
  

  
  

  

［
記

入
方

法
］
　

該
当

す
る

項
目

の
□

に
　

■
　

マ
ー

ク
を

記
入

す
る

。
総

括
監

督
員

考
査

項
目

２
 施

工
状

況
Ⅱ

 工
程

管
理

＜
配

点
＞

　
①

災
害

復
旧

工
事

及
び

施
工

条
件

の
変

更
等

に
よ

る
工

期
的

な
制

約
が

あ
る

工
事

に
お

け
る

工
程

管
理

1
□

1
工

程
管

理
が

優
れ

て
い

た
た

め
余

裕
を

も
っ

て
工

事
を

完
成

さ
せ

た
（
１

０
％

以
上

短
縮

）
2

□
-
1

工
程

管
理

の
不

備
か

ら
工

期
が

遅
れ

、
工

期
末

の
突

貫
工

事
等

が
行

わ
れ

た
。

3
□

0
上

記
の

い
ず

れ
に

も
あ

た
ら

な
い

。

　
②

積
極

的
な

地
元

調
整

に
よ

る
工

期
内

の
工

事
完

了
1

□
1

地
元

及
び

関
係

機
関

と
の

調
整

に
取

り
組

み
、

遅
れ

を
発

生
さ

せ
る

こ
と

な
く
工

事
を

完
成

さ
せ

た
。

2
□

-
1

地
元

調
整

を
怠

っ
た

こ
と

に
よ

る
ト

ラ
ブ

ル
が

原
因

で
、

工
期

末
の

突
貫

工
事

等
が

行
わ

れ
た

。
3

□
0

上
記

の
い

ず
れ

に
も

あ
た

ら
な

い
。

 
③

隣
接

す
る

他
の

工
事

等
と

の
工

程
調

整
1

□
1

隣
接

す
る

他
の

工
事

な
ど

と
の

工
程

調
整

に
取

り
組

み
、

遅
れ

を
発

生
さ

せ
る

こ
と

な
く
工

事
を

完
成

さ
せ

た
。

2
□

-
1

隣
接

す
る

他
の

工
事

等
と

の
工

程
調

整
を

怠
っ

た
た

め
、

工
程

の
遅

れ
が

生
じ

、
ト

ラ
ブ

ル
が

発
生

し
た

。
3

□
0

上
記

の
い

ず
れ

に
も

あ
た

ら
な

い
。

④
工

程
管

理
に

係
る

積
極

的
な

取
り

組
み

1
□

1
配

置
技

術
者

が
真

剣
か

つ
積

極
的

に
工

期
や

工
程

に
つ

い
て

考
え

る
姿

勢
が

見
ら

れ
た

。
2

□
-
1

配
置

技
術

者
が

工
期

や
工

程
に

つ
い

て
真

剣
に

考
え

る
姿

勢
が

見
ら

れ
な

い
。

3
□

0
上

記
の

い
ず

れ
に

も
あ

た
ら

な
い

。

⑤
工

事
に

よ
る

地
域

へ
の

影
響

を
考

慮
し

た
工

程
管

理
1

□
1

 工
程

管
理

を
適

切
に

行
な

っ
た

こ
と

に
よ

り
、

夜
間

工
事

の
回

避
等

を
行

い
、

工
事

に
よ

る
地

域
へ

の
影

響
を

軽
減

さ
せ

た
。

2
□

-
1

 工
程

管
理

を
怠

っ
た

こ
と

に
よ

り
、

地
域

に
対

し
大

き
く
影

響
を

与
え

た
。

3
□

0
上

記
の

い
ず

れ
に

も
あ

た
ら

な
い

。

⑥
工

事
施

工
箇

所
が

広
範

囲
に

点
在

し
て

い
る

場
合

に
お

け
る

工
程

管
理

1
□

1
工

程
管

理
を

的
確

に
行

い
、

余
裕

を
も

っ
て

工
事

を
完

成
さ

せ
た

（
１

０
％

以
上

短
縮

）
2

□
-
1

工
程

管
理

の
不

備
か

ら
工

期
が

遅
れ

、
工

期
末

の
突

貫
工

事
等

が
行

わ
れ

た
。

3
□

0
上

記
の

い
ず

れ
に

も
あ

た
ら

な
い

。

①
～

⑥
の

該
当

項
目

の
配

点
合

計
が

　
＋

３
以

上
　

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

A
①

～
⑥

の
該

当
項

目
の

配
点

合
計

が
　

＋
１

～
＋

２
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

B
①

～
⑥

の
該

当
項

目
の

配
点

合
計

が
　

　
　

±
０

　
　

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

C
①

～
⑥

の
該

当
項

目
の

配
点

合
計

が
　

－
１

～
－

２
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

D
①

～
⑥

の
該

当
項

目
の

配
点

合
計

が
　

－
３

以
下

　
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

E他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

や
や

劣
っ

て
い

る
劣

っ
て

い
る

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

（
土

木
・
建

築
工

事
共

通
）

細
別

A
B

C
D

E
優

れ
て

い
る

や
や

優
れ

て
い

る



別
紙

―
２

②
  

  
  

  

［
記

入
方

法
］
　

該
当

す
る

項
目

の
□

に
　

■
　

マ
ー

ク
を

記
入

す
る

。
総

括
監

督
員

考
査

項
目

２
 施

工
状

況
Ⅲ

 安
全

対
策

＜
配

点
＞

　
　

①
建

設
労

働
災

害
、

公
衆

災
害

の
防

止
1

□
1

建
設

労
働

災
害

、
公

衆
災

害
の

防
止

へ
の

努
力

が
顕

著
で

あ
る

。
2

□
-
1

建
設

労
働

災
害

、
公

衆
災

害
の

防
止

へ
の

努
力

を
怠

り
事

故
や

災
害

等
が

発
生

し
た

。
3

□
0

上
記

の
い

ず
れ

に
も

あ
た

ら
な

い
。

0
　

　
　

②
安

全
衛

生
管

理
体

制
の

確
立

1
□

1
労

働
安

全
衛

生
法

や
規

則
等

に
基

づ
く
安

全
衛

生
管

理
体

制
（
安

全
衛

生
管

理
組

織
等

）
を

確
立

し
、

組
織

的
に

取
り

組
ん

で
い

る
。

2
□

-
1

労
働

安
全

衛
生

法
や

規
則

等
に

基
づ

く
安

全
衛

生
管

理
体

制
が

確
立

さ
れ

て
い

な
い

。
3

□
0

上
記

の
い

ず
れ

に
も

あ
た

ら
な

い
。

0
 

 
 

③
安

全
管

理
に

関
す

る
技

術
開

発
や

創
意

工
夫

1
□

1
安

全
管

理
に

関
す

る
技

術
開

発
や

創
意

工
夫

に
取

り
組

ん
で

い
る

。
2

□
0

上
記

に
該

当
し

な
い

。
　

0
　

④
安

全
協

議
会

活
動

へ
の

積
極

的
な

取
り

組
み

1
□

1
安

全
協

議
会

が
設

置
さ

れ
て

い
る

現
場

で
、

安
全

協
議

会
活

動
に

積
極

的
に

取
り

組
む

な
ど

、
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

を
発

揮
し

て
い

る
。

2
□

-
1

安
全

協
議

会
が

設
置

さ
れ

て
い

る
現

場
で

、
安

全
協

議
会

活
動

に
度

々
欠

席
し

た
り

、
活

動
へ

の
取

り
組

み
状

況
が

悪
い

。
3

□
0

上
記

の
い

ず
れ

に
も

あ
た

ら
な

い
。

　
0

　
⑤

活
発

な
安

全
衛

生
管

理
活

動
1

□
1

安
全

衛
生

を
確

保
す

る
た

め
、

他
の

模
範

と
な

る
よ

う
な

活
動

に
積

極
的

に
取

り
組

ん
だ

。
2

□
-
1

安
全

衛
生

管
理

活
動

へ
の

取
り

組
み

が
悪

い
。

3
□

0
上

記
の

い
ず

れ
に

も
あ

た
ら

な
い

。
0

⑥
安

全
対

策
へ

の
取

り
組

み
1

□
1

 安
全

対
策

に
係

る
取

り
組

み
が

地
域

か
ら

評
価

さ
れ

た
。

2
□

0
上

記
に

該
当

し
な

い
。

　
0

①
～

⑥
の

該
当

項
目

の
配

点
合

計
が

　
＋

３
以

上
　

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

A

①
～

⑥
の

該
当

項
目

の
配

点
合

計
が

　
＋

１
～

＋
２

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

B

①
～

⑥
の

該
当

項
目

の
配

点
合

計
が

　
　

　
±

０
　

　
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

C

①
～

⑥
の

該
当

項
目

の
配

点
合

計
が

　
－

１
～

－
２

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

D
①

～
⑥

の
該

当
項

目
の

配
点

合
計

が
　

－
３

以
下

　
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

E他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

や
や

劣
っ

て
い

る
劣

っ
て

い
る

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

（
土

木
・
建

築
工

事
共

通
）

細
別

A
B

D
E

C
優

れ
て

い
る

や
や

優
れ

て
い

る



別
紙

―
２

③
  
  
  
  

［
記

入
方

法
］
　

該
当

す
る

項
目

の
□

に
　

■
　

マ
ー

ク
を

記
入

す
る

。
総

括
監

督
員

細
　

　
別

４
 工

事
特

性
Ⅰ

 施
工

条
件

等
Ⅰ

　
構

造
物

固
有

の
難

し
さ

へ
の

対
応

0
［
事

例
：
構

造
物

固
有

の
施

工
難

度
と

対
応

工
法

等
］

　
　

へ
の

対
応

1
□

（
1
　

に
つ

い
て

）

①
土

木
工

事
2

□
○

3
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

※
上

記
の

対
応

事
項

に
１

つ
以

上
■

が
付

け
ば

４
点

の
加

点
と

す
る

。
（
2
　

に
つ

い
て

）
・
砂

防
工

事
な

ど
に

お
い

て
、

現
地

合
わ

せ
に

基
づ

い
て

再
設

計
が

必
要

な
工

事
。

・
鉄

道
に

隣
接

し
た

橋
脚

の
耐

震
補

強
工

事
又

は
河

道
内

の
流

水
部

に
お

け
る

橋
脚

の
撤

去
工

事
。

・
供

用
中

の
道

路
ト

ン
ネ

ル
の

拡
幅

工
事

。
・
（
農

政
）
鉄

道
に

隣
接

又
は

横
断

す
る

水
路

工
事

、
伏

越
等

の
河

川
横

断
工

事
・
（
農

政
）
供

用
中

の
施

設
の

改
修

工
事

等
（
3
　

に
つ

い
て

）
・
そ

の
他

、
構

造
物

固
有

の
難

し
さ

へ
の

対
応

が
特

に
必

要
な

工
事

。
・
そ

の
他

、
技

術
固

有
の

難
し

さ
へ

の
対

応
が

必
要

で
あ

る
工

事
。

（
（
港

湾
）
遠

距
離

土
捨

て
、

大
型

ケ
ー

ソ
ン

の
長

距
離

回
航

、
施

工
実

績
の

少
な

い
新

工
法

・
新

技
術

　
等

）
・
地

山
強

度
が

低
い

又
は

土
被

り
が

薄
い

た
め

、
Ｆ

Ｅ
Ｍ

解
析

な
ど

に
よ

る
検

討
が

必
要

な
工

事
。

・
（
環

境
）
工

作
物

の
構

造
が

複
雑

な
木

製
構

造
物

に
よ

る
工

事
Ⅱ

　
都

市
部

等
の

作
業

環
境

、
社

会
条

件
等

へ
の

対
応

（
4
　

に
つ

い
て

）
4

□
地

盤
の

変
形

、
近

接
構

造
物

、
地

中
埋

設
物

へ
の

影
響

に
配

慮
す

る
工

事
・
供

用
中

の
鉄

道
又

は
道

路
と

交
差

す
る

橋
梁

な
ど

の
工

事
。

5
□

周
辺

環
境

条
件

に
よ

り
、

作
業

条
件

、
工

程
等

に
大

き
な

影
響

を
受

け
る

工
事

・
市

街
地

等
の

家
屋

密
集

地
で

の
、

鉄
道

又
は

道
路

を
ア

ン
ダ

ー
パ

ス
す

る
工

事
。

6
□

周
辺

住
民

等
に

対
す

る
騒

音
・
振

動
を

特
に

配
慮

す
る

工
事

・
監

視
な

ど
の

結
果

に
基

づ
き

、
工

法
の

変
更

を
行

っ
た

工
事

。
7

□
現

道
上

で
の

交
通

規
制

に
大

き
く
影

響
す

る
工

事
・
（
港

湾
）
養

殖
漁

業
へ

の
工

事
の

影
響

に
特

段
配

慮
が

必
要

な
工

事
。

8
□

事
故

や
災

害
発

生
直

後
等

の
緊

急
的

な
対

応
が

必
要

な
工

事
・
（
農

政
）
鉄

道
又

は
道

路
を

ア
ン

ダ
ー

パ
ス

す
る

水
路

工
事

等
。

9
□

施
工

箇
所

が
広

範
囲

に
わ

た
る

工
事

（
5
　

に
つ

い
て

）
1
0

□
・
ガ

ス
管

、
水

道
管

、
電

話
線

等
の

支
障

物
件

の
移

設
に

つ
い

て
、

施
工

工
程

の
管

理
に

特
に

注
意

を
要

し
た

工
事

。
1
1

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
・
地

元
調

整
や

環
境

対
策

な
ど

の
制

約
が

特
に

多
い

工
事

。
・
（
港

湾
）
航

路
の

切
り

回
し

、
船

舶
航

行
等

に
よ

る
作

業
の

規
制

に
よ

り
、

特
に

施
工

工
程

へ
の

影
響

が
あ

る
工

事
。

※
上

記
の

対
応

事
項

に
１

つ
以

上
■

が
付

け
ば

６
点

の
加

点
と

す
る

。
・
（
港

湾
）
水

深
2
5
m

を
超

え
る

大
水

深
で

の
潜

水
作

業
を

行
う

工
事

。
・
そ

の
ほ

か
各

種
制

約
が

あ
り

、
施

工
に

特
に

厳
し

い
制

限
を

受
け

た
工

事
。

（
6
　

に
つ

い
て

）
・
市

街
地

で
の

夜
間

工
事

。
・
Ｄ

ＩＤ
地

区
で

の
工

事
。

（
7
　

に
つ

い
て

）
・
日

交
通

量
が

概
ね

１
万

台
以

上
の

道
路

で
片

側
交

互
通

行
の

交
通

規
制

を
し

た
工

事
。

・
供

用
し

て
い

る
自

動
車

専
用

道
路

等
の

路
上

工
事

で
、

交
通

規
制

が
必

要
な

工
事

。
・
工

事
期

間
中

の
大

半
に

わ
た

っ
て

、
交

通
開

放
を

行
う

た
め

規
制

標
識

の
設

置
撤

去
を

日
々

行
っ

た
工

事
。

（
8
　

に
つ

い
て

）
・
事

故
や

災
害

発
生

直
後

等
の

緊
急

的
な

対
応

が
必

要
な

工
事

で
、

２
４

時
間

対
応

の
施

工
等

に
よ

り
早

期
の

完
成

が
求

め
ら

れ
る

工
事

。
（
9
　

に
つ

い
て

）
・
作

業
現

場
が

広
範

囲
に

分
布

し
て

い
る

工
事

。
（
1
0
　

に
つ

い
て

）
・
（
港

湾
）
供

用
し

て
い

る
航

路
、

泊
地

内
で

航
路

標
識

等
の

移
設

が
必

要
な

工
事

。
・
（
港

湾
）
空

港
の

制
限

区
域

内
で

の
工

事
（
1
1
　

に
つ

い
て

）
・
施

工
ヤ

ー
ド

の
広

さ
や

高
さ

に
制

限
が

あ
り

、
作

業
船

舶
、

機
械

の
使

用
な

ど
施

工
に

制
約

を
受

け
た

工
事

。
・
冬

期
施

工
の

た
め

、
大

規
模

な
雪

寒
冬

囲
い

を
す

る
必

要
が

あ
り

、
冬

期
の

養
生

温
度

の
管

理
や

施
工

ス
ペ

ー
ス

の
制

限
を

受
け

た
工

事
。

・
そ

の
他

、
周

辺
環

境
又

は
社

会
条

件
へ

の
対

応
が

特
に

必
要

な
工

事
。

Ⅲ
厳

し
い

自
然

・
地

盤
条

件
へ

の
対

応
（
1
2
　

に
つ

い
て

）
1
2

□
特

殊
な

地
盤

条
件

へ
の

対
応

が
必

要
な

工
事

・
河

川
内

の
橋

脚
工

事
に

お
い

て
地

下
水

位
が

高
く
、

ウ
ェ

ル
ポ

イ
ン

ト
工

法
な

ど
に

よ
る

排
水

や
大

規
模

な
山

留
め

な
ど

が
必

要
な

工
事

。
1
3

□
雨

・
雪

・
風

・
気

温
・
波

浪
等

の
自

然
条

件
の

影
響

が
大

き
な

工
事

・
支

持
地

盤
の

形
状

が
複

雑
な

た
め

、
深

礎
杭

基
礎

毎
に

地
質

調
査

を
実

施
す

る
な

ど
支

持
地

盤
を

確
認

し
な

が
ら

再
設

計
し

た
工

事
。

1
4

□
被

災
箇

所
の

措
置

や
急

峻
な

地
形

及
び

土
石

流
危

険
渓

流
内

で
の

工
事

・
施

工
不

可
能

日
が

多
い

こ
と

か
ら

、
施

工
機

械
の

稼
働

率
や

台
数

な
ど

を
的

確
に

把
握

す
る

必
要

が
生

じ
た

工
事

。
1
5

□
動

植
物

等
の

自
然

環
境

の
保

全
に

特
に

配
慮

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
工

事
・
(農

政
)ほ

場
整

備
や

た
め

池
工

事
に

お
い

て
、

排
水

処
理

を
行

っ
た

に
も

関
わ

ら
ず

、
現

場
条

件
か

ら
降

雨
後

の
機

械
作

業
が

数
日

後
し

か
再

開
で

き
な

い
工

事
。

1
6

□
（
1
3
　

に
つ

い
て

）
1
7

□
・
海

岸
又

は
河

川
区

域
内

の
た

め
、

設
計

書
で

計
上

す
る

以
上

に
波

浪
等

の
影

響
で

不
稼

働
日

が
多

く
、

主
に

作
業

船
や

台
船

を
使

用
す

る
工

事
。

1
8

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
・
潜

水
夫

を
多

用
し

た
工

事
又

は
波

浪
や

水
位

変
動

が
大

き
い

た
め

作
業

構
台

等
を

設
置

し
た

工
事

。
・
（
港

湾
）
波

浪
等

の
影

響
が

特
に

工
事

工
程

制
約

と
な

る
工

事
。

Ａ
海

域
（
供

用
係

数
ラ

ン
ク

４
以

上
の

海
域

等
）

※
上

記
の

対
応

事
項

に
１

つ
以

上
■

が
付

け
ば

４
点

の
加

点
と

す
る

。
・
（
港

湾
）
潮

流
が

早
い

又
は

潮
位

差
が

大
き

い
海

域
の

た
め

、
施

工
工

程
及

び
作

業
時

間
の

制
約

や
刻

々
と

変
化

す
る

状
況

を
克

服
す

る
技

術
を

要
す

る
工

事
。

（
1
4
　

に
つ

い
て

）
・
被

災
箇

所
に

お
け

る
二

次
災

害
の

危
険

性
に

対
す

る
注

意
が

必
要

と
さ

れ
る

工
事

。
・
急

峻
な

地
形

の
た

め
、

作
業

構
台

や
作

業
床

の
設

置
が

制
限

さ
れ

る
工

事
。

も
し

く
は

、
命

綱
を

使
用

す
る

必
要

が
あ

っ
た

工
事

（
法

面
工

は
除

く
）
。

・
斜

面
上

又
は

急
峻

な
地

形
直

下
で

の
工

事
の

た
め

、
工

事
に

伴
う

地
滑

り
防

止
対

策
等

の
安

全
対

策
を

必
要

と
し

た
工

事
。

・
土

石
流

危
険

渓
流

に
指

定
さ

れ
た

区
域

内
に

お
け

る
工

事
。

（
1
5
　

に
つ

い
て

）
・
イ

ヌ
ワ

シ
等

の
猛

禽
類

な
ど

の
貴

重
な

動
植

物
へ

の
配

慮
の

た
め

、
工

程
や

施
工

方
法

に
制

約
を

受
け

た
工

事
。

（
1
6
　

に
つ

い
て

）
・
維

持
修

繕
工

事
等

規
模

に
比

し
て

地
元

調
整

等
の

手
間

が
か

か
る

工
事

。
（
1
7
　

に
つ

い
て

）
・
急

峻
な

地
形

で
、

資
材

運
搬

等
に

制
約

（
ケ

ー
ブ

ル
ク

レ
ー

ン
、

モ
ノ

レ
ー

ル
等

）
を

受
け

る
工

事
（
1
8
　

に
つ

い
て

）
・
そ

の
他

、
自

然
条

件
又

は
地

盤
条

件
へ

の
対

応
が

必
要

で
あ

っ
た

工
事

。
・
そ

の
他

、
災

害
等

に
お

け
る

臨
機

の
措

置
の

う
ち

特
に

評
価

す
べ

き
事

項
が

認
め

ら
れ

る
工

事
。

Ⅳ
　

長
期

工
事

に
お

け
る

安
全

確
保

へ
の

対
応

1
9

□
1
2
 ヶ

月
を

超
え

る
工

期
で

、
事

故
が

な
く
完

成
し

た
工

事
（
全

面
一

時
中

止
期

間
は

除
く
）

※
但

し
、

文
書

注
意

に
至

ら
な

い
事

故
は

除
く
。

2
0

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
【
工

事
特

性
の

詳
細

評
価

】
評

価
内

容
を

具
体

に
記

載
※

上
記

の
対

応
事

項
に

１
つ

以
上

■
が

付
け

ば
６

点
の

加
点

と
す

る
。

評
　

価
評

　
点

：
点

※
１

　
工

事
特

性
は

、
最

大
２

０
点

の
加

点
評

価
と

す
る

。
※

２
　

主
任

監
督

員
が

評
価

す
る

「
５

　
創

意
工

夫
」
と

の
二

重
評

価
は

行
わ

な
い

。
※

３
　

評
価

に
あ

た
っ

て
は

、
主

任
監

督
員

等
の

意
見

も
参

考
に

評
価

す
る

。
※

４
　

■
を

付
し

た
評

価
対

象
項

目
に

つ
い

て
、

評
価

内
容

を
詳

細
評

価
内

容
欄

に
記

載
す

る
。

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

（
土

木
工

事
）

考
査

項
目

技
術

力
キ

ー
ワ

ー
ド

一
覧

表
［
事

例
］
　

具
体

的
な

評
価

技
術

力
項

目
及

び
工

事
事

例

対
象

構
造

物
の

高
さ

、
延

長
、

施
工

（
断

）
面

積
、

施
工

深
度

等
の

規
模

が
特

殊
な

工
事

切
土

の
土

工
量

：
2
0
 万

m
3
 以

上
、

盛
土

の
土

工
量

：
1
5
 万

m
3
 以

上
、

護
岸

・
築

堤
の

平
均

高
さ

：
1
0
m

 以
上

 、
ト

ン
ネ

ル
(ｼ

ｰ
ﾙ

ﾄﾞ
)の

直
径

：
8
m

 以
上

、
ダ

ム
用

水
門

の
設

計
水

深
：
2
5
ｍ

以
上

、
樋

門
又

は
樋

管
の

内
空

断
面

積
：
1
5
m

2
 以

上
、

揚
排

水
機

場
の

吐
出

管
径

：
2
,0

0
0
m

m
 以

上
、

堰
又

は
水

門
の

最
大

径
間

長
：
2
5
m

 以
上

、
堰

又
は

水
門

の
径

間
数

：
3
 径

間
以

上
、

堰
又

は
水

門
の

扉
体

面
積

：
5
0
m

2
/
門

以
上

、
ト

ン
ネ

ル
(開

削
工

法
)の

開
削

深
さ

：
2
0
ｍ

以
上

、
ト

ン
ネ

ル
(N

A
T
M

)の
内

空
平

均
面

積
：
1
0
0
m

2
 以

上
、

ト
ン

ネ
ル

(沈
埋

工
法

)の
内

空
平

均
面

積
：
3
0
0
m

2
 以

上
、

海
岸

堤
防

、
護

岸
、

突
堤

又
は

離
岸

提
の

水
深

：
1
0
m

 以
上

、
地

滑
り

防
止

工
：
幅

1
0
0
ｍ

以
上

か
つ

法
長

1
5
0
ｍ

以
上

、
浚

渫
工

の
浚

渫
土

量
：
1
0
0
 万

m
3
 以

上
、

流
路

工
の

計
画

高
水

流
量

：
5
0
0
m

3
 以

上
、

砂
防

ダ
ム

の
堤

高
：
1
5
m

以
上

、
ダ

ム
の

堤
高

：
1
5
0
ｍ

以
上

、
転

流
ト

ン
ネ

ル
の

流
下

能
力

：
4
0
0
m

3
/
s 

以
上

、
橋

梁
下

部
工

の
高

さ
：
3
0
m

 以
上

、
橋

梁
上

部
工

の
最

大
支

間
長

：
1
0
0
m

 以
上

、
（
港

湾
）
地

盤
改

良
工

事
の

改
良

長
さ

：
3
0
m

以
上

、
（
港

湾
）
基

礎
工

事
の

マ
ウ

ン
ド

天
端

：
-
1
4
m

以
深

、
（
港

湾
）
ケ

ー
ソ

ン
製

作
又

は
据

付
工

事
の

ケ
ー

ソ
ン

質
量

：
2
0
0
0
t以

上
、

（
港

湾
）
ブ

ロ
ッ

ク
類

製
作

工
事

の
ブ

ロ
ッ

ク
質

量
：
5
0
t以

上
、

（
港

湾
）
防

波
堤

又
は

岸
壁

工
事

の
構

造
物

水
深

：
-
1
4
m

以
上

、
（
環

境
）
治

山
ダ

ム
：
1
5
ｍ

以
上

、
（
環

境
）
山

腹
工

施
工

面
積

：
1
h
a以

上
、

（
環

境
）
林

道
開

設
延

長
：
1
5
0
0
ｍ

以
上

、
（
農

政
）
開

水
路

工
：
 2

0
m

3
以

上
、

（
農

政
）
推

進
工

（
羽

口
、

泥
水

加
圧

）
：
2
0
0
0
m

m
以

上
、

（
農

政
）
掛

樋
工

・
樋

管
：
 3

0
m

以
上

、
（
農

政
）
頭

首
工

：
径

間
数

4
径

間
以

上
、

（
農

政
）
用

排
水

機
場

：
 2

0
m

3
以

上
、

（
農

政
）
パ

イ
プ

ラ
イ

ン
：

対
象

構
造

物
の

形
状

が
複

雑
で

あ
る

こ
と

な
ど

か
ら

、
施

工
条

件
が

特
に

変
化

す
る

工
事

（
港

湾
）
供

用
中

の
港

湾
施

設
等

の
利

用
規

制
に

大
き

く
影

響
す

る
工

事

資
材

運
搬

路
等

に
制

限
を

受
け

た
工

事
（
ケ

ー
ブ

ル
ク

レ
ー

ン
、

モ
ノ

レ
ー

ル
等

）

維
持

修
繕

工
事

等
規

模
に

比
し

て
地

元
調

整
等

の
手

間
が

か
か

る
工

事



別
紙

―
２

④
  

  
  

  

［
記

入
方

法
］
　

該
当

す
る

項
目

の
□

に
　

■
　

マ
ー

ク
を

記
入

す
る

。
総

括
監

督
員

細
　

　
別

４
 工

事
特

性
Ⅰ

 施
工

条
件

等
Ⅰ

　
建

物
規

模
へ

の
対

応
　

　
へ

の
対

応
1

□
延

べ
面

積
1
0
,0

0
0
㎡

以
上

の
建

物
2

□
地

上
９

階
以

上
又

は
建

物
高

さ
3
1
m

以
上

の
建

物
②

建
築

工
事

3
□

大
空

間
の

ホ
ー

ル
等

を
有

す
る

建
物

○
4

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
※

上
記

の
対

応
事

項
に

１
つ

以
上

レ
点

が
付

け
ば

２
点

の
加

点
と

す
る

。
Ⅱ

　
建

物
固

有
の

機
能

の
難

し
さ

へ
の

対
応

[評
価

技
術

事
例

］
5

□
対

象
建

物
の

耐
震

レ
ベ

ル
・
建

築
工

事
で

官
庁

施
設

の
総

合
耐

震
計

画
基

準
に

お
い

て
Ⅰ

類
及

び
Ａ

類
に

属
す

る
工

事
6

□
建

物
機

能
の

特
殊

性
・
電

気
又

は
暖

冷
房

衛
生

設
備

工
事

で
官

庁
施

設
の

総
合

耐
震

計
画

基
準

に
お

い
て

甲
類

に
属

す
る

工
事

7
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
・
研

究
施

設
、

美
術

館
等

、
特

殊
機

能
・
設

備
の

有
る

建
物

※
上

記
の

対
応

事
項

に
１

つ
以

上
レ

点
が

付
け

ば
２

点
の

加
点

と
す

る
。

Ⅲ
　

建
物

固
有

の
施

工
技

術
の

難
し

さ
へ

の
対

応
[評

価
技

術
事

例
］

8
□

・
パ

イ
ロ

ッ
ト

工
事

。
又

は
特

異
な

試
験

フ
ィ

ー
ル

ド
工

事
で

特
許

工
法

等
の

技
術

的
に

検
討

が
必

要
な

工
事

・
特

殊
な

工
法

及
び

材
料

等
を

採
用

し
た

工
事

9
□

設
計

条
件

と
し

て
、

工
法

、
材

料
及

び
設

備
シ

ス
テ

ム
（
機

材
を

含
む

）
の

特
殊

性
・
特

殊
な

設
備

シ
ス

テ
ム

を
採

用
し

た
工

事
1
0

□
制

約
条

件
等

が
あ

り
、

施
工

難
度

が
特

に
高

い
場

合
・
免

震
装

置
を

設
け

る
工

事
1
1

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
・
大

規
模

な
山

留
め

工
法

が
必

要
な

工
事

・
敷

地
内

又
は

周
辺

部
の

工
作

物
、

配
管

・
配

線
等

の
大

規
模

な
移

設
、

切
り

回
し

を
行

う
工

事
※

上
記

の
対

応
事

項
に

１
つ

以
上

レ
点

が
付

け
ば

２
点

の
加

点
と

す
る

。
・
仮

設
備

等
を

設
け

、
シ

ス
テ

ム
を

停
止

す
る

こ
と

な
く
配

管
・
配

線
等

の
大

規
模

な
盛

替
え

等
を

必
要

と
す

る
改

修
工

事
Ⅳ

　
厳

し
い

自
然

・
 地

盤
条

件
へ

の
対

応
[評

価
技

術
事

例
］

1
2

□
湧

水
の

発
生

、
地

下
水

の
影

響
（
地

盤
掘

削
時

）
・
地

下
水

位
が

高
く
、

ウ
エ

ル
ポ

イ
ン

ト
等

の
排

水
設

備
が

必
要

な
工

事
1
3

□
軟

弱
地

盤
、

支
持

地
盤

の
影

響
・
液

状
化

対
策

工
法

や
地

盤
改

良
を

伴
う

工
事

1
4

□
雨

・
雪

・
風

・
気

温
等

の
影

響
・
冬

期
施

工
の

た
め

、
大

規
模

な
雪

寒
冬

囲
い

を
す

る
必

要
が

あ
り

、
冬

期
の

養
生

温
度

の
管

理
や

施
工

ス
ペ

ー
ス

の
制

限
を

受
け

た
工

事
1
5

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
※

上
記

の
対

応
事

項
に

１
つ

以
上

レ
点

が
付

け
ば

２
点

の
加

点
と

す
る

。
Ⅴ

　
厳

し
い

周
辺

環
境

、
社

会
条

件
と

の
対

応
[評

価
技

術
事

例
］

1
6

□
地

中
埋

設
物

等
の

作
業

障
害

　
・
工

事
に

支
障

を
き

た
す

地
中

埋
設

物
、

酸
欠

、
有

毒
・
可

燃
性

ガ
ス

等
の

対
策

が
必

要
な

工
事

1
7

□
工

事
の

影
響

に
配

慮
す

べ
き

建
物

等
の

近
接

物
・
工

事
場

所
周

辺
に

近
接

工
事

が
あ

り
、

困
難

な
調

整
を

要
す

る
工

事
1
8

□
周

辺
住

民
等

に
対

す
る

騒
音

・
振

動
の

配
慮

・
場

内
に

汚
水

処
理

装
置

（
水

替
え

）
を

必
要

と
す

る
工

事
1
9

□
周

辺
水

域
環

境
に

対
す

る
水

質
汚

濁
の

配
慮

・
住

居
専

用
地

域
等

で
、

騒
音

な
ど

の
時

間
規

制
が

条
例

で
定

め
ら

れ
て

る
工

事
2
0

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
・
有

線
電

気
通

信
法

に
よ

る
届

出
が

必
要

な
テ

レ
ビ

電
波

障
害

対
策

工
事

で
、

困
難

な
調

整
を

を
行

っ
た

工
事

※
上

記
の

対
応

事
項

に
１

つ
以

上
レ

点
が

付
け

ば
２

点
の

加
点

と
す

る
。

Ⅵ
　

施
工

現
場

で
の

対
応

【
長

期
工

事
に

お
け

る
安

全
確

保
へ

の
対

応
】

2
1

□
１

２
ヶ

月
を

超
え

る
工

期
で

事
故

が
無

く
完

成
し

た
工

事
　

（
た

だ
し

全
面

一
時

中
止

期
間

は
除

く
）

【
災

害
等

で
の

臨
機

の
措

置
】

2
2

□
地

震
、

台
風

な
ど

に
お

い
て

、
適

切
に

臨
機

の
対

応
を

行
っ

た
工

事
【
施

工
状

況
（
条

件
）
に

対
応

し
た

施
工

・
工

法
等

】
2
3

□
工

事
の

実
施

に
あ

た
り

各
種

の
制

約
が

あ
り

、
工

程
的

に
も

特
に

厳
し

く
、

施
工

の
制

限
を

受
け

た
工

事
2
4

□
工

程
上

他
工

事
の

制
約

を
受

け
、

機
械

、
人

員
の

増
強

を
行

っ
た

工
事

2
5

□
休

日
・
夜

間
作

業
が

工
程

の
過

半
を

超
え

る
工

事
2
6

□
施

設
を

使
用

し
な

が
ら

の
工

事
で

、
工

程
的

な
制

約
が

特
に

厳
し

い
工

事
2
7

□
特

に
困

難
な

調
整

を
要

す
る

他
工

事
（
近

接
工

区
）
の

請
負

者
が

複
数

あ
る

工
事

2
8

□
外

来
者

の
多

い
施

設
で

、
作

業
範

囲
内

に
外

来
者

・
通

行
人

等
の

動
線

が
あ

る
工

事
2
9

□
特

殊
な

室
な

ど
で

、
工

種
が

輻
輳

し
困

難
な

調
整

を
要

す
る

工
事

3
0

□
施

工
ﾔ

ｰ
ﾄﾞ

が
狭

く
、

高
さ

制
限

も
あ

り
、

施
工

及
び

機
械

の
移

動
や

旋
回

等
に

制
約

を
受

け
た

工
事

3
1

□
同

一
敷

地
内

に
お

け
る

施
設

を
使

用
し

な
が

ら
の

建
て

替
え

工
事

で
、

工
程

の
制

約
等

が
特

に
厳

し
い

工
事

3
2

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
【
工

事
特

性
の

詳
細

評
価

】
評

価
内

容
を

具
体

に
記

載
※

上
記

の
対

応
事

項
に

１
つ

に
レ

点
が

付
け

ば
４

点
の

加
点

と
し

、
最

大
１

０
点

と
す

る
。

評
　

価
評

　
点

：
点

※
１

　
工

事
特

性
は

、
最

大
２

０
点

の
加

点
評

価
と

す
る

。
※

２
　

主
任

監
督

員
が

評
価

す
る

「
５

　
創

意
工

夫
」
と

の
二

重
評

価
は

行
わ

な
い

。
※

３
　

評
価

に
あ

た
っ

て
は

、
主

任
監

督
員

の
意

見
も

参
考

に
評

価
す

る
。

※
４

　
レ

点
を

付
し

た
評

価
対

象
項

目
に

つ
い

て
、

評
価

内
容

を
詳

細
評

価
内

容
欄

に
記

載
す

る
。

建
築

材
料

、
設

備
機

材
、

工
法

に
つ

い
て

、
提

案
が

あ
る

場
合

【
総

合
評

価
に

お
け

る
技

術
提

案
は

除
く
】

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

（
建

築
工

事
）

考
査

項
目

技
術

力
キ

ー
ワ

ー
ド

一
覧

表
［
事

例
］
　

具
体

的
な

評
価

技
術

力
項

目
及

び
工

事
事

例
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総
括

監
督

員
考

査
項

目

「
評

価
対

象
項

目
」

1
□

周
辺

環
境

へ
の

配
慮

に
積

極
的

に
取

り
組

ん
だ

。
2

□
現

場
事

務
所

や
作

業
現

場
の

環
境

を
周

辺
地

域
と

の
景

観
に

合
わ

せ
る

な
ど

、
積

極
的

に
周

辺
地

域
と

の
調

和
を

図
っ

た
。

3
□

定
期

的
に

広
報

紙
の

配
布

や
現

場
見

学
会

等
を

実
施

し
て

、
積

極
的

に
地

域
と

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
図

っ
た

。
4

□
道

路
清

掃
な

ど
を

積
極

的
に

実
施

し
、

地
域

に
貢

献
し

た
。

5
□

地
域

が
主

催
す

る
イ

ベ
ン

ト
へ

積
極

的
に

参
加

し
、

地
域

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

図
っ

た
。

6
□

災
害

時
な

ど
に

お
い

て
、

地
域

へ
の

支
援

又
は

行
政

な
ど

に
よ

る
救

援
活

動
へ

の
積

極
的

な
協

力
を

行
っ

た
。

7
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
8

□
該

当
無

し

該
当

項
目

が
４

項
目

以
上

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

Ａ
該

当
項

目
が

３
項

目
以

上
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

Ａ
’

該
当

項
目

が
２

項
目

以
上

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

Ｂ
該

当
項

目
が

１
項

目
以

上
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

Ｂ
’

該
当

項
目

が
な

し
　

　
　

　
　

 ・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

Ｃ

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

６
　

社
会

性
等

Ⅰ
　

地
域

へ
の

貢
献

等
優

れ
て

い
る

B
よ

り
優

れ
て

い
る

や
や

優
れ

て
い

る
C

よ
り

優
れ

て
い

る

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

（
土

木
・
建

築
工

事
共

通
）

工
　

　
種

A
A

'
B

B
'

C
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総
括

監
督

員
考

査
項

目

1
□

入
札

参
加

資
格

停
止

３
ヶ

月
以

上
-

2
0

点

2
□

入
札

参
加

資
格

停
止

２
ヶ

月
以

上
３

ヶ
月

未
満

-
1
5

点

3
□

入
札

参
加

資
格

停
止

１
ヶ

月
以

上
２

ヶ
月

未
満

-
1
3

点

4
□

入
札

参
加

資
格

停
止

２
週

間
以

上
１

ヶ
月

未
満

-
1
0

点

5
□

文
書

注
意

-
8

点

6
□

口
頭

注
意

-
5

点

7
□

-
3

点

8
□

そ
の

他
　

理
由

：
-

点
9

□
該

当
無

し

①
本

考
査

項
目

（
７

 法
令

遵
守

等
）
で

評
価

す
る

事
例

は
、

施
工

に
あ

た
っ

て
工

事
関

係
者

が
下

記
の

適
応

事
例

で
上

表
の

措
置

が
あ

っ
た

場
合

に
適

用
す

る
。

②
「
施

工
」
と

は
、

請
負

契
約

書
の

記
載

内
容

（
工

事
名

、
工

期
、

施
工

場
所

等
）
を

履
行

す
る

こ
と

に
限

定
す

る
。

③ ④
総

合
評

価
落

札
方

式
に

お
け

る
技

術
提

案
が

、
受

注
者

の
責

に
よ

り
履

行
さ

れ
な

か
っ

た
場

合
は

、
８

．
そ

の
他

の
項

目
で

減
ず

る
措

置
を

行
う

。

【
上

記
で

評
価

す
る

場
合

の
適

応
事

例
】

1
入

札
前

に
提

出
し

た
調

査
資

料
な

ど
に

お
い

て
、

虚
偽

の
事

実
が

判
明

し
た

。
2

承
諾

な
し

に
権

利
又

は
義

務
を

第
三

者
に

譲
渡

又
は

承
継

し
た

。
3

使
用

人
に

関
す

る
労

働
条

件
に

問
題

が
あ

り
送

検
さ

れ
た

。
4

産
業

廃
棄

物
処

理
法

に
違

反
す

る
不

法
投

棄
、

砂
利

採
取

法
に

違
反

す
る

無
許

可
採

取
等

の
関

係
法

令
に

違
反

す
る

事
実

が
判

明
し

た
。

5
当

該
工

事
関

係
者

が
贈

収
賄

な
ど

に
よ

り
逮

捕
又

は
公

訴
さ

れ
た

。
6

一
括

下
請

や
技

術
者

の
専

任
違

反
等

の
建

設
業

法
に

違
反

す
る

事
実

が
判

明
し

た
。

7
入

国
管

理
法

に
違

反
す

る
外

国
人

の
不

法
就

労
者

が
判

明
し

、
送

検
さ

れ
た

。
8

労
働

基
準

法
に

違
反

す
る

事
実

が
判

明
し

、
送

検
等

さ
れ

た
。

9
監

督
又

は
検

査
の

実
施

を
、

不
当

な
圧

力
を

か
け

る
な

ど
に

よ
り

妨
げ

た
。

1
0

下
請

代
金

を
期

日
以

内
に

支
払

っ
て

い
な

い
、

不
当

に
下

請
代

金
の

額
を

減
じ

て
い

る
な

ど
下

請
代

金
支

払
遅

延
等

防
止

法
第

４
条

に
規

定
す

る
親

事
業

者
の

遵
守

事
項

に
違

反
す

る
行

為
が

あ
る

。
1
1

過
積

載
等

の
道

路
交

通
法

違
反

に
よ

り
、

逮
捕

又
は

送
検

さ
れ

た
。

1
2

受
注

企
業

の
社

員
に

「
指

定
暴

力
団

」
又

は
「
指

定
暴

力
団

の
傘

下
組

織
（
団

体
）
」
に

所
属

す
る

構
成

員
、

準
構

成
員

、
企

業
舎

弟
等

の
暴

力
団

関
係

者
が

い
る

こ
と

が
判

明
し

た
。

1
3

1
4

安
全

管
理

が
不

適
切

で
あ

っ
た

こ
と

か
ら

死
傷

者
を

生
じ

さ
せ

た
工

事
関

係
者

事
故

又
は

重
大

な
損

害
を

与
え

た
公

衆
損

害
事

故
を

起
こ

し
た

。
1
5

考
査

項
目

７
－

２
　

特
例

措
置

1
□

入
札

公
告

又
は

指
名

通
知

書
に

「
本

工
事

は
、

不
調

不
落

対
策

に
お

け
る

工
事

成
績

評
定

の
加

点
対

象
工

事
で

あ
る

。
」
と

記
載

さ
れ

た
工

事
＋

2
点

項
　

　
　

目

７
 法

令
遵

守
等

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

（
土

木
・
建

築
工

事
共

通
）

下
請

に
暴

力
団

関
係

企
業

が
入

っ
て

い
る

こ
と

が
判

明
し

た
。

あ
る

い
は

、
「
暴

力
団

員
に

よ
る

不
当

な
行

為
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
」
第

９
条

に
記

さ
れ

て
い

る
砂

利
、

砂
、

防
音

シ
ー

ト
、

軍
手

等
の

物
品

の
納

入
、

土
木

作
業

員
や

ガ
ー

ド
マ

ン
の

受
け

入
れ

、
土

木
作

業
員

用
の

自
動

販
売

機
の

設
置

等
を

行
っ

て
い

る
事

実
が

判
明

し
た

。

法
 令

 遵
 守

 等
 の

 該
 当

 項
 目

 一
 覧

 表

「
工

事
関

係
者

」
と

は
、

当
該

工
事

現
場

に
従

事
す

る
現

場
代

理
人

、
監

理
技

術
者

、
監

理
技

術
者

補
佐

、
主

任
技

術
者

、
品

質
証

明
員

、
請

負
会

社
の

現
場

従
事

職
員

及
び

当
該

工
事

に
あ

た
っ

て
下

請
負

人
と

し
て

契
約

し
、

そ
れ

を
履

行
す

る
た

め
に

当
該

工
事

現
場

に
従

事
す

る
者

に
限

定
す

る
。

工
事

関
係

者
事

故
又

は
公

衆
災

害
が

発
生

し
た

が
、

当
該

事
故

に
係

る
安

全
管

理
の

措
置

の
不

適
切

な
程

度
が

軽
微

な
た

め
、

口
頭

注
意

以
上

の
処

分
が

行
わ

れ
な

か
っ

た
場

合

措
　

　
置

　
　

内
　

　
容

点
数

受
注

者
が

社
会

保
険

等
未

加
入

建
設

業
者

の
下

請
負

人
と

契
約

を
締

結
し

た
。

（
措

置
内

容
に

つ
い

て
は

、
指

名
停

止
等

の
区

分
に

よ
る

）



別
紙

―
３

①
  

  
  

  

［
記

入
方

法
］
　

該
当

す
る

項
目

の
□

に
　

■
　

マ
ー

ク
を

記
入

す
る

。
検

　
査

　
員

考
査

項
目

２
 施

工
状

況
Ⅰ

 施
工

管
理

施
工

管
理

が
優

れ
て

い
る

施
工

管
理

が
や

や
優

れ
て

い
る

他
の

事
項

に
該

当
し

な
い

施
工

管
理

が
や

や
不

備
で

あ
る

施
工

管
理

が
不

備
で

あ
る

「
評

価
対

象
項

目
」

1
◇

□
契

約
約

款
第

１
８

条
第

１
項

第
１

号
か

ら
５

号
に

掛
か

る
設

計
図

書
の

照
査

を
行

い
、

施
工

が
な

さ
れ

て
い

る
。

1
6

□
2

◇
□

施
工

計
画

書
と

現
場

施
工

方
法

が
一

致
し

て
い

る
。

3
◇

□
上

記
該

当
が

あ
れ

ば
・
　

・
　

・
　

Ｄ

4
◇

□
工

事
材

料
、

機
器

材
等

の
資

料
の

整
理

及
び

確
認

が
な

さ
れ

、
管

理
さ

れ
て

い
る

。
5

◇
□

品
質

確
保

の
た

め
の

対
策

な
ど

施
工

に
関

す
る

独
自

の
工

夫
が

み
ら

れ
る

。
1
7

□
6

◇
□

材
料

検
収

、
工

事
施

工
等

に
お

い
て

良
質

な
施

工
が

な
さ

れ
た

こ
と

が
伺

え
る

記
録

が
な

さ
れ

整
理

も
よ

い
。

7
◇

□
立

会
確

認
等

の
手

続
き

が
事

前
に

な
さ

れ
て

い
る

。
上

記
該

当
が

あ
れ

ば
・
　

・
　

・
　

E
8

◇
□

工
事

記
録

の
整

備
が

適
時

、
的

確
に

な
さ

れ
て

い
る

。
9

◇
□

建
設

副
産

物
の

再
利

用
及

び
建

設
廃

棄
物

の
処

理
等

へ
の

取
り

組
み

が
適

切
に

な
さ

れ
て

い
る

。
1
0

◇
□

作
業

分
担

と
責

任
の

範
囲

が
書

面
で

確
認

で
き

る
。

1
1

◇
□

1
2

◇
□

施
工

計
画

書
と

現
場

の
施

工
体

制
が

一
致

し
て

い
る

。
1
3

◇
□

社
内

検
査

体
制

が
確

立
さ

れ
、

有
効

に
機

能
し

て
い

る
。

1
4

◇
□

工
事

の
関

係
書

類
の

整
理

が
よ

い
。

　
1
5

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

該
当

項
目

（
評

価
値

）
が

　
９

０
％

以
上

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

A
0

該
当

項
目

（
評

価
値

）
が

　
８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
・
　

・
　

・
　

B
0

該
当

項
目

（
評

価
値

）
が

　
８

０
％

未
満

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

C

①
　

当
該

「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
工

事
で

評
価

対
象

と
な

る
項

目
は

◇
に

チ
ェ

ッ
ク

（
◆

）
し

、
　

　
 そ

の
内

該
当

項
目

は
□

に
チ

ェ
ッ

ク
（
■

）
す

る
。

②
　

対
象

評
価

項
目

数
を

母
数

（
評

価
対

象
項

目
数

）
と

し
て

、
評

価
項

目
の

比
率

（
％

）
　

　
 計

算
の

値
で

評
価

す
る

。
③

　
評

価
値

（
％

）
＝

評
価

（
■

）
数

／
対

象
評

価
項

目
（
◆

）
数

④
　

な
お

、
削

除
後

の
評

価
項

目
数

が
２

項
目

以
下

の
場

合
は

１
０

０
％

で
も

　
C

　
評

価
と

す
る

。C

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

（
土

木
・
建

築
工

事
共

通
）

細
別

B
A

E
D

施
工

計
画

書
が

工
事

着
手

前
又

は
施

工
方

法
が

確
定

し
た

時
期

に
提

出
さ

れ
、

所
定

の
項

目
が

記
載

さ
れ

て
い

る
と

と
も

に
、

設
計

図
書

の
内

容
及

び
現

場
条

件
を

反
映

し
た

も
の

と
な

っ
て

い
る

。

施
工

管
理

に
つ

い
て

、
監

督
員

が
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

を
行

っ
た

。

施
工

管
理

に
つ

い
て

、
監

督
員

か
ら

の
文

書
に

よ
る

改
善

指
示

に
従

わ
な

か
っ

た
。

現
場

条
件

又
は

計
画

内
容

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
（
工

期
や

数
量

等
の

軽
微

な
変

更
は

除
く
）
は

、
そ

の
都

度
、

当
該

工
事

着
手

前
に

変
更

計
画

書
を

提
出

し
て

い
る

。



別
紙

―
３

②
  

  
  

  

［
記

入
方

法
］
　

該
当

す
る

項
目

の
□

に
　

■
　

マ
ー

ク
を

記
入

す
る

。
検

　
査

　
員

３
 出

来
形

①
土

木
工

事

　
　

及
び

○
1

□
2

□
3

□
4

□
5

□
1
2

□
1
3

□

　
　

出
来

ば
え

　
Ⅰ

 出
来

形

C
「
評

価
対

象
項

目
」

6
□

出
来

形
管

理
が

容
易

に
把

握
で

き
る

よ
う

、
出

来
形

管
理

図
及

び
出

来
形

管
理

表
を

工
夫

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

7
□

社
内

の
管

理
基

準
に

基
づ

き
管

理
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

8
□

不
可

視
部

分
の

出
来

形
が

写
真

で
確

認
で

き
る

。

9
□

写
真

管
理

基
準

の
管

理
項

目
を

満
足

し
て

い
る

。

1
0

□
出

来
形

管
理

基
準

が
定

め
ら

れ
て

い
な

い
工

種
に

つ
い

て
、

監
督

員
と

協
議

の
上

で
管

理
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
1

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

　
0

　

「
出

来
形

の
ば

ら
つ

き
」

□
ば

ら
つ

き
が

規
格

値
の

概
ね

５
０

％
以

内

　
□

ば
ら

つ
き

が
規

格
値

の
概

ね
８

０
％

以
内

□
ば

ら
つ

き
が

規
格

値
の

８
０

％
を

超
え

る
、

又
は

ば
ら

つ
き

の
判

断
が

不
可

能

出
来

形
の

ば
ら

つ
き

は
、

評
価

工
種

の
工

程
能

力
図

（
測

定
点

１
０

点
以

上
）
に

よ
り

判
断

を
行

う
。

な
お

、
工

程
能

力
図

が
無

い
場

合
は

、
測

定
結

果
か

ら
ば

ら
つ

き
を

判
断

す
る

。

他
の

事
項

に
該

当
し

な
い

劣
っ

て
い

る
優

れ
て

い
る

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
A

～
B

'に
該

当
し

な
い

。

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
ば

ら
つ

き
が

規
格

値
の

概
ね

5
0
%

以
内

で
、

下
記

の
「
評

定
対

象
項

目
」
の

４
項

目
以

上
が

該
当

す
る

。

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
ば

ら
つ

き
が

規
格

値
の

概
ね

8
0
%

以
内

で
、

下
記

の
「
評

定
対

象
項

目
」
の

３
項

目
以

上
が

該
当

す
る

。

Ｂ
よ

り
優

れ
て

い
る

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

E

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

員
が

文
書

で
指

示
を

行
い

改
善

さ
れ

た
。

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

員
が

修
補

指
示

を
行

っ
た

。

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
ば

ら
つ

き
が

規
格

値
の

概
ね

8
0
%

以
内

で
、

下
記

の
「
評

定
対

象
項

目
」
の

２
項

目
以

上
が

該
当

す
る

。

出
来

形
の

測
定

が
、

必
要

な
測

定
項

目
に

つ
い

て
所

定
の

測
定

基
準

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

お
り

、
測

定
値

が
規

格
値

を
満

足
し

、
そ

の
ば

ら
つ

き
が

規
格

値
の

概
ね

5
0
%

以
内

で
、

下
記

の
「
評

定
対

象
項

目
」
の

３
項

目
が

該
当

す
る

。

考
査

項
目

A
B

A
'

や
や

劣
っ

て
い

る
D

B
'

や
や

優
れ

て
い

る
Ｃ

よ
り

優
れ

て
い

る
C

①
出

来
形

は
、

工
事

全
般

を
通

じ
て

評
定

す
る

も
の

と
す

る
。

②
出

来
形

と
は

、
設

計
図

書
に

示
さ

れ
た

工
事

目
的

物
の

形
状

及
び

寸
法

を
い

う
。

③
出

来
形

管
理

と
は

、
土

木
工

事
施

工
管

理
基

準
の

測
定

項
目

、
測

定
基

準
及

び

規
格

値
に

基
づ

き
所

定
の

出
来

形
を

確
保

す
る

管
理

体
系

で
あ

る
。

④
出

来
形

管
理

項
目

を
設

定
し

て
い

な
い

工
事

は
「
Ｃ

」
評

価
と

す
る

。

⑤
工

事
内

容
等

に
よ

り
ば

ら
つ

き
で

評
価

で
き

な
い

場
合

は
、

規
格

値
・
基

準
値

・設
計

値
と

測
定

し
た

出
来

形
寸

法
と

の
差

の
大

小
な

ど
、

測
定

値
と

許
容

値
等

と
の

関
係

性
を

も
っ

て
ば

ら
つ

き
評

価
に

代
え

て
も

よ
い

。



別
紙

―
３

③
  
  
  
  

［
記

入
方

法
］
　

該
当

す
る

項
目

の
□

に
　

■
　

マ
ー

ク
を

記
入

す
る

。
検

　
査

　
員

３
 出

来
形

②
　

　
及

び
○

（
土

木
）

「
評

価
対

象
項

目
」

　
　

出
来

ば
え

1
◇

□
据

付
に

関
す

る
出

来
形

管
理

が
容

易
に

把
握

で
き

る
よ

う
、

出
来

形
管

理
図

及
び

出
来

形
管

理
表

を
工

夫
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
5

□
1
6

□
2

◇
□

設
備

全
般

に
わ

た
り

、
形

状
及

び
寸

法
の

実
測

値
が

許
容

範
囲

内
で

あ
り

、
出

来
形

の
確

認
が

で
き

る
。

　
Ⅰ

 出
来

形
3

◇
□

施
工

管
理

基
準

の
撮

影
記

録
が

撮
影

基
準

を
満

足
し

、
出

来
形

の
確

認
が

で
き

る
。

4
◇

□
設

計
図

書
で

定
め

ら
れ

て
い

な
い

出
来

形
管

理
項

目
に

つ
い

て
、

監
督

員
と

協
議

の
上

で
管

理
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

5
◇

□
不

可
視

部
分

の
出

来
形

が
写

真
で

確
認

で
き

る
。

6
◇

□
塗

装
管

理
基

準
の

塗
膜

厚
管

理
が

適
切

に
ま

と
め

ら
れ

て
お

り
、

出
来

形
の

確
認

が
で

き
る

。
7

◇
□

溶
接

管
理

基
準

の
出

来
形

管
理

が
適

切
に

ま
と

め
ら

れ
て

お
り

、
出

来
形

の
確

認
が

で
き

る
。

8
◇

□
社

内
の

管
理

基
準

に
基

づ
き

管
理

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
9

◇
□

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
て

い
る

予
備

品
に

不
足

が
無

い
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
0

◇
□

分
解

整
備

に
お

け
る

既
設

部
品

等
の

摩
耗

、
損

傷
等

に
つ

い
て

、
整

備
前

と
整

備
後

の
老

化
状

況
及

び
回

復
状

況
が

図
表

等
に

記
録

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
1

◇
□

製
作

に
関

す
る

出
来

形
管

理
が

容
易

に
把

握
で

き
る

よ
う

、
出

来
形

管
理

図
及

び
出

来
形

管
理

表
を

工
夫

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
2

◇
□

設
備

の
据

付
及

び
固

定
方

法
が

承
諾

図
書

ど
お

り
施

工
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
3

◇
□

出
来

形
管

理
に

使
用

す
る

計
測

器
具

の
点

検
等

が
行

わ
れ

整
理

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
4

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
該

当
項

目
（
評

価
値

）
が

　
９

０
％

以
上

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

A
①

　
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
工

事
で

評
価

対
象

と
な

る
項

目
は

◇
に

チ
ェ

ッ
ク

（
◆

）
し

、
該

当
項

目
（
評

価
値

）
が

　
８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
・
　

・
　

・
　

Ａ
’

　
　

 そ
の

内
該

当
項

目
は

□
に

チ
ェ

ッ
ク

（
■

）
す

る
。

該
当

項
目

（
評

価
値

）
が

　
７

０
％

以
上

８
０

％
未

満
・
　

・
　

・
　

Ｂ
②

　
対

象
評

価
項

目
数

を
母

数
（
評

価
対

象
項

目
数

）
と

し
て

、
評

価
項

目
の

比
率

（
％

）
該

当
項

目
（
評

価
値

）
が

　
６

０
％

以
上

７
０

％
未

満
・
　

・
　

・
　

Ｂ
’

　
　

 計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

該
当

項
目

（
評

価
値

）
が

　
６

０
％

未
満

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

Ｃ
③

　
評

価
値

（
％

）
＝

評
価

（
■

）
数

／
対

象
評

価
項

目
（
◆

）
数

④
　

な
お

、
削

除
後

の
評

価
項

目
数

が
２

項
目

以
下

の
場

合
は

１
０

０
％

で
も

　
C

　
評

価
と

す
る

。

③ ○
通

信
設

備
工

事
（
土

木
）

「
評

価
対

象
項

目
」

1
◇

□
据

付
に

関
す

る
出

来
形

管
理

が
容

易
に

把
握

で
き

る
よ

う
、

出
来

形
管

理
図

及
び

出
来

形
管

理
表

を
工

夫
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
7

□
1
8

□
2

◇
□

機
器

等
の

測
定

（
試

験
）
結

果
が

、
そ

の
都

度
管

理
図

表
な

ど
に

記
録

さ
れ

、
適

切
に

管
理

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
3

◇
□

写
真

管
理

基
準

の
管

理
項

目
を

満
足

し
て

い
る

。
4

◇
□

不
可

視
部

分
の

出
来

形
が

写
真

で
確

認
で

き
る

。

5
◇

□
設

計
図

書
で

定
め

ら
れ

て
い

な
い

出
来

形
管

理
項

目
に

つ
い

て
、

監
督

員
と

協
議

の
上

で
管

理
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

6
◇

□
設

備
全

般
に

わ
た

り
、

形
状

、
寸

法
の

実
測

値
が

許
容

範
囲

内
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
7

◇
□

設
備

の
据

付
、

固
定

方
法

が
、

設
計

図
書

又
は

承
諾

図
書

の
と

お
り

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
8

◇
□

配
管

及
び

配
線

が
設

計
図

書
又

は
承

諾
図

書
通

り
敷

設
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

9
◇

□
行

先
な

ど
を

表
示

し
た

名
札

が
、

ケ
ー

ブ
ル

な
ど

に
分

か
り

易
く
堅

固
に

取
り

付
け

て
い

る
。

1
0

◇
□

配
管

及
び

配
線

の
支

持
間

隔
や

絶
縁

抵
抗

等
に

つ
い

て
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
1

◇
□

社
内

の
管

理
基

準
に

基
づ

き
管

理
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
2

◇
□

設
備

の
外

観
・
構

造
が

承
諾

図
書

の
と

お
り

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
3

◇
□

盤
内

機
器

の
取

り
付

け
及

び
配

線
が

整
然

と
堅

固
に

施
工

さ
れ

仕
上

り
が

良
好

で
あ

る
。

1
4

◇
□

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
て

い
る

予
備

品
等

に
不

足
が

無
い

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
5

◇
□

高
温

部
等

の
危

険
箇

所
へ

の
二

重
表

示
、

二
重

防
護

な
ど

運
用

に
お

け
る

不
可

抗
力

を
想

定
し

た
安

全
対

策
が

確
認

で
き

る
。

1
6

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
該

当
項

目
（
評

価
値

）
が

　
９

０
％

以
上

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

A
①

　
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
工

事
で

評
価

対
象

と
な

る
項

目
は

◇
に

チ
ェ

ッ
ク

（
◆

）
し

、
該

当
項

目
（
評

価
値

）
が

　
８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
・
　

・
　

・
　

Ａ
’

　
　

 そ
の

内
該

当
項

目
は

□
に

チ
ェ

ッ
ク

（
■

）
す

る
。

該
当

項
目

（
評

価
値

）
が

　
７

０
％

以
上

８
０

％
未

満
・
　

・
　

・
　

Ｂ
②

　
対

象
評

価
項

目
数

を
母

数
（
評

価
対

象
項

目
数

）
と

し
て

、
評

価
項

目
の

比
率

（
％

）
該

当
項

目
（
評

価
値

）
が

　
６

０
％

以
上

７
０

％
未

満
・
　

・
　

・
　

Ｂ
’

　
　

 計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

該
当

項
目

（
評

価
値

）
が

　
６

０
％

未
満

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

Ｃ
③

　
評

価
値

（
％

）
＝

評
価

（
■

）
数

／
対

象
評

価
項

目
（
◆

）
数

④
　

な
お

、
削

除
後

の
評

価
項

目
数

が
２

項
目

以
下

の
場

合
は

１
０

０
％

で
も

　
C

　
評

価
と

す
る

。

④ ○
［
評

価
対

象
項

目
］

1
◇

□
承

諾
図

等
が

設
計

図
書

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
1

□
1
2

□
2

◇
□

施
工

図
等

が
設

計
図

書
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
3

◇
□

施
工

計
画

書
等

で
出

来
形

の
管

理
基

準
を

設
定

し
、

計
画

に
基

づ
く
管

理
を

実
施

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
4

◇
□

出
来

形
の

管
理

記
録

の
整

備
が

良
好

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

5
◇

□
出

来
形

の
管

理
方

法
が

工
夫

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

6
◇

□
現

場
に

お
け

る
出

来
形

が
設

計
図

書
を

満
足

し
、

適
切

な
施

工
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
7

◇
□

現
場

に
お

け
る

出
来

形
が

良
好

で
、

施
工

の
精

度
が

高
い

。
8

◇
□

不
可

視
部

分
と

な
る

出
来

形
が

工
事

写
真

、
施

工
記

録
に

よ
り

確
認

で
き

る
。

9
◇

□
解

体
又

は
撤

去
工

事
の

場
合

、
撤

去
対

象
物

の
範

囲
等

が
確

認
で

き
、

適
切

に
処

分
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
0

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
該

当
項

目
（
評

価
値

）
が

　
９

０
％

以
上

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

A
①

　
当

該
「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
工

事
で

評
価

対
象

と
な

る
項

目
は

◇
に

チ
ェ

ッ
ク

（
◆

）
し

、
該

当
項

目
（
評

価
値

）
が

　
８

０
％

以
上

９
０

％
未

満
・
　

・
　

・
　

Ａ
’

　
　

 そ
の

内
該

当
項

目
は

□
に

チ
ェ

ッ
ク

（
■

）
す

る
。

該
当

項
目

（
評

価
値

）
が

　
７

０
％

以
上

８
０

％
未

満
・
　

・
　

・
　

Ｂ
②

　
対

象
評

価
項

目
数

を
母

数
（
評

価
対

象
項

目
数

）
と

し
て

、
評

価
項

目
の

比
率

（
％

）
該

当
項

目
（
評

価
値

）
が

　
６

０
％

以
上

７
０

％
未

満
・
　

・
　

・
　

Ｂ
’

　
　

 計
算

の
値

で
評

価
す

る
。

該
当

項
目

（
評

価
値

）
が

　
５

０
％

以
上

６
０

％
未

満
・
　

・
　

・
　

Ｃ
③

　
評

価
値

（
％

）
＝

評
価

（
■

）
数

／
対

象
評

価
項

目
（
◆

）
数

該
当

項
目

（
評

価
値

）
が

　
５

０
％

未
満

　
・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

・
　

Ｄ

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

員
が

文
書

で
指

示
を

行
い

改
善

さ
れ

た
。

出
来

形
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

工
事

請
負

契
約

書
第

3
1
条

に
基

づ
く
修

補
指

示
を

検
査

員
が

行
っ

た
。

C
D

E
電

気
設

備
（
建

築
）

優
れ

て
い

る
Ｂ

よ
り

優
れ

て
い

る
Ｂ

’

機
械

設
備

（
建

築
）

建
築

工
事

A
Ａ

’
B

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

員
が

文
書

で
指

示
を

行
い

改
善

さ
れ

た
。

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

員
が

修
補

指
示

を
行

っ
た

。

や
や

優
れ

て
い

る
Ｃ

よ
り

優
れ

て
い

る
他

の
事

項
に

該
当

し
な

い
や

や
劣

っ
て

い
る

劣
っ

て
い

る

C
D

E
優

れ
て

い
る

Ｂ
よ

り
優

れ
て

い
る

や
や

優
れ

て
い

る
Ｃ

よ
り

優
れ

て
い

る
他

の
事

項
に

該
当

し
な

い
や

や
劣

っ
て

い
る

劣
っ

て
い

る

や
や

劣
っ

て
い

る
劣

っ
て

い
る

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

員
が

文
書

で
指

示
を

行
い

改
善

さ
れ

た
。

出
来

形
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

検
査

員
が

修
補

指
示

を
行

っ
た

。

機
械

設
備

工
事

優
れ

て
い

る
Ｂ

よ
り

優
れ

て
い

る
や

や
優

れ
て

い
る

Ｃ
よ

り
優

れ
て

い
る

他
の

事
項

に
該

当
し

な
い

電
気

設
備

工
事

A
Ａ

’
B

Ｂ
’

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

考
査

項
目

A
Ａ

’
B

Ｂ
’

C
D

E



別
紙

―
３

④
  

  
  

  

検
　

査
　

員
［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

Ａ
’

B
Ｂ

’
Ｃ

３
 出

来
形

1
小

規
模

［
評

価
対

象
項

目
］

　
　

及
び

○
工

事
1

◇
□

使
用

す
る

材
料

の
品

質
・
形

状
等

が
適

切
で

あ
り

、
か

つ
現

場
に

お
い

て
材

料
確

認
を

適
宜

・
的

確
に

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

2
5

□
2
6

□
　

　
出

来
ば

え
2

◇
□

材
料

の
品

質
照

合
の

書
類

（
現

物
照

合
）
を

整
理

し
品

質
の

確
認

が
で

き
る

。
3

◇
□

現
地

状
況

を
勘

案
し

、
施

工
方

法
や

構
造

に
つ

い
て

の
提

案
を

行
う

な
ど

積
極

的
に

取
り

組
ん

で
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

　
　

Ⅱ
 品

質
4

◇
□

施
工

箇
所

以
外

の
部

分
に

損
傷

を
与

え
な

い
よ

う
工

夫
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

5
◇

□
施

工
条

件
や

気
象

条
件

を
考

慮
し

て
施

工
し

た
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

6
◇

□
緊

急
的

な
作

業
に

対
応

で
き

る
体

制
を

整
え

て
い

た
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

 
 

 
7

◇
□

施
工

時
期

や
施

工
場

所
に

つ
い

て
地

域
や

環
境

へ
の

配
慮

を
し

た
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

8
◇

□

9
◇

□
鉄

筋
の

品
質

が
、

証
明

書
類

で
確

認
で

き
る

。
1
0

◇
□

鉄
筋

の
組

立
及

び
加

工
が

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
1

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
養

生
が

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
2

◇
□

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

混
合

物
の

品
質

が
、

配
合

設
計

及
び

試
験

練
り

の
結

果
又

は
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
混

合
物

取
扱

要
領

に
よ

る
承

認
の

書
類

に
よ

り
確

認
で

き
る

。
1
3

◇
□

施
工

基
面

を
平

滑
に

仕
上

げ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
4

◇
□

雨
水

に
よ

る
崩

壊
が

起
こ

ら
な

い
よ

う
に

、
排

水
対

策
を

実
施

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
5

◇
□

床
堀

箇
所

の
湧

水
及

び
滞

水
等

は
、

排
除

し
て

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
6

◇
□

締
固

め
が

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

条
件

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
7

◇
□

Ｃ
Ｂ

Ｒ
試

験
な

ど
の

品
質

管
理

に
必

要
な

試
験

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
8

◇
□

掘
削

箇
所

に
お

い
て

、
掘

り
過

ぎ
が

無
く
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
9

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ブ
ロ

ッ
ク

等
を

損
傷

無
く
設

置
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

2
0

◇
□

鋼
材

の
品

質
が

、
証

明
書

類
で

確
認

で
き

る
。

2
1

◇
□

二
次

製
品

の
品

質
照

合
の

書
類

（
現

物
照

合
）
が

整
理

さ
れ

て
お

り
、

設
計

図
書

で
指

定
す

る
品

質
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
2
2

◇
□

対
象

物
に

有
害

な
ク

ラ
ッ

ク
、

損
傷

が
無

い
。

2
3

◇
□

水
平

度
、

鉛
直

度
等

が
、

設
計

図
書

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
2
4

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

2
［
評

価
対

象
項

目
］

○
1

◇
□

配
合

試
験

や
品

質
証

明
書

等
に

よ
り

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

品
質

（
強

度
・
ｗ

／
ｃ
、

最
大

骨
材

粒
径

、
塩

化
物

総
量

、
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
抑

制
等

）
が

確
認

で
き

る
。

1
6

□
1
7

□
　

2
◇

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
受

け
入

れ
時

に
必

要
な

試
験

を
実

施
し

て
お

り
、

温
度

、
ス

ラ
ン

プ
、

空
気

量
等

の
測

定
結

果
が

確
認

で
き

る
。

　
3

◇
□

圧
縮

強
度

試
験

に
使

用
し

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
供

試
体

が
、

当
該

現
場

の
供

試
体

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

　
4

◇
□

5
◇

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

圧
縮

強
度

を
管

理
し

、
必

要
な

強
度

に
達

し
た

後
に

型
枠

及
び

支
保

工
の

取
り

外
し

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
6

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
打

設
前

に
、

打
継

ぎ
目

処
理

を
適

切
に

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

 
 

 
7

◇
□

鉄
筋

の
品

質
が

、
証

明
書

類
で

確
認

で
き

る
。

8
◇

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
ま

で
に

さ
び

、
ど

ろ
、

油
等

の
有

害
物

が
鉄

筋
に

付
着

し
な

い
よ

う
管

理
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

9
◇

□
鉄

筋
の

組
立

及
び

加
工

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
0

◇
□

圧
接

作
業

に
あ

た
り

、
作

業
員

の
技

量
確

認
を

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
1

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
養

生
が

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
（
寒

中
及

び
暑

中
コ

ン
ク

リ
ー

ト
等

を
含

む
）

1
2

◇
□

ス
ペ

ー
サ

ー
の

品
質

及
び

個
数

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
3

◇
□

ス
ペ

ー
サ

ー
を

適
切

に
配

置
し

、
鉄

筋
の

か
ぶ

り
を

確
保

し
て

い
る

。
1
4

◇
□

有
害

な
ク

ラ
ッ

ク
が

無
い

。
1
5

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

工
種

A
D

E

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
配

合
試

験
や

品
質

証
明

書
等

に
よ

り
､コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

品
質

(強
度

・
ｗ

／
ｃ
、

最
大

骨
材

粒
径

、
塩

化
物

総
量

、
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
抑

制
等

）
が

確
認

で
き

る
。

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ構
造

物
工

事
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

員
が

文
書

で
指

示
を

行
い

改
善

さ
れ

た
。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

施
工

条
件

や
気

象
条

件
に

適
し

た
運

搬
時

間
、

打
設

時
の

投
入

高
さ

及
び

締
固

め
方

法
が

、
定

め
ら

れ
た

条
件

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

が
確

認
で

き
る

。
（
寒

中
及

び
暑

中
コ

ン
ク

リ
ー

ト
等

を
含

む
）

＜
小

規
模

工
事

に
よ

る
評

定
＞

・
当

初
設

計
金

額
が

50
0万

円
未

満
で

、
工

種
が

多
い

な
ど

工
種

毎
に

判
断

で
き

な
い

場
合

に
使

用
。

・
小

規
模

工
事

で
評

価
す

る
場

合
は

、
ば

ら
つ

き
の

評
価

は
し

な
い

。

・
た

だ
し

、
当

初
設

計
金

額
が

50
0万

円
未

満
で

も
工

種
毎

の
評

価
が

可
能

な
場

合
は

工
種

毎
に

評
価

す
る

。



別
紙

―
３

⑤
  

  
  

  

検
　

査
　

員
［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

Ａ
’

B
Ｂ

’
Ｃ

３
 出

来
形

3
土

工
事

［
評

価
対

象
項

目
］

　
　

及
び

○
1

◇
□

雨
水

に
よ

る
崩

壊
が

起
こ

ら
な

い
よ

う
に

、
排

水
対

策
を

実
施

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
3

□
1
4

□
　

　
出

来
ば

え
2

◇
□

段
切

り
を

設
計

図
書

に
基

づ
き

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

3
◇

□
置

換
え

の
た

め
の

掘
削

を
行

う
に

あ
た

り
、

掘
削

面
以

下
を

乱
さ

な
い

よ
う

に
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

　
　

Ⅱ
 品

質
4

◇
□

締
固

め
が

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

条
件

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

5
◇

□
一

層
あ

た
り

の
ま

き
出

し
厚

を
管

理
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

6
◇

□
芝

付
け

及
び

種
子

吹
付

を
設

計
図

書
で

定
め

ら
れ

た
条

件
で

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

 
7

◇
□

構
造

物
周

辺
の

締
固

め
を

設
計

図
書

で
定

め
ら

れ
た

条
件

で
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
8

◇
□

土
羽

土
の

土
質

が
設

計
図

書
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
9

◇
□

Ｃ
Ｂ

Ｒ
試

験
な

ど
の

品
質

管
理

に
必

要
な

試
験

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
0

◇
□

法
面

に
有

害
な

亀
裂

が
な

い
。

1
1

◇
□

伐
採

除
根

作
業

が
設

計
図

書
に

定
め

ら
れ

た
条

件
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
2

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

4
［
評

価
対

象
項

目
］

○
1

◇
□

施
工

基
面

を
平

滑
に

仕
上

げ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
6

□
1
7

□
2

◇
□

裏
込

材
及

び
胴

込
め

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
締

固
め

を
、

空
隙

が
生

じ
な

い
よ

う
十

分
に

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

3
◇

□
緑

化
ブ

ロ
ッ

ク
、

石
積

（
張

）
、

法
枠

、
か

ご
マ

ッ
ト

等
に

お
け

る
材

料
の

か
み

合
わ

せ
又

は
連

結
が

、
裏

込
材

の
吸

出
し

が
無

い
よ

う
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
4

◇
□

石
積

（
張

）
工

に
お

い
て

、
大

き
さ

及
び

重
さ

が
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

5
◇

□
護

岸
工

の
端

部
や

曲
線

部
の

処
理

が
適

切
で

あ
り

、
必

要
な

強
度

及
び

水
密

性
を

確
保

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
6

◇
□

遮
水

シ
ー

ト
が

所
定

の
幅

で
重

ね
合

わ
せ

ら
れ

、
端

部
処

理
が

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
7

◇
□

植
生

工
で

、
植

生
の

種
類

、
品

質
、

配
合

及
び

養
生

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
8

◇
□

根
固

工
、

水
制

工
、

沈
床

工
、

捨
石

工
等

に
お

い
て

、
材

料
の

連
結

及
び

か
み

合
わ

せ
が

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
9

◇
□

指
定

材
料

の
品

質
が

、
証

明
書

類
で

確
認

で
き

る
。

1
0

◇
□

基
礎

工
に

お
い

て
、

掘
り

過
ぎ

が
無

く
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
1

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ブ
ロ

ッ
ク

等
を

損
傷

無
く
設

置
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
2

◇
□

施
工

に
あ

た
っ

て
、

床
堀

箇
所

の
湧

水
及

び
滞

水
等

は
、

排
除

し
て

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
3

◇
□

埋
戻

し
材

料
に

つ
い

て
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
4

◇
□

有
害

な
ク

ラ
ッ

ク
が

無
い

。
1
5

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

5
鋼

橋
工

事
［
評

価
対

象
項

目
］

○
【
工

場
製

作
関

係
】

2
2

□
2
3

□
1

◇
□

鋼
材

の
種

別
、

品
質

を
適

切
に

管
理

し
て

い
る

。
2

◇
□

溶
接

作
業

に
あ

た
り

、
作

業
員

の
技

量
確

認
を

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

3
◇

□
溶

接
作

業
に

あ
た

り
、

溶
接

材
料

の
使

用
区

分
が

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
4

◇
□

溶
接

施
工

に
係

る
施

工
計

画
書

を
提

出
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

5
◇

□
孔

空
け

に
よ

っ
て

生
じ

た
ま

く
れ

が
削

り
取

ら
れ

て
い

る
な

ど
、

き
め

細
や

か
に

製
作

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
6

◇
□

欠
陥

部
の

発
生

が
見

ら
れ

な
い

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
7

◇
□

塗
装

作
業

に
あ

た
り

、
塗

布
面

を
十

分
に

乾
燥

さ
せ

て
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

8
◇

□
素

地
調

整
を

行
う

場
合

、
第

１
種

ケ
レ

ン
後

４
時

間
以

内
に

金
属

前
処

理
塗

装
を

実
施

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
9

◇
□

塗
料

の
空

缶
管

理
に

つ
い

て
、

写
真

等
で

確
実

に
空

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
0

◇
□

塗
料

の
品

質
が

出
荷

証
明

書
、

塗
料

成
績

表
に

よ
り

、
製

造
年

月
日

、
ロ

ッ
ト

番
号

、
色

彩
、

数
量

が
確

認
で

き
る

。
1
1

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

【
架

設
関

係
】

1
2

◇
□

ボ
ル

ト
の

締
付

確
認

が
実

施
さ

れ
、

記
録

を
保

管
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
3

◇
□

ボ
ル

ト
の

締
付

機
及

び
測

定
機

器
の

キ
ャ

リ
ブ

レ
ー

シ
ョ

ン
（
検

定
、

調
整

等
）
を

実
施

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
4

◇
□

高
力

ボ
ル

ト
の

締
め

付
け

を
中

心
か

ら
外

側
に

向
か

っ
て

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
5

◇
□

高
力

ボ
ル

ト
の

品
質

が
証

明
書

類
で

確
認

で
き

る
。

1
6

◇
□

支
承

の
据

付
で

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
面

の
チ

ッ
ピ

ン
グ

及
び

仕
上

げ
面

に
水

切
勾

配
が

つ
い

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
7

◇
□

架
設

に
あ

た
っ

て
、

部
材

の
応

力
と

変
形

等
を

十
分

検
討

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
8

◇
□

架
設

に
用

い
る

仮
設

備
及

び
架

設
用

機
材

に
つ

い
て

、
品

質
、

性
能

が
確

保
で

き
る

規
模

及
び

強
度

を
有

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
9

◇
□

現
場

塗
装

部
の

ケ
レ

ン
及

び
膜

厚
管

理
を

適
切

に
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
2
0

◇
□

現
場

塗
装

に
お

い
て

、
温

度
、

湿
度

、
風

速
等

の
確

認
を

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

2
1

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

切
土

・
盛

土
・
築

堤
等

工
事

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

工
種

A
D

E

（
堰

・
水

門
等

工
場

製
作

の
鋼

構
造

物
を

含
む

）

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

護
岸

・
根

固
・
水

制
工

事
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

員
が

文
書

で
指

示
を

行
い

改
善

さ
れ

た
。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

（
Ｒ

Ｃ
床

版
工

事
は

ｺ
ﾝ
ｸ

ﾘ
ｰ

ﾄ構
造

物
に

準
じ

る
）



別
紙

―
３

⑥
  

  
  

  

検
　

査
　

員
［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

Ａ
’

B
Ｂ

’
Ｃ

３
 出

来
形

6
［
評

価
対

象
項

目
］

　
　

及
び

○
【
共

　
通

】
2
1

□
2
2

□
　

　
出

来
ば

え
1

◇
□

配
合

試
験

や
品

質
証

明
書

等
に

よ
り

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

品
質

（
強

度
・
ｗ

／
ｃ
、

最
大

骨
材

粒
径

、
塩

化
物

総
量

、
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
抑

制
等

）
が

確
認

で
き

る
。

2
◇

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
受

け
入

れ
時

に
必

要
な

試
験

を
実

施
し

て
お

り
、

温
度

・
ス

ラ
ン

プ
・
空

気
量

等
の

測
定

結
果

が
確

認
で

き
る

。
　

　
Ⅱ

 品
質

3
◇

□
圧

縮
強

度
試

験
に

使
用

し
た

コ
ン

ク
リ

ー
ト

供
試

体
が

、
当

該
現

場
の

供
試

体
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
4

◇
□

5
◇

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

圧
縮

強
度

を
管

理
し

、
必

要
な

強
度

に
達

し
た

後
に

型
枠

及
び

支
保

工
の

取
り

外
し

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
6

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
打

設
前

に
、

打
継

ぎ
目

処
理

を
適

切
に

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

7
◇

□
地

山
と

の
取

り
合

わ
せ

を
適

切
に

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

8
◇

□
鉄

筋
及

び
鋼

材
の

品
質

を
、

適
切

に
管

理
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

9
◇

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

養
生

が
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

（
寒

中
及

び
暑

中
コ

ン
ク

リ
ー

ト
等

を
含

む
）

1
0

◇
□

ス
ペ

ー
サ

ー
の

品
質

及
び

個
数

が
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
1

◇
□

有
害

な
ク

ラ
ッ

ク
が

無
い

。
1
2

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

【
砂

防
構

造
物

工
事

・
治

山
構

造
物

工
事

に
適

用
】

1
3

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

打
設

ま
で

に
さ

び
、

ど
ろ

、
油

等
の

有
害

物
が

鉄
筋

に
付

着
し

な
い

よ
う

管
理

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
4

◇
□

鉄
筋

の
組

立
及

び
加

工
が

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
5

◇
□

施
工

基
面

を
平

滑
に

仕
上

げ
ら

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
6

◇
□

ボ
ル

ト
の

締
付

確
認

が
実

施
さ

れ
、

記
録

を
保

管
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
7

◇
□

ボ
ル

ト
の

締
付

機
及

び
測

定
機

器
の

キ
ャ

リ
ブ

レ
ー

シ
ョ

ン
を

実
施

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

【
地

す
べ

り
対

策
工

事
（
集

水
井

戸
工

事
）
】

1
8

◇
□

ラ
イ

ナ
ー

プ
レ

ー
ト

の
組

立
に

あ
た

り
、

偏
心

と
歪

み
に

配
慮

し
て

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
9

◇
□

ラ
イ

ナ
ー

プ
レ

ー
ト

と
地

山
と

の
隙

間
が

少
な

く
な

る
よ

う
に

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
2
0

◇
□

集
・
排

水
ボ

ー
リ

ン
グ

工
の

方
向

及
び

角
度

が
、

適
正

と
な

る
よ

う
に

施
工

上
の

配
慮

を
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

0
0

0
0

0
7

舗
装

工
事

［
評

価
対

象
項

目
］

○
【
路

床
・
路

盤
工

関
係

】
2
7

□
2
8

□
1

◇
□

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

試
験

方
法

で
Ｃ

Ｂ
Ｒ

値
を

測
定

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
2

◇
□

路
床

及
び

路
盤

工
の

プ
ル

ー
フ

ロ
ー

リ
ン

グ
を

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

3
◇

□
路

床
及

び
路

盤
工

の
密

度
管

理
が

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

4
◇

□
路

盤
の

安
定

処
理

は
材

料
が

均
一

に
な

る
よ

う
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

5
◇

□
路

盤
の

施
工

に
先

立
っ

て
、

路
床

面
、

下
層

路
盤

面
の

浮
き

石
及

び
有

害
物

を
除

去
し

て
か

ら
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

6
◇

□
路

床
盛

土
に

お
い

て
、

一
層

仕
上

が
り

厚
を

２
０

ｃ
ｍ

以
下

と
し

、
各

層
毎

に
締

固
め

て
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

7
◇

□
路

床
盛

土
に

お
い

て
、

構
造

物
の

隣
接

箇
所

や
狭

い
箇

所
に

お
け

る
締

固
め

が
、

タ
ン

パ
等

の
小

型
締

固
め

機
械

に
よ

り
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

8
◇

□
瀝

青
材

の
散

布
（
プ

ラ
イ

ム
コ

ー
ト

、
タ

ッ
ク

コ
ー

ト
）
が

適
正

に
施

工
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
9

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

【
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
工

関
係

】
1
0

◇
□

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

混
合

物
の

品
質

が
、

配
合

設
計

及
び

試
験

練
り

の
結

果
又

は
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
混

合
物

取
扱

要
領

に
よ

る
承

認
の

書
類

に
よ

り
確

認
で

き
る

。
1
1

◇
□

舗
装

工
の

施
工

に
先

立
っ

て
、

上
層

路
盤

面
の

浮
き

石
な

ど
の

有
害

物
を

除
去

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
2

◇
□

プ
ラ

ン
ト

出
荷

時
、

現
場

到
着

時
、

舗
設

時
等

に
お

い
て

、
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
混

合
物

の
温

度
管

理
を

記
録

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
3

◇
□

舗
設

後
の

交
通

解
放

が
、

定
め

ら
れ

た
条

件
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
4

◇
□

各
層

の
継

ぎ
目

の
位

置
が

、
設

計
図

書
に

定
め

ら
れ

た
数

値
以

上
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
5

◇
□

縦
継

目
及

び
横

継
目

の
位

置
、

構
造

物
と

の
接

地
面

の
処

理
等

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
6

◇
□

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

混
合

物
の

運
搬

及
び

舗
設

に
あ

た
っ

て
、

気
象

条
件

を
配

慮
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
7

◇
□

密
度

管
理

が
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
8

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

【
コ

ン
ク

リ
ー

ト
舗

装
関

係
】

1
9

◇
□

配
合

試
験

や
品

質
証

明
書

等
に

よ
り

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

品
質

（
強

度
・
ｗ

／
ｃ
、

最
大

骨
材

粒
径

、
塩

基
総

量
、

ア
ル

カ
リ

骨
材

反
応

抑
制

等
）
が

確
認

で
き

る
。

2
0

◇
□

舗
装

工
の

施
工

に
先

立
っ

て
、

上
層

路
盤

面
の

浮
き

石
な

ど
の

有
害

物
を

除
去

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
2
1

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

受
け

入
れ

時
に

必
要

な
試

験
を

実
施

し
て

お
り

、
温

度
・
ス

ラ
ン

プ
・
空

気
量

等
の

測
定

結
果

が
確

認
で

き
る

。
2
2

◇
□

圧
縮

強
度

試
験

に
使

用
し

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
供

試
体

が
、

当
該

現
場

の
供

試
体

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

2
3

◇
□

運
搬

時
間

、
打

設
方

法
及

び
養

生
方

法
が

、
施

工
条

件
及

び
気

象
条

件
に

適
し

て
お

り
、

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

条
件

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

2
4

◇
□

材
料

が
分

離
し

な
い

よ
う

コ
ン

ク
リ

ー
ト

を
敷

均
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

2
5

◇
□

チ
ェ

ア
ー

及
び

タ
イ

バ
ー

を
損

傷
な

ど
が

発
生

し
な

い
よ

う
保

管
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

2
6

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

工
種

A
D

E

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

砂
防

構
造

物
治

山
構

造
物

及
び

地
す

べ
り

防
止

工
事

（
集

水
井

戸
工

事
を

含
む

）
運

搬
時

間
､打

設
時

の
投

入
高

さ
及

び
締

固
時

の
バ

イ
ブ

レ
ー

タ
の

機
種

が
、

施
工

条
件

及
び

気
象

条
件

に
適

し
て

お
り

、
定

め
ら

れ
た

条
件

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

（
寒

中
及

び
暑

中
コ

ン
ク

リ
ー

ト
等

を
含

む
）



別
紙

―
３

⑦
  

  
  

  

検
　

査
　

員
［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

Ａ
’

B
Ｂ

’
Ｃ

３
 出

来
形

8
法

面
工

事
［
評

価
対

象
項

目
］

　
　

及
び

○
【
共

 通
】

3
9

□
4
0

□
　

　
出

来
ば

え
1

◇
□

施
工

基
面

を
平

滑
に

仕
上

げ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
（
特

に
法

枠
工

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
又

は
モ

ル
タ

ル
吹

付
工

）
2

◇
□

施
工

に
際

し
て

、
品

質
に

害
と

な
る

施
工

面
の

浮
き

石
や

ゴ
ミ

等
を

除
去

し
て

か
ら

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
　

　
Ⅱ

 品
質

3
◇

□
盛

土
の

施
工

に
あ

た
り

、
法

面
の

崩
壊

が
起

こ
ら

な
い

よ
う

締
固

め
を

十
分

に
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
4

◇
□

雨
水

に
よ

る
崩

壊
が

起
こ

ら
な

い
よ

う
に

、
排

水
対

策
を

実
施

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
5

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

【
種

子
吹

付
工

、
客

土
吹

付
工

、
植

生
基

材
吹

付
工

、
植

生
ネ

ッ
ト

関
係

】
6

◇
□

土
壌

試
験

（
硬

度
、

酸
度

等
）
を

実
施

し
、

結
果

を
施

工
に

反
映

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
7

◇
□

ネ
ッ

ト
や

金
網

等
の

重
ね

幅
が

適
切

に
確

保
さ

れ
て

い
る

。
8

◇
□

ネ
ッ

ト
や

金
網

等
が

破
損

を
生

じ
て

い
な

い
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

9
◇

□
金

網
を

固
定

す
る

ア
ン

カ
ー

ピ
ン

の
施

工
本

数
、

ピ
ッ

チ
、

材
質

等
が

適
切

で
あ

る
。

1
0

◇
□

吹
付

け
厚

さ
が

均
等

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
1

◇
□

使
用

す
る

材
料

の
種

類
、

品
質

、
配

合
等

が
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
2

◇
□

施
工

時
期

が
定

め
ら

れ
た

条
件

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
3

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

【
コ

ン
ク

リ
ー

ト
又

は
モ

ル
タ

ル
吹

付
工

関
係

】
1
4

◇
□

使
用

す
る

材
料

の
種

類
、

品
質

、
配

合
等

が
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
5

◇
□

金
網

の
重

ね
幅

が
１

０
ｃ
ｍ

以
上

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
6

◇
□

金
網

が
破

損
を

生
じ

て
い

な
い

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
7

◇
□

金
網

を
固

定
す

る
ア

ン
カ

ー
ピ

ン
の

施
工

本
数

、
ピ

ッ
チ

、
材

質
等

が
適

切
で

あ
る

。
1
8

◇
□

吸
水

性
の

吹
付

け
面

に
お

い
て

、
事

前
に

給
水

さ
せ

て
か

ら
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
9

◇
□

吹
き

付
け

厚
さ

が
均

等
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
。

2
0

◇
□

吹
き

付
け

厚
さ

に
応

じ
て

２
層

以
上

に
分

割
し

て
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

2
1

◇
□

圧
縮

強
度

試
験

に
使

用
し

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

供
試

体
が

、
当

該
現

場
の

供
試

体
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
2
2

◇
□

不
良

箇
所

が
生

じ
な

い
よ

う
跳

ね
返

り
材

料
の

処
理

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
2
3

◇
□

法
肩

の
吹

付
に

あ
た

り
、

地
山

に
沿

っ
て

巻
き

込
ん

で
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

2
4

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

【
現

場
打

法
枠

工
関

係
（
プ

レ
キ

ャ
ス

ト
法

枠
工

含
む

）
】

2
5

◇
□

使
用

す
る

材
料

の
種

類
、

品
質

、
配

合
等

が
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

2
6

◇
□

ア
ン

カ
ー

を
設

計
図

書
ど

お
り

の
長

さ
で

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
2
7

◇
□

現
場

養
生

が
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
す

る
よ

う
に

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

2
8

◇
□

圧
縮

強
度

試
験

に
使

用
し

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

供
試

体
が

、
当

該
現

場
の

供
試

体
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
2
9

◇
□

枠
内

に
空

隙
が

な
い

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
3
0

◇
□

層
間

に
は

く
離

が
な

い
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

3
1

◇
□

不
良

箇
所

が
生

じ
な

い
よ

う
跳

ね
返

り
材

料
の

処
理

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
3
2

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

【
ア

ン
カ

ー
工

関
係

】
3
3

◇
□

使
用

す
る

材
料

の
種

類
、

品
質

、
配

合
等

が
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

3
4

◇
□

削
孔

に
お

け
る

ス
ラ

イ
ム

や
ア

ン
カ

ー
の

施
工

長
が

、
写

真
等

で
十

分
確

認
で

き
る

。
3
5

◇
□

必
要

な
引

っ
張

り
試

験
等

を
行

い
、

規
格

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

3
6

◇
□

充
填

材
の

注
入

が
適

正
に

行
わ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
3
7

◇
□

ア
ン

カ
ー

キ
ャ

ッ
プ

や
支

圧
板

の
施

工
が

良
好

で
あ

る
。

3
8

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

工
種

A
D

E



別
紙

―
３

⑧
  

  
  

  

検
　

査
　

員
［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

Ａ
’

B
Ｂ

’
Ｃ

３
 出

来
形

9
［
評

価
対

象
項

目
］

　
　

及
び

○
【
杭

関
係

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
・
鋼

管
・
鋼

管
井

筒
、

場
所

打
、

深
礎

等
）
】

3
0

□
3
1

□
　

　
出

来
ば

え
1

◇
□

杭
に

損
傷

及
び

補
修

痕
が

無
い

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
2

◇
□

既
設

杭
の

打
止

め
管

理
の

方
法

及
び

場
所

打
杭

の
施

工
管

理
の

方
法

等
が

整
備

さ
れ

て
お

り
、

そ
の

記
録

を
整

理
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

　
　

Ⅱ
 品

質
3

◇
□

杭
頭

処
理

に
お

い
て

、
杭

本
体

を
損

傷
し

て
い

な
い

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
4

◇
□

水
平

度
、

鉛
直

度
等

が
、

設
計

図
書

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

5
◇

□
溶

接
の

品
質

管
理

に
関

し
て

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

6
◇

□
支

持
地

盤
に

達
し

て
い

る
こ

と
が

、
掘

削
長

さ
、

掘
削

土
砂

等
に

よ
り

確
認

で
き

る
。

7
◇

□
場

所
打

杭
に

つ
い

て
、

ト
レ

ミ
ー

管
を

コ
ン

ク
リ

ー
ト

内
に

２
ｍ

以
上

入
れ

て
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

8
◇

□

9
◇

□
配

筋
、

ス
ペ

ー
サ

ー
の

配
置

及
び

コ
ン

ク
リ

ー
ト

打
設

等
が

、
設

計
図

書
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
0

◇
□

ラ
イ

ナ
ー

プ
レ

ー
ト

の
組

立
に

あ
た

り
、

偏
心

と
歪

み
に

配
慮

し
て

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
1

◇
□

裏
込

材
注

入
の

圧
力

等
が

施
工

記
録

に
よ

り
確

認
で

き
る

。
1
2

◇
□

強
度

確
認

、
セ

メ
ン

ト
ミ

ル
ク

の
比

重
管

理
な

ど
の

品
質

に
係

わ
る

事
項

の
管

理
資

料
を

整
理

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
3

◇
□

鋼
材

・
鉄

筋
等

の
規

格
・
数

量
が

ミ
ル

シ
ー

ト
等

（
現

物
照

合
を

含
む

）
で

確
認

さ
れ

て
い

る
。

1
4

◇
□

鋼
材

・
鉄

筋
等

の
保

管
に

あ
た

り
、

変
形

及
び

塗
覆

装
面

に
損

傷
を

与
え

な
い

よ
う

に
、

適
切

に
処

理
さ

れ
て

い
る

。
　

1
5

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

【
地

盤
改

良
関

係
】

1
6

◇
□

濁
り

防
止

等
環

境
保

全
に

十
分

注
意

し
て

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
7

◇
□

既
設

構
造

物
に

影
響

の
な

い
よ

う
十

分
検

討
し

て
施

工
さ

れ
て

い
る

。
1
8

◇
□

改
良

材
料

の
品

質
管

理
を

適
切

に
行

っ
て

い
る

こ
と

が
記

録
で

確
認

で
き

る
。

1
9

◇
□

改
良

材
の

バ
ッ

チ
管

理
記

録
が

整
理

さ
れ

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

2
0

◇
□

セ
メ

ン
ト

ミ
ル

ク
の

比
重

、
ス

ラ
リ

ー
噴

出
量

、
強

度
等

の
管

理
資

料
を

整
理

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
2
1

◇
□

事
前

に
土

質
試

験
を

実
施

し
、

改
良

材
の

選
定

、
必

要
添

加
量

の
設

定
等

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
2
2

◇
□

施
工

箇
所

が
均

一
に

改
良

さ
れ

て
い

る
と

と
も

に
、

十
分

な
強

度
及

び
支

持
力

を
確

保
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

2
3

◇
□

浮
泥

を
巻

き
込

ま
な

い
よ

う
置

換
材

を
投

入
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

2
4

◇
□

2
5

◇
□

2
6

◇
□

深
層

混
合

処
理

の
打

込
記

録
等

か
ら

、
仕

様
書

に
定

め
ら

れ
て

い
る

事
項

が
確

認
で

き
る

。
2
7

◇
□

前
記

以
外

の
改

良
工

法
に

つ
い

て
、

記
録

か
ら

、
仕

様
書

に
定

め
ら

れ
て

い
る

事
項

が
確

認
で

き
る

。
2
8

◇
□

盛
上

り
土

の
状

況
確

認
及

び
管

理
を

適
切

に
行

っ
て

い
る

こ
と

が
、

記
録

で
確

認
で

き
る

。
2
9

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

1
0

海
岸

工
事

［
評

価
対

象
項

目
］

○
1

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
圧

縮
強

度
を

管
理

し
、

必
要

な
強

度
に

達
し

た
後

に
型

枠
及

び
支

保
工

の
取

り
外

し
を

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
0

□
1
1

□
2

◇
□

運
搬

、
打

設
、

締
め

固
め

が
、

気
象

条
件

に
適

し
て

お
り

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

3
◇

□
圧

縮
強

度
試

験
に

使
用

し
た

コ
ン

ク
リ

ー
ト

供
試

体
が

当
該

現
場

の
供

試
体

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

4
◇

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
の

転
置

及
び

仮
置

に
あ

た
っ

て
、

強
度

確
認

を
行

っ
て

い
る

。
5

◇
□

転
倒

や
崩

壊
等

が
無

い
よ

う
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
の

仮
置

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
6

◇
□

捨
石

基
礎

の
均

し
面

を
平

坦
に

仕
上

げ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
7

◇
□

工
事

期
間

中
、

1
 日

1
 回

は
潮

位
観

測
を

実
施

し
て

記
録

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
8

◇
□

台
風

な
ど

の
異

常
気

象
に

備
え

て
施

工
前

に
避

難
場

所
の

確
保

及
び

退
避

設
備

の
対

策
を

講
じ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

9
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

掘
削

深
度

、
排

出
土

砂
、

孔
内

水
位

の
変

動
及

び
安

定
液

を
用

い
る

場
合

の
孔

内
の

安
定

液
濃

度
並

び
に

比
重

等
が

設
計

図
書

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

サ
ン

ド
ド

レ
ー

ン
・
砕

石
ド

レ
ー

ン
、

サ
ン

ド
コ

ン
パ

ク
シ

ョ
ン

パ
イ

ル
及

び
ロ

ッ
ド

コ
ン

パ
ク

シ
ョ

ン
が

連
続

し
た

一
様

な
形

状
・
品

質
に

施
工

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

、
打

込
記

録
等

に
よ

り
確

認
で

き
る

。
ペ

ー
パ

ー
ド

レ
ー

ン
が

計
画

深
度

ま
で

破
損

な
く
正

常
に

形
成

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

、
打

込
記

録
等

に
よ

り
確

認
で

き
る

と
と

も
に

、
打

設
を

完
了

し
た

ペ
ー

パ
ー

ド
レ

ー
ン

の
頭

部
が

保
護

さ
れ

、
排

水
効

果
が

維
持

さ
れ

て
い

る
。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

基
礎

工
事

及
び

地
盤

改
良

工
事

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

工
種

A
D

E



別
紙

―
３

⑨
  
  
  
  

検
　

査
　

員
［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

Ａ
’

B
Ｂ

’
Ｃ

３
 出

来
形

1
1

［
評

価
対

象
項

目
］

　
　

及
び

○
1

◇
□

配
合

試
験

や
品

質
証

明
書

等
に

よ
り

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

品
質

（
強

度
・
ｗ

／
ｃ
、

最
大

骨
材

粒
径

、
塩

基
総

量
、

ア
ル

カ
リ

骨
材

反
応

抑
制

等
）
が

確
認

で
き

る
。

2
2

□
2
3

□
　

　
出

来
ば

え
2

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

受
け

入
れ

時
に

必
要

な
試

験
を

実
施

し
て

お
り

、
温

度
、

ス
ラ

ン
プ

、
空

気
量

等
の

測
定

結
果

が
確

認
で

き
る

。
3

◇
□

圧
縮

強
度

試
験

に
使

用
し

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
供

試
体

が
、

当
該

現
場

の
供

試
体

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

　
　

Ⅱ
 品

質
4

◇
□

5
◇

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

圧
縮

強
度

を
管

理
し

、
必

要
な

強
度

に
達

し
た

後
に

型
枠

及
び

支
保

工
の

取
り

外
し

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
6

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
打

設
前

に
、

打
継

ぎ
目

処
理

を
適

切
に

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

7
◇

□
鉄

筋
の

品
質

を
、

適
切

に
管

理
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

8
◇

□
鉄

筋
の

引
張

強
度

及
び

曲
げ

強
度

の
試

験
値

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
9

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

打
設

ま
で

に
さ

び
、

ど
ろ

、
油

等
の

有
害

物
が

鉄
筋

に
付

着
し

な
い

よ
う

管
理

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
0

◇
□

圧
接

作
業

に
あ

た
り

、
作

業
員

の
技

量
確

認
を

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
1

◇
□

鉄
筋

の
組

立
及

び
加

工
が

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
2

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
養

生
が

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

（
寒

中
及

び
暑

中
コ

ン
ク

リ
ー

ト
等

を
含

む
）

1
3

◇
□

ス
ペ

ー
サ

ー
の

品
質

及
び

個
数

が
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
4

◇
□

ス
ペ

ー
サ

ー
を

適
切

に
配

置
し

、
鉄

筋
の

か
ぶ

り
を

確
保

し
て

い
る

。
1
5

◇
□

プ
レ

ビ
ー

ム
桁

の
プ

レ
フ

レ
ク

シ
ョ

ン
管

理
が

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
6

◇
□

使
用

す
る

装
置

及
び

機
器

の
キ

ャ
リ

ブ
レ

ー
シ

ョ
ン

（
検

査
、

調
整

）
を

事
前

に
実

施
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
7

◇
□

Ｐ
Ｃ

鋼
材

の
緊

張
及

び
グ

ラ
ウ

ト
注

入
管

理
値

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
8

◇
□

プ
レ

ス
ト

レ
ッ

シ
ン

グ
時

の
コ

ン
ク

リ
ー

ト
圧

縮
強

度
が

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
9

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

圧
縮

強
度

の
確

認
は

、
構

造
物

と
同

様
な

養
生

条
件

に
お

か
れ

た
供

試
体

を
用

い
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
2
0

◇
□

有
害

な
ク

ラ
ッ

ク
が

無
い

。
2
1

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

1
2

塗
装

工
事

［
評

価
対

象
項

目
］

○
1

◇
□

塗
装

作
業

に
あ

た
り

、
塗

装
面

を
十

分
に

乾
燥

さ
せ

て
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

（
重

ね
塗

り
の

場
合

も
含

む
）

1
1

□
1
2

□
2

◇
□

ケ
レ

ン
を

入
念

に
実

施
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

3
◇

□
天

候
状

況
の

確
認

、
気

温
及

び
湿

度
の

測
定

を
行

い
、

塗
装

作
業

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
4

◇
□

塗
料

を
使

用
前

に
撹

拌
し

、
容

器
の

塗
料

を
均

一
な

状
況

に
し

て
か

ら
使

用
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

5
◇

□
鋼

材
表

面
及

び
被

塗
装

面
の

汚
れ

、
油

類
等

を
除

去
し

塗
装

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
6

◇
□

塗
料

の
空

缶
管

理
に

つ
い

て
写

真
等

で
確

実
に

空
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
7

◇
□

塗
り

残
し

、
な

が
れ

、
し

わ
等

が
無

く
塗

装
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
8

◇
□

溶
接

部
、

ボ
ル

ト
の

接
合

部
分

、
構

造
の

複
雑

な
部

分
に

つ
い

て
、

必
要

な
塗

膜
厚

を
確

保
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

9
◇

□
塗

料
の

品
質

が
出

荷
証

明
書

、
塗

料
成

績
表

に
よ

り
、

製
造

年
月

日
、

ロ
ッ

ト
番

号
、

色
彩

、
数

量
が

確
認

で
き

る
。

1
0

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

1
3

［
評

価
対

象
項

目
］

○
1

◇
□

配
合

試
験

や
品

質
証

明
書

等
に

よ
り

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

品
質

（
強

度
・
ｗ

／
ｃ
、

最
大

骨
材

粒
径

、
塩

基
総

量
、

ア
ル

カ
リ

骨
材

反
応

抑
制

等
）
が

確
認

で
き

る
。

2
0

□
2
1

□
2

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

受
け

入
れ

時
に

必
要

な
試

験
を

実
施

し
て

お
り

、
温

度
、

ス
ラ

ン
プ

、
空

気
量

等
の

測
定

結
果

が
確

認
で

き
る

。
3

◇
□

圧
縮

強
度

試
験

に
使

用
し

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
供

試
体

が
、

当
該

現
場

の
供

試
体

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

4
◇

□
施

工
条

件
や

気
象

条
件

に
適

し
た

運
搬

時
間

､打
設

方
法

及
び

締
固

め
方

法
が

、
定

め
ら

れ
た

条
件

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

5
◇

□
吹

付
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

配
合

及
び

ロ
ッ

ク
ボ

ル
ト

の
種

別
、

規
格

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
6

◇
□

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

岩
区

分
（
支

保
工

パ
タ

ー
ン

含
む

）
の

境
界

を
確

認
し

て
施

工
を

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

7
◇

□
坑

内
観

測
調

査
な

ど
に

つ
い

て
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
8

◇
□

鉄
筋

の
規

格
が

ミ
ル

シ
ー

ト
で

確
認

で
き

る
。

9
◇

□
鉄

網
の

保
管

管
理

が
適

正
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
0

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

打
設

ま
で

の
鉄

筋
等

の
保

管
管

理
が

適
正

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
1

◇
□

計
測

管
理

を
日

々
行

っ
て

お
り

、
そ

の
結

果
に

基
づ

い
た

施
工

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
2

◇
□

金
網

の
継

ぎ
目

を
１

５
ｃ
ｍ

以
上

重
ね

合
わ

せ
て

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
3

◇
□

1
4

◇
□

吹
付

コ
ン

ク
リ

ー
ト

を
打

継
ぎ

す
る

場
合

は
、

吹
付

完
了

面
を

清
掃

し
た

上
、

湿
潤

状
態

で
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
5

◇
□

ロ
ッ

ク
ボ

ル
ト

挿
入

前
に

く
り

粉
除

去
の

清
掃

が
な

さ
れ

て
い

る
。

1
6

◇
□

ロ
ッ

ク
ボ

ル
ト

の
定

着
長

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
7

◇
□

防
水

工
に

防
水

シ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

は
、

ロ
ッ

ク
ボ

ル
ト

等
の

突
起

物
に

モ
ル

タ
ル

や
保

護
マ

ッ
ト

等
で

防
護

対
策

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
8

◇
□

逆
巻

き
の

場
合

に
お

い
て

、
側

壁
コ

ン
ク

リ
ー

ト
と

ア
ー

チ
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

打
継

目
が

同
一

線
上

で
施

工
し

て
い

な
い

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
9

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

吹
付

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
施

工
に

あ
た

っ
て

、
浮

石
等

を
除

い
た

後
に

、
吹

付
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

一
層

の
厚

さ
が

１
５

ｃ
ｍ

以
下

で
地

山
と

密
着

す
る

よ
う

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

工
種

A
D

E

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

ト
ン

ネ
ル

工
事

施
工

条
件

や
気

象
条

件
に

適
し

た
運

搬
時

間
、

打
設

時
の

投
入

高
さ

及
び

締
固

め
方

法
が

定
め

ら
れ

た
条

件
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
が

確
認

で
き

る
。

（
寒

中
及

び
暑

中
コ

ン
ク

リ
ー

ト
等

を
含

む
）

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ橋
上

部
工

事
（
Ｐ

Ｃ
及

び
Ｒ

Ｃ
を

対
象

）



別
紙

―
３

⑩
  

  
  

  

検
　

査
　

員
［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

Ａ
’

B
Ｂ

’
Ｃ

３
 出

来
形

1
4

植
栽

工
事

［
評

価
対

象
項

目
］

　
　

及
び

○
1

◇
□

土
壌

硬
度

試
験

及
び

土
壌

試
験

（
Ｐ

Ｈ
）
を

実
施

し
施

工
に

反
映

し
て

い
る

。
1
1

□
1
2

□
　

　
出

来
ば

え
2

◇
□

活
着

が
促

さ
れ

る
よ

う
に

管
理

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
3

◇
□

樹
木

等
に

損
傷

、
は

ち
く
ず

れ
等

が
無

い
よ

う
保

護
養

生
を

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

　
　

Ⅱ
 品

質
4

◇
□

樹
木

等
の

生
育

に
害

の
あ

る
害

虫
等

が
い

な
い

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
5

◇
□

施
工

完
了

後
、

余
剰

枝
の

剪
定

、
整

形
そ

の
他

必
要

な
手

入
れ

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
6

◇
□

肥
料

が
直

接
樹

木
の

根
に

ふ
れ

な
い

よ
う

均
一

に
施

肥
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

7
◇

□
植

生
す

る
樹

木
に

応
じ

て
、

余
裕

の
あ

る
植

穴
を

掘
り

植
穴

底
部

を
耕

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
8

◇
□

添
木

を
ぐ

ら
つ

き
が

な
い

よ
う

設
置

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
9

◇
□

樹
名

板
を

視
認

し
や

す
い

場
所

に
据

付
け

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
0

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

1
5

［
評

価
対

象
項

目
］

○
1

◇
□

防
護

柵
設

置
要

綱
､視

線
誘

導
標

設
置

基
準

､道
路

標
識

ハ
ン

ド
ブ

ッ
ク

等
の

各
種

設
置

基
準

の
規

定
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
2
1

□
2
2

□
2

◇
□

材
料

の
品

質
規

格
証

明
書

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。
3

◇
□

材
料

等
に

お
い

て
、

共
通

仕
様

書
記

載
の

規
格

に
従

い
適

切
に

施
工

し
て

い
る

。
4

◇
□

材
料

の
受

け
入

れ
に

際
し

、
材

料
の

検
収

が
確

実
に

行
わ

れ
た

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
5

◇
□

現
場

で
の

材
料

養
生

な
ど

保
管

が
適

正
に

行
わ

れ
た

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
6

◇
□

防
護

柵
等

の
床

堀
り

の
仕

上
が

り
面

に
お

い
て

、
地

山
の

乱
れ

や
不

陸
が

生
じ

な
い

よ
う

に
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

7
◇

□
防

護
柵

等
の

基
礎

工
の

施
工

に
あ

た
っ

て
、

無
筋

及
び

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
規

定
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
8

◇
□

防
護

柵
等

の
支

柱
の

施
工

に
あ

た
っ

て
、

既
設

舗
装

面
へ

影
響

が
な

い
よ

う
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

9
◇

□
基

礎
設

置
箇

所
に

つ
い

て
、

地
盤

の
地

耐
力

を
把

握
し

て
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
0

◇
□

防
護

柵
の

支
柱

の
根

入
長

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
1

◇
□

ガ
ー

ド
ケ

ー
ブ

ル
を

支
柱

に
取

り
付

け
る

場
合

、
設

計
図

書
に

定
め

ら
れ

た
所

定
の

張
力

を
与

え
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
2

◇
□

ガ
ー

ド
ケ

ー
ブ

ル
の

端
末

支
柱

を
土

中
に

設
置

す
る

場
合

、
打

設
し

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
が

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

強
度

以
上

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
3

◇
□

ペ
イ

ン
ト

式
（
常

温
式

）
区

画
線

に
使

用
す

る
シ

ン
ナ

ー
の

使
用

量
が

、
１

０
％

以
下

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
4

◇
□

区
画

線
の

厚
さ

が
見

本
等

で
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
5

◇
□

区
画

線
施

工
後

の
昼

間
及

び
夜

間
の

視
認

性
が

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
6

◇
□

区
画

線
の

施
工

に
あ

た
っ

て
、

設
置

路
面

の
水

分
、

泥
、

砂
じ

ん
及

び
ほ

こ
り

を
取

り
除

い
て

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
7

◇
□

区
画

線
を

消
去

の
場

合
、

表
示

材
（
塗

料
）
の

み
の

除
去

と
な

っ
て

お
り

、
路

面
へ

の
影

響
が

最
小

限
と

な
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
8

◇
□

プ
ラ

イ
マ

ー
の

施
工

に
あ

た
っ

て
、

路
面

に
均

等
に

塗
布

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
9

◇
□

区
画

線
の

材
料

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
2
0

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

1
6

［
評

価
対

象
項

目
］

○
1

◇
□

指
定

材
料

の
規

格
が

、
品

質
を

証
明

す
る

書
類

で
確

認
で

き
る

。
1
1

□
1
2

□
2

◇
□

管
路

の
通

過
試

験
を

行
っ

て
お

り
、

試
験

結
果

か
ら

全
箇

所
が

導
通

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
3

◇
□

プ
ラ

ン
ト

出
荷

時
、

現
場

到
着

時
、

舗
設

時
等

に
お

い
て

、
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
混

合
物

の
温

度
管

理
が

記
録

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
4

◇
□

特
殊

部
の

施
工

基
面

の
支

持
力

が
、

均
等

と
な

る
よ

う
に

か
つ

不
陸

が
無

い
よ

う
に

仕
上

げ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
5

◇
□

特
殊

部
等

の
施

工
に

お
い

て
、

隣
接

す
る

各
ブ

ロ
ッ

ク
に

目
違

い
に

よ
る

段
差

及
び

蛇
行

等
が

無
い

よ
う

敷
設

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
6

◇
□

埋
戻

し
に

お
い

て
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
7

◇
□

舗
装

の
復

旧
等

が
適

時
行

わ
れ

、
路

面
の

沈
下

や
不

陸
が

無
く
平

坦
性

を
確

保
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

8
◇

□
管

枕
及

び
埋

設
シ

ー
ト

の
設

置
及

び
土

被
り

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
9

◇
□

管
設

置
に

お
い

て
、

そ
れ

ぞ
れ

の
管

の
最

小
曲

げ
半

径
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
0

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

防
護

柵
（
ﾛ
ｯ

ｸ
ﾈ

ｯ
ﾄ）

・
公

園
施

設
（
遊

具
）
・
標

識
・

区
画

線
等

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

電
線

共
同

溝
工

事
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

員
が

文
書

で
指

示
を

行
い

改
善

さ
れ

た
。

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

工
種

A
D

E



別
紙

―
３

⑪
  

  
  

  

検
　

査
　

員
［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

Ａ
’

B
Ｂ

’
Ｃ

３
 出

来
形

1
7

［
評

価
対

象
項

目
］

　
　

及
び

○
【
共

通
】

7
7

□
7
8

□
　

　
出

来
ば

え
1

◇
□

濁
り

防
止

等
環

境
保

全
に

十
分

注
意

し
て

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
2

◇
□

既
設

構
造

物
に

影
響

の
な

い
よ

う
十

分
検

討
し

て
施

工
さ

れ
て

い
る

。
　

　
Ⅱ

 品
質

3
◇

□
航

行
船

舶
に

影
響

の
な

い
よ

う
十

分
検

討
し

て
施

工
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
4

◇
□

材
料

等
の

品
質

に
異

常
値

が
想

定
さ

れ
る

場
合

、
品

質
確

認
に

必
要

な
試

験
等

が
行

わ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

5
◇

□
気

象
・
海

象
を

十
分

調
査

し
て

施
工

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

6
◇

□
設

計
図

書
に

定
め

ら
れ

た
施

工
上

の
注

意
事

項
が

守
ら

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
7

◇
□

作
業

船
が

十
分

管
理

下
に

お
か

れ
、

統
率

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

8
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

【
浚

渫
・
床

堀
関

係
】

9
◇

□
土

砂
処

分
に

お
け

る
運

搬
途

中
で

漏
出

が
な

い
よ

う
に

施
工

し
て

い
る

。
1
0

◇
□

潮
位

及
び

潮
流

、
波

浪
等

の
状

況
を

十
分

把
握

し
て

施
工

さ
れ

て
い

る
。

1
1

◇
□

土
質

改
良

を
適

切
に

行
っ

て
い

る
こ

と
が

記
録

で
確

認
で

き
る

。
1
2

◇
□

土
捨

場
土

量
に

制
約

が
あ

る
場

合
、

適
切

な
土

量
で

、
許

容
範

囲
に

精
度

良
く
平

坦
に

仕
上

が
っ

て
い

る
。

1
3

◇
□

土
捨

場
に

制
約

が
な

く
、

深
掘

し
て

も
周

辺
構

造
物

に
影

響
が

な
い

場
合

、
今

後
の

埋
没

も
考

慮
し

、
深

く
平

坦
に

仕
上

が
っ

て
い

る
。

1
4

◇
□

土
質

に
対

し
て

、
適

正
な

船
舶

、
機

械
を

使
用

し
、

周
辺

環
境

へ
の

影
響

を
最

小
限

に
抑

え
て

い
る

。
（
大

型
船

に
よ

る
施

工
で

、
作

業
日

数
短

縮
等

も
含

む
）

1
5

◇
□

浚
渫

・
床

掘
時

に
濁

り
防

止
に

十
分

注
意

し
て

、
漏

出
が

な
い

よ
う

に
施

工
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
6

◇
□

1
7

◇
□

土
砂

運
搬

に
お

い
て

、
施

工
の

効
率

、
周

辺
海

域
の

利
用

状
況

を
考

慮
し

て
、

土
砂

の
運

搬
経

路
を

決
定

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
8

◇
□

床
掘

工
に

お
い

て
、

底
面

、
法

面
の

施
工

で
出

来
形

の
許

容
範

囲
を

超
え

た
場

合
、

置
換

材
と

同
等

以
上

の
材

料
で

埋
め

戻
し

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
9

◇
□

置
換

材
の

規
格

・
品

質
が

試
験

成
績

表
等

(現
物

照
合

を
含

む
)で

確
認

で
き

る
。

2
0

◇
□

砲
弾

等
の

爆
発

物
が

発
見

さ
れ

た
場

合
、

関
係

機
関

へ
の

報
告

が
速

や
か

に
な

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

2
1

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

【
地

盤
改

良
関

係
】

2
2

◇
□

改
良

材
料

の
管

理
記

録
が

整
理

さ
れ

、
品

質
管

理
を

適
切

に
行

っ
て

い
る

こ
と

が
記

録
で

確
認

で
き

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
。

2
3

◇
□

浮
泥

を
巻

き
込

ま
な

い
よ

う
置

換
材

を
投

入
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

2
4

◇
□

2
5

◇
□

2
6

◇
□

深
層

混
合

処
理

の
打

込
記

録
等

か
ら

、
設

計
図

書
に

定
め

ら
れ

て
い

る
事

項
が

確
認

で
き

る
。

2
7

◇
□

前
記

以
外

の
改

良
工

法
に

つ
い

て
、

記
録

か
ら

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
て

い
る

事
項

が
確

認
で

き
る

。
2
8

◇
□

盛
上

り
土

の
状

況
確

認
及

び
管

理
を

適
切

に
行

っ
て

い
る

こ
と

が
記

録
で

確
認

で
き

る
。

2
9

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

【
マ

ッ
ト

・
捨

石
及

び
均

し
関

係
】

3
0

◇
□

マ
ッ

ト
、

捨
石

、
被

覆
石

な
ど

材
料

の
規

格
・
品

質
が

試
験

成
績

表
等

(現
物

照
合

を
含

む
)で

確
認

で
き

る
。

3
1

◇
□

マ
ッ

ト
が

破
損

な
く
所

定
の

幅
で

重
ね

あ
わ

せ
ら

れ
て

い
る

こ
と

が
、

写
真

記
録

等
に

よ
り

確
認

で
き

る
。

3
2

◇
□

捨
石

、
被

覆
及

び
根

固
め

石
が

ゆ
る

み
の

な
い

よ
う

に
堅

固
に

施
工

さ
れ

、
記

録
に

よ
り

確
認

で
き

る
。

3
3

◇
□

裏
込

め
が

、
既

設
構

造
物

及
び

防
砂

目
地

板
の

破
損

な
し

に
施

工
さ

れ
、

記
録

に
よ

り
確

認
で

き
る

。
3
4

◇
□

捨
石

、
被

覆
石

等
の

石
材

は
、

扁
平

細
長

で
な

く
、

風
化

凍
壊

の
恐

れ
の

な
い

も
の

が
使

用
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
3
5

◇
□

施
工

面
か

ら
浮

泥
等

の
品

質
の

害
と

な
る

も
の

を
除

去
し

て
か

ら
施

工
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
3
6

◇
□

マ
ッ

ト
の

施
工

が
平

滑
に

仕
上

げ
ら

れ
て

い
る

こ
と

が
記

録
に

よ
り

確
認

で
き

る
。

3
7

◇
□

捨
石

、
被

覆
及

び
根

固
め

石
の

施
工

が
平

滑
に

仕
上

げ
ら

れ
て

い
る

こ
と

が
記

録
に

よ
り

確
認

で
き

る
。

3
8

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

浚
渫

工
又

は
床

掘
工

に
お

い
て

、
作

業
現

場
の

土
質

条
件

、
海

象
条

件
、

周
辺

海
域

の
利

用
状

況
等

を
考

慮
し

て
、

効
率

的
作

業
が

可
能

な
作

業
船

を
選

定
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

ｻ
ﾝ
ﾄﾞ

ﾄﾞ
ﾚ
ｰ

ﾝ
･砕

石
ﾄﾞ

ﾚ
ｰ

ﾝ
、

ｻ
ﾝ
ﾄﾞ

ｺ
ﾝ
ﾊ

ﾟｸ
ｼ
ｮﾝ

ﾊ
ﾟｲ

ﾙ
及

び
ﾛ
ｯ
ﾄﾞ

ｺ
ﾝ
ﾊ

ﾟｸ
ｼ
ｮﾝ

が
連

続
し

た
一

様
な

形
状

・
品

質
に

施
工

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

打
込

記
録

等
に

よ
り

確
認

で
き

る
。

ﾍ
ﾟｰ

ﾊ
ﾟｰ

ﾄﾞ
ﾚ
ｰ

ﾝ
が

計
画

深
度

ま
で

破
損

な
く
正

常
に

形
成

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

打
込

記
録

等
に

よ
り

確
認

で
き

る
と

と
も

に
、

打
設

を
完

了
し

た
ﾍ
ﾟｰ

ﾊ
ﾟｰ

ﾄﾞ
ﾚ
ｰ

ﾝ
の

頭
部

が
保

護
さ

れ
、

排
水

効
果

が
維

持
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

工
種

A
D

E
港

湾
築

造
工

事
（
浚

渫
、

海
岸

築
造

工
事

を
含

む
）
①

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。



別
紙

―
３

⑫
  

  
  

  

検
　

査
　

員
［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

Ａ
’

B
Ｂ

’
Ｃ

３
 出

来
形

1
7

【
本

体
：
杭

及
び

矢
板

、
控

工
関

係
】

　
　

及
び

○
3
9

◇
□

鋼
材

の
規

格
・
数

量
が

ミ
ル

シ
ー

ト
等

（
現

物
照

合
を

含
む

）
で

確
認

で
き

る
。

　
　

出
来

ば
え

4
0

◇
□

鋼
材

の
保

管
に

あ
た

り
、

変
形

及
び

塗
覆

装
面

に
損

傷
を

与
え

な
い

よ
う

、
適

切
に

処
置

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

4
1

◇
□

杭
及

び
矢

板
に

損
傷

及
び

修
補

痕
が

な
く
施

工
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
　

　
Ⅱ

 品
質

4
2

◇
□

杭
及

び
矢

板
の

打
止

め
の

施
工

管
理

方
法

等
が

整
備

さ
れ

、
か

つ
記

録
が

確
認

で
き

る
。

4
3

◇
□

腹
起

し
材

を
全

長
に

わ
た

り
規

定
の

水
平

高
さ

に
取

り
付

け
、

ボ
ル

ト
で

十
分

締
め

付
け

矢
板

壁
に

密
着

さ
せ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

4
4

◇
□

タ
イ

ロ
ッ

ド
は

隅
角

部
等

特
別

な
場

合
を

除
き

矢
板

法
線

に
対

し
て

直
角

に
設

置
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
4
5

◇
□

溶
接

及
び

切
断

の
品

質
管

理
に

関
し

て
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
。

4
6

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

【
本

体
：
ケ

ー
ソ

ン
据

え
付

け
、

ブ
ロ

ッ
ク

据
付

関
係

】
4
7

◇
□

ケ
ー

ソ
ン

仮
置

に
先

立
ち

仮
置

き
場

を
調

査
し

、
仮

置
作

業
が

所
定

の
位

置
に

異
常

な
く
行

わ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

4
8

◇
□

ケ
ー

ソ
ン

据
付

に
先

立
ち

、
気

象
・
海

象
等

を
十

分
調

査
し

、
据

付
作

業
が

所
定

の
精

度
で

行
わ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
4
9

◇
□

ケ
ー

ソ
ン

据
付

等
及

び
中

詰
に

お
い

て
、

ケ
ー

ソ
ン

及
び

既
設

構
造

物
等

の
破

損
が

な
く
施

工
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
5
0

◇
□

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
据

付
に

先
立

ち
、

気
象

・
海

象
等

を
十

分
調

査
し

、
据

付
作

業
が

所
定

の
精

度
で

行
わ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
5
1

◇
□

ブ
ロ

ッ
ク

据
付

等
に

お
い

て
ブ

ロ
ッ

ク
及

び
既

設
構

造
物

等
の

破
損

が
な

く
施

工
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
5
2

◇
□

ケ
ー

ソ
ン

え
い

航
に

先
立

ち
、

気
象

・
海

象
等

を
十

分
調

査
し

、
適

切
な

時
期

を
選

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
5
3

◇
□

ケ
ー

ソ
ン

え
い

航
に

先
立

ち
、

上
蓋

、
安

全
ネ

ッ
ト

又
は

吊
り

足
場

等
を

設
置

し
、

墜
落

防
止

の
措

置
を

講
じ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

5
4

◇
□

ケ
ー

ソ
ン

注
水

時
の

隔
室

の
水

頭
差

が
1
ｍ

以
内

に
な

る
よ

う
に

管
理

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

5
5

◇
□

ケ
ー

ソ
ン

仮
置

き
、

据
付

の
時

期
に

つ
い

て
、

設
計

図
書

を
満

足
す

る
よ

う
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
5
6

◇
□

中
詰

に
お

い
て

海
上

漏
出

が
な

い
よ

う
に

施
工

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

5
7

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

【
コ

ン
ク

リ
ー

ト
関

係
】

5
8

◇
□

配
合

試
験

や
品

質
証

明
書

等
に

よ
り

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

品
質

（
強

度
・
ｗ

／
ｃ
、

最
大

骨
材

粒
径

、
塩

化
物

総
量

、
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
抑

制
等

）
が

確
認

で
き

る
。

5
9

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

受
け

入
れ

時
に

必
要

な
試

験
を

実
施

し
て

お
り

、
温

度
、

ス
ラ

ン
プ

、
空

気
量

等
の

測
定

結
果

が
確

認
で

き
る

。
6
0

◇
□

圧
縮

強
度

試
験

に
使

用
し

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
供

試
体

が
、

当
該

現
場

の
供

試
体

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

6
1

◇
□

6
2

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
圧

縮
強

度
を

管
理

し
て

、
必

要
な

強
度

に
達

し
た

後
に

型
枠

及
び

支
保

工
の

取
り

外
し

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
6
3

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
打

設
前

に
、

打
継

ぎ
目

処
理

を
適

切
に

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

6
4

◇
□

鉄
筋

（
Ｐ

Ｃ
鋼

材
含

む
）
の

品
質

が
、

証
明

書
類

で
確

認
で

き
る

。
6
5

◇
□

鉄
筋

の
引

張
強

度
及

び
曲

げ
強

度
の

試
験

値
が

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

6
6

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

打
設

ま
で

に
さ

び
、

泥
、

油
等

の
有

害
物

が
鉄

筋
に

付
着

し
な

い
よ

う
管

理
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

6
7

◇
□

鉄
筋

の
組

立
及

び
加

工
が

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

6
8

◇
□

圧
接

作
業

に
あ

た
り

、
作

業
員

の
技

量
確

認
を

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

6
9

◇
□

ス
ペ

ー
サ

ー
を

適
切

に
配

置
し

、
鉄

筋
の

被
り

を
確

保
し

て
い

る
。

7
0

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
養

生
が

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

7
1

◇
□

プ
レ

ビ
ー

ム
桁

の
プ

レ
フ

レ
ク

シ
ョ

ン
管

理
が

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

7
2

◇
□

使
用

す
る

装
置

及
び

機
器

の
キ

ャ
リ

ブ
レ

ー
シ

ョ
ン

を
事

前
に

実
施

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
7
3

◇
□

Ｐ
Ｃ

鋼
材

の
緊

張
及

び
グ

ラ
ウ

ト
注

入
管

理
値

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
7
4

◇
□

プ
レ

ス
ト

レ
ッ

シ
ン

グ
時

の
コ

ン
ク

リ
ー

ト
圧

縮
強

度
が

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

7
5

◇
□

有
害

な
ク

ラ
ッ

ク
が

無
い

。
　

　
7
6

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

港
湾

築
造

工
事

（
浚

渫
、

海
岸

築
造

工
事

を
含

む
）
②

施
工

条
件

や
気

象
条

件
に

適
し

た
運

搬
時

間
､打

設
時

の
投

入
高

さ
及

び
締

固
め

方
法

が
、

定
め

ら
れ

た
条

件
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
（
寒

中
及

び
暑

中
コ

ン
ク

リ
ー

ト
等

を
含

む
）

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

工
種

A
D

E



別
紙

―
３

⑬
  

  
  

  

検
　

査
　

員
［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

Ａ
’

B
Ｂ

’
Ｃ

３
 出

来
形

1
8

［
評

価
対

象
項

目
］

　
　

及
び

○
1

◇
□

材
料

、
部

品
の

品
質

照
合

の
書

類
（
現

物
照

合
）
を

整
理

し
品

質
の

確
認

が
で

き
る

。
2
1

□
2
2

□
　

　
出

来
ば

え
2

◇
□

設
備

の
機

能
及

び
性

能
が

、
承

諾
図

書
の

と
お

り
確

保
さ

れ
、

品
質

の
確

認
が

で
き

る
。

3
◇

□
設

計
図

書
の

仕
様

を
踏

ま
え

た
詳

細
設

計
を

行
い

、
承

諾
図

書
と

し
て

提
出

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
　

　
Ⅱ

 品
質

4
◇

□
機

器
の

機
能

及
び

性
能

に
係

わ
る

成
績

書
が

整
理

さ
れ

、
品

質
の

確
認

が
で

き
る

。
5

◇
□

溶
接

管
理

基
準

の
品

質
管

理
項

目
に

つ
い

て
、

品
質

管
理

書
類

を
整

理
し

品
質

の
確

認
が

で
き

る
。

6
◇

□
塗

装
管

理
基

準
の

品
質

管
理

項
目

に
つ

い
て

、
品

質
管

理
書

類
を

整
理

し
品

質
の

確
認

が
で

き
る

。
7

◇
□

操
作

制
御

設
備

に
つ

い
て

、
操

作
ス

イ
ッ

チ
や

表
示

灯
が

承
諾

図
書

の
と

お
り

配
置

さ
れ

、
正

常
に

作
動

す
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
8

◇
□

操
作

制
御

設
備

の
安

全
装

置
及

び
保

護
装

置
の

機
能

・
性

能
確

認
試

験
に

つ
い

て
、

試
験

書
類

を
整

理
し

品
質

の
確

認
が

で
き

る
。

9
◇

□
小

配
管

、
電

気
配

線
、

配
管

が
承

諾
図

書
の

と
お

り
敷

設
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
0

◇
□

設
備

の
取

扱
説

明
書

を
適

切
に

作
成

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
1

◇
□

完
成

図
書

（
取

扱
説

明
書

）
に

部
品

等
の

点
検

及
び

交
換

方
法

に
つ

い
て

、
ま

と
め

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
2

◇
□

機
器

の
配

置
に

つ
い

て
、

点
検

し
や

す
い

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
3

◇
□

設
備

の
構

造
や

機
器

の
配

置
に

つ
い

て
、

交
換

頻
度

の
高

い
部

品
等

の
交

換
作

業
が

容
易

に
で

き
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
4

◇
□

二
次

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
配

合
試

験
及

び
試

験
練

り
を

実
施

し
、

試
験

成
績

表
に

ま
と

め
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
5

◇
□

バ
ル

ブ
類

の
平

時
の

状
態

を
示

す
ラ

ベ
ル

な
ど

が
見

や
す

い
状

態
で

表
示

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
6

◇
□

計
器

類
に

運
転

時
の

適
用

範
囲

を
見

や
す

く
表

示
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
7

◇
□

回
転

部
や

高
温

部
等

の
危

険
箇

所
に

表
示

又
は

防
護

を
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
8

◇
□

構
造

物
の

劣
化

状
況

を
よ

く
把

握
し

て
、

適
切

な
対

策
を

施
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
9

◇
□

現
地

状
況

を
勘

案
し

、
施

工
方

法
等

に
つ

い
て

の
提

案
を

行
う

な
ど

積
極

的
に

取
り

組
ん

で
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

2
0

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

1
9

［
評

価
対

象
項

目
］

○
1

◇
□

製
作

着
手

前
に

、
品

質
や

性
能

の
確

保
に

係
る

技
術

検
討

が
実

施
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
6

□
1
7

□
2

◇
□

材
料

・
部

品
の

品
質

照
合

の
結

果
が

品
質

保
証

書
等

（
現

物
照

合
を

含
む

）
で

確
認

で
き

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

3
◇

□
機

器
の

品
質

、
機

能
及

び
性

能
が

設
計

図
書

を
満

足
し

て
、

成
績

書
に

ま
と

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
4

◇
□

操
作

ス
イ

ッ
チ

や
表

示
灯

が
承

諾
図

書
の

と
お

り
配

置
さ

れ
、

正
常

に
作

動
す

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

5
◇

□
ケ

ー
ブ

ル
及

び
配

管
の

接
続

な
ど

の
作

業
が

、
施

工
計

画
書

に
記

載
さ

れ
た

手
順

に
沿

っ
て

行
わ

れ
、

不
具

合
が

無
い

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
6

◇
□

設
備

の
機

能
及

び
性

能
が

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

7
◇

□
操

作
制

御
関

係
の

機
能

及
び

性
能

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

と
と

も
に

、
必

要
な

安
全

装
置

及
び

保
護

装
置

の
作

動
が

確
認

で
き

る
。

8
◇

□
設

備
の

総
合

性
能

が
、

設
計

図
書

の
仕

様
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
9

◇
□

現
場

条
件

に
よ

っ
て

機
器

(製
品

)の
機

能
及

び
性

能
が

確
認

で
き

な
い

場
合

に
お

い
て

、
工

場
試

験
な

ど
で

確
認

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
0

◇
□

設
備

全
体

に
つ

い
て

の
取

扱
説

明
書

を
適

切
に

作
成

（
修

繕
（
改

造
・
更

新
含

む
）
の

場
合

は
、

修
正

又
は

更
新

）
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
1

◇
□

完
成

図
書

で
定

期
的

な
点

検
や

交
換

を
要

す
る

部
品

及
び

箇
所

を
明

示
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
2

◇
□

設
備

の
構

造
に

つ
い

て
、

点
検

や
消

耗
品

の
取

替
え

作
業

が
容

易
に

で
き

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
3

◇
□

障
害

、
災

害
発

生
を

想
定

し
た

代
替

機
能

、
迂

回
な

ど
の

フ
ェ

ー
ル

セ
ー

フ
機

能
を

現
地

試
験

等
で

確
認

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
4

◇
□

設
備

の
耐

震
設

計
に

つ
い

て
、

受
注

者
自

ら
が

確
認

、
精

査
し

た
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
5

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

2
0

［
評

価
対

象
項

目
］

○
1

◇
□

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
て

い
る

品
質

管
理

を
実

施
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
6

□
1
7

□
2

◇
□

材
料

及
び

構
成

部
品

の
品

質
及

び
形

状
に

つ
い

て
、

設
計

図
書

等
と

適
合

が
確

認
で

き
る

証
明

書
等

を
整

備
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

3
◇

□
材

料
の

品
質

照
合

の
結

果
が

、
品

質
保

証
書

等
（
現

物
照

合
を

含
む

）
で

確
認

で
き

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

4
◇

□
設

備
、

機
器

の
品

質
、

機
能

及
び

性
能

が
、

成
績

等
で

確
認

で
き

、
設

計
図

書
の

仕
様

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

5
◇

□
ケ

ー
ブ

ル
及

び
配

管
の

接
続

な
ど

の
作

業
が

、
施

工
計

画
書

に
記

載
さ

れ
た

手
順

に
沿

っ
て

行
わ

れ
、

不
具

合
が

無
い

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
6

◇
□

設
備

全
体

と
し

て
の

運
転

性
能

が
所

定
の

能
力

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

7
◇

□
完

成
図

書
に

お
い

て
、

設
備

の
機

能
並

び
に

性
能

及
び

操
作

方
法

が
容

易
に

判
別

で
き

る
資

料
を

整
備

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
8

◇
□

完
成

図
書

に
お

い
て

、
単

体
品

の
製

造
年

月
日

及
び

製
造

者
が

判
別

で
き

る
資

料
を

整
備

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
9

◇
□

設
備

全
体

及
び

各
機

器
に

お
い

て
、

設
計

図
書

に
規

定
し

た
品

質
及

び
性

能
を

工
場

試
験

記
録

に
よ

り
確

認
で

き
る

。
1
0

◇
□

設
備

全
体

に
つ

い
て

の
取

扱
説

明
書

を
適

切
に

作
成

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
1

◇
□

完
成

図
書

で
定

期
的

な
点

検
や

交
換

を
要

す
る

部
品

及
び

箇
所

を
明

示
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
2

◇
□

設
備

の
構

造
に

つ
い

て
、

点
検

や
消

耗
品

の
取

替
え

作
業

が
容

易
に

で
き

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
3

◇
□

障
害

、
災

害
発

生
を

想
定

し
た

代
替

機
能

、
迂

回
な

ど
の

フ
ェ

ー
ル

セ
ー

フ
機

能
を

現
地

試
験

等
で

確
認

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
4

◇
□

設
備

の
耐

震
設

計
に

つ
い

て
、

受
注

者
自

ら
が

確
認

、
精

査
し

た
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
5

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

通
信

設
備

工
事

・
受

変
電

設
備

工
事

（
土

木
）

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

機
械

設
備

工
事

（
土

木
）

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

工
種

A
D

E

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

電
気

設
備

工
事

・
照

明
設

備
工

事
（
土

木
）

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。



別
紙

―
３

⑭
  

  
  

  

検
　

査
　

員
［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

Ａ
’

B
Ｂ

’
Ｃ

３
 出

来
形

2
1

［
評

価
対

象
項

目
］

　
　

及
び

○
【
共

　
通

】
1
7

□
1
8

□
　

　
出

来
ば

え
1

◇
□

仕
様

書
等

で
定

め
ら

れ
て

い
る

品
質

管
理

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。
2

◇
□

使
用

材
料

の
品

質
規

格
証

明
書

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。
　

　
Ⅱ

 品
質

3
◇

□
管

や
マ

ン
ホ

ー
ル

等
に

ク
ラ

ッ
ク

や
変

形
が

な
い

。
4

◇
□

管
や

マ
ン

ホ
ー

ル
か

ら
の

漏
水

が
な

い
。

5
◇

□
管

継
ぎ

手
部

、
マ

ン
ホ

ー
ル

連
結

部
の

仕
上

げ
が

良
好

で
あ

る
。

6
◇

□
マ

ン
ホ

ー
ル

の
イ

ン
バ

ー
ト

形
状

、
勾

配
が

適
当

で
、

表
面

仕
上

げ
が

適
切

で
あ

る
。

7
◇

□
マ

ン
ホ

ー
ル

の
足

掛
け

金
物

、
鉄

蓋
等

の
付

属
品

が
適

切
に

設
置

さ
れ

て
い

る
。

8
◇

□
縁

石
、

標
識

等
の

道
路

付
属

物
の

復
旧

が
適

切
に

行
わ

れ
て

い
る

。
9

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

【
開

削
工

事
関

係
】

1
0

◇
□

土
留

め
工

の
施

工
が

適
切

で
、

周
辺

地
盤

へ
の

影
響

が
見

ら
れ

な
い

。
1
1

◇
□

埋
め

戻
し

が
適

切
に

行
わ

れ
、

工
事

終
了

後
の

路
面

沈
下

が
み

ら
れ

な
い

。
1
2

◇
□

舗
装

復
旧

が
適

切
に

行
わ

れ
、

路
面

の
不

陸
が

見
ら

れ
な

い
。

【
推

進
工

事
関

係
】

1
3

◇
□

管
推

進
に

伴
う

周
辺

地
盤

へ
の

影
響

が
見

ら
れ

な
い

。
1
4

◇
□

立
坑

の
復

旧
が

適
切

に
行

わ
れ

、
路

面
の

沈
下

、
不

陸
が

見
ら

れ
な

い
。

1
5

◇
□

薬
液

注
入

に
伴

う
管

理
が

適
切

で
、

観
測

井
も

適
切

に
復

旧
さ

れ
て

い
る

。
1
6

◇
□

有
害

な
ク

ラ
ッ

ク
が

な
い

。
0

0
0

0
0

2
2

建
築

工
事

［
評

価
対

象
項

目
］

○
1

◇
□

材
料

・
製

品
の

品
質

が
、

製
作

図
等

に
よ

り
確

認
で

き
、

設
計

図
書

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
8

□
1
9

□
2

◇
□

施
工

の
各

段
階

に
お

け
る

完
了

時
の

試
験

及
び

記
録

の
方

法
が

、
適

切
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
3

◇
□

材
料

の
品

質
確

認
記

録
の

内
容

が
、

適
切

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

4
◇

□
品

質
の

確
認

結
果

が
、

分
か

り
や

す
く
整

理
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
5

◇
□

施
工

の
品

質
が

適
切

で
あ

り
、

設
計

図
書

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

6
◇

□
建

具
、

ユ
ニ

ッ
ト

等
の

性
能

及
び

機
能

に
関

す
る

確
認

方
法

が
適

切
で

あ
り

、
記

録
の

内
容

が
設

計
図

書
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
7

◇
□

躯
体

工
事

に
お

け
る

施
工

の
品

質
が

、
施

工
記

録
等

に
よ

り
確

認
で

き
、

良
好

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

8
◇

□
内

外
仕

上
げ

工
事

に
お

け
る

施
工

の
品

質
が

、
施

工
記

録
等

に
よ

り
確

認
で

き
、

良
好

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

9
◇

□
そ

の
他

の
工

事
（
躯

体
・
内

外
仕

上
げ

を
除

く
）
に

お
け

る
施

工
の

品
質

が
、

施
工

記
録

等
に

よ
り

確
認

で
き

、
良

好
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
0

◇
□

不
可

視
部

分
と

な
る

品
質

が
、

工
事

写
真

、
施

工
記

録
に

よ
り

確
認

で
き

る
。

1
1

◇
□

中
間

検
査

や
既

済
検

査
で

の
工

夫
や

良
好

な
施

工
の

品
質

が
、

継
続

し
て

確
認

で
き

る
。

1
2

◇
□

（
解

体
工

事
）
発

生
材

処
理

の
管

理
方

法
が

明
確

で
品

質
確

保
に

創
意

工
夫

が
あ

る
。

1
3

◇
□

（
解

体
工

事
）
施

工
計

画
書

に
定

め
ら

れ
た

発
生

材
処

理
計

画
に

よ
り

管
理

さ
れ

て
い

る
。

1
4

◇
□

（
解

体
工

事
）
発

生
材

処
理

証
明

（
マ

ニ
ュ

フ
ェ

ス
ト

）
が

適
切

で
あ

る
。

1
5

◇
□

（
解

体
工

事
）
請

負
者

の
発

生
材

処
理

計
画

に
よ

る
独

自
の

発
生

材
処

理
管

理
記

録
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

1
6

◇
□

（
解

体
工

事
）
適

切
な

と
り

こ
わ

し
手

順
の

施
工

が
確

認
で

き
る

。
1
7

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

2
3

［
評

価
対

象
項

目
］

○
1

◇
□

機
材

の
品

質
が

、
承

諾
図

等
に

よ
り

確
認

で
き

、
設

計
図

書
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
3

□
1
4

□
2

◇
□

施
工

の
各

段
階

に
お

け
る

完
了

時
の

試
験

及
び

記
録

の
方

法
が

、
適

切
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
3

◇
□

機
材

の
品

質
確

認
記

録
の

内
容

が
、

適
切

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

4
◇

□
品

質
の

確
認

結
果

が
、

分
り

や
す

く
整

理
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
5

◇
□

施
工

の
品

質
が

、
適

切
で

あ
り

、
設

計
図

書
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
6

◇
□

施
工

の
品

質
が

、
試

験
や

検
査

等
の

結
果

の
記

録
に

よ
り

、
優

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
7

◇
□

シ
ス

テ
ム

の
性

能
及

び
機

能
に

関
す

る
試

運
転

の
確

認
方

法
が

適
切

で
あ

り
、

記
録

の
内

容
が

設
計

図
書

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

8
◇

□
シ

ス
テ

ム
の

性
能

及
び

機
能

に
関

す
る

試
運

転
の

確
認

方
法

に
工

夫
が

あ
る

。
9

◇
□

不
可

視
部

分
と

な
る

品
質

が
、

工
事

写
真

、
施

工
記

録
に

よ
り

確
認

で
き

る
。

1
0

◇
□

中
間

検
査

や
既

済
検

査
で

の
工

夫
や

良
好

な
施

工
の

品
質

が
、

継
続

し
て

確
認

で
き

る
。

1
1

◇
□

運
転

・
点

検
上

の
表

示
及

び
危

険
箇

所
な

ど
の

表
示

等
が

明
確

で
解

り
や

す
い

。
1
2

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

工
種

A
D

E

電
気

設
備

工
事

（
建

築
）

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

下
水

・
管

工
事

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。



別
紙

―
３

⑮
  

  
  

  

検
　

査
　

員
［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

Ａ
’

B
Ｂ

’
Ｃ

３
 出

来
形

2
4

［
評

価
対

象
項

目
］

　
　

及
び

○
1

◇
□

機
材

の
品

質
が

、
承

諾
図

等
に

よ
り

確
認

で
き

、
設

計
図

書
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
3

□
1
4

□
　

　
出

来
ば

え
2

◇
□

施
工

の
各

段
階

に
お

け
る

完
了

時
の

試
験

及
び

記
録

の
方

法
が

、
適

切
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
3

◇
□

機
材

の
品

質
確

認
記

録
の

内
容

が
、

適
切

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

　
　

Ⅱ
 品

質
4

◇
□

品
質

の
確

認
結

果
が

、
分

り
や

す
く
整

理
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
5

◇
□

施
工

の
品

質
が

適
切

で
あ

り
、

設
計

図
書

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

6
◇

□
施

工
の

品
質

が
、

試
験

や
検

査
等

の
結

果
の

記
録

に
よ

り
、

優
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

7
◇

□
シ

ス
テ

ム
の

性
能

及
び

機
能

に
関

す
る

試
運

転
の

確
認

方
法

が
適

切
で

あ
り

、
記

録
の

内
容

が
設

計
図

書
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
8

◇
□

シ
ス

テ
ム

の
性

能
及

び
機

能
に

関
す

る
試

運
転

の
確

認
方

法
に

工
夫

が
あ

る
。

9
◇

□
不

可
視

部
分

と
な

る
品

質
が

、
工

事
写

真
、

施
工

記
録

に
よ

り
確

認
で

き
る

。
1
0

◇
□

中
間

検
査

や
既

済
検

査
で

の
工

夫
や

良
好

な
施

工
の

品
質

が
、

継
続

し
て

確
認

で
き

る
。

1
1

◇
□

運
転

・
点

検
上

の
表

示
及

び
危

険
箇

所
な

ど
の

表
示

等
が

明
確

で
解

り
や

す
い

。
1
2

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

2
5

［
評

価
対

象
項

目
］

○
【
共

通
】

2
5

□
2
6

□
1

◇
□

仕
様

書
等

で
定

め
ら

れ
て

い
る

品
質

管
理

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。
2

◇
□

材
料

の
品

質
規

定
証

明
書

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。
3

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
【
整

地
工

】
4

◇
□

地
区

内
の

地
表

水
及

び
地

下
水

を
排

除
し

ド
ラ

イ
の

状
態

で
施

工
を

し
て

い
る

。
5

◇
□

濁
り

等
の

防
止

に
十

分
留

意
し

て
施

工
し

て
い

る
。

6
◇

□
基

盤
切

盛
が

適
正

に
施

工
さ

れ
、

基
盤

の
均

平
度

が
良

好
で

あ
る

。
7

◇
□

表
土

が
十

分
確

保
さ

れ
、

か
つ

均
平

度
が

良
好

で
あ

る
。

8
◇

□
石

礫
や

雑
物

が
適

正
に

処
理

さ
れ

て
い

る
。

9
◇

□
表

土
剥

ぎ
取

り
、

基
盤

切
盛

、
畦

畔
築

立
、

基
盤

整
地

、
表

土
整

地
は

、
仕

様
書

及
び

設
計

図
書

に
よ

り
施

工
さ

れ
て

い
る

。
1
0

◇
□

法
面

に
有

害
な

崩
壊

や
損

傷
部

が
な

い
。

1
1

◇
□

進
入

路
は

耕
作

に
支

障
が

な
い

よ
う

に
施

工
さ

れ
て

い
る

。
1
2

◇
□

取
水

口
、

排
水

工
は

耕
作

に
支

障
が

な
い

よ
う

に
施

工
さ

れ
て

い
る

。
1
3

◇
□

法
面

・
畦

畔
等

の
締

固
め

が
適

切
に

施
工

さ
れ

て
い

る
。

【
道

路
工

】
1
4

◇
□

盛
土

の
締

固
め

が
適

切
に

施
工

さ
れ

て
い

る
。

1
5

◇
□

法
面

に
有

害
な

崩
壊

や
損

傷
部

が
な

い
。

1
6

◇
□

敷
砂

利
の

厚
さ

が
確

保
さ

れ
て

い
る

。
【
水

路
工

】
1
7

◇
□

用
・
排

水
路

の
施

工
基

面
が

平
滑

に
仕

上
げ

ら
れ

て
い

る
。

1
8

◇
□

用
・
排

水
路

の
法

面
の

と
お

り
が

よ
い

。
1
9

◇
□

暗
渠

排
水

工
は

仕
様

書
及

び
設

計
図

書
に

よ
り

施
工

さ
れ

て
い

る
。

2
0

◇
□

用
・
排

水
路

の
縦

断
勾

配
等

は
、

ほ
場

面
標

高
等

を
考

慮
し

て
施

工
さ

れ
て

い
る

。
2
1

◇
□

構
造

物
の

埋
め

戻
し

は
、

仕
様

書
等

で
示

す
条

件
に

よ
り

締
め

固
め

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。
2
2

◇
□

護
岸

等
の

根
入

れ
が

図
面

ど
お

り
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
2
3

◇
□

２
次

製
品

と
の

取
り

付
け

部
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
物

に
き

め
細

か
な

施
工

が
う

か
が

え
る

。
2
4

◇
□

２
次

製
品

の
吊

り
込

み
、

据
付

け
の

際
に

常
に

十
分

な
注

意
を

払
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

0
0

0
0

0
2
6

［
評

価
対

象
項

目
］

○
1

◇
□

仕
様

書
等

で
定

め
ら

れ
て

い
る

品
質

管
理

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。
1
0

□
1
1

□
2

◇
□

材
料

の
品

質
規

定
証

明
書

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。
3

◇
□

地
区

内
の

地
表

水
及

び
地

下
水

を
排

除
し

ド
ラ

イ
の

状
態

で
施

工
を

し
て

い
る

。
4

◇
□

防
災

施
設

が
施

工
計

画
の

と
お

り
施

工
し

て
い

る
。

5
◇

□
伐

開
物

処
理

は
、

関
係

法
令

に
よ

り
適

切
に

処
理

さ
れ

て
い

る
。

6
◇

□
抜

根
、

排
根

は
仕

様
書

及
び

設
計

図
書

に
よ

り
施

工
さ

れ
て

い
る

。
7

◇
□

基
盤

造
成

、
法

面
植

生
、

雑
物

及
び

石
礫

除
去

、
耕

起
は

、
仕

様
書

及
び

設
計

図
書

に
よ

り
施

工
さ

れ
て

い
る

。
8

◇
□

砕
土

は
、

適
切

な
耕

土
の

水
分

状
態

の
と

き
に

行
い

、
土

壌
改

良
材

と
の

効
果

的
な

混
合

が
図

ら
れ

て
い

る
。

9
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

農
地

造
成

工
・
テ

ラ
ス

・
土

壌
改

良
・

改
良

山
成

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

工
種

A
D

E

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

ほ
場

整
備

工
・
整

地
工

・
進

入
路

工
・
暗

渠
排

水
工

・
用

排
水

路
工

・
道

路
工

・
２

次
製

品
（
U

字
溝

・
B

F
・
L

型
・
ボ

ッ
ク

ス
カ

ル
バ

ー
ト

・
ブ

ロ
ッ

ク
類

）

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

機
械

設
備

工
事

（
建

築
）



別
紙

―
３

⑯
  

  
  

  

検
　

査
　

員
［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

Ａ
’

B
Ｂ

’
Ｃ

３
 出

来
形

2
7

管
水

路
［
評

価
対

象
項

目
］

　
　

及
び

○
1

◇
□

仕
様

書
等

で
定

め
ら

れ
て

い
る

品
質

管
理

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。
1
2

□
1
3

□
　

　
出

来
ば

え
2

◇
□

材
料

の
品

質
規

定
証

明
書

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。
3

◇
□

中
心

線
の

通
り

が
よ

い
。

　
　

Ⅱ
 品

質
4

◇
□

仕
様

書
等

で
示

す
条

件
に

よ
り

締
め

固
め

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。
5

◇
□

管
の

両
側

面
が

均
等

に
埋

め
戻

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

6
◇

□
基

礎
面

等
に

不
陸

が
生

じ
て

い
な

い
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

7
◇

□
管

の
吊

り
込

み
、

据
付

け
の

際
に

常
に

十
分

な
注

意
を

払
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

8
◇

□
仕

切
り

弁
等

の
据

付
け

に
十

分
な

注
意

を
払

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
9

◇
□

給
水

栓
の

設
置

に
き

め
細

か
な

施
工

が
う

か
が

え
る

。
1
0

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
に

き
め

細
か

な
施

工
が

う
か

が
え

る
。

1
1

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

2
8

［
評

価
対

象
項

目
］

○
1

◇
□

仕
様

書
等

で
定

め
ら

れ
て

い
る

品
質

管
理

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。
1
0

□
1
1

□
2

◇
□

材
料

の
品

質
規

定
証

明
書

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。
3

◇
□

基
礎

処
理

施
工

要
領

及
び

盛
り

立
て

要
領

書
等

に
示

さ
れ

た
規

定
に

従
い

適
切

に
実

施
さ

れ
て

い
る

。
4

◇
□

施
工

基
面

及
び

法
面

が
平

滑
に

仕
上

げ
ら

れ
て

い
る

。
5

◇
□

雨
水

に
よ

る
崩

壊
が

起
こ

ら
な

い
よ

う
に

排
水

対
策

を
実

施
し

て
い

る
。

6
◇

□
気

象
条

件
を

考
慮

し
た

施
工

が
確

認
で

き
る

。
7

◇
□

鉄
筋

の
組

立
、

継
ぎ

手
部

、
か

ぶ
り

は
工

事
図

面
に

示
さ

れ
た

と
お

り
に

施
工

し
て

い
る

。
8

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
供

試
体

が
該

当
現

場
の

も
の

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

9
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

2
9

［
評

価
対

象
項

目
］

○
【
共

　
通

】
2
0

□
2
1

□
1

◇
□

仕
様

書
等

で
定

め
ら

れ
て

い
る

品
質

管
理

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。
2

◇
□

材
料

の
品

質
規

定
証

明
書

等
が

整
備

さ
れ

、
仕

様
書

等
で

規
定

す
る

規
格

、
品

質
を

満
足

し
て

い
る

。
3

◇
□

基
礎

地
盤

の
整

形
、

清
掃

、
湧

水
処

理
等

が
適

切
に

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

4
◇

□
施

工
基

面
が

平
滑

に
仕

上
げ

ら
れ

、
構

造
物

の
基

礎
材

料
の

材
質

及
び

締
め

固
め

等
が

適
切

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

5
◇

□
二

次
製

品
の

保
管

、
吊

り
込

み
、

据
え

付
け

等
に

十
分

注
意

を
払

っ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
6

◇
□

製
品

周
辺

の
盛

土
、

埋
戻

土
の

施
工

に
あ

た
り

、
巻

出
し

、
転

圧
が

適
切

に
施

工
さ

れ
て

い
る

。
7

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
【
擁

壁
類

（
補

強
土

擁
壁

は
除

く
）
】

8
◇

□
胴

込
コ

ン
ク

リ
ー

ト
、

裏
込

材
の

充
填

が
十

分
で

空
隙

が
生

じ
て

な
い

。
9

◇
□

基
礎

コ
ン

ク
リ

ー
ト

及
び

天
端

等
の

調
整

コ
ン

ク
リ

ー
ト

に
ク

ラ
ッ

ク
等

の
欠

陥
が

な
い

。
1
0

◇
□

端
部

に
お

け
る

地
山

及
び

既
設

構
造

物
と

の
す

り
つ

け
が

適
切

で
あ

る
。

1
1

◇
□

丁
張

り
等

を
設

け
る

な
ど

、
法

勾
配

、
裏

込
め

材
の

厚
さ

の
確

保
の

た
め

細
心

の
注

意
を

は
ら

っ
て

い
る

。
1
2

◇
□

擁
壁

背
面

盛
土

内
の

排
水

対
策

が
適

切
に

施
工

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
3

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
【
用

排
水

施
設

】
1
4

◇
□

位
置

、
方

向
、

高
さ

、
勾

配
等

に
つ

い
て

前
後

の
施

設
又

は
地

形
に

な
じ

み
よ

く
施

工
さ

れ
て

い
る

。
1
5

◇
□

呑
口

、
吐

口
、

集
水

桝
等

の
取

り
付

け
コ

ン
ク

リ
ー

ト
に

ク
ラ

ッ
ク

等
の

欠
陥

が
な

い
。

1
6

◇
□

施
設

の
流

末
は

浸
食

、
滞

留
等

が
生

じ
な

い
よ

う
処

理
さ

れ
て

い
る

。
1
7

◇
□

基
礎

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
亀

裂
や

ク
ラ

ッ
ク

が
な

く
、

不
等

沈
下

の
発

生
が

な
い

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
8

◇
□

製
品

の
継

目
部

に
隙

間
、

ズ
レ

が
な

く
、

目
地

部
の

処
理

が
適

切
に

施
工

さ
れ

、
漏

水
が

な
い

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
9

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

工
種

A
D

E

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

コ
ン

ク
リ

ー
ト

２
次

製
品

（
Ｕ

字
溝

類
・

Ｌ
字

類
・
ボ

ッ
ク

ス
カ

ル
バ

ー
ト

類
・

ブ
ロ

ッ
ク

積
・

L
型

擁
壁

工
・
縁

石
工

・
地

先
境

界
ブ

ロ
ッ

ク
・

ブ
ロ

ッ
ク

舗
装

工
）

フ
ィ

ル
ダ

ム
・

た
め

池
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

員
が

文
書

で
指

示
を

行
い

改
善

さ
れ

た
。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。



別
紙

―
３

⑰
  

  
  

  

検
　

査
　

員
［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

Ａ
’

B
Ｂ

’
Ｃ

３
 出

来
形

3
0

［
評

価
対

象
項

目
］

　
　

及
び

○
1

◇
□

仕
様

書
等

で
定

め
ら

れ
て

い
る

品
質

管
理

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。
1
3

□
1
4

□
　

　
出

来
ば

え
2

◇
□

材
料

の
品

質
規

定
証

明
書

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。
3

◇
□

抑
止

抗
に

損
傷

及
び

補
修

痕
が

な
い

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
　

　
Ⅱ

 品
質

4
◇

□
抑

止
抗

に
打

ち
止

め
管

理
方

法
ま

た
は

、
場

所
打

ち
抗

の
施

工
方

法
が

整
備

さ
れ

、
か

つ
記

録
が

確
認

で
き

る
。

5
◇

□
抑

止
抗

の
偏

心
管

理
が

確
認

で
き

る
。

6
◇

□
偏

心
量

が
全

て
管

理
基

準
以

内
で

施
工

さ
れ

て
い

る
。

7
◇

□
溶

接
の

品
質

管
理

に
関

し
て

仕
様

書
等

に
定

め
ら

れ
た

事
項

が
確

認
で

き
る

。
8

◇
□

杭
の

継
手

溶
接

あ
る

い
は

接
続

が
、

丁
寧

に
施

工
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
9

◇
□

グ
ラ

ウ
ト

の
泥

水
処

理
が

、
的

確
に

施
工

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
0

◇
□

グ
ラ

ウ
ト

及
び

中
詰

め
コ

ン
ク

リ
ー

ト
が

、
丁

寧
に

施
工

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
1

◇
□

杭
上

の
埋

め
戻

し
が

、
丁

寧
に

施
工

さ
れ

て
い

る
。

1
2

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

3
1

［
評

価
対

象
項

目
］

○
1

◇
□

材
料

の
品

質
及

び
形

状
が

設
計

図
書

等
と

の
適

切
性

確
認

が
で

き
、

証
明

書
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

1
6

□
1
7

□
2

◇
□

部
品

の
品

質
及

び
形

状
が

設
計

図
書

等
と

の
適

切
性

確
認

が
で

き
、

証
明

書
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

3
◇

□
機

械
単

体
品

の
品

質
及

び
形

状
が

設
計

図
書

等
と

の
適

切
性

確
認

が
で

き
、

証
明

書
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

4
◇

□
設

備
の

機
能

が
設

計
図

書
等

と
の

適
切

性
確

認
が

で
き

、
証

明
書

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。
5

◇
□

据
付

基
準

線
及

び
基

準
高

は
図

面
通

り
施

工
さ

れ
て

い
る

。
6

◇
□

配
電

盤
類

の
関

係
書

基
準

に
基

づ
き

、
各

種
試

験
が

行
わ

れ
て

い
る

。
7

◇
□

配
電

盤
類

の
動

作
試

験
は

正
常

に
動

作
し

た
。

8
◇

□
電

線
類

の
接

続
部

が
適

切
に

処
理

さ
れ

て
い

る
。

9
◇

□
基

礎
ボ

ル
ト

の
締

め
付

け
が

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
。

1
0

◇
□

シ
ー

ケ
ン

ス
に

従
い

、
正

常
に

動
作

し
た

。
1
1

◇
□

ビ
ッ

ト
内

の
電

線
類

は
、

行
き

先
札

が
取

り
付

け
ら

れ
整

然
と

配
置

さ
れ

て
い

る
。

1
2

◇
□

地
中

電
線

路
等

は
適

切
な

深
さ

及
び

間
隔

で
配

置
さ

れ
て

い
る

。
1
3

◇
□

設
置

工
事

は
適

切
な

深
さ

と
関

係
書

基
準

に
基

づ
き

配
置

さ
れ

て
い

る
。

1
4

◇
□

溶
接

施
工

上
の

注
意

事
項

（
共

通
仕

様
書

）
が

守
ら

れ
て

い
る

。
1
5

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

3
2

水
管

橋
［
評

価
対

象
項

目
］

○
1

◇
□

材
料

の
品

質
及

び
形

状
が

設
計

図
書

等
と

の
適

切
性

確
認

が
で

き
、

証
明

書
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

7
□

8
□

2
◇

□
部

品
の

品
質

及
び

形
状

が
設

計
図

書
等

と
の

適
切

性
確

認
が

で
き

、
証

明
書

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。
3

◇
□

据
付

基
準

線
及

び
基

準
高

は
図

面
通

り
施

工
さ

れ
て

い
る

。
4

◇
□

基
礎

ボ
ル

ト
の

締
め

付
け

が
適

切
に

行
わ

れ
て

い
る

。
5

◇
□

溶
接

施
工

上
の

注
意

事
項

（
共

通
仕

様
書

）
が

守
ら

れ
て

い
る

。
6

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

地
す

べ
り

防
止

・
抑

止
杭

工

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

工
種

A
D

E

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

施
設

機
械

設
備

（
用

排
水

ポ
ン

プ
）

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。



別
紙

―
３

⑱
  

  
  

  

検
　

査
　

員
［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

Ａ
’

B
Ｂ

’
Ｃ

３
 出

来
形

3
3

魚
礁

工
［
評

価
対

象
項

目
］

　
　

及
び

○
【
コ

ン
ク

リ
ー

ト
製

】
2
5

□
2
6

□
　

　
出

来
ば

え
1

◇
□

配
合

試
験

や
品

質
証

明
書

等
に

よ
り

、
適

切
な

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
規

格
（
強

度
・
ｗ

／
ｃ
、

最
大

骨
材

粒
径

、
塩

基
総

量
、

ア
ル

カ
リ

骨
材

反
応

抑
制

等
）
が

確
認

で
き

る
。

2
◇

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
時

の
必

要
な

供
試

体
を

採
取

し
、

強
度

、
ス

ラ
ン

プ
、

空
気

量
等

が
確

認
で

き
る

。
　

　
Ⅱ

 品
質

3
◇

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

打
設

が
気

象
条

件
に

適
し

た
運

搬
時

間
、

締
固

め
時

の
バ

イ
ブ

レ
ー

タ
ー

の
機

種
、

養
生

方
法

等
適

切
に

行
っ

て
い

る
。

4
◇

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

供
試

体
が

当
該

現
場

の
供

試
体

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

5
◇

□
型

枠
の

取
り

外
し

時
の

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
強

度
が

適
正

に
管

理
さ

れ
て

い
る

。
6

◇
□

鉄
筋

の
規

格
が

ミ
ル

シ
ー

ト
で

確
認

で
き

る
。

7
◇

□
鉄

筋
の

引
っ

張
り

強
度

・
曲

げ
強

度
が

試
験

値
で

確
認

で
き

る
。

8
◇

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
打

設
ま

で
の

鉄
筋

の
保

管
管

理
が

適
正

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

9
◇

□
鉄

筋
の

組
立

・
加

工
が

適
正

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

1
0

◇
□

ス
ペ

ー
サ

ー
の

材
質

が
適

正
で

、
品

質
が

確
認

で
き

る
。

1
1

◇
□

ス
ペ

ー
サ

ー
を

適
切

に
配

置
し

、
鉄

筋
の

か
ぶ

り
を

確
保

し
て

い
る

。
1
2

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
【
鋼

製
】

1
3

◇
□

材
料

等
の

品
質

及
び

形
状

が
設

計
図

書
等

と
の

適
切

性
確

認
が

で
き

、
証

明
書

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。
1
4

◇
□

材
料

の
工

作
及

び
部

材
組

立
が

適
正

に
な

さ
れ

て
い

る
。

1
5

◇
□

溶
接

材
料

の
選

定
及

び
管

理
が

適
正

に
な

さ
れ

て
い

る
。

1
6

◇
□

開
先

の
確

認
及

び
母

材
の

清
掃

が
確

認
で

き
る

。
1
7

◇
□

溶
接

作
業

に
あ

た
り

作
業

員
の

技
量

確
認

を
行

っ
て

い
る

。
1
8

◇
□

溶
接

施
工

が
作

業
条

件
に

応
じ

て
適

正
に

な
さ

れ
て

い
る

。
1
9

◇
□

溶
接

外
観

検
査

で
基

準
を

満
足

し
て

い
る

。
2
0

◇
□

ボ
ル

ト
の

締
め

付
け

が
適

切
に

行
わ

れ
て

い
る

。
2
1

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
【
Ｆ

Ｒ
Ｐ

製
】

2
2

◇
□

材
料

の
品

質
及

び
形

状
が

設
計

図
書

等
と

の
適

切
性

確
認

が
で

き
、

証
明

書
が

整
備

さ
れ

て
い

る
。

2
3

◇
□

材
料

等
に

お
い

て
、

共
通

仕
様

書
等

の
記

載
の

規
格

に
従

い
適

切
に

施
工

し
て

い
る

。
2
4

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

3
4

［
評

価
対

象
項

目
］

○
1

◇
□

仕
様

書
等

で
定

め
ら

れ
て

い
る

品
質

管
理

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。
1
1

□
1
2

□
2

◇
□

材
料

の
品

質
規

定
証

明
書

が
整

備
さ

れ
て

い
る

。
 

3
◇

□
各

工
種

の
施

工
に

適
し

た
法

面
整

形
、

階
段

切
付

が
行

わ
れ

て
お

り
、

障
害

と
な

る
根

株
、

転
石

等
が

除
去

さ
れ

て
い

る
。

4
◇

□
雨

水
等

に
よ

る
崩

落
を

防
止

す
る

た
め

排
水

対
策

が
実

施
さ

れ
て

い
る

。
5

◇
□

端
部

に
お

け
る

地
山

と
の

す
り

つ
け

に
き

め
細

か
い

注
意

が
う

か
が

え
る

。
6

◇
□

植
生

の
生

育
に

配
慮

し
た

丁
寧

な
施

工
が

な
さ

れ
て

い
る

。
7

◇
□

植
栽

木
に

損
傷

や
病

害
虫

が
な

く
、

植
栽

、
施

肥
の

施
工

に
あ

た
り

、
苗

木
の

生
育

に
配

慮
し

た
丁

寧
な

施
工

が
な

さ
れ

て
い

る
。

8
◇

□
背

面
土

の
流

失
防

止
に

配
慮

し
た

施
工

が
な

さ
れ

て
い

る
。

9
◇

□
各

工
種

の
特

徴
、

要
点

を
理

解
し

、
施

工
に

創
意

工
夫

が
見

ら
れ

る
。

1
0

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

工
種

A
D

E

山
腹

工
・
柵

工
・
筋

工
・

積
苗

工
・
伏

工
工

事

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。



別
紙

―
３

⑲
  

  
  

  

検
　

査
　

員
［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

Ａ
’

B
Ｂ

’
Ｃ

３
 出

来
形

3
5

［
評

価
対

象
項

目
］

　
　

及
び

○
【
共

通
項

目
】

1
8

□
1
9

□
　

　
出

来
ば

え
1

◇
□

プ
レ

キ
ャ

ス
ト

製
品

・
材

料
等

の
品

質
が

品
質

規
格

証
明

書
等

に
よ

り
的

確
に

確
認

で
き

る
。

2
◇

□
材

料
（
補

強
材

、
壁

面
材

等
）
を

仮
置

き
す

る
場

合
は

、
共

通
仕

様
書

に
従

い
適

切
に

処
理

し
て

い
る

。
　

　
Ⅱ

 品
質

3
◇

□
現

場
条

件
に

応
じ

た
排

水
対

策
が

施
工

時
を

含
め

適
切

に
講

じ
ら

れ
て

い
る

。
4

◇
□

補
強

材
や

壁
面

材
の

施
工

に
関

し
、

共
通

仕
様

書
や

各
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
基

づ
き

適
切

に
施

工
さ

れ
て

い
る

。
【
テ

ー
ル

ア
ル

メ
】

5
◇

□
盛

土
材

料
の

土
質

が
適

正
で

あ
る

。
6

◇
□

盛
土

の
締

固
め

を
適

切
な

条
件

（
人

力
機

械
別

、
巻

き
出

し
厚

・
敷

均
し

・
転

圧
作

業
等

）
で

施
工

さ
れ

て
い

る
。

7
◇

□
盛

土
の

締
固

め
管

理
（
密

度
等

）
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
8

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
【
Ｅ

Ｐ
Ｓ

】
9

◇
□

発
泡

ス
チ

ロ
ー

ル
を

傾
斜

面
上

に
設

置
す

る
場

合
、

地
山

と
一

体
と

な
る

よ
う

な
施

工
が

な
さ

れ
て

い
る

。
1
0

◇
□

排
水

対
策

に
十

分
留

意
し

な
が

ら
、

適
切

に
施

工
し

て
い

る
。

1
1

◇
□

発
泡

ス
チ

ロ
ー

ル
の

設
置

に
あ

た
り

、
段

差
な

ど
が

生
じ

な
い

よ
う

に
適

切
に

施
工

し
て

い
る

。
1
2

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
【
Ｆ

Ｃ
Ｂ

】
1
3

◇
□

気
泡

混
合

土
を

傾
斜

面
上

に
設

置
す

る
場

合
、

地
山

と
一

体
と

な
る

よ
う

な
施

工
が

な
さ

れ
て

い
る

。
1
4

◇
□

気
泡

混
合

土
を

、
気

泡
の

破
壊

や
材

料
分

離
が

生
じ

な
い

よ
う

に
、

施
工

厚
さ

と
施

工
方

法
に

留
意

し
な

が
ら

、
適

切
に

施
工

し
て

い
る

。
1
5

◇
□

気
泡

混
合

土
を

、
降

雨
や

地
下

水
に

留
意

し
て

適
切

に
施

工
し

て
い

る
。

1
6

◇
□

気
泡

混
合

土
の

打
ち

継
ぎ

に
際

し
、

著
し

い
レ

イ
タ

ン
ス

や
土

、
ご

み
な

ど
を

は
さ

ま
な

い
よ

う
に

適
切

に
施

工
し

て
い

る
。

1
7

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

0
0

0
0

0
3
6

［
評

価
対

象
項

目
］

○
【
自

然
石

積
（
張

）
・
巨

石
積

（
張

）
】

1
8

□
1
9

□
1

◇
□

石
材

を
現

地
採

取
す

る
場

合
、

指
定

場
所

か
ら

採
取

し
て

い
る

。
2

◇
□

石
の

粒
径

が
設

計
図

書
に

示
さ

れ
た

大
き

さ
で

あ
り

、
硬

度
も

十
分

な
も

の
を

使
用

し
て

い
る

。
3

◇
□

施
工

に
先

立
ち

、
石

の
洗

浄
を

行
い

付
着

物
を

除
去

し
て

い
る

。
4

◇
□

粒
径

の
大

き
な

石
を

根
石

部
に

配
置

し
た

り
、

現
場

状
況

に
応

じ
た

石
の

組
合

わ
せ

で
施

工
さ

れ
て

い
る

。
5

◇
□

裏
込

材
、

胴
込

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
充

て
ん

ま
た

は
締

固
め

が
充

分
で

空
隙

が
生

じ
て

な
く
、

裏
込

材
の

吸
い

出
し

の
お

そ
れ

が
な

い
。

6
◇

□
石

積
（
張

）
工

の
端

部
や

曲
線

部
の

処
理

、
強

度
、

水
密

性
が

適
切

で
あ

る
。

7
◇

□
目

地
材

の
配

置
が

適
切

で
、

設
置

箇
所

に
お

い
て

は
は

み
出

し
等

が
み

ら
れ

な
い

。
8

◇
□

水
抜

き
パ

イ
プ

は
所

定
の

規
格

の
も

の
で

施
工

さ
れ

、
配

置
、

吸
い

出
し

防
止

等
に

つ
い

て
も

適
切

な
施

工
と

な
っ

て
い

る
。

9
◇

□
遮

水
シ

ー
ト

が
所

定
の

幅
で

重
ね

合
わ

さ
れ

、
端

部
処

理
が

適
切

で
あ

る
。

1
0

◇
□

基
礎

コ
ン

ク
リ

ー
ト

、
天

端
コ

ン
ク

リ
ー

ト
、

小
口

止
工

等
の

施
工

、
養

生
が

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
。

1
1

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
【
鉄

線
籠

】
1
2

◇
□

詰
石

は
編

目
よ

り
や

や
大

き
め

な
石

を
使

用
し

、
扁

平
な

石
が

混
入

さ
れ

て
な

い
。

1
3

◇
□

籠
の

内
部

に
空

隙
が

な
い

よ
う

施
工

し
て

い
る

。
1
4

◇
□

結
束

線
は

内
面

に
向

け
て

折
り

込
ん

で
い

る
。

1
5

◇
□

鉄
線

籠
型

多
段

積
に

お
い

て
、

連
結

が
適

正
に

行
わ

れ
て

い
る

。
1
6

◇
□

吸
い

出
し

防
止

材
を

上
流

側
を

上
面

と
し

て
重

ね
合

わ
せ

、
適

正
に

敷
設

し
て

い
る

。
1
7

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

3
7

［
評

価
対

象
項

目
］

○
【
暗

渠
排

水
工

関
係

】
7

□
8

□
1

◇
□

暗
渠

排
水

の
施

工
に

あ
た

り
、

表
土

と
基

盤
土

の
混

合
を

防
止

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
2

◇
□

暗
渠

排
水

の
被

覆
材

の
厚

さ
を

確
保

し
、

か
つ

、
管

体
を

十
分

被
覆

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
3

◇
□

暗
渠

排
水

が
所

定
の

深
さ

及
び

勾
配

で
敷

設
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

4
◇

□
暗

渠
排

水
の

配
管

接
合

部
に

お
い

て
、

確
実

に
接

合
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
5

◇
□

暗
渠

排
水

に
お

い
て

、
掘

削
溝

低
部

が
凹

凸
、

蛇
行

の
な

い
よ

う
に

施
工

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

6
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

工
種

A
D

E

暗
渠

排
水

工
事

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

補
強

土
壁

工
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

員
が

文
書

で
指

示
を

行
い

改
善

さ
れ

た
。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

自
然

石
工

鉄
線

籠
工

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。
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検
　

査
　

員
［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

Ａ
’

B
Ｂ

’
Ｃ

３
 出

来
形

3
8

［
評

価
対

象
項

目
］

　
　

及
び

○
1

◇
□

濁
り

防
止

等
環

境
保

全
に

十
分

注
意

し
て

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
1
2

□
1
3

□
　

　
出

来
ば

え
2

◇
□

既
設

構
造

物
に

影
響

の
な

い
よ

う
十

分
検

討
し

て
施

工
さ

れ
て

い
る

。
3

◇
□

鋼
材

の
規

格
・
数

量
が

ミ
ル

シ
ー

ト
等

（
現

物
照

合
を

含
む

）
で

確
認

さ
れ

て
い

る
。

　
　

Ⅱ
 品

質
4

◇
□

鋼
材

の
保

管
に

あ
た

り
、

変
形

及
び

塗
覆

装
面

に
損

傷
を

与
え

な
い

よ
う

に
、

適
切

に
処

理
さ

れ
て

い
る

。
5

◇
□

矢
板

に
損

傷
及

び
補

修
痕

が
な

く
施

工
さ

れ
て

い
る

。
6

◇
□

矢
板

の
打

止
め

の
施

工
管

理
方

法
等

が
整

備
さ

れ
、

か
つ

記
録

が
確

認
で

き
る

。
7

◇
□

腹
起

し
材

を
全

長
に

わ
た

り
規

定
の

水
平

高
さ

に
取

り
付

け
、

ボ
ル

ト
で

十
分

締
め

付
け

矢
板

壁
に

密
着

さ
せ

て
い

る
。

8
◇

□
タ

イ
ロ

ッ
ド

は
、

隅
角

部
等

特
別

な
場

合
を

除
き

矢
板

法
線

に
対

し
て

直
角

に
設

置
さ

れ
て

い
る

。
9

◇
□

タ
イ

ワ
イ

ヤ
ー

は
、

隅
角

部
等

特
別

な
場

合
を

除
き

矢
板

法
線

に
対

し
て

直
角

に
設

置
さ

れ
て

い
る

。
1
0

◇
□

溶
接

及
び

切
断

の
品

質
管

理
に

関
し

て
仕

様
書

に
定

め
ら

れ
た

事
項

が
確

認
で

き
る

。
1
1

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

3
9

［
評

価
対

象
項

目
］

○
1

◇
□

型
枠

、
支

保
工

の
取

り
外

し
に

関
し

て
適

切
に

管
理

さ
れ

て
い

る
。

1
1

□
1
2

□
2

◇
□

気
象

海
象

条
件

に
適

し
た

運
搬

、
打

設
、

締
め

固
め

、
据

付
を

行
っ

て
い

る
。

3
◇

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
供

試
体

が
当

該
現

場
の

供
試

体
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
4

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
現

場
養

生
が

、
仕

様
書

の
規

定
に

従
い

適
切

に
実

施
さ

れ
て

い
る

。
5

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ブ
ロ

ッ
ク

の
転

置
、

仮
置

、
運

搬
、

据
付

に
際

し
、

強
度

確
認

を
行

っ
て

い
る

。
6

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ブ
ロ

ッ
ク

の
仮

置
は

、
転

倒
、

崩
壊

等
の

恐
れ

が
な

い
。

7
◇

□
捨

石
基

礎
の

均
し

面
が

平
坦

（
設

計
図

書
に

示
さ

れ
た

基
準

内
）
に

仕
上

げ
ら

れ
て

い
る

の
が

確
認

で
き

る
。

8
◇

□
ブ

ロ
ッ

ク
据

付
等

に
お

い
て

、
ブ

ロ
ッ

ク
及

び
既

設
構

造
物

等
の

破
損

が
な

く
、

所
定

の
精

度
で

施
工

さ
れ

て
い

る
。

9
◇

□
海

上
水

上
運

搬
・
据

付
作

業
を

行
う

場
合

、
台

船
等

の
積

載
能

力
に

応
じ

た
積

込
み

個
数

と
し

て
い

る
。

1
0

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

4
0

［
評

価
対

象
項

目
］

○
【
撤

去
、

解
体

、
除

去
工

関
係

】
7

□
8

□
1

◇
□

騒
音

対
策

、
振

動
対

策
、

飛
散

防
止

対
策

等
環

境
保

全
に

十
分

注
意

し
て

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
2

◇
□

適
切

な
撤

去
、

解
体

、
除

去
等

の
手

順
が

確
認

で
き

る
。

3
◇

□
既

設
構

造
物

に
影

響
の

な
い

よ
う

十
分

検
討

し
て

施
工

さ
れ

て
い

る
。

4
◇

□
施

工
計

画
に

定
め

ら
れ

た
発

生
材

処
理

計
画

に
よ

り
管

理
さ

れ
、

記
録

が
整

理
さ

れ
て

い
る

。
5

◇
□

解
体

物
の

転
倒

、
崩

落
、

飛
散

等
の

安
全

を
考

慮
し

て
施

工
さ

れ
て

い
る

。
6

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

0
0

4
1

［
評

価
対

象
項

目
］

○
【
共

　
通

】
1
2

□
1
3

□
1

◇
□

濁
り

防
止

等
環

境
保

全
に

十
分

注
意

し
て

施
工

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
2

◇
□

既
設

構
造

物
に

影
響

の
な

い
よ

う
十

分
検

討
し

て
施

工
さ

れ
て

い
る

。
3

◇
□

土
砂

処
分

に
お

け
る

運
搬

途
中

で
漏

出
が

な
い

よ
う

に
施

工
し

て
い

る
。

4
◇

□
浚

渫
工

又
は

床
堀

工
に

つ
い

て
仕

様
書

に
定

め
ら

れ
た

施
工

上
の

注
意

事
項

が
守

ら
れ

て
い

る
。

5
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
【
河

川
の

土
砂

掘
削

】
6

◇
□

出
水

期
間

中
の

工
事

に
あ

っ
て

は
治

水
上

の
安

全
を

確
保

の
う

え
施

工
し

て
い

る
。

7
◇

□
伐

採
除

根
作

業
が

設
計

図
書

に
定

め
ら

れ
た

条
件

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

8
◇

□
搬

出
土

砂
量

の
管

理
を

運
搬

台
数

等
に

よ
り

行
っ

て
い

る
。

9
◇

□
不

要
な

掘
削

、
伐

採
を

行
っ

て
河

川
環

境
に

影
響

を
与

え
て

い
な

い
。

1
0

◇
□

多
自

然
川

づ
く
り

に
配

慮
し

た
施

工
を

行
っ

て
い

る
。

1
1

◇
□

残
土

受
け

入
れ

先
が

他
の

公
共

事
業

の
場

合
に

、
掘

削
土

砂
の

土
質

試
験

を
行

い
掘

削
土

の
土

質
を

確
認

す
る

な
ど

、
適

切
に

土
砂

の
引

き
渡

し
を

行
っ

て
い

る
。

0
0

0
0

0

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

根
固

・
捨

石
ブ

ロ
ッ

ク
工

事
品

質
関

係
の

測
定

方
法

又
は

測
定

値
が

不
適

切
で

あ
っ

た
た

め
、

監
督

員
が

文
書

で
指

示
を

行
い

改
善

さ
れ

た
。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

撤
去

、
解

体
、

除
去

等
の

み
の

工
事

（
旧

橋
撤

去
、

流
木

除
去

等
）

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

河
川

の
土

砂
掘

削
工

事
・
浚

渫
工

事矢
板

工
事

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

工
種

A
D

E



別
紙

―
３

 
  

  
  

  

検
　

査
　

員
［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

Ａ
’

B
Ｂ

’
Ｃ

３
 出

来
形

4
2

［
評

価
対

象
項

目
］

　
　

及
び

○
1

□
使

用
す

る
材

料
の

品
質

・
形

状
等

が
適

切
で

あ
り

、
か

つ
現

場
に

お
い

て
材

料
確

認
を

適
宜

・
的

確
に

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

9
□

1
0

□
　

　
出

来
ば

え
2

□
構

造
物

の
劣

化
状

況
を

よ
く
把

握
し

て
、

適
切

な
対

策
を

施
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

3
□

監
督

員
の

指
示

事
項

に
対

し
て

、
現

地
状

況
を

勘
案

し
、

施
工

方
法

や
構

造
に

つ
い

て
の

提
案

を
行

う
な

ど
積

極
的

に
取

り
組

ん
で

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
　

　
Ⅱ

 品
質

4
□

緊
急

的
な

作
業

に
お

い
て

、
迅

速
か

つ
適

切
に

対
応

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。

5
□

6
□

7
□

8
□ ［
判

断
基

準
］

※
 該

当
項

目
が

６
項

目
以

上
・
・
・
・
・
・
Ａ

※
 該

当
項

目
が

５
項

目
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ａ

’
※

 該
当

項
目

が
４

項
目

・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｂ

※
 該

当
項

目
が

３
項

目
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｂ

’
※

 該
当

項
目

が
２

項
目

以
下

 ・
・
・
・
・
Ｃ

注
 記

載
の

４
項

目
を

必
須

の
評

価
対

象
項

目
と

し
、

こ
の

他
に

適
宜

項
目

を
追

加
し

て
評

価
す

る
も

の
と

す
る

。
　

　
た

だ
し

、
評

価
対

象
項

目
は

最
大

８
項

目
と

す
る

。
0

0
0

0
4
3

［
評

価
対

象
項

目
］

○
1

□
使

用
す

る
材

料
の

品
質

・
形

状
等

が
適

切
で

あ
り

、
か

つ
現

場
に

お
い

て
材

料
確

認
を

適
宜

・
的

確
に

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

9
□

1
0

□
2

□
構

造
物

の
劣

化
状

況
を

よ
く
把

握
し

て
、

適
切

な
対

策
を

施
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

3
□

監
督

員
の

指
示

事
項

に
対

し
て

、
現

地
状

況
を

勘
案

し
、

施
工

方
法

や
構

造
に

つ
い

て
の

提
案

を
行

う
な

ど
積

極
的

に
取

り
組

ん
で

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

。
4

□
施

工
後

の
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
に

対
す

る
提

言
や

修
繕

サ
イ

ク
ル

等
を

勘
案

し
た

提
案

等
を

行
っ

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
。

5
□

6
□

7
□

8
□ ［
判

断
基

準
］

※
 該

当
項

目
が

６
項

目
以

上
・
・
・
・
・
・
Ａ

※
 該

当
項

目
が

５
項

目
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ａ

’
※

 該
当

項
目

が
４

項
目

・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｂ

※
 該

当
項

目
が

３
項

目
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｂ

’
※

 該
当

項
目

が
２

項
目

以
下

 ・
・
・
・
・
Ｃ

注
 記

載
の

４
項

目
を

必
須

の
評

価
対

象
項

目
と

し
、

こ
の

他
に

適
宜

項
目

を
追

加
し

て
評

価
す

る
も

の
と

す
る

。
　

　
た

だ
し

、
評

価
対

象
項

目
は

最
大

８
項

目
と

す
る

。
0

0
0

0

理
由

：

理
由

：

理
由

：

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

理
由

：

理
由

：

理
由

：

修
繕

工
事

（
橋

脚
補

強
、

耐
震

補
強

、
落

橋
防

止
等

）

理
由

：

維
持

工
事

（
路

面
維

持
工

事
、

応
急

処
理

工
事

等
）

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

理
由

：

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

工
種

A
D

E



別
紙

―
３

 
  

  
  

  

検
　

査
　

員
［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

Ａ
’

B
Ｂ

’
Ｃ

３
 出

来
形

4
4

［
評

価
対

象
項

目
］

　
　

及
び

○
9

□
1
0

□
　

　
出

来
ば

え
1

◇
□

　
　

Ⅱ
 品

質
2

◇
□

3
◇

□

4
◇

□

5
◇

□

6
◇

□

7
◇

□

8
◇

□

0
0

0
0

0
B

よ
り

優
れ

て
い

る
や

や
優

れ
て

い
る

C
よ

り
優

れ
て

い
る

他
の

評
価

に
該

当
し

な
い

0
0

0
0

0
●

判
断

基
準

□
□

※
Ⅱ

 品
質

の
 評

価
対

象
工

種
（
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

た
工

種
）
に

お
い

て
、

該
当

項
目

と
し

て
 D

 や
 E

 が
な

い
場

合
。

①
　

当
該

「
評

価
対

象
項

目
」
の

う
ち

、
評

価
工

事
で

評
価

対
象

と
な

る
項

目
は

◇
に

チ
ェ

ッ
ク

（
◆

）
し

、
　

　
 そ

の
内

該
当

項
目

は
□

に
チ

ェ
ッ

ク
（
■

）
す

る
。

②
　

対
象

評
価

項
目

数
を

母
数

（
評

価
対

象
項

目
数

）
と

し
て

、
評

価
項

目
の

比
率

（
％

）
　

　
 計

算
の

値
で

評
価

す
る

。
③

　
評

価
値

（
　

　
％

）
＝

評
価

（
■

）
数

／
対

象
評

価
項

目
（
◆

）
数

④
　

な
お

、
削

除
後

の
評

価
項

目
数

が
２

項
目

以
下

の
場

合
は

１
０

０
％

で
も

　
C

　
評

価
と

す
る

。
　 ○

　
＜

Ａ
＞

 対
象

工
事

が
ば

ら
つ

き
に

よ
る

評
価

が
不

適
切

な
工

事
○

　
＜

Ｂ
＞

 対
象

工
事

が
ば

ら
つ

き
に

よ
る

評
価

が
適

切
な

工
事

品
質

関
係

の
試

験
結

果
の

ば
ら

つ
き

と
評

価
対

象
項

目
の

履
行

状
況

（
評

価
値

）
か

ら
判

断
す

る
。

[関
連

基
準

、
施

工
管

理
基

準
、

そ
の

他
設

計
図

書
に

定
め

ら
れ

た
試

験
]

※
 ば

ら
つ

き
の

判
断

は
別

紙
－

４
参

照
。

　
　

※
 該

当
項

目
が

90
％

以
上

・
・
・
・
・
・
・
・
・
A

「
ば

ら
つ

き
」

　
　

※
 該

当
項

目
が

80
％

以
上

90
％

未
満

・
・
・
・
・
A

’
　

□
　

概
ね

５
０

％
以

下
　

　
※

 該
当

項
目

が
70

％
以

上
80

％
未

満
・
・
・
・
・
B

　
□

　
概

ね
８

０
％

以
下

　
　

※
 該

当
項

目
が

60
％

以
上

70
％

未
満

・
・
・
・
・
B

’
　

□
　

８
０

％
超

え
る

、
又

は
ば

ら
つ

き
で

判
断

不
可

能
　

　
※

 該
当

項
目

が
60

％
未

満
・
・
・
・
・
・
・
・
・
C

理
由

：

理
由

：

Ⅱ
 品

質
の

評
価

対
象

工
種

に
お

い
て

、
該

当
項

目
に

　
E
　

が
あ

る
場

合
。

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

工
種

A
D

E

理
由

：

上
記

以
外

の
工

事

工
種

：
理

由
：

理
由

：

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
監

督
員

が
文

書
で

指
示

を
行

い
改

善
さ

れ
た

。

品
質

関
係

の
測

定
方

法
又

は
測

定
値

が
不

適
切

で
あ

っ
た

た
め

、
検

査
員

が
修

補
指

示
を

行
っ

た
。

理
由

：

理
由

：

理
由

：

優
れ

て
い

る
品

質
管

理
が

や
や

不
備

で
あ

る
品

質
管

理
が

不
備

で
あ

る

Ⅱ
 品

質
の

評
価

対
象

工
種

に
お

い
て

、
該

当
項

目
に

　
D

　
が

あ
る

場
合

。

5
0
％

以
下

8
0
％

以
下

8
0
%
を

超
え

る

9
0
％

以
上

A
A

'
B

B
7
5
％

以
上

9
0
％

未
満

A
'

B
B

'
B

'

6
0
％

以
上

7
5
％

未
満

B
B

'
C

C
6
0
％

未
満

B
'

C
C

C

ば
ら

つ
き

で
判

断
可

能
ば

ら
つ

き
で

判
断

不
可

能

評 価 値

対
象

工
事

：
小

規
模

工
事

（
当

初
設

計
金

額
50

0万
円

未
満

）
、

機
械

設
備

工
事

（
土

木
）
、

電
気

通
信

工
事

（
土

木
）
、

通
信

設
備

工
事

・
受

変
電

設
備

工
事

（
土

木
）
、

建
築

工
事

、
電

気
設

備
工

事
（
建

築
）
、

機
械

設
備

工
事

（
建

築
）
、

撤
去

・
解

体
・
除

去
等

の
み

の
工

事
、

河
川

・
港

湾
浚

渫
工

事
、

維
持

・
修

繕
工

事
撤

去
の

み
の

工
事

対
象

工
事

：
＜

Ａ
＞

以
外

の
工

事



別
紙

―
３

 

検
　

査
　

員

［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

工
種

B
C

３
 出

来
形

及
び

1
小

規
模

工
事

1
◇

□
関

係
構

造
物

等
と

の
取

り
合

い
が

設
計

図
書

を
満

足
す

る
よ

う
に

施
工

さ
れ

て
い

る
。

　
　

出
来

ば
え

○
2

◇
□

仕
上

げ
が

良
い

。
3

◇
□

施
工

管
理

記
録

等
か

ら
不

可
視

部
分

の
出

来
ば

え
の

良
さ

が
伺

え
る

。
Ⅲ

 出
来

ば
え

0
4

◇
□

施
工

対
象

物
の

通
り

が
良

い
。

5
◇

□
細

部
ま

で
き

め
細

や
か

な
施

工
が

さ
れ

て
い

る
。

6
◇

□
全

体
的

な
美

観
が

よ
い

。
7

◇
□

ク
ラ

ッ
ク

、
隙

間
、

が
た

つ
き

が
等

が
な

い
。

8
◇

□
総

合
的

な
機

能
が

よ
い

。
9

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

2
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
物

工
事

1
◇

□
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
物

の
表

面
状

態
が

良
い

。
○

砂
防

構
造

物
工

事
2

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
の

通
り

が
良

い
。

治
山

構
造

物
3

◇
□

天
端

仕
上

げ
、

端
部

仕
上

げ
等

が
良

い
。

0
海

岸
工

事
4

◇
□

ク
ラ

ッ
ク

が
な

い
。

ト
ン

ネ
ル

工
事

5
◇

□
漏

水
が

な
い

。
6

◇
□

全
体

的
な

美
観

が
良

い
。

7
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

3
土

工
事

1
◇

□
仕

上
げ

が
良

い
。

○
（
盛

土
・
築

堤
工

事
等

）
2

◇
□

通
り

が
良

い
。

3
◇

□
天

端
及

び
端

部
の

仕
上

げ
が

良
い

。
0

4
◇

□
構

造
物

へ
の

す
り

つ
け

等
が

良
い

。
5

◇
□

全
体

的
な

美
観

が
良

い
。

6
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

4
切

土
工

事
1

◇
□

規
定

さ
れ

た
勾

配
が

確
保

さ
れ

て
い

る
。

○
2

◇
□

切
土

法
面

の
施

工
に

あ
た

っ
て

、
法

面
の

浮
き

石
が

除
去

さ
れ

て
い

る
な

ど
、

適
切

に
施

工
さ

れ
て

い
る

。
3

◇
□

法
面

勾
配

の
変

化
部

に
つ

い
て

、
干

渉
部

等
を

設
け

る
な

ど
適

切
に

施
工

さ
れ

て
い

る
。

0
4

◇
□

滞
水

な
ど

に
よ

る
施

工
面

の
損

傷
が

発
生

し
な

い
よ

う
処

理
が

行
わ

れ
て

い
る

。
5

◇
□

関
係

構
造

物
等

と
の

取
り

合
い

が
設

計
図

書
を

満
足

す
る

よ
う

施
工

さ
れ

て
い

る
。

6
◇

□
全

体
的

な
美

観
が

良
い

。
7

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

5
護

岸
・
根

固
・
水

制
工

事
1

◇
□

通
り

が
良

い
。

○
自

然
石

工
・
鉄

線
籠

工
2

◇
□

材
料

の
か

み
合

わ
せ

が
良

く
、

ク
ラ

ッ
ク

が
な

い
。

根
固

・
捨

石
ブ

ロ
ッ

ク
工

事
3

◇
□

天
端

及
び

端
部

の
仕

上
げ

が
良

い
。

0
4

◇
□

既
設

構
造

物
と

の
す

り
つ

け
が

良
い

。
5

◇
□

全
体

的
な

美
観

が
良

い
。

6
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

6
鋼

橋
工

事
1

◇
□

表
面

に
補

修
箇

所
が

無
い

。
○

2
◇

□
部

材
表

面
に

傷
、

錆
が

無
い

。
3

◇
□

溶
接

に
均

一
性

が
あ

る
。

0
4

◇
□

塗
装

に
均

一
性

が
あ

る
。

5
◇

□
全

体
的

な
美

観
が

良
い

。
6

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

  
  
  
  

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

A
D

（
堰

、
水

門
等

工
場

製
作

を
含

む
）
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検
　

査
　

員

［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

工
種

B
C

３
 出

来
形

及
び

7
地

す
べ

り
防

止
工

事
1

◇
□

地
山

と
の

取
り

合
い

が
良

い
。

　
　

出
来

ば
え

○
抑

止
杭

工
事

2
◇

□
天

端
、

端
部

の
仕

上
げ

が
良

い
。

3
◇

□
施

工
管

理
記

録
な

ど
か

ら
不

可
視

部
分

の
出

来
ば

え
の

良
さ

が
伺

え
る

。
Ⅲ

 出
来

ば
え

0
4

◇
□

全
体

的
な

美
観

が
良

い
。

5
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

8
舗

装
工

事
1

◇
□

舗
装

（
又

は
路

盤
）
の

平
坦

性
が

良
い

。
○

2
◇

□
構

造
物

の
通

り
が

良
い

。
3

◇
□

端
部

処
理

が
良

い
。

0
4

◇
□

構
造

物
へ

の
す

り
つ

け
等

が
良

い
。

5
◇

□
雨

水
処

理
が

良
い

。
6

◇
□

全
体

的
な

美
観

が
良

い
。

7
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

9
法

面
工

事
1

◇
□

通
り

が
良

い
。

○
2

◇
□

植
生

、
吹

付
等

の
状

態
が

均
一

で
あ

る
。

3
◇

□
端

部
処

理
が

良
い

。
4

◇
□

全
体

的
な

美
観

が
良

い
。

5
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

1
0

1
◇

□
土

工
関

係
の

仕
上

げ
が

良
い

。
○

2
◇

□
通

り
が

良
い

。
矢

板
工

事
3

◇
□

端
部

及
び

天
端

仕
上

げ
が

良
い

。
4

◇
□

施
工

管
理

記
録

等
か

ら
不

可
視

部
分

の
出

来
ば

え
の

良
さ

が
う

か
が

え
る

。
5

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
6

□
※

主
た

る
工

種
が

地
盤

改
良

の
場

合
は

、
Ｃ

評
価

と
す

る
。

0
0

0
1
1

コ
ン

ク
リ

ー
ト

橋
上

部
工

事
1

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
の

表
面

状
態

が
良

い
。

○
2

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
の

通
り

が
良

い
。

3
◇

□
天

端
及

び
端

部
の

仕
上

げ
が

良
い

。
4

◇
□

支
承

部
の

仕
上

げ
が

良
い

。
5

◇
□

ク
ラ

ッ
ク

が
な

い
。

6
◇

□
全

体
的

な
美

観
が

良
い

。
7

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

1
2

1
◇

□
塗

装
の

均
一

性
が

良
い

。
○

2
◇

□
細

部
ま

で
き

め
細

か
な

施
工

が
さ

れ
て

い
る

。
3

◇
□

補
修

箇
所

が
な

い
。

4
◇

□
ケ

レ
ン

の
施

工
状

況
が

良
好

で
あ

る
。

5
◇

□
全

体
的

な
美

観
が

良
い

。
6

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

1
3

植
栽

工
事

1
◇

□
樹

木
の

活
着

状
況

が
良

い
。

○
2

◇
□

支
柱

の
取

り
付

け
が

き
め

細
か

く
施

工
さ

れ
て

い
る

。
3

◇
□

支
柱

の
取

り
付

け
が

堅
固

で
あ

る
。

4
◇

□
全

体
的

な
美

観
が

良
い

。
5

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

基
礎

工
事

（
地

盤
改

良
等

を
含

む
）

塗
装

工
事

（
工

場
塗

装
を

除
く
）

  
  

  
  

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

A
D



別
紙

―
３

 

検
　

査
　

員

［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

工
種

B
C

３
 出

来
形

及
び

1
4

1
◇

□
通

り
が

良
い

。
　

　
出

来
ば

え
○

2
◇

□
端

部
処

理
が

良
い

。
3

◇
□

部
材

表
面

に
傷

及
び

錆
が

無
い

。
Ⅲ

 出
来

ば
え

4
◇

□
既

設
構

造
物

と
の

す
り

つ
け

が
良

い
。

5
◇

□
き

め
細

や
か

に
施

工
さ

れ
て

い
る

。
6

◇
□

全
体

的
な

美
観

が
良

い
。

7
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

1
5

標
識

工
事

1
◇

□
設

置
位

置
に

配
慮

が
あ

る
。

○
2

◇
□

標
識

板
の

向
き

並
び

に
角

度
及

び
そ

の
支

柱
の

通
り

が
良

い
。

3
◇

□
標

識
板

の
支

柱
に

変
色

が
無

い
。

4
◇

□
支

柱
基

礎
が

入
念

に
埋

め
戻

さ
れ

て
い

る
。

5
◇

□
全

体
的

な
取

り
扱

い
が

し
や

す
い

。
6

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

1
6

区
画

線
工

事
1

◇
□

塗
料

の
塗

布
が

均
一

で
あ

る
。

○
2

◇
□

視
認

性
が

良
い

。
3

◇
□

接
着

状
態

が
良

い
。

4
◇

□
施

工
前

の
清

掃
が

入
念

に
実

施
さ

れ
て

い
る

。
5

◇
□

全
体

的
な

美
観

が
良

い
。

6
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

1
7

1
◇

□
構

造
物

の
通

り
が

よ
い

。
○

2
◇

□
施

工
管

理
記

録
等

か
ら

不
可

視
部

分
の

出
来

ば
え

の
良

さ
が

伺
え

る
。

3
◇

□
構

造
物

の
表

面
及

び
端

部
の

仕
上

げ
が

良
い

。
4

◇
□

き
め

細
や

か
な

施
工

が
な

さ
れ

て
い

る
。

5
◇

□
全

体
的

な
美

観
が

良
い

。
6

◇
□

ク
ラ

ッ
ク

が
な

い
（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

事
が

含
ま

れ
る

場
合

）
。

7
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

1
8

1
◇

□
規

定
さ

れ
た

水
深

・
勾

配
又

は
改

良
深

度
等

が
確

保
さ

れ
て

い
る

。
○

2
◇

□
施

工
管

理
記

録
等

か
ら

不
可

視
部

分
の

出
来

ば
え

の
良

さ
が

伺
え

る
。

3
◇

□
施

工
後

の
表

面
及

び
底

面
等

の
全

体
的

な
仕

上
げ

が
良

い
。

4
◇

□
浚

渫
及

び
盛

上
り

等
の

土
砂

が
適

切
に

処
理

さ
れ

て
い

る
。

5
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

1
9

機
械

設
備

工
事

（
土

木
）

1
◇

□
主

設
備

、
関

連
設

備
及

び
操

作
制

御
設

備
が

全
体

的
に

統
制

さ
れ

て
お

り
、

運
転

操
作

性
が

良
い

。
○

2
◇

□
き

め
細

や
か

な
施

工
が

な
さ

れ
て

い
る

。
3

◇
□

土
木

構
造

物
、

既
設

設
備

等
と

の
す

り
つ

け
が

良
い

。
4

◇
□

溶
接

、
塗

装
、

組
立

等
に

あ
た

っ
て

、
細

部
に

わ
た

る
配

慮
が

な
さ

れ
て

い
る

。
5

◇
□

全
体

的
な

美
観

が
良

い
。

6
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

港
湾

浚
渫

工
事

（
地

盤
改

良
工

事
を

含
む

）

  
  

  
  

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

A
D

防
護

柵
（
ﾛ
ｯ
ｸ
ﾈ

ｯ
ﾄ）

・
公

園
施

設
（
遊

具
）
工

事

港
湾

築
造

工
事

（
海

岸
築

造
工

事
を

含
む

）



別
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検
　

査
　

員

［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

工
種

B
C

３
 出

来
形

及
び

2
0

電
気

設
備

工
事

（
土

木
）

1
◇

□
き

め
細

や
か

な
施

工
が

な
さ

れ
て

い
る

。
　

　
出

来
ば

え
○

照
明

設
備

工
事

（
土

木
）

2
◇

□
公

共
物

と
し

て
、

安
全

性
の

確
保

、
環

境
及

び
維

持
管

理
等

へ
の

配
慮

が
な

さ
れ

て
い

る
。

そ
の

他
類

似
工

事
（
土

木
）

3
◇

□
動

作
状

態
に

お
い

て
、

電
気

的
及

び
機

械
的

な
異

常
が

無
く
、

総
合

的
な

機
能

及
び

運
用

性
が

良
い

。
Ⅲ

 出
来

ば
え

4
◇

□
ケ

ー
ブ

ル
等

の
接

続
方

法
及

び
収

納
状

況
が

適
切

で
あ

る
。

5
◇

□
操

作
、

保
守

点
検

等
の

容
易

さ
を

確
保

す
る

た
め

の
配

慮
が

な
さ

れ
て

い
る

。
6

◇
□

全
体

的
な

美
観

が
良

い
。

7
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

2
1

維
持

修
繕

工
事

1
◇

□
小

構
造

物
等

に
も

細
心

の
注

意
が

払
わ

れ
て

い
る

。
○

2
◇

□
き

め
細

か
な

施
工

が
な

さ
れ

て
い

る
。

3
◇

□
既

設
構

造
物

と
の

す
り

付
け

が
良

い
。

4
◇

□
全

体
的

な
美

観
が

良
い

。
5

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

2
2

電
線

共
同

溝
工

事
1

◇
□

歩
道

及
び

車
道

の
舗

装
（
含

、
仮

復
旧

舗
装

）
の

勾
配

が
適

切
で

、
有

害
な

段
差

が
無

く
平

坦
性

が
確

保
さ

れ
て

い
る

。
○

2
◇

□
ﾌ
ﾟﾚ

ｷ
ｬ
ｽ

ﾄｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
の

蓋
に

、
が

た
つ

き
や

不
要

な
隙

間
が

生
じ

て
い

な
い

。
3

◇
□

施
工

管
理

記
録

な
ど

か
ら

、
不

可
視

部
分

の
出

来
映

え
の

良
さ

が
伺

え
る

。
4

◇
□

全
体

的
な

美
観

が
良

い
。

5
◇

□
そ

の
他

（
）

0
0

0
2
3

通
信

設
備

工
事

（
土

木
）

1
◇

□
主

設
備

、
関

連
設

備
等

に
き

め
細

か
な

施
工

が
な

さ
れ

て
い

る
。

○
受

変
電

設
備

工
事

（
土

木
）

2
◇

□
公

共
物

と
し

て
の

安
全

性
の

確
保

、
環

境
及

び
維

持
管

理
等

へ
の

配
慮

が
な

さ
れ

て
い

る
。

そ
の

他
類

似
工

事
（
土

木
）

3
◇

□
動

作
状

態
に

お
い

て
、

電
気

的
及

び
機

械
的

な
異

常
が

無
く
、

総
合

的
な

機
能

や
運

用
性

が
良

い
。

4
◇

□
当

該
設

備
及

び
関

連
設

備
が

全
体

的
に

協
調

及
び

統
制

さ
れ

、
総

合
的

な
性

能
向

上
へ

の
配

慮
が

な
さ

れ
て

い
る

。
5

◇
□

操
作

、
保

守
点

検
等

の
容

易
さ

を
確

保
す

る
た

め
の

配
慮

が
な

さ
れ

て
い

る
。

6
◇

□
全

体
的

な
美

観
が

良
い

。
7

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

2
4

下
水

道
・
管

工
事

1
◇

□
通

り
が

よ
い

。
○

2
◇

□
目

地
、

端
部

の
仕

上
げ

が
良

い
。

3
◇

□
既

設
構

造
物

と
の

す
り

付
け

が
良

い
。

4
◇

□
埋

め
戻

し
、

路
面

復
旧

の
状

態
が

よ
い

。
5

◇
□

施
工

管
理

記
録

等
か

ら
不

可
視

部
分

の
出

来
ば

え
の

良
さ

が
う

か
が

え
る

。
6

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

2
5

建
築

工
事

1
◇

□
き

め
細

か
な

施
工

が
な

さ
れ

、
取

り
合

い
の

納
ま

り
や

端
部

ま
で

仕
上

が
り

が
良

い
。

○
2

◇
□

関
連

工
事

(工
種

)又
は

既
存

部
分

と
の

調
整

が
な

さ
れ

、
調

和
が

良
い

仕
上

が
り

で
あ

る
。

3
◇

□
使

い
勝

手
や

使
用

者
の

安
全

に
対

す
る

配
慮

に
優

れ
て

い
る

。
4

◇
□

仕
上

が
り

の
状

態
が

良
好

で
、

作
動

状
態

も
良

好
で

あ
る

。
5

◇
□

色
調

が
均

一
で

あ
り

、
色

む
ら

等
が

無
く
、

全
体

的
な

美
観

が
良

好
で

あ
る

。
6

◇
□

材
料

・
製

品
の

割
付

や
通

り
等

が
良

く
、

全
体

的
な

出
来

ば
え

が
良

好
で

あ
る

。
7

◇
□

保
全

に
配

慮
し

た
施

工
が

な
さ

れ
て

い
る

。
8

◇
□

（
解

体
工

事
）
整

地
、

清
掃

状
況

が
特

に
良

好
で

あ
る

。
9

◇
□

（
解

体
工

事
）
既

存
部

分
や

関
連

設
備

と
の

調
整

が
な

さ
れ

良
い

仕
上

が
り

で
あ

る
。

1
0

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

  
  

  
  

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

A
D
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検
　

査
　

員

［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

工
種

B
C

３
 出

来
形

及
び

2
6

電
気

設
備

工
事

（
建

築
）

1
◇

□
き

め
細

や
か

な
施

工
が

な
さ

れ
て

い
る

。
　

　
出

来
ば

え
○

2
◇

□
関

連
工

事
(工

種
)又

は
既

存
部

分
と

の
調

整
が

な
さ

れ
、

調
和

が
良

い
仕

上
が

り
で

あ
る

。
3

◇
□

機
器

又
は

シ
ス

テ
ム

と
し

て
、

運
転

状
態

が
正

常
で

あ
り

、
性

能
が

優
れ

て
い

る
。

Ⅲ
 出

来
ば

え
4

◇
□

環
境

負
荷

低
減

へ
の

対
策

が
優

れ
て

い
る

。
5

◇
□

運
転

操
作

及
び

保
守

点
検

等
の

容
易

さ
を

確
保

す
る

た
め

の
配

慮
が

な
さ

れ
て

い
る

。
6

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

2
7

機
械

設
備

工
事

（
建

築
）

1
◇

□
き

め
細

や
か

な
施

工
が

な
さ

れ
て

い
る

。
○

2
◇

□
関

連
工

事
(工

種
)又

は
既

存
部

分
と

の
調

整
が

な
さ

れ
、

調
和

が
良

い
仕

上
が

り
で

あ
る

。
3

◇
□

機
器

又
は

シ
ス

テ
ム

と
し

て
、

運
転

状
態

が
正

常
で

あ
り

、
性

能
が

優
れ

て
い

る
。

4
◇

□
環

境
負

荷
低

減
へ

の
対

策
が

優
れ

て
い

る
。

5
◇

□
運

転
操

作
及

び
保

守
点

検
等

の
容

易
さ

を
確

保
す

る
た

め
の

配
慮

が
な

さ
れ

て
い

る
。

6
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

2
8

ほ
場

整
備

工
1

◇
□

均
平

度
、

又
は

面
勾

配
が

よ
い

。
○

2
◇

□
石

礫
、

雑
物

等
が

良
好

に
処

理
さ

れ
て

い
る

。
3

◇
□

営
農

に
十

分
配

慮
さ

れ
た

施
工

が
な

さ
れ

て
い

る
。

4
◇

□
土

工
の

仕
上

げ
が

よ
い

。
5

◇
□

土
工

の
通

り
が

よ
い

。
6

◇
□

土
工

の
構

造
物

等
へ

の
す

り
つ

け
が

よ
い

。
7

◇
□

畦
畔

の
仕

上
げ

及
び

通
り

が
よ

い
。

8
◇

□
用

・
排

水
路

の
通

り
が

よ
い

。
9

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
の

通
り

が
よ

い
。

1
0

◇
□

全
体

的
な

美
観

が
よ

い
。

1
1

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

2
9

農
地

造
成

工
1

◇
□

勾
配

が
よ

い
。

○
2

◇
□

土
工

の
仕

上
げ

が
よ

い
。

3
◇

□
土

工
の

通
り

が
よ

い
。

4
◇

□
畦

畔
の

仕
上

げ
及

び
通

り
が

よ
い

。
5

◇
□

雨
水

処
理

が
よ

い
。

6
◇

□
排

水
路

の
通

り
が

よ
い

。
7

◇
□

全
体

的
な

美
観

が
よ

い
。

8
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

3
0

管
水

路
工

1
◇

□
管

の
通

り
が

よ
い

。
○

2
◇

□
目

地
、

端
部

の
仕

上
げ

が
よ

い
。

3
◇

□
埋

め
戻

し
、

路
面

復
旧

の
状

態
が

よ
い

。
4

◇
□

施
工

管
理

記
録

等
か

ら
不

可
視

部
分

の
出

来
ば

え
の

良
さ

が
う

か
が

え
る

。
5

◇
□

付
帯

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
の

肌
が

よ
い

。
6

◇
□

付
帯

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
の

通
り

が
よ

い
。

7
◇

□
付

帯
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
物

に
ク

ラ
ッ

ク
が

な
い

。
8

◇
□

全
体

的
な

美
観

が
よ

い
。

9
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

  
  

  
  

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

A
D



別
紙

―
３

 

検
　

査
　

員

［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

工
種

B
C

３
 出

来
形

及
び

3
1

フ
ィ

ル
ダ

ム
・
た

め
池

1
◇

□
土

工
の

仕
上

げ
が

よ
い

。
　

　
出

来
ば

え
○

2
◇

□
土

工
の

通
り

が
よ

い
。

3
◇

□
土

工
の

構
造

物
等

へ
の

す
り

つ
け

が
よ

い
。

Ⅲ
 出

来
ば

え
4

◇
□

吹
き

付
け

（
植

生
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

等
）
の

状
態

が
均

一
で

あ
る

。
5

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
の

肌
が

よ
い

。
6

◇
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
の

通
り

が
よ

い
。

7
◇

□
天

端
仕

上
げ

、
端

部
仕

上
げ

等
が

よ
い

。
8

◇
□

付
帯

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
に

ク
ラ

ッ
ク

が
な

い
。

9
◇

□
漏

水
が

な
い

。
1
0

◇
□

施
設

の
通

り
が

よ
い

。
1
1

◇
□

全
体

的
な

美
観

が
よ

い
。

1
2

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

3
2

コ
ン

ク
リ

ー
ト

２
次

製
品

1
◇

□
構

造
物

の
通

り
が

よ
い

。
○

2
◇

□
材

料
の

連
結

、
か

み
合

わ
せ

が
よ

い
。

3
◇

□
天

端
仕

上
げ

、
端

部
仕

上
げ

等
が

良
い

。
4

◇
□

ク
ラ

ッ
ク

が
な

い
。

5
◇

□
漏

水
が

な
い

。
6

◇
□

土
工

の
仕

上
げ

が
良

い
。

7
◇

□
全

体
的

な
美

観
が

良
い

8
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

3
3

1
◇

□
主

設
備

、
関

連
施

設
等

に
き

め
細

か
な

施
工

が
な

さ
れ

て
い

る
。

○
2

◇
□

溶
接

、
塗

装
、

組
み

立
て

の
均

一
性

が
よ

い
。

3
◇

□
製

作
上

の
補

修
痕

跡
が

な
い

。
4

◇
□

全
体

的
な

取
り

扱
い

が
し

や
す

い
。

5
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

3
4

水
管

橋
1

◇
□

表
面

に
傷

、
錆

、
補

修
箇

所
が

な
い

。
○

2
◇

□
溶

接
、

塗
装

、
組

み
立

て
の

均
一

性
が

よ
い

。
3

◇
□

管
の

通
り

が
よ

い
。

4
◇

□
付

帯
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
物

の
肌

が
良

い
。

5
◇

□
付

帯
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
物

の
通

り
が

良
い

。
6

◇
□

付
帯

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
に

ク
ラ

ッ
ク

が
な

い
。

7
◇

□
天

端
仕

上
げ

、
端

部
仕

上
げ

等
が

良
い

。
8

◇
□

全
体

的
な

美
観

が
よ

い
。

9
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

  
  

  
  

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

A
D

施
設

機
械

設
備

・
用

排
水

ポ
ン

プ
・
水

門
・
除

塵
設

備



別
紙

―
３

 

検
　

査
　

員

［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

工
種

B
C

３
 出

来
形

及
び

3
5

魚
礁

工
【
コ

ン
ク

リ
ー

ト
製

】
　

　
出

来
ば

え
○

1
◇

□
構

造
物

の
肌

が
良

い
。

2
◇

□
構

造
物

の
通

り
が

良
い

。
Ⅲ

 出
来

ば
え

3
◇

□
構

造
物

に
ク

ラ
ッ

ク
が

な
い

。
4

◇
□

全
体

的
な

美
観

が
良

い
。

5
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
【
鋼

製
】

6
◇

□
表

面
に

補
修

箇
所

が
な

い
。

7
◇

□
部

材
表

面
に

傷
、

錆
が

な
い

。
8

◇
□

溶
接

に
均

一
性

が
あ

る
。

9
◇

□
全

体
的

な
美

観
が

良
い

。
1
0

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
【
Ｆ

Ｒ
Ｐ

製
】

1
1

◇
□

通
り

が
良

い
。

1
2

◇
□

端
部

処
理

が
良

い
。

1
3

◇
□

部
材

表
面

に
傷

、
錆

が
な

い
。

1
4

◇
□

既
設

構
造

物
と

の
す

り
付

け
が

良
い

。
1
5

◇
□

き
め

細
か

な
施

工
が

な
さ

れ
て

い
る

。
1
6

◇
□

全
体

的
な

美
観

が
良

い
。

1
7

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

3
6

山
腹

工
1

◇
□

通
り

が
良

い
。

○
2

◇
□

材
料

の
連

結
、

か
み

合
わ

せ
が

よ
い

。
 

3
◇

□
端

部
処

理
が

よ
い

4
◇

□
地

山
と

の
す

り
付

け
が

よ
い

5
◇

□
全

体
的

な
美

観
が

良
い

。
6

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

3
7

補
強

土
壁

工
1

◇
□

壁
面

材
（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
製

品
）
の

割
れ

・
カ

ケ
が

な
い

。
○

2
◇

□
基

礎
上

面
の

平
坦

性
が

良
い

。
3

◇
□

天
端

仕
上

げ
、

端
部

仕
上

げ
等

が
良

い
。

4
◇

□
壁

面
材

の
目

違
い

、
段

差
が

少
な

く
構

造
物

の
通

り
が

良
い

。
5

◇
□

全
体

的
な

美
観

が
良

い
。

6
◇

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

3
8

暗
渠

排
水

工
事

1
◇

□
仕

上
げ

が
良

い
。

○
2

◇
□

埋
め

戻
し

の
状

態
が

良
い

。
3

◇
□

通
り

が
良

い
。

4
◇

□
暗

渠
排

水
の

機
能

が
発

揮
さ

れ
て

い
る

。
5

◇
□

構
造

物
と

の
す

り
つ

け
が

良
い

。
6

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

3
9

撤
去

、
解

体
、

除
去

工
事

1
◇

□
き

め
細

や
か

な
施

工
が

な
さ

れ
、

取
り

合
い

の
納

ま
り

や
端

部
ま

で
仕

上
が

り
が

よ
い

。
○

2
◇

□
整

地
、

清
掃

状
況

が
特

に
良

好
で

あ
る

。
3

◇
□

既
存

部
分

や
関

連
施

設
と

の
調

整
が

な
さ

れ
、

良
い

仕
上

が
り

の
状

況
で

あ
る

。
4

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

  
  

  
  

工
事

成
績

採
点

の
考

査
項

目
運

用
表

A
D



別
紙

―
３

 

検
　

査
　

員

［
記

入
方

法
］
　

品
質

の
考

査
項

目
に

お
い

て
、

主
な

工
種

と
し

て
評

価
す

る
工

種
欄

の
○

に
チ

ェ
ッ

ク
（
●

）
し

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
該

当
す

る
か

否
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

考
査

項
目

工
種

B
C

３
 出

来
形

及
び

4
0

【
共

　
通

】
　

　
出

来
ば

え
○

1
◇

□
施

工
後

の
表

面
及

び
底

面
等

の
全

体
的

な
仕

上
げ

が
良

い
。

2
◇

□
残

土
等

は
適

切
に

処
理

さ
れ

て
い

る
。

Ⅲ
 出

来
ば

え
【
河

川
の

土
砂

掘
削

工
事

】
3

◇
□

掘
削

施
工

面
が

上
下

流
と

適
切

に
す

り
つ

け
ら

れ
て

い
る

。
4

◇
□

規
定

さ
れ

た
勾

配
が

確
保

さ
れ

て
い

る
。

5
◇

□
全

体
的

な
美

観
が

よ
い

。
6

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
【
河

川
の

浚
渫

工
事

】
7

◇
□

規
定

さ
れ

た
水

深
・
勾

配
が

確
保

さ
れ

て
い

る
。

8
◇

□
施

工
管

理
記

録
等

か
ら

不
可

視
部

分
の

出
来

ば
え

の
良

さ
が

う
か

が
え

る
。

9
◇

□
浚

渫
及

び
盛

上
り

等
の

土
砂

が
適

切
に

処
理

さ
れ

て
い

る
。

1
0

◇
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
0

0
0

4
1

上
記

以
外

の
工

事

○
1

◇
□

2
◇

□

3
◇

□

4
◇

□

5
◇

□

※
 該

当
工

種
か

ら
の

評
価

対
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別紙－５①

１　工事名

２　工期 令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日
３　受注業者 ○○建設（株） 主幹 ○○　○○

主任技師 ○○　○○
○○　○○

①監督員等は、工事毎に「施工プロセス」を確認することとし、中間検査時及び完成検査時にその結果（チェックリスト）を検査員に提示する。
②施工体制点検を監視チームに委託している場合で、施工体制点検と重複している項目については、監視チームの点検結果をもって監督員が
　確認してよいものとする。（重複項目はチェックリスト一覧表に★を記載している。）

⑤なお、不備があった場合は、備考欄に改善指示及びその是正状況等を記入する。

（１／２）

チェックリスト一覧表

（チェックの目安） 着手前 施工中 完成時

1
○契約工程表 ・契約締結の14日以内に、契約工程表或いは請負代金内

訳書（契約で定められた場合）が提出された。（契約後）
(　/　)

2
○コリンズ
工事請負代金500
万円以上が対象

★事前に監督員の確認を受け、契約締結後等の10日以内
に登録機関に申請した。（契約後、変更後、完成時）

(　/　)
(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

(　/　)

3
・掛金収納書を契約締結後１ヶ月以内に提出した。（契約
後）

(　/　)

4
★「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識
（ステッカー）が、現場の見やすい場所に掲示されている。
（施工時1回程度）

(　/　)

5
★労災保険関係の項目が現場の見やすい場所に掲示して
いる。（施工時1回程度）

(　/　)

6
・建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等により適
切に管理している。（施工時適宜）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

7
★施工体制台帳を現場に備え付け、かつ、同一のものを工
事着手までに提出した。（施工時の当初、変更時）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

8
★施工体制台帳に下請負契約書（写）及び再下請負通知
書を添付している。（施工時の当初、変更時）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

9
★施工体制台帳及び添付書類の「健康保険等加入状況」
に、加入又は適用除外であることを記載している。（施工時
の当初、台帳提出の都度）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

10
★施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場
所に掲げている。（施工時の当初、変更時）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

11
★作業員名簿を作成・提出している。（施工時の当初、変更
時）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

12
★施工体系図に記載のない業者が作業していない。（施工
時１回／月程度）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

13
★施工体系図に記載されている主任技術者及び施工計画
書に記載されている技術者が本人である。（施工時の当
初、変更時）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

14
★元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与してい
る。（施工時の当初、変更時）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

15
○建設業許可標
識

★建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい
場所に設置し、監理技術者（主任技術者）を正しく記載して
いる。（施工時1回程度）

(　/　)

16
★現場代理人は、現場に常駐している。(施工時１回／月
程度)

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

17
・現場代理人は、監督員との連絡調整及び対応を書面で
行っている。（施工時適宜）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

18
○作業主任者の
選任

・作業主任者を選任し、配置している。（施工計画時、施工
時適宜）

(　/　)
(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

19
○専門技術者の
配置

・専門技術者を専任し、配置している。（施工計画時、施工
時適宜）

(　/　)
(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

20
○潜水作業従事
者の配置

・港湾工事等潜水作業従事者を適正に配置している。（施
工計画時、施工時適宜）

(　/　)
(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

21
○海上起重作業
船団長の配置

・港湾工事等海上起重作業船団長を適正に配置している。
（施工計画時、施工時適宜）

(　/　)
(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

22
★資格者証の内容を確認した。（着手前） (　/　)

23

★配置予定技術者、通知による監理技術者施工体制台帳に記
載された監理技術者と監理技術者証に記載された技術者及び本
人が同一であった。（監理技術者補佐を配置する場合は、監理技
術者補佐についても同様の確認をする。）（着手前）

(　/　)

24
★現場に常駐していた。不在の場合は適切な施工ができる
体制を確保していた。（施工時１回／月程度）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

25
★施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主
体的に係わっていた。(施工時、打合せ時)

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

１
施
工
体
制

Ⅰ
施
工
体
制
一
般

○建設業退職金
共済制度等

○施工体制台帳、
施工体制図

Ⅱ
配
置
技
術
者
／
現
場
代
理
人
・
監
理
技
術
者
・
主
任
技
術
者

○現場代理人

○監理技術者（主
任技術者）（監理
技術者補佐）の専
任制

監督補助員　 　氏名：

「施工プロセス」のチェックリスト

令和○○年度交付建設第△-□-×号　◇◇工区　道路改良工事

総括監督員　職氏名：
主任監督員　職氏名：

③「施工プロセス」のチェックリストは、当初設計金額500万円以上の工事で実施し、共通仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセス
　が適切に施工されているかを確認する。
④チェック欄では、チェックした項目にレマークとチェックした月日を記入する。

⑥用語の定義
　　　監督員等：監督員（総括、主任）及び監督補助員
　　　契約後：当初契約後
　　　変更後：工期内に行う契約変更後（変更指示書含む）

考
査
項
目

細
別

確認項目
チェック時期

備考（指示・改善状況）



別紙－５②
「施工プロセス」のチェックリスト

（２／２）
チェックリスト一覧表

（チェックの目安） 着手前 施工中 完成時

26
★契約書第18条第１項第１号から第５号に係わる設計図書
の照査を行っている。（着手前、施工時適宜）

(　/　)
(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

27
・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資
料を書面により提出して確認を受けた。（着手前、施工時適
宜）

(　/　)
(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

28
・施工（変更を含む）に先立ち、提出し、所定の項目が記載
されている。（着手前、変更（指示）時）

(　/　)
(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

29
・記載内容と現場施工方法が一致している。（施工時適宜） (　/　) (　/　)

(　/　) (　/　)

30
・記載内容と現場施工体制が一致している。（施工時適宜） (　/　) (　/　)

(　/　) (　/　)

31
・記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。（着
手前、変更時）

(　/　)
(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

32
・工事材料の資料の整理及び管理がされている。（施工時
適宜）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

33
★日常の出来形が書面にて確認できる。（施工時適宜） (　/　) (　/　)

(　/　) (　/　)

34
★日常の品質管理が書面にて確認できる。（施工時適宜） (　/　) (　/　)

(　/　) (　/　)

35
・監督員の立会いにあたって、手続きが事前になされてい
る。（施工時適宜）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

36
・段階確認の確認時期が、適切である。（施工時適宜） (　/　) (　/　)

(　/　) (　/　)

37
・受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に
処理されていることを確認し、監督員に提示した。（完成時）

(　/　)

38
・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所
定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。
（施工計画時、変更時、完成時）

(　/　)
(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

(　/　)

39
・再生資源利用（促進）計画を工事現場の公衆が見えやす
い場所に掲示されている。（施工時適宜）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

40
○指定建設機械
類の確認

・指定建設機械（排出ガス対策型・低騒音型・低振動型建
設機械）を使用している。(施工時適宜)

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

41
・工程管理において、必要に応じてフォローアップを実施
し、適切に管理している。（施工時適宜）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

42
・現場条件変更への対応、地元調整を積極的に行ってい
る。（施工時適宜）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

43
・作業員の休日の確保を行っている。（施工時適宜） (　/　) (　/　)

(　/　) (　/　)

44
・工事安全協議会等を設置し、活動記録がある。（施工時
適宜）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

45
★社内パトロールを実施し、記録がある。（施工時１回／月
程度）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

46
★安全・訓練等を実施し、記録がある。（施工時適宜） (　/　) (　/　)

(　/　) (　/　)

47
★安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録がある。（施工時
適宜）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

48
★新規入場者教育を実施し、記録がある。（施工時適宜） (　/　) (　/　)

(　/　) (　/　)

49
・過積載防止に取り組んでいる記録がある。（施工時適宜） (　/　) (　/　)

(　/　) (　/　)

50
★使用機械、車輌等の点検整備等が管理され、記録があ
る。（施工時１回／月程度）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

51
・重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離
措置がなされている。（施工時適宜）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

52
・山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理の記録があ
る。（施工時適宜）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

53
・足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理が
チェックリスト等により実施され、記録がある。（施工時適
宜）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

54
・保安施設等の整理・設置・管理が的確である。（施工時適
宜）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

55
○安全パトロール
の指摘事項の処
理

・各種安全パトロールでの指摘事項や是正事項について、
速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告している。
（施工時適宜）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

56
★関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整をしている。
（施工時適宜）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

57
★地元住民等との施工上必要な交渉、工事の施工に関し
ての苦情対応を適切に行っている。（施工時適宜）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

58
★隣接工事又は施工上密接に関連する工事の受注業者と
相互に協力を行っている。（施工時適宜）

(　/　) (　/　)
(　/　) (　/　)

○検査(確認を含
む)及び立会い等
の調整

Ⅱ
工
程
管
理

○工程管理

２
施
工
状
況

Ⅲ
安
全
対
策

○安全活動

Ⅳ
対
外
関
係

○関係機関等

２
施
工
状
況

Ⅰ
施
工
管
理

○設計図書の照
査等

○施工計画書

○施工管理・工事
材料管理・出来
形、品質管理

査
項

細
別

確認項目
チェック時期

備考（指示・改善状況）

○建設副産物及
び建設廃棄物



手 直 し 処 置 事 項

KJR338K

工事検査結果復命書兼工事成績評定書
発注番号

所属コード 発注年度債務区分 科 目 （ 節 ） 工 事 番 号

第 - - - 号

所 属 名

工 事 の 種 類 総 括 監 督 員工 事 の 分 野県 事 業 名

路 河 港 等 名施 工 場 所

設 計 額 ( 円 )
着 工

当 初
変更後(最新)

契 約 額 ( 円 ) 契 約 工 期
完 成 期 間

設 計 概 要

当 初 変 更 後 ( 最 新 )

検 査 実 施 検 査 員 立 会 人実 完 成

年 月 日

評

定

評定点

1

10

2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

（完成検査）

主 任 監 督 員

工 事 名

年 月 日 初
検

項 目 細 別

①施工体制一般

②配置技術者

①施工管理

②工程管理

③安全対策

④対外関係

①出来形

②品 質

③出来ばえ

該当 事項

構造物等の品質粗悪

設計書・仕様書と相違

構造物等の全面的損壊

出来形過不足、品質等

許容値超過が小範囲、少数

特に軽易な場合

処置

手直完了後再検査

手直後に工事執行機関の長が確認

手直後に監督員による確認

CD

A1

A2

A3

B1

B2

C1

A A' B B' C

別記様式第１号

課 長 補 佐 工事検査専門員 検 査 員

検査員所見

１．工事完成確認

２．口頭又は指示書による手直し事項

①施工条件等
への対応

工 事 検 査 監工事検査課長

＋ 点

施 工 体 制

施 工 状 況

出 来 形
及 び
出 来 ば え

創 意 工 夫

工 事 特 性

１

２

３

４

５

代 表 者 名

契 約 業 者 現 場 代 理 人 主 任 ( 監 理 ) 技 術 者

主 任 ( 監 理 ) 技 術 者 主 任 ( 監 理 ) 技 術 者

環境森林部長 総 括 次 長 技 術 次 長 自然環境課長 課 長 補 佐 担 当 ﾘ ｰ ﾀ ﾞ ｰ 担 当

６ 社 会 性 等

①創意工夫

①地域への
貢献等

D E

＋ 点

-1-

（工事執行機関の長へ提出するものは、その機関の決裁区分による）
（１）環境森林部



手 直 し 処 置 事 項

KJR338N

工事検査結果復命書兼工事成績評定書
発注番号

所属コード 発注年度債務区分 科 目 （ 節 ） 工 事 番 号

第 - - - 号

所 属 名

工 事 の 種 類 総 括 監 督 員工 事 の 分 野県 事 業 名

路 河 港 等 名施 工 場 所

設 計 額 ( 円 )
着 工

当 初
変更後(最新)

契 約 額 ( 円 ) 契 約 工 期
完 成 期 間

設 計 概 要

当 初 変 更 後 ( 最 新 )

検 査 実 施 検 査 員 立 会 人実 完 成

年 月 日

評

定

評定点

1

10

2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

（完成検査）

主 任 監 督 員

工 事 名

年 月 日 初
検

項 目 細 別

①施工体制一般

②配置技術者

①施工管理

②工程管理

③安全対策

④対外関係

①出来形

②品 質

③出来ばえ

該当 事項

構造物等の品質粗悪

設計書・仕様書と相違

構造物等の全面的損壊

出来形過不足、品質等

許容値超過が小範囲、少数

特に軽易な場合

処置

手直完了後再検査

手直後に工事執行機関の長が確認

手直後に監督員による確認

CD

A1

A2

A3

B1

B2

C1

A A' B B' C

別記様式第１号

検査員所見

１．工事完成確認

２．口頭又は指示書による手直し事項

①施工条件等
への対応

＋ 点

施 工 体 制

施 工 状 況

出 来 形
及 び
出 来 ば え

創 意 工 夫

工 事 特 性

１

２

３

４

５

代 表 者 名

契 約 業 者 現 場 代 理 人 主 任 ( 監 理 ) 技 術 者

主 任 ( 監 理 ) 技 術 者 主 任 ( 監 理 ) 技 術 者

農政水産部長 総 括 次 長 技 術 次 長 農村計画課長 課 長 補 佐 担 当 ﾘ ｰ ﾀ ﾞ ｰ 担 当

６ 社 会 性 等

①創意工夫

①地域への
貢献等

D E

＋ 点

主 管 課 長 課 長 補 佐 工事検査課長 課 長 補 佐 工事検査専門員 検 査 員工 事 検 査 監

-2-

（工事執行機関の長へ提出するものは、その機関の決裁区分による）
（２）農政水産部



手 直 し 処 置 事 項

KJR338

工事検査結果復命書兼工事成績評定書
発注番号

所属コード 発注年度債務区分 科 目 （ 節 ） 工 事 番 号

第 - - - 号

所 属 名

工 事 の 種 類 総 括 監 督 員工 事 の 分 野県 事 業 名

路 河 港 等 名施 工 場 所

設 計 額 ( 円 )
着 工

当 初
変更後(最新)

契 約 額 ( 円 ) 契 約 工 期
完 成 期 間

設 計 概 要

当 初 変 更 後 ( 最 新 )

検 査 実 施 検 査 員 立 会 人実 完 成

年 月 日

評

定

評定点

1

10

2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

（完成検査）

主 任 監 督 員

工 事 名

年 月 日 初
検

項 目 細 別

①施工体制一般

②配置技術者

①施工管理

②工程管理

③安全対策

④対外関係

①出来形

②品 質

③出来ばえ

該当 事項

構造物等の品質粗悪

設計書・仕様書と相違

構造物等の全面的損壊

出来形過不足、品質等

許容値超過が小範囲、少数

特に軽易な場合

処置

手直完了後再検査

手直後に工事執行機関の長が確認

手直後に監督員による確認

CD

A1

A2

A3

B1

B2

C1

A A' B B' C

別記様式第１号

課 長 補 佐 工事検査専門員 検 査 員

検査員所見

１．工事完成確認

２．口頭又は指示書による手直し事項

①施工条件等
への対応

工 事 検 査 監工事検査課長

＋ 点

施 工 体 制

施 工 状 況

出 来 形
及 び
出 来 ば え

創 意 工 夫

工 事 特 性

１

２

３

４

５

代 表 者 名

契 約 業 者 現 場 代 理 人 主 任 ( 監 理 ) 技 術 者

主 任 ( 監 理 ) 技 術 者 主 任 ( 監 理 ) 技 術 者

県土整備部長 総 括 次 長 技 術 次 長 技術企画課長 課 長 補 佐 担 当 ﾘ ｰ ﾀ ﾞ ｰ 担 当

６ 社 会 性 等

①創意工夫

①地域への
貢献等

D E

＋ 点

-3-

（工事執行機関の長へ提出するものは、その機関の決裁区分による）
（３）県土整備部



KJR328K

工事検査結果復命書兼工事成績評定書

発注番号

所属コード 発注年度債務区分 科 目 （ 節 ） 工 事 番 号

第 - - - 号

所 属 名

工 事 の 種 類 総 括 監 督 員工 事 の 分 野県 事 業 名

路 河 港 等 名施 工 場 所

設 計 額 ( 円 )
着 工

当 初
変更後(最新)

契 約 額 ( 円 ) 契 約 工 期
完 成 期 間

設 計 概 要

当 初 変 更 後 ( 最 新 )

検 査 実 施 検 査 員 立 会 人実 完 成

年 月 日

評

定

施 工 体 制

評定点

1

10

2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

（中間・一部完成検査）

主 任 監 督 員

工 事 名

年 月 日 初
検

項 目 細 別

①施工体制一般

②配置技術者

施 工 状 況

出 来 形
及 び
出 来 ば え

創 意 工 夫

①施工管理

②工程管理

③安全対策

④対外関係

①出来形

②品 質

③出来ばえ

該当 事項

構造物等の品質粗悪

設計書・仕様書と相違

構造物等の全面的損壊

出来形過不足、品質等

許容値超過が小範囲、少数

特に軽易な場合

処置

手直完了後再検査

手直後に工事執行機関の長が確認

手直後に監督員による確認

CD

A1

A2

A3

B1

B2

C1

A A' B B' C

別記様式第２号

検査員所見

１．中間・一部完成確認

２．口頭又は指示書による手直し事項

工 事 特 性
①施工条件等
への対応

手直し処置事項

点

１

２

３

４

５

代 表 者 名

契 約 業 者 現 場 代 理 人 主 任 ( 監 理 ) 技 術 者

主 任 ( 監 理 ) 技 術 者 主 任 ( 監 理 ) 技 術 者

環境森林部長 総 括 次 長 技 術 次 長 自然環境課長 課 長 補 佐 担 当 ﾘ ｰ ﾀ ﾞ ｰ 担 当

検 査 員工事検査専門員課 長 補 佐工 事 検 査 監工事検査課長

点＋

①創意工夫

①地域への
貢献等

６ 社 会 性 等

D E

＋

-4-

（工事執行機関の長へ提出するものは、その機関の決裁区分による）（１）環境森林部



KJR328N

工事検査結果復命書兼工事成績評定書

発注番号

所属コード 発注年度債務区分 科 目 （ 節 ） 工 事 番 号

第 - - - 号

所 属 名

工 事 の 種 類 総 括 監 督 員工 事 の 分 野県 事 業 名

路 河 港 等 名施 工 場 所

設 計 額 ( 円 )
着 工

当 初
変更後(最新)

契 約 額 ( 円 ) 契 約 工 期
完 成 期 間

設 計 概 要

当 初 変 更 後 ( 最 新 )

検 査 実 施 検 査 員 立 会 人実 完 成

年 月 日

評

定

施 工 体 制

評定点

1

10

2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

（中間・一部完成検査）

主 任 監 督 員

工 事 名

年 月 日 初
検

項 目 細 別

①施工体制一般

②配置技術者

施 工 状 況

出 来 形
及 び
出 来 ば え

創 意 工 夫

①施工管理

②工程管理

③安全対策

④対外関係

①出来形

②品 質

③出来ばえ

該当 事項

構造物等の品質粗悪

設計書・仕様書と相違

構造物等の全面的損壊

出来形過不足、品質等

許容値超過が小範囲、少数

特に軽易な場合

処置

手直完了後再検査

手直後に工事執行機関の長が確認

手直後に監督員による確認

CD

A1

A2

A3

B1

B2

C1

A A' B B' C

別記様式第２号

検査員所見

１．中間・一部完成確認

２．口頭又は指示書による手直し事項

工 事 特 性
①施工条件等
への対応

手直し処置事項

点

１

２

３

４

５

代 表 者 名

契 約 業 者 現 場 代 理 人 主 任 ( 監 理 ) 技 術 者

主 任 ( 監 理 ) 技 術 者 主 任 ( 監 理 ) 技 術 者

農政水産部長 総 括 次 長 技 術 次 長 農村計画課長 課 長 補 佐 担 当 ﾘ ｰ ﾀ ﾞ ｰ 担 当

点＋

①創意工夫

①地域への
貢献等

６ 社 会 性 等

D E

＋

検 査 員工事検査専門員課 長 補 佐工 事 検 査 監工事検査課長課 長 補 佐主 管 課 長

-5-

（工事執行機関の長へ提出するものは、その機関の決裁区分による）（２）農政水産部



KJR328

工事検査結果復命書兼工事成績評定書

発注番号

所属コード 発注年度債務区分 科 目 （ 節 ） 工 事 番 号

第 - - - 号

所 属 名

工 事 の 種 類 総 括 監 督 員工 事 の 分 野県 事 業 名

路 河 港 等 名施 工 場 所

設 計 額 ( 円 )
着 工

当 初
変更後(最新)

契 約 額 ( 円 ) 契 約 工 期
完 成 期 間

設 計 概 要

当 初 変 更 後 ( 最 新 )

検 査 実 施 検 査 員 立 会 人実 完 成

年 月 日

評

定

施 工 体 制

評定点

1

10

2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

（中間・一部完成検査）

主 任 監 督 員

工 事 名

年 月 日 初
検

項 目 細 別

①施工体制一般

②配置技術者

施 工 状 況

出 来 形
及 び
出 来 ば え

創 意 工 夫

①施工管理

②工程管理

③安全対策

④対外関係

①出来形

②品 質

③出来ばえ

該当 事項

構造物等の品質粗悪

設計書・仕様書と相違

構造物等の全面的損壊

出来形過不足、品質等

許容値超過が小範囲、少数

特に軽易な場合

処置

手直完了後再検査

手直後に工事執行機関の長が確認

手直後に監督員による確認

CD

A1

A2

A3

B1

B2

C1

A A' B B' C

別記様式第２号

検査員所見

１．中間・一部完成確認

２．口頭又は指示書による手直し事項

工 事 特 性
①施工条件等
への対応

手直し処置事項

点

１

２

３

４

５

代 表 者 名

契 約 業 者 現 場 代 理 人 主 任 ( 監 理 ) 技 術 者

主 任 ( 監 理 ) 技 術 者 主 任 ( 監 理 ) 技 術 者

県土整備部長 総 括 次 長 技 術 次 長 技術企画課長 課 長 補 佐 担 当 ﾘ ｰ ﾀ ﾞ ｰ 担 当

検 査 員工事検査専門員課 長 補 佐工 事 検 査 監工事検査課長

点＋

①創意工夫

①地域への
貢献等

６ 社 会 性 等

D E

＋
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特 例 措 置

総合評価技術提案

３ 出 来 形
及  び

出 来 ば え

発注年度所 属 名所属コード

KJR348

別記様式第３号

執行機関の長総 括 次 長技 術 次 長

工事成績評定書（総括監督員）
発注No
XXX-XXXXX-XXXXX

債務区分 科 目 （ 節 ） 工 事 番 号

XXXXX ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ
ＮＮＮＮＮ

XX ＮＮＮＮＮ ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ第XXXX-XX-XX-XX号

県 事 業 名 工 事 の 分 野 工 事 の 種 類 主 任 監 督 員 総 括 監 督 員
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ＮＮＮＮＮＮＮＮ ＮＮＮＮＮＮＮＮ

工 事 名
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

施 工 場 所 路 河 港 等 名
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

契 約 業 者 現 場 代 理 人 主 任 ( 監 理 ) 技 術 者
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ＮＮＮＮＮＮＮＮ

代 表 者 名 主 任 ( 監 理 ) 技 術 者 主 任 ( 監 理 ) 技 術 者
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ ＮＮＮＮＮＮＮＮ

設 計 額 ( 円 ) 契 約 額 ( 円 ) 契 約 工 期
着 工 完 成 期 間

99,999,999,999
99,999,999,999

99,999,999,999
99,999,999,999 99.99.99

99.99.99 99.99.99
99.99.99 9999

9999

設 計 概 要

当 初

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

変 更 後 ( 最 新 )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

総 括 監 督 員
ＮＮＮＮＮＮＮＮ

評

定

項 目 細 別 A A' B B' C D E

１

当 初
変更後(最新)

２

４

５

６

施 工 体 制

施 工 状 況

工 事 特 性

創 意 工 夫

社 会 性 等

①施工体制一般

②配置技術者

①施工管理

②工程管理

③安全対策

④対外関係

①出来形

②品 質

③出来ばえ

①施工条件等
への対応

①創意工夫

①地域への
貢献等

＋

＋

点

点 評定点

999.9

総 務 課 長主 管 課 長担 当 主 幹総括監督員

法 令 遵 守 等 － 点

該当措置内容

入札参加資格停止３ヶ月以上

入札参加資格停止２週間以上１ヶ月未満

入札参加資格停止２ヶ月以上３ヶ月未満

入札参加資格停止１ヶ月以上２ヶ月未満

口頭注意

口頭注意以上の処分が行われなかった場合

文書注意

その他

理由：

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ２０

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ２０

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ２０

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ２０

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ２０

点



KJR349K

工事成績評定書
発注No

所属コード 発注年度債務区分 科 目 （ 節 ） 工 事 番 号

第 - - - 号

所 属 名

工 事 の 種 類 総 括 監 督 員工 事 の 分 野県 事 業 名

路 河 港 等 名施 工 場 所

設 計 額 ( 円 )
着 工

当 初
変更後(最新)

契 約 額 ( 円 ) 契 約 工 期
完 成 期 間

設 計 概 要

当 初 変 更 後 ( 最 新 )

主 任 監 督 員

評

定

評定点

1

10

2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

（主任監督員）

主 任 監 督 員

工 事 名

項 目 細 別

①施工体制一般

②配置技術者

①施工管理

②工程管理

③安全対策

④対外関係

①出来形

②品 質

③出来ばえ

A B C D E

別記様式第４号

①施工条件等
への対応

＋ 点

施 工 体 制

施 工 状 況

出 来 形
及 び
出 来 ば え

創 意 工 夫

工 事 特 性

１

２

３

４

５

代 表 者 名

契 約 業 者 現 場 代 理 人 主 任 ( 監 理 ) 技 術 者

主 任 ( 監 理 ) 技 術 者 主 任 ( 監 理 ) 技 術 者

執行機関の長 総 括 次 長 技 術 次 長 総 務 課 長 主 管 課 長 担当 ﾘ ｰ ﾀ ﾞ ｰ 主 任監督員

＋ 点

６ 社 会 性 等

①創意工夫

①地域への
貢献等
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様式第5号

執行機関の長 次  長 課  長 担当リーダー 担  当

工　事　成　績　評　定　表

　下記のとおり、宮崎県工事成績評定要領に基づき評定した結果を、工事成績評定通知書

（別記様式第６号）により通知してよろしいか。

記

　　　　　年度　　　　第　　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　工事

　 　　　　　　
　着　工 　　　　年　　月　　日
　完　成 　　　　年　　月　　日

　 　　 　　　

３　完成年月日 　　　　年　　月　　日

４　完成検査年月日 　　　　年　　月　　日

５　受注者名称 　
代表者氏名
　

６　主任監督員氏名・評定点 点

７　総括監督員氏名・評定点 点

（１回）
８　中間検査員氏名・ （２回）

評定点（平均点） （３回）
（４回）
（５回）

９　完成検査員氏名・評定点 点

10　法令遵守等 － 点

10-2　特例措置 点

11  総合評定点 　 点
　（項目別評定点は別紙のとおり）

（注）中間検査の回数が６回以上になる場合は、適宜補正して使用する。

１　工　事　名

２　工　　　期

点



（公表用）

様式第６号

文 書 番 号

年 月 日

（ 受 注 者 ）

商号又は名称

代表者氏名 殿

（工事執行機関の長）

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、宮崎県工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知し

ます。

なお、評定結果に疑問があるときは、通知を受けた日の翌日から起算して10日（宮崎県

の休日を定める条例第２条に規定する休日を除く。）以内に、書面（請求年月日、請負者

名、工事名及び疑問の内容を記載）により、工事執行機関の長に対して、評定の内容につ

いて説明を求めることができます。

疑問に対する説明は書面により回答します。

記

１ 工事名 年度 第 号

工 事

着 工 年 月 日

２ 工 期

完 成 年 月 日

３ 完 成 年 月 日 年 月 日

４ 完成検査年月日 年 月 日

５ 総合評定点 点 （項目別評定点は別紙のとおり）

（修正評定点） （ 点）【総合評定点が修正された場合のみ】



（受注者用）
様式第６号

文 書 番 号
年 月 日

（ 受 注 者 ）
商号又は名称

代表者氏名 殿

（ 工事執行機関の長 ）

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、宮崎県工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知し
ます。
なお、評定結果に疑問があるときは、通知を受けた日の翌日から起算して10日（宮崎県

の休日を定める条例第２条に規定する休日を除く。）以内に、書面（請求年月日、請負者
名、工事名及び疑問の内容を記載）により、工事執行機関の長に対して、評定の内容につ
いて説明を求めることができます。
疑問に対する説明は書面により回答します。

記

１ 工事名 年度 第 号
工 事

着 工 年 月 日
２ 工 期

完 成 年 月 日

３ 完 成 年 月 日 年 月 日

４ 完成検査年月日 年 月 日

５ 総合評定点 点 （項目別評定点は別紙のとおり）
（修正評定点） （ 点）【総合評定点が修正された場合のみ】

６ 業種

現場代理人 主任（監理）技術者

７ 配置技術者※

主任（監理）技術者 主任（監理）技術者

※工事の完成時点における配置技術者を表示。



別紙

評　価　項　目 細　別

１　施工体制 Ⅰ　施工体制一般

/3.3点

Ⅱ　配置技術者

/4.1点

２　施工状況 Ⅰ　施工管理

/13.0点

Ⅱ　工程管理

/8.1点

Ⅲ　安全対策

/8.8点

Ⅳ　対外関係

/3.7点

３　出来形及び出来ばえ Ⅰ　出来形

/14.9点

Ⅱ　品質

/17.4点

Ⅲ　出来ばえ

/8.5点

４　工事特性 Ⅰ　施工条件等への

　　対応 /7.3点

５　創意工夫 Ⅰ　創意工夫

/5.7点

６　社会性等 Ⅰ　地域への貢献等

/5.2点

７　法令遵守等

７－２　特例措置

/100点

※総合評定点は四捨五入し整数とする。

評定点/満点

項　目　別　評　定　点　表

総合評定点

　

工事名　　



様式第７号

文 書 番 号

年 月 日

（ 受 注 者 ）

商号又は名称

代表者氏名 殿

（ 工事執行機関の長 ）

工事成績評定に係る説明書（回答）

年 月 日付けで貴社から説明を求められた評定の内容について、下記の

とおり回答します。

記

１ 工事名 第 号 工事

２ 疑問に対する回答



様式－１２

工事名 受注者名

項　目 細　別

□創意工夫 □施工

□新技術活用

□品質

□安全衛生

□社会性等 □地域への貢献等

１　該当する項目の□にレマ－クを記入。

２　具体的内容の説明として、写真、ポンチ絵等を説明資料に整理。

創意工夫・社会性等に関する実施状況

提　案　内　容



説明資料

工事名 ／

項　目 細　別

提案内容

（説明）

創意工夫・社会性等に関する実施状況



工事成績評定の基本的な解釈と運用について

１ 基本的な解釈

宮崎県工事請負契約約款第１条第１項において、「発注者及び受注者は、この約款（契

約書を含む。以下同じ。）に基づき、入札公告及び設計図書（別冊の図面、仕様書、現場

説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵

守し、この契約（この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。）

を履行しなければならない。」と規定しており、契約約款、設計図書、法令に基づく契約

の履行を義務付けています。

工事成績評定の評価項目は、契約書、共通仕様書等に基づくものが殆どです。つまり、

評価項目の殆どは契約事項であるということです。契約事項は、それを実施しなければ契

約不履行（契約違反）ということになります。

契約事項は、受注者は自らの責任において（発注者の指導や助言なしに）履行しなけれ

ばなりません。当然に自ら遂行しない場合は評価できないこととなります。

２ 評定の運用

成績評定は、工事を受注してから完成までの過程で、監督員の指導や助言なしに契約を

履行することができたかどうか、言い換えると、監督員がどの程度指導や助言をしなけれ

ばならなかったのかを確認して評価を行うこととなります。当然のことながら、指導や助

言の回数が多くなれば評価は低くなります。

しかし、多岐にわたる契約事項の全てを自ら遂行するには相当の困難を伴うため、中に

は監督員の指導や助言を必要とする受注者も見受けられます。

宮崎県では、このことを踏まえて、次のとおり運用します。

① 「工事成績採点の考査項目運用表」における「評価対象項目」を評価する場合は、

当該項目に関する業務を受注者が自主的に実施し、その結果が合格水準以上である場

合とします。

監督員の指導や助言があった場合は、その結果が合格水準に達していても「評価項

目」を評価することはできません。

ただし、初回の一回に限り、監督員からの口頭による指導に対して期限内に改善し

た場合は、評価することとします。

② 受注者が契約不履行に至る可能性がある場合は、それを指摘し、改善させることに

なります。監督員からの「第一段階の口頭による指導」に対して期限内に改善されれ

ば評価することとします。

期限内に改善されない場合は、「第二段階の工事打合簿による指導」を行いますが、

この場合は期限内に改善しても評価しません。

「第二段階の工事打合簿による指導」によっても期限内に改善されなければ、更に

「第三段階の監督員指示書による改善指示」を行いますが、この場合、期限内に改善

されても「Ｄ評価」、期限内に改善されない場合は、「Ｅ評価」とします。（図参照）
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③ なお、条件付一般競争入札（総合評価落札方式）による入札公告で技術的所見を求

め提案された工事において、その提案は契約事項であるため、提案内容が「評価対象

項目」と同じである場合は、その項目は評価対象から外すこととし、評価しないこと

とします。

図 契約の履行と評定の基本的な考え方

自
主
的
に
履
行

【第一段階の指示】

①口頭による指導

（口頭による指導は１回のみ）

期限内 に履行※

期
限
内

に
履
行
し
な
い

【第二段階の指示】

（①で改善しない場合）

② ①の内容を工事

打合簿により指導

期限内 に履行

履行報告の提出

※

評価しない

（■にしない）

評価する

（■にする）

※

期
限
内

に
履
行
し
な
い

※

【第三段階の指示】

（②で改善しない場合）

③ ②の内容を監督員

指示書により指示

期限内 に履行

履行報告の提出

※

（１項目でも）

Ｄ評価

期
限
内

に
履
行
し
な
い

※

（１項目でも）

Ｅ評価

※期限内：監督員が指示する期間とする。指示がない場合は、原則として７日以内（閉庁日も含む）とする。

（Ａ～Ｃ評価の範囲）
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宮崎県建設工事元請・下請関係適正化等指導要綱

平成１６年４月１日

総 務 部 財 政 課

県土整備部管理課

（趣旨）

第１条 この要綱は、宮崎県が発注する建設工事（以下「県工事」という。）において、下請

契約の適正化及び下請負人の保護並びに適正な施工体制の確立に関する遵守事項その他必要

な事項について定めることにより、元請負人と下請負人の関係の適正化等を図ることを目的

とする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。

一 元請負人 県工事に係るすべての下請契約における注文者をいう。

二 下請負人 県工事に係るすべての下請契約における請負人をいう。

（下請負人の選定）

第３条 元請負人は、下請負人の選定に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものと

する。

一 その建設工事の施工に関して建設業法（昭和２４年法律第１００号）の規定を満たす者

であること。

二 県が発注する建設工事等の契約に係る入札参加者の資格等に関する要綱（平成２０年宮

崎県告示第３６９号。以下「資格要綱」という。）第１０条の規定による入札参加資格停

止を受けている者でないこと。

三 過去における工事成績が優良であること。

四 その建設工事を施工するに足りる技術力を有すること。

五 その建設工事を施工するに足りる労働力を確保できると認められること。

六 その建設工事を施工するに足りる機械器具を確保できると認められること。

七 その建設工事を施工するに足りる法定資格者を確保できると認められること。

八 財務内容が良好で、経営が不安定であると認められないこと。

九 建設事業を行う事業場ごとに雇用管理責任者が任命されているとともに、労働条件が適

正であると認められること。

十 一の事業場に常時１０人以上の建設労働者を使用している者にあっては、就業規則を作

成し、労働基準監督署に届け出ていること。

十一 建設労働者の募集は適法に行うことはもとより、出入国管理及び難民認定法（昭和２

６年政令第３１９号）に違反して不法に外国人を就労させるおそれがないと認められるこ

と。

十二 過去において労働災害をしばしば起こしていないこと。

十三 賃金不払を起こすおそれがないと認められること。

十四 現に事業の附属寄宿舎に建設労働者が居住している場合においては、寄宿舎規則を作

成し、労働基準監督署に届け出ていること。

十五 取引先企業に対する代金不払を起こすおそれがないと認められること。

（下請契約の締結及び履行）

第４条 元請負人は、下請契約の締結に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守するものと

する。また、当該下請契約の変更についても同様とする。

一 建設工事について、地盤の沈下その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発

生するおそれがあると認めるときは、当初請負契約を締結するまでに、下請負人に対して、

その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。



二 建設工事の開始に先立って、建設工事標準下請契約約款（昭和５２年４月２６日中央建

設業審議会勧告）又は同契約約款に準拠した内容を持つ下請契約書により、下請負人と下

請契約を締結すること。

三 資材等の高騰等に伴う価格転嫁を円滑化するため、建設業法第１９条第１項第８号に定

める「価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更及び請負代金の変更額の算定方法に

関する定め」について下請契約書に記載すること。

四 自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必

要と認められる原価に満たない金額を請負代金とする下請契約及び著しく短い期間を工期

とする下請契約を締結しないこと。

五 下請契約を締結する前に、下請負人に対し、施工責任範囲、建設工事の難易度、施工条

件、工期及び工程等を具体的に提示するとともに、建設業法第２０条に基づき、下請負人

が見積を行うために必要な期間を確保すること。

六 請負金額の決定は、見積及び協議を行う等の適正な手順を踏まえた上で行うこと。

七 正当な理由なく、下請契約に係る請負代金を減額しないこと。

２ 元請負人は、下請契約（変更後の下請契約を含む。以下同じ。）の履行に当たっては、次

の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

一 下請負人から請負契約締結前に、建設業法第２０条の２第２項で定める通知を受け、請

負契約の締結後に当該通知に係る事象が実際に発生し、工期の変更、工事内容の変更又は

請負代金の額の変更に関する申し出があったときは、正当な理由がある場合を除き、誠実

に協議に応じるよう努めること。

二 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象であって、下請負人から請負契約の締結前に

建設業法第２０条の２第２項で定める通知をされていないものが契約後に生じた場合であ

っても、前号に準じて誠実に協議に応じること。

三 自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは

機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを下請負人に購入させてその利益を害しな

いこと。

四 建設工事を施工するために必要な工程の細目及び作業方法その他元請負人において定め

るべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見を聞くこと。

五 下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を

受けた日から２０日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための

検査を完了すること。

六 前号の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに

当該建設工事の目的物の引渡しを受けること。

３ 元請負人及び下請負人は、建設機械又は仮設機材の賃貸等に当たっては、県内業者を積極

的に使用するよう努めるものとする。

（請負代金等の支払）

第５条 元請負人は、下請契約に係る請負代金の支払に当たっては、次の各号に掲げる事項を

遵守するものとする。

一 請求書提出日から支払日（手形の場合は手形振出日）までの期間をできる限り短くする

こと。

二 元請負人が県又は注文者から請負代金の支払を受けたときは、当該支払を受けた日から

１月以内で、かつ、できる限り短い期間内に下請契約に係る請負代金を支払うこと。

三 請負代金の支払は、できる限り現金払とし、現金払と手形払を併用する場合にあっては

支払額に占める現金の比率を高めるとともに、少なくとも労務費相当分については現金払

とすること。

四 手形期間は６０日以内で、かつ、できる限り短い期間とすること。

五 元請負人が前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入及び労働者の



募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として現金で支払うよう適切な配慮をす

ること。

２ 元請負人が特定建設業者であるときは、下請契約に係る請負代金の支払に当たっては、下

請負人が特定建設業者又は資本金額が４千万円以上の法人である場合を除き、前項各号に規

定する事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

一 請負代金の支払は、前条第２項第４号に規定する建設工事の完成の通知を受けた日（以

下「完成通知日」という。）から５０日以内で、かつ、できる限り短い期間内に行うこと。

二 手形払を利用する場合にあっては、一般の金融機関による割引を受けることが困難であ

ると認められる手形を交付しないこと。

三 請負代金の全部又は一部の支払が完成通知日から５０日を超過して行われたときは、当

該超過支払額について、当該超過日数に応じ、年１４．６パーセント（閏年にあっては年

１４．６４パーセント）の割合で計算した金額を遅延利息として支払うこと。

３ 元請負人及び下請負人は、資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者等に対する代金の

支払に当たっては、前２項の規定を適用するものとする。

（適正な施工体制の確立）

第６条 元請負人及び下請負人は、適正な施工体制の確立を図るため、次に掲げる事項を遵守

するものとする。

一 一括下請負については、いかなる方法をもってするを問わずこれを行わないこと。

二 不必要な重層下請は、中間において不合理な利潤がとられ、これがひいては建設工事の

質の低下、下請負人の労働条件の悪化を招くおそれがあること、実際の建設工事施工上の

責任の所在を不明確にすること及び発注者である県の信頼に反するものであること等種々

の弊害を有することからこれを行わないこと。

（技術者の適正な配置）

第７条 元請負人及び下請負人は、請負金額が４千５百万円以上（建築一式工事にあっては９

千万円以上）の建設工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係にある者のうちから、建

設業法に規定する主任技術者又は監理技術者を専任で置くものとする。ただし、建設業法第

２６条第３項各号に該当する場合は、この限りでない。

２ 県工事を直接請け負った元請負人（以下「直接施工者」という。）は、下請契約の総額が

５千万円以上（建築一式工事にあっては８千万円以上）となる場合にあっては、直接的かつ

恒常的な雇用関係にある者のうちから、建設業法に規定する監理技術者を専任で置き、工事

現場における建設工事の施工の技術上の総括的管理を行わせるものとする。ただし、建設業

法第２６条第３項各号に該当する場合は、この限りでない。

（建設労働者の雇用条件等の改善）

第８条 元請負人及び下請負人は、建設労働者の雇用条件等の改善を図るため、次に掲げる事

項について遵守するものとする。

一 建設労働者の雇入れに当たっては、適正な労働条件を設定するとともに、労働条件を明

示し、雇用に関する文書の交付を行うこと。

二 適正な就業規則の作成に努めること。この場合、一の事業場に常時１０人以上の建設労

働者を使用する者にあっては、必ず就業規則を作成の上、労働基準監督署に届け出ること。

三 賃金は毎月１回以上一定日に現金でその全額を直接、建設労働者に支払うこと。

四 建設労働者名簿及び賃金台帳を適正に作成すること。

五 労働時間管理を適正に行うこと。この場合、労働時間の短縮や休日の確保には十分配慮

すること。

六 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）に従う等建設工事を安全に施工すること。

特に、新たに雇用した建設労働者、作業内容を変更した建設労働者、危険又は有害な作業

を行う建設労働者及び新たに職長等建設労働者を直接指揮監督する職務についた者等に対

する安全衛生教育を実施すること。



七 災害が発生した場合は、直接の元請負人及び直接施工者に報告すること。

八 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入し、保険料を適正に納付すること。なお、

健康保険又は厚生年金保険の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険又は国

民年金に加入するよう指導に努めること。

九 任意の労災補償制度に加入する等労働者災害補償に遺漏のないよう努めること。

十 建設業退職金共済組合に加入する等退職金制度を確立すること。

十一 自らが使用するすべての建設労働者に対し、健康診断を行うよう努めること。特に、

常時使用する建設労働者に対しては、雇入れ時及び定期の健康診断を必ず行うこと。

十二 建設労働者のための宿舎を整備するに当たっては、その良好な居住環境の確保に努め

ること。この場合、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）における寄宿舎に関する規定

を遵守すること。

十三 建設現場における快適な労働環境の実現を図るため、現場福利施設（食堂、休憩室、

更衣室、洗面所、浴室及びシャワー室等）の整備に努めること。特に、直接施工者は、こ

れに努めること。

十四 建設労働者の能力の開発及び向上のため、技術及び技能の研修等、教育訓練に努める

こと。

十五 雇用管理責任者を任命し、その者の雇用管理に関する知識の習得及び向上を図るよう

努めること。

十六 建設労働者の募集は適法に行うこと。

十七 出入国管理及び難民認定法に違反して不法に外国人を就労させないこと。

十八 前各号に定める事項のほか、建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第７条の

３各号に規定する法令を遵守すること。

２ 直接施工者は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和５１年法律第３３号）及び

労働安全衛生法の遵守、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）に係る保険料の

適正な納付及び適正な工程管理の実施等の措置を講ずるとともに、すべての下請負人が前項

各号に規定する事項について措置するよう指導、助言その他の援助を行うものとする。

（発注機関への報告）

第９条 直接施工者は、当初の契約に係る請負金額が１千万円を超える県工事について、県か

ら完成払を受けた日から１月以内に、下請工事に関する状況報告書（別記様式第１号）を発

注機関の長に提出するものとする。

２ 直接施工者は、その直接の下請負人が県外に営業上の本店を置く者である場合は、下請負

人選定理由書（別記様式第２号）により、当該下請負人を選定した理由を発注機関の長に報

告するものとする。

（県の指導及び助言等）

第１０条 発注機関の長は、この要綱の適正な施行を確保するため、直接施工者に対する必要

な指導又は助言を行うものとする。

２ 発注機関の長は、前号に規定するほか、元請負人又は下請負人がこの要綱に定める事項に

違反し、工事の適正な施工の確保が困難となるおそれが生じた場合において、必要があると

認めるときは、直接施工者に対して、調査又は是正その他必要な措置を講ずるよう指示する

ものとする。

（下請苦情相談窓口の設置）

第１１条 元請負人と下請負人との間に生じた紛争等の解決を図るため、県土整備部管理課、

西臼杵支庁及び各土木事務所に下請苦情相談窓口を置く。

２ 下請苦情相談窓口の開設時間は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで（土

曜日、日曜日、１２月２９日から１月３日まで及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）第３条に規定する休日を除く。）とする。

３ 管理課長は、下請苦情相談窓口で受付けた苦情又は相談に関し、この要綱の目的を達成す



る範囲内において、発注機関の長に対して指導及び助言を行い、又は報告を求めることがで

きる。

附 則

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２０年５月１９日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２８年６月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年１０月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和５年１月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和７年３月３日から施行する。



別記様式第１号

　当社が受注した県工事について、下記のとおり報告します。

１　元請工事の概要

２－１　下請に出した工事の概要

許可番号 商号 県内・県外の別 下請代金（千円） 契約方式（※）

県内・県外

県内・県外

県内・県外

県内・県外

県内・県外

県内件数 県内

県外件数 県外

　※契約方式（次から選択し、番号を記入してください）

　　　　　１　基本契約　　　２　個別契約　　　３　注文書、請書　　　４　口頭契約

２－２　下請代金等の処理状況

（１）元請業者の受入状況

受入年月日

受入額

受入年月日

受入額

受入年月日

受入額

（２）下請業者への支払状況

支払額
（千円）

うち手形払
（千円）

期間
支払額
（千円）

うち手形払
（千円）

期間
支払額
（千円）

うち手形払
（千円）

期間

３　建設資材等の状況

資材名 県内・県外の別
うち手形払
（千円） 期間

県内・県外

県内・県外

県内・県外

県内・県外

県内・県外

県内件数 県内

県外件数 県外

　備考 １　この報告書は、当初契約額が１千万円以上の場合に提出すること。

２　完成払いを受けた日から１か月以内に提出すること。

３　記入欄が不足するときは、欄を適宜追加すること。

合　計

利用先業者名 支払額（千円）

許可番号 商号
前払金 出来形払 完成払

合　　計

受入額 千円

千円

受入額 千円年　　月　　日

千円

完　成　払

受入年月日 年　　月　　日

年　　月　　日

受入年月日 年　　月　　日千円

年　　月　　日

合　　計

前　払　金 出来形払

請負金額（最終契約額） 千円

工期（契約工期） 年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日

施工部分の内容

下請工事に関する状況報告書

許可番号

主たる営業所の所在地

商号又は名称

代表者氏名

工事名



様式第２号

年 月 日

（発注機関の長） 殿

請負者 主たる営業所の所在地

商号又は名称

代表者氏名

下請負人選定理由書

県外に営業上の本店を置く建設業者を下請負人に選定した理由について、下記のとおり報告

します。

記

１ 工 事 名

２ 工 事 場 所

３ 契約年月日

４ 工 期 自 年 月 日

至 年 月 日

５ 請 負 代 金 円

６ 下請負の内容

工事の種類

工事の内容

下請予定額 円

７ 選定理由

下請負人の商号又は名称

主たる営業所の所在地
国土交通大臣

建 設 業 許 可 番 号 知事許可（ － ）第 号

資格要綱に基づく等級 土（ ）建（ ）ほ（ ）管（ ）電（ ）

下請負人に選定した理由

備考 １ 不要な項目は消すこと。

２ 下請負人に選定した理由欄には、他社との相見積の状況、特殊工法に関する施工能力、特殊

機械の保有状況等を具体的に記載すること。











アスファルト混合物取扱要領

１ 使用できるアスファルト混合物

宮崎県所管の舗装工事等で使用することができるアスファルト混合物

は、この要領に基づき県が承認したアスファルトプラントで製造される加

熱アスファルト混合物と再生加熱アスファルト混合物とする。

２ アスファルトプラントの承認

（１）アスファルトプラントの承認を得ようとする者は、アスファルトプ

ラント承認願い（様式－１）を、所轄の土木事務所長へ提出するもの

とする。

（２）土木事務所長は、アスファルトプラント承認願いを受理した時は、

意見を付して県土整備部長（技術企画課）へ進達しなければならない。

（３）県土整備部長は、現地調査等を行い、アスファルトプラント承認基

準（別紙－２）に適合するものについて、承認するものとする。

（４）アスファルトプラントの承認を得た者（以下「アスファルトプラン

ト業者」という。）は、承認後、承認願いの内容に変更を生じた場合

には、速やかに変更の承認を得なければならない。

（５）アスファルトプラント業者は、県土整備部長が命じた職員が、アス

ファルトプラントに立ち入って検査、指導等を行うことについて異議

なく協力するものとする。

（６）県土整備部長は、アスファルトプラント業者が、下記①～④のいず

れかに該当することが確認された場合には、承認を取り消すことがで

きる。

① アスファルト混合物の品質規格を逸脱して不良製品を供給したと

き。

② 正当な理由がなく、この要領の規定に違反し、措置を講じないと

き。

③ 承認を得てから１年以内に営業を開始せず又引続き１年以上営業

を休止したとき。

④ 廃業したと認められるとき。



３ アスファルト混合物の配合設計の承認

（１）アスファルトプラント業者は、表１－１及び表１－２に示すアスフ

ァルト混合物の種類について、その配合設計を作成し、アスファルト

混合物配合設計承認願い（様式－２）を建設技術センター所長へ提出

し承認を得るものとする。

（２）表１－１及び表１－２以外のアスファルト混合物を使用する場合に

ついても、３（１）によるものとする。

（３）承認を得た配合に変更が生じた場合には、速やかに変更の承認を得

なければならない。

（４）加熱アスファルト混合物配合設計の承認は、材料、品質、配合等の

内容に変更がない限り、１年間有効とする。ただし、再生加熱アスフ

ァルト混合物は、６ヶ月間有効とする。

（５）アスファルトプラント業者は、アスファルト混合物の注文者（使用

者）に対して、アスファルト混合物を供給する際に、下記①～③を交

付しなければならない。

① アスファルト混合物配合設計承認の写し

② アスファルト混合物配合報告書（様式－３）

③ アスファルト混合物配合設計書（様式－５）（各種試験成績表を

添付）

４ アスファルト混合物の使用報告

アスファルト混合物を使用する者（施工業者）は、使用する前に、アス

ファルト混合物使用報告書（様式－４）に３（５）の①～③の書類を添え

て、工事発注者へ提出しなければならない。

５ アスファルト混合物の種類

アスファルト混合物の種類は、表１－１及び表１－２のとおりとする。



表１－１ 加熱アスファルト混合物の種類（標準混合物・耐流動混合物）

種類 瀝青 粗粒度 密粒度 細粒度 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ 開粒度 ﾎﾟｰﾗｽ

項目 安定処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

最大粒径 40・30・20 20 20・13 13 13 13 20・13

標 準 4.0～6.0 4.5～6.0 5.0～7.0 6.0～8.0 4.5～6.5 3.5～5.5 4.0～6.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ量

ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄの 60～80 60～80 60～80 60～80 60～80 60～80

種 類 ﾎﾟﾘﾏｰ改質 ﾎﾟﾘﾏｰ改質 ﾎﾟﾘﾏｰ改質 ﾎﾟﾘﾏｰ改質 ﾎﾟﾘﾏｰ改質 ﾎﾟﾘﾏｰ改質
Ⅰ・Ⅱ型 Ⅰ・Ⅱ型 Ⅰ・Ⅱ型 Ⅰ・Ⅱ型 Ⅰ・Ⅱ型 H型

［注1］標準混合物とはストレートアスファルト、耐流動混合物とは改質アスファ

ルトをいう。

［注2］開粒度アスファルト混合物は、一般に空隙率の大きな混合物の総称である

が、本要領では次の区分とする。

・開粒度アスファルト混合物（13）：すべり止め舗装や歩道の透水性舗装な

どに用いる混合物

・ポーラスアスファルト混合物（20・13）：排水性舗装や低騒音舗装、車道

の透水性舗装に用いる混合物

表１－２ 再生加熱アスファルト混合物の種類（標準混合物）

種類 再生瀝青 再生粗粒度 再生密粒度 再生細粒度 再生開粒度

項目 安定処理 アスファルト混合物 アスファルト混合物 アスファルト混合物 アスファルト混合物

最大粒径 40・30・20 20 20・13 13 13

標 準 4.0～6.0 4.5～6.0 5.0～7.0 6.0～8.0 3.5～5.5

ｱｽﾌｧﾙﾄ量

ｱｽﾌｧﾙﾄの 再生アスファルト 再生アスファルト 再生アスファルト 再生アスファルト 再生アスファルト

種 類

［注1］アスファルト再生骨材配合率は、30％以下とする。（「再生資源の利用基準」

（平成 12年 8月 1日 宮崎県土木部））

［注2］アスファルト再生骨材の品質は、「舗装再生便覧」を参考に適切に管理す

ること。

［注3］宮崎県における再生加熱アスファルト混合物は設計針入度70程度又は設

計圧裂係数 0.60～ 0.90Ｍ Pa/mmを標準とする。

［注4］再生アスファルトは、旧アスファルトに、新アスファルトおよび再生用添



加剤を加えたアスファルトのことであり、「舗装再生便覧」を参考に品質を

確保すること。

［注5］再生アスファルトの品質は、定期的に年２回以上の頻度で確認する。また、

再生骨材の品質に変化が見られた場合には、そのつど確認する必要がある。

［注6］再生加熱アスファルト混合物は、ギャップ舗装、排水性舗装等の特殊な機

能や構造をもつ舗装には使用しないものとする。（「再生資源の利用基準」（平

成12年8月1日 宮崎県土木部））

［注7］ポーラスアスファルト舗装発生材は、一般のアスファルトコンクリート発

生材と粒度が大きく異なり、またポリマーを多く含有していることから、配

慮が必要である。

６ 品質管理

アスファルトプラント業者は、アスファルト混合物の注文者にアスファ

ルト舗装の材料の試験結果や試験成績表及び品質を証明する資料等、関係

資料を提供するものとする。

附 則

この要領は、昭和５６年９月２４日から施行する。

附 則

この要領は、平成２年３月２０日から施行する。

附 則

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、令和４年４月１日から施行する。



（様式－１）

年 月 日

宮崎県県土整備部長 殿

（申請者）会社名

代表者名

アスファルトプラント承認願い

アスファルト混合物を製造する機能を有したアスファルトプラント工場と

して下記のとおり必要図書を添えて提出しますので、御承認願います。

記

１ アスファルトプラント調査表

２ 添付図書

（１）アスファルトプラント位置図（Ｓ＝１／50,000以上）

（２）アスファルトプラント全体平面図

（３）全景写真

（４）材料置場・試験室等の部分写真

（５）その他必要な図面、資料等



（様式－１）－２

文書番号

年 月 日

殿

宮崎県県土整備部長

アスファルトプラント承認書

年 月 日付で提出されたアスファルトプラント承認願いにつ

いて、調査の結果、下記により承認する。

なお、条件及び指導事項については早急に改善されたい。

記

アスファルトプラント名

所 在 地

１ 条 件

２ 指導事項



（様式－２）

年 月 日

宮崎県建設技術センター所長 殿

住 所

アスファルトプラント名

代 表 者 名

アスファルト混合物配合設計承認願い

当会社において製造される下記のアスファルト混合物の配合設計は、別添

（様式－５）のとおりでありますので御承認願います。

記

１ アスファルト混合物名



（様式－３）

アスファルト混合物配合報告書
年 月 日

殿
アスファルトプラント名
配合設計者名

工 事 名 称
位 置
搬 入 予 定 時 期
本配合の適用時期

配 合 の 設 計 条 件
標準、耐流動、 アスファルト 突固め アスファルト量 最大粒径 アスファルトの
その他の区分 混合物の種類 回数 種類

特筆事項 再生骨材配合率
使用材料（配合設計に用いた値）

種別 製造会社名 軟 化 点 針 入 度 比 重
新ｱｽﾌｧﾙﾄ
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ

再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の圧裂係数 MPa/mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ 供給元 最大密度 旧ｱｽﾌｧﾙﾄ含有量 旧ｱｽﾌｧﾙﾄ針入度 骨材の微粒分量

再生骨材
再生用 製造会社名 動 粘 度 引 火 点 密 度
添加剤

呼び名 産 地 表乾比重 見掛比重 吸水量 すりへり減量 安定性 石 質
粗骨材 号

呼び名 産 地 表乾比重 見掛比重 吸水量 安定性 そ の 他
細骨材

フィラー 産 地 比 重 そ の 他

配 合 表
アスファルト量 密 度 骨材合成粒度（通過重量百分率）

26.5m/m 19 13.2 4.75 2.36 0.6 0.3 0.15 75μm

％ g/cm3

新AS % 理論密度 空隙率 飽和度 安定度 フロー値 動的安定度 透水係数
旧AS %

アスファルト混合物出荷温度計定期点検結果
点検日 有効期限 判 定

年 月 日 年 月 日

［注1］再生加熱アスファルト混合物の配合設計について、設計針入度への調整を行う方法では軟化

点、針入度、比重を記入、設計圧裂係数への調整を行う方法では再生加熱アスファルト混合物

の圧裂係数を記入する。

［注2］再生骨材配合率を10％以下とする場合は設計針入度の調整及び設計圧裂係数の調整を省略し

てもよい。

［注3］アスファルト混合物出荷温度計定期点検結果の記入は任意とする。有効期限はアスファルト

混合物の搬入予定時期を満足するものとする。判定は、合格又は不合格のいずれかを記入する。



（様式－４）

年 月 日

土木事務所長 殿

受注者住所

氏 名

アスファルト混合物使用報告書

次の工事について下記のとおり使用するので報告します。

工事番号

工 事 名

路 線 名

箇 所

請負金額

記

１ 使用するアスファルトプラント名

２ アスファルト混合物の種類

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ｱｽﾌｧﾙﾄの種類 アスファルト量 最 大 粒 径 使 用 数 量

の種類

３ 添付図書

(1)アスファルト混合物配合設計承認の写し

(2)アスファルト混合物配合報告書（様式－３）

(3)アスファルト混合物配合設計書（様式－５）（各種試験成績表を添付）



（様式－５）

ア ス フ ァ ル ト 混 合 物 配 合 設 計 書

混合物種類

報告年月日 年 月 日

会 社 名

添付図書 各種試験成績表を添付



（別紙－１）

ア ス フ ァ ル ト プ ラ ン ト 調 査 表

工事所在地

会 社 名

工 事 名

設 置 箇 所

工事責任者名

人 員 構 成 （別紙に役職、氏名を入れ系統図を作成のこと）

アスファルトプラント

敷 地 面 積 ㎡

能 力 ／バッチ ㎏ ／時間 ｔ／Ｈ

設置年月日

常設仮設の別

アスファルトプラント製造会社名

アスファルトプラントの製造年月日

形 式

種 類 全自動 半自動 手動



１ 次のアスファルトプラント運転に関して公に認定されている常駐の技術

者の氏名を記せ（免許の写し要）

公害防止管理者（種類も要）

危険物取扱責任者

電気主任技術者

（業務を委託している場合は会社名）

乾燥設備作業主任

特殊運転免許者

２ 材料の品質、規格と貯蔵

各材料の成分、品質の試験表を提出すること。

（１）アスファルト

貯 蔵 方 法

加熱保温方法

（２）骨 材

貯 蔵 方 法

雨覆の方法

貯 蔵 量 ｔ 基

（３）石 粉

貯 蔵 方 法

貯 蔵 量 ｔ 基



（４）燃料タンク

使用燃料の種類

貯 蔵 方 法

貯 蔵 量 ｔ 基

油 漏 対 策

（５）使用材料の産地及び会社名を記せ

３ アスファルトプラントの機構及び設備

（１）骨材供給設備

コールドビン数 基

コールドビンへの骨材供給方法 種類 台数

フィーダ型式、能力、制御方法

骨材の吐出量の点検を行った成績表及びキャリブレーションを行った関

係図を提出のこと。

（２）骨材乾燥・加熱設備

骨材投入装置型式、能力（t/hr）

バーナー型式、能力（t/hr）

自動調整の有無

（３）集じん設備及び回収設備

集じん装置名 一次 二次

回収ダストの処理方法

回収ダストを合材に使用する場合の計量方法



汚水処理方法

沈殿槽の容積

（４）ふるい分け設備（スクリーン）

ふるい型式、能力（t/hr）

オーバーサイズのフローパイプの有無

（５）ホットビンおよび計量設備

ホットビン

No. 粒 度 容 積 ビン内残量検知有無 オーバーフローパイプ

加熱骨材採取口設置の有無

計量器の型式

計量器の精度

材 料 最 大 目 盛 最 小 目 盛 計 量 方 法 落差補正の有無

骨 材

石 粉

アスファルト

計量記録計の有無

計量器の定期点検の検定書を提出のこと

（６）混合設備

ミキサー製造会社 型式 能力



ライナと羽根先端の間隔

アスファルトスプレーパ

保温装置 有 ・ 無 アスファルト噴霧圧力 kg/cm2

（７）入荷・出荷方法

トラックスケールの定期点検の検定書を提出のこと。

４ 運搬

最大運搬範囲 km 時間

運搬車（自家用） ｔ車 台

（チャーター） ｔ車 台

５ 品質管理

（１）アスファルトプラントの各設備、材料及び混合物の定期試験は、ア

スファルト混合所便覧及び関係諸基準類に基づき定期的に毎回実施し

ているか。

①設備の点検 回／年

②材料の基準試験 回／年

③混合物の基準試験 回／年

（２）試験室の器具の配置図を提出のこと（Ｓ＝１：５００以上）

（３）試験器具名、試験項目、頻度は別紙記入のとおり

（４）試験室（品質管理）に従事する人数 人

責任者 氏名 経験年数



６ 次の職種の氏名および経験年数を記入せよ。

工 場 試 験 室

工 場 長 試 験 主 任

（氏名） （氏名）
（経験年数） （経験年数）

主 任 操 作 員 試 験 員

（氏名） （氏名）
（経験年数）

計 量 員 予 備 員

（氏名） （氏名）

ショベルマン

（氏名）

予 備 員

（氏名）



（別 紙）

試験器具名、試験項目、頻度調べ

試 験 器 具 名 数 量 試 験 項 目 頻 度



（別紙－２）

アスファルトプラント承認基準

１ アスファルトプラント運転に関して公に認定されている次の技術者が常

駐していなければならない。

（１）公害防止管理者（公害対策基本法、騒音規制法、大気汚染防止法、

水質汚濁防止法）

（２）危険物取扱責任者（消防法）

（３）電気主任技術者（電気事業法、保安遂行することが困難な場合は業

務を委託することができる。）

（４）乾燥設備作業主任（労働安全衛生法）

（５）特殊運転免許者（労働安全衛生法）

２ 材料の品質、規格と貯蔵

材料は舗装施工便覧、舗装設計施工指針及び舗装再生便覧等（以下「関

係諸基準類」という。）で定められている品質、規格に適合したものでな

ければならない。

（１）アスファルト

① アスファルトタンクはプラント能力に応じ、作業に支障のない容

量を貯蔵できるものでなければならない。

② アスファルトタンクは、アスファルトをセイボルトフロール75～

150秒（約150℃～160℃）に加熱貯蔵できるもので温度を一定に保

つよう温度調整装置の付いているものでなければならない。

③ アスファルト貯蔵装置又は供給管内の適当な位置に自記温度計を

タンクの外部に内容量が確認できるような検尺装置を設置していな

ければならない。

④ アスファルトタンク検尺装置及びその温度計は年１回以上の点検

を定期的に行わなければならない。ただし、設備を更新した場合は

この限りではない。（目標値及び点検方法は、アスファルト混合所

便覧による。）



（２）骨材

① 骨材の貯蔵量は、プラント能力に応じ、出荷量の５日分程度確保

しておかなければならない。ただし、供給システムを確立している

場合は３日分程度確保できればよい。

② 貯蔵方式は、各サイズごとに区分され、他のサイズのものと交り

合わないようにしていなければならない。

③ 骨材は屋根を設けるか、常設の覆いをかけなければならない。

（３）石粉

石粉の貯蔵は湿気を防ぐ密閉式の構造でプラント能力に応じ、出荷

量の２日分程度確保しておかなければならない。

（４）燃料タンク

① プラント能力に応じた十分な容量を確保できるものでなければな

らない。

② 燃料タンクは、消防法で定められた規定を守り所定の位置に設置

し、タンクの周りに油分が外へ流出しないような処置をしなければ

ならない。

３ プラント機構及び設置

各設備の詳細については、アスファルト混合所便覧に基づくものとし、

所定の品質のアスファルトを製造できる能力を有するものでなければなら

ない。

（１）骨材受入

骨材の受入れに当たっては、数量を確認し品質について観察評価を

行い、異常を認めた場合は、必要に応じた試験を行わなければならな

い。（ふるい分け試験・比重吸水量）

（２）骨材供給設備

① ホッパ装置は、正しく作られ、各サイズ等に分離して取り扱わな

ければならない。

② フィーダ装置のゲートの開き、モーター回転数など正しくセット

され必要量を供給できる構造でなければならない。

また、ゲートの開き及びモーターの回転数と骨材吐出量の関係を



計算した関係図を作成しておかなければならない。

③ 骨材供給設備は年１回以上の点検を定期的に行わなければならな

い。ただし、設備を更新した場合はこの限りではない。（点検方法

はアスファルト混合所便覧による。）

（３）骨材乾燥・加熱設備

① 骨材投入装置は、骨材供給設備から送られる骨材をドライヤに送

り込むのに十分な構造であり、ドライヤ投入口は、骨材の付着防止

及び、シュート外への落下防止装置を設けなければならない。

② ドライヤは送られてくる骨材を十分に加熱乾燥拡散する構造で骨

材の含水量や供給量の変動による加熱骨材の温度変化を少なくする

ためドライヤバーナの燃焼状態を自動的に調整できるものでなけれ

ばならない。

③ ドライヤの吐出口付近に自記温度計を設置し、骨材温度を測定で

きるようにしていなければならない。

なお、温度計は、年１回以上の点検を定期的に行わなければなら

ない。（目標値及び点検方法は、アスファルト混合所便覧による。）

（４）集じん設備及び回収設備

集じん設備はプラントより排出される公害対策基本法の対象となる

粉じん、硫黄酸化物等が、排出基準値以下となる構造でなければなら

ない。

また、回収ダストは、適切な方法により処理しなければならない。

（５）ふるい分け設備（スクリーン）

① ホットエレベータより送られた骨材を粒度別に完全にふるい分け

る装置でなければならない。

また、オーバーサイズの骨材が各ビンに混入することがないよう

な機構でなければならない。

② スクリーンのすり減り、破れ、目詰り等の点検を定期的に行わな

ければならない。

（６）ホットビン及び計量設備

① ホットビンは各ビンに一定量以上になったらビンの外に骨材を排

出するオーバーフローパイプが取りつけられ、ふるい分けた骨材が



混じらないようになっていなければならない。

② 各ビンには骨材の残量を検知できる装置を備えることが望まし

い。

③ ビン内に貯蔵した骨材のふるい分け試験用の試料採取口を設けて

いなければならない。

④ 計量設備は、加熱骨材、アスファルト、石粉等の個別の計量槽と

計量器から構成されており、計量槽はそれぞれ１バッチ分計量でき

る容量のもので、計量器は各材料の計量値を表示する表示装置や記

録装置、計量誤差を防止する落差補正機構等を備えていなければな

らない。

⑤ 計量器は年１回以上の点検を定期的に行わなければならない。た

だし、設備を更新した場合は、この限りではない。（目標値及び点

検方法は、アスファルト混合所便覧による。）

（７）混合設備

① ミキサー内側に取りつけられたライナと羽根先端との間隔は20mm

以上おいてはならない。

また、排出口は、混合物を分離しないよう速やかに排出できる構

造のものでなければならない。

② アスファルト吐出装置は、散布終了後のアスファルトのあとだれ

防止を十分配慮した構造のスプレーバでなくてはならない。

また、アスファルト及び再生用添加剤の吐出装置は年１回以上の

点検を定期的に行わなければならない。ただし、設備を更新した場

合は、この限りではない。（目標値及び点検方法はアスファルト混

合所便覧による。）

（８）トラックスケール

混合物等の入荷、出荷管理を行うためトラックスケールを設置しな

ければならない。

なお、計量法で定める検定及び２年に１回の定期検査を受けなけれ

ばならない。

４ 運搬



トラックは、トラック底を清掃して、付着防止材を塗布し、カバーシー

トをかけて運搬するものとし、アスファルト混合物積込み完了時から荷下

ろしするまでの運搬時間は、一般に２時間程度までである。しかし、諸事

情によって長時間あるいは、長距離の運搬を余儀なくされる場合は、混合

物の保温および運搬上の安全に対し適切な処理を行わなければならない。

５ 品質管理

（１）アスファルトプラントの各設備、材料及び混合物の定期試験並びに

日常の品質管理試験は、アスファルト混合所便覧及び関係諸基準類に

基づき実施するものとする。

また、試験結果は、品質を保証するための重要な資料であり、適切

に書類の整理及び保存をしておかなければならない。

① 設備の点検 １回以上／年

② 材料の基準試験 ２回／年

③ 混合物の基準試験 ２回／年

（２）アスファルトプラント設置場所に試験室および試験設備を完備して

いなければならない。

（３）試験設備として、最低でも次のものを整備していなければならない。

① 骨材のふるい分け試験器具一式

ふるい一式（２６．５ｍｍ～７５μｍ）

はかり（容量２～２０ｋｇ）

ふるい振とう機

乾燥炉

② マーシャル安定度試験器具一式

マーシャル供試体用タンパー一式及びモールド

マーシャル安定度試験器具一式

密度測定器具一式（容量５ｋｇ程度のはかり、恒温水槽）

③ 抽出試験器具一式（ソックスレー）

３～６組

ふるい一式（２６．５ｍｍ～７５μｍ）

はかり（容量５ｋｇ程度、感量 0.5ｇ以下）



④ 骨材の比重及び吸水量試験器具一式

（４）試験室には試験に必要な人員を確保していなければならない。

６ アスファルトプラントの運転には、次の資格を持っていなければならな

い。

アスファルトプラント組織表

工 場 試 験 室

工 場 長 試 験 主 任

５年以上の経験を持つ者 ５年以上の経験を持つ者

主 任 操 作 員 試 験 員

３年以上の経験を持つ者

計 量 員 予 備 員

ショベルマン

免許取得者

予 備 員






















































